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平成１６年６月３日広陵町議会

第２回定例会会議録（１日目）

平成１６年６月３日広陵町議会第２回定例会（第１日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 松 浦 敏 信

３番 山 村 美咲子 ４番 吉 田 信 弘

５番 山 本 登 ６番 寺 前 憲 一

７番 長 好 郎 ８番 山 本 悦 雄濵

９番 坂 口 友 良 １０番 乾 浩 之

１１番 八 代 基 次 １２番 松 野 悦 子

１３番 吉 岡 章 男 １４番 青 木 義 勝

１５番 笹 井 正 隆 １６番 竹 村 博 司

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 安 田 義 典

企画財政部長 松 井 定 市 総 務 部 長 森 川 勇

健康福祉部長 池 田 誠 夫 住民生活部長 笹 井 由 明

環境整備部長 山 村 吉 由 都市整備部長 中 尾 寛

教育委員会事務局長 大 西 利 実 水 道 局 長 森 田 久 雄

健康福祉部参与 竹 嶋 昇 住民生活部参与 竹 田 健 次

住民生活部参与 山 本 新 三 都市整備部参与 和 田 信 次

４ 本会議の書記は、次のとおりである。
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局 長 西 辻 眞 治

書 記 竹 若 学 上 田 勝 代

ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。議 長

これより平成１６年広陵町議会第２回定例会を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０１開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 会期の決定について

２ 会議録署名議員の指名

３ 議案第２４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

４ 議案第２５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

５ 議案第２６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

６ 議案第２７号 北 城郡公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて葛

７ 報告第 ３号 広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について

８ 報告第 ４号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ

いて

９ 報告第 ５号 広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の

報告について

１０ 報告第 ６号 平成１５年度広陵町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の報告につ

いて

１１ 報告第 ７号 平成１５年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号）専決処分の報告に

ついて

１２ 報告第 ８号 平成１５年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書

１３ 報告第 ９号 平成１６年度広陵町老人保健特別会計補正予算（第１号）の専決処分の

報告について

１４ 議案第２８号 広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正することについて

１５ 議案第２９号 平成１６年度広陵町一般会計補正予算（第１号）
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１６ 議案第３０号 平成１６年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

１７ 議案第３１号 北 城郡公平委員会を共同設置する団体の変更について葛

１８ 議案第３２号 北 城郡公平委員会規約の変更について葛

１９ 議案第３３号 新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会の廃止について

２０ 議案第３４号 城広域行政事務組合を組織する市町の変更について葛

２１ 議案第３５号 城広域行政事務組合規約の変更について葛

２２ 議案第３６号 奈良県 城地区清掃事務組合を組織する市町の変更について葛

２３ 議案第３７号 奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更について葛

２４ 議案第３８号 奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村の変更について

２５ 議案第３９号 奈良広域水質検査センター組合規約の変更について

まず日程１番、会期の決定についてを議題とします。議 長

本定例会の会期は、過日の議会運営委員会で本日から１８日までの１６日間とすることに

あらかじめ決定されております。会期をさよう決定することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって会期は本日から１８日までの１６日間と決定しまし議 長

た。

なお、報告第３号から第９号までと、議案第２４号、２５号、２６号及び議案第２７号に

つきましては、委員会の審査を省略して本日議決願いたいと存じますので、よろしくお願い

いたします。

人事案件につきましては、日程３番から６番で議決願いたいと存じます。

次に日程２番、会議録署名議員の指名でございますが、会議規則第１１０条の規定議 長

により

３番 山 村 君

４番 吉 田 君

に指名いたします。

次に日程３番、議案第２４号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ議 長

てを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長
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本案について説明願います。 町長！議 長

議案第２４号について提案理由のご説明を申し上げます。町 長

このたび７月３１日をもって任期満了となります人権擁護委員西川満喜代氏を再度推薦い

たしたく存じます。

西川満喜代氏は、地域住民の人権擁護の普及のため、人権擁護委員を５期１５年にわたっ

て務められ、奈良県人権擁護委員協議会の幹事、 城人権擁護委員協議会の常務委員をされ、葛

また民生委員推薦会委員、社会福祉協議会理事、心配事相談員としてもご活躍を願っており、

人格、識見にすぐれ、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解と熱意があり、今

後も経験を生かし熱心にお取り組みをいただけるものと確信いたすところであります。よっ

て、人権擁護委員として適任者でありますので、ここに推薦をお願いいたしまして提案説明

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １２番議員！議 長

人権委員さんの推薦についての経過をどのようなところでどのように推薦なされ１２番議員

るのかという経過についてお聞きをしておきたいと思います。

それから、広陵町の中で人権擁護委員さんが受けるといいますか、そういう事案ですね、

例えばどんなような事案がどの程度あるのか、件数ですね、わかればご報告しておいていた

だきたいと思います。

住民生活部長！議 長

今回の第２４号の人権擁護委員さんについての選任経過でございますけれども、住民生活部長

当然７月３１日付をもって任期満了になられるという状況の中で、本議会にお願いをしたも

のでございます。

町長からご説明申し上げます。

この選任の経過についてご質問でございます。基本的には、私どもは法務大臣に対町 長

して推薦をするわけでございまして、必ずしも推薦をしたからその人がなっていただけるか

どうかはわかりません。基本的には、きょうまで西川氏の場合は５期１５年お務めをいただ

いた。そして、務めていただいている状況については、法務局から、関係機関から活躍ぶり

をご照会をいただいているところでございます。すべての委員さんについては、その活躍ぶ

りをご照会をいただき、引き続き頑張ってほしい、そういう要請もお受けをいたしておりま

して、この任期満了に伴って私どもは町の幹部によります政策会議でお決めをさせていただ

いて、引き続きなっていただこうということを今回提案をしているものでございます。
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ほかに質疑ございませんか。議 長

ざっと事案は把握はなさってない。例えばこういう広陵町で、例えば人権擁護委１２番議員

員さんの特に相談あるような相談内容で、どういう内容があるのかなというところを把握し

たいから２つ目の質問してるんやけど、さっき。把握してなかったらしてなかったでいいけ

ども。

住民生活部長！議 長

制度上人権擁護委員の活動につきましては、個々やはり相談相手のプライバシ住民生活部長

ー等もございまして、実際に活動をなさっておる実態はあるというふうには感じておるとこ

ろでございますが、法務局並びに心配事相談等のそういった相談事につきましての守秘義務

もございますので、実態としては把握に至ってはおらないということもございます。

その他運動につきましては、積極的に活動していただいておるという場面で私どもも認識

をとっております。

１２番議員！議 長

私も西川さんよく知ってますし、立派な方ですから、その方について云々言うつ１２番議員

もりは全くないわけでして、手続的なことを、実務的なことをお聞きしたわけなんですけれ

ども、結局は法務大臣から推薦を委嘱されるのはだれなんですか。それで、決定はここなん

ですけど、そういう経過の中の法的な、実務的な部分はどういうふうに手続をやることにな

っているのかということをお聞きしたかったんです。

今きょうの幹部の政策会議ということでしたけれども、その辺のところで政策会議はどな

たが出席なさっているのかなというふうにも思うんですけれども、それが適切なのかどうか

と、手続的に、その辺の確認をしたかったので、再度その町の幹部の政策会議で、いつの政

策会議でどのような方の出席の中で推薦を決定されてきているのかと、議会に対する、そう

いう実務の面を再度お聞きしておきたいと思います。

それから、プライバシーの問題で個々の名前を出すということについてはとんでもない話

です。これはもう当然のことなんですけれども、例えばいろいろな人権問題でも、種類とい

いますか、そういう部分については悩み事相談の場合につきましても、どういう相談事例だ

ったかとか、金融関係だったとか、金融トラブルだったとか、いろんなデータ持っておられ

て当然だと思いますので、そういう中で広陵町が特徴的ないろんな問題があれば、それに対

する行政の対応が迫られるわけですから、そういう人権擁護委員さんや民生委員さんや、そ

れから悩み事相談の中身を行政がしっかりと把握をして分析をするということは当然大事な
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ことですから、それをされているのかされていないのか。今まで全然分析されていないんだ

ったら、今後はすべきだと思いますが、今後についてどのように考えておられるのかという

こともお聞きしておきたいと思います。

町長！議 長

ただいまのご質問でございますが、重要施策につきましては、政策会議といいます町 長

のは、三役、教育長が 終決断をしているところでございまして、いずれも担当部長を交え

てその方針を聞かせていただき、決定をしているものでございます。今後もこうした形で進

めてまいりたいと思っています。

また、政策決定する際には部長会議を招してご審議をいただいているところでございます。

こうした人事案件等につきましても、慎重に取り扱いをしているところでございます。今

後の決定等につきましても、慎重を期してまいりたいと思っています。

人権擁護委員の活動状況については、活動の成果の報告書を私どもいただいておりますし、

人権擁護委員さん独自で人権啓発活動を私どもも一緒に参加をさせていただいて、啓発活動

を行っているところでございます。町民の皆さんのいろんな人権等の問題につきましても、

お取り組みをいただいていることでございまして、逐一問題点の報告はいただいているとこ

ろでございます。

ほかに質疑ありませんか。議 長

政策会議の内容について。１２番議員

町長！議 長

政策会議はいつやったかとかという話でございますが、我々はその都度毎日のよう町 長

に協議をしているところでございまして、こうした経過につきましては、十分な綿密な協議

をしているということでご理解をいただきたいと思います。今後につきましても、引き続き

この姿勢は崩さないで取り組んでまいりたいと思っています。

ほかに質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第２４号を原案どおり同意することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）
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ご異議なしと認めます。よって議案第２４号は原案どおり同意されました。議 長

ただいま人権擁護委員に推薦されました西川氏が来られております。紹介をさせていただ

きます。

ただいまご推薦のご同義をいただきました西川満喜代氏がお見えをいただきました町 長

ので、ごあいさつをいただきます。どうぞ。

あいさつ人権擁護委員

本日はご苦労さまでございました。議 長

次に日程４番、議案第２５号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ議 長

てを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 町長！議 長

議案第２５号についてご説明を申し上げます。町 長

このたび７月３１日付をもちまして任期満了となります人権擁護委員竹田千賀子氏を再度

推薦いたしたく存じます。

竹田千賀子氏は、人権擁護委員を１期３年務めていただき、地域住民の人権擁護の普及の

ため頑張っていただき、また心配事相談員としてもご活躍され、人格、識見にすぐれ、種々

人権思想の普及、高揚を図るとともに、人権侵害が起こらないよう監視し、人権擁護に全力

を注いでいただいております。

そのため、真に地域住民の人権擁護活動に献身的に取り組んでいただける方であり、人権

擁護委員として適任者でありますので、ここに推薦をお願いいたしまして提案説明とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第２５号を原案どおり同意することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第２５号は原案どおり同意されました。議 長
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ただいま人権擁護委員に推薦されました竹田氏が来られております。紹介をさせていただ

きます。

ただいまご推薦をいただきました竹田千賀子氏でございます。皆さんにごあいさつ町 長

をお願いいたします。

あいさつ人権擁護委員

どうも本日はご苦労さまでございました。議 長

次に日程５番、議案第２６号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ議 長

てを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 町長！議 長

議案第２６号についてご説明をさせていただきます。町 長

今回提案させていただきます栗 冨美子氏は、広陵町公民館茶華道教室の講師として、ま

た広陵町文化協会茶華道部部長として長きにわたって地域住民の文化活動に努められていま

す。栗 冨美子氏は人格、識見が高く、広く地域の実情に精通せられ、人権思想に理解があ

り、委員として適任者でございます。必ずや人権擁護の普及、高揚に努められ、また地域住

民の皆さんの気軽な相談相手になっていただき、適切なご指導をいただけると確信いたしま

すので、どうかよろしくご同意賜りますようお願いいたしまして提案説明とさせていただき

ます。

これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第２６号を原案どおり同意することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第２６号は原案どおり同意されました。議 長

ただいま人権擁護委員に推薦されました栗 氏が来られております。紹介をさせていただ

きます。

ただいまご推薦をいただきました栗 冨美子氏でございます。ごあいさつをお受け町 長 
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したいと思います。

あいさつ人権擁護委員

本日はどうもご苦労さんでございました。議 長

次に日程６番、議案第２７号、北 城郡公平委員会委員の選任につき同意を求める議 長 葛

ことについてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 町長！議 長

議案第２７号について提案の趣旨説明を申し上げます。町 長

今回のご同意をお願いいたしますのは、北 城郡公平委員会の委員でございまして、この葛

公平委員会と申しますのは、地方公務員法に基づき地方公共団体に必ず置く機関であり、本

町の場合他の団体と共同設置しております。その職務は、職員の給与、勤務条件に関する措

置の要求を審査し、必要な措置をとることや不利益処分についての不服申し立てに対する決

定などを行う機関でございます。委員は３名から構成されております。

広陵町では現在北 城郡の６町と西 城消防組合など合計１０団体で北 城郡公平委員会葛 葛 葛

を構成しており、その中で河合町、當麻町、上牧町でそれぞれ選出された委員によって組織

されておりますが、先日當麻町、新庄町の合併の関係で、當麻町選出の公平委員が本年９月

３０日をもって辞任されることになりました。広陵町から後任となります吉川和延氏の選任

をお願いするものです。

吉川氏は、広陵町農業協同組合に長年にわたり勤務し、組合長をされ、町の公職として農

業委員会の委員、広陵町都市計画審議会の会長などをお務めいただきました。人格高潔で人

事面においても識見をお持ちでございますので、公平委員として適任と判断し、本日ご同意

をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げ提案の趣旨説明とさせて

いただきます。

これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

議案第２７号を原案どおり同意することに異議ありませんか。
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（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第２７号は原案どおり同意されました。議 長

ただいま北 城郡公平委員会委員に選任されました吉川氏が来られております。紹介をさ葛

せていただきます。

ただいま選任同意をいただきました吉川和延氏をご紹介を申し上げます。どうぞよ町 長

ろしくお願いいたします。

あいさつ公平委員会委員

本日はご苦労さまでございました。議 長

次に日程７番、報告第３号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告議 長

についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 企画財政部長！議 長

それでは説明いたします。企画財政部長

初に、今回国の平成１６年度税改正に伴いまして、広陵町の税条例に改正の必要が生じ

ましたが、年度初めの税の課税時期に当たりまして議会を開催するいとまがありませんでし

たので、やむを得ず専決処分とさせていただきましたので、ご了承いただきますようお願い

申し上げます。

それでは、議案書の３ページでございます。税条例の改正につきましては、ほとんど毎年

度行われておりまして、今回の条例の改正案の文章も大量で複雑でございます。具体的な改

正内容は、議案３ページから９ページに改正箇所ごとに条文が掲載されておりますが、それ

とは別に改正部分の新旧対照表というのを別添でおつけさせていただいておりますが、その

資料も後で説明させていただきます。

大分ボリュームがありますので、まず内容の詳細の説明に入ります前に、今回の改正内容

から主に町民税に絞りまして、その要点を簡単にご説明申し上げます。

今回の主な改正点は、次の６点でございます。

まず１番目、均等割の非課税限度額の引き下げでございます。２番目に、同じく均等割の

生計を同一されている奥さんに対します非課税措置の廃止でございます。３番目、町民税均

等割の人口段階別の税率区分の廃止でございます。４番目、老年者控除の廃止でございます。

５番目、所得割の非課税限度額の引き下げでございます。６番目、土地譲渡益課税、株式譲
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渡益課税の見直し。以上の６点が主な改正の内容でございます。

それでは、これから改正の内容を説明いたしますが、別添資料の新旧対照表の方が比較的

わかりやすいと思いますので、その新旧対照表に基づきまして説明させていただきます。先

ほど申しました主な改正内容を頭に置きながら聞いていただければ幸いでございます。少し

長い説明になりますが、ご容赦をよろしくお願い申し上げます。

それでは、新旧対照表の１ページをごらんください。表の左側が改正案の条例の条文であ

ります。右側がこれまでの条文の内容でございます。また、文章、条文にアンダーラインを

引いてある部分が実際に改正のあった部分でございます。

初の第２４条につきましては、個人の町民税の非課税範囲を示したものでございます。

第２４条第１項第２号では、これまでの「老年者」の語句の表示を、改正では「年齢６５歳

以上の者」としております。

次に、同条第２項では、均等割の非課税限度額の加算額につきまして、これまでの「１９

万２，０００円」から「１７万６，０００円」に改正しております。

次の同条第３項では、生計同一されている奥さんに対します町民税均等割の非課税措置に

つきまして、昭和２５年の個人住民税発足のときから設けておりましたこの条項を廃止して

おります。今後の予定では、２カ年度で段階的に均等割を課税することになっており、まず

平成１７年度に１，５００円に、そして１８年度以後には３，０００円を課税することにな

っております。なお、所得のない、いわゆる専業主婦の方につきましては、従来どおり均等

割は課税されないことになっております。

次に、１つ飛びまして第３１条につきましては、均等割の税率に関するものであります。

第１項では、町民税均等割の金額を「年額２，０００円」から「３，０００円」に改正して

おります。これはこれまで市町村の人口規模に応じまして、２，０００円、２，５００円、

３，０００円の３段階で設定されておりました均等割額の金額が、一律３，０００円に改正

されるものであります。

次に、同条第２項では、均等割を課税する法人につきまして、新旧対照表２ページの中段

にありますように、均等割を課税する法人につきまして、防災街区整備事業組合をつけ加え

たものでございます。

次に、新旧対照表３ページに移りますが、第３４条の２につきましては、所得控除に関す

るものであります。今回、現在４８万円の所得控除となっております老年者控除が廃止され

ますが、適用は平成１８年度課税分からとなっております。
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少し飛びまして同じページ下の第４８条の規定でございます。これは法人等の町民税の申

告納付についてでありまして、法人町民税の対象となります「事務所または事業所を有する

法人」に「外国法人」を加えるものであります。

４ページに移ります。第５４条につきましては、固定資産税の納税義務者についてであり

ます。まず、第６項では、納税義務者となる団体につきまして、市町村合併に関して新たに

設置することができるようになりました合併特例区という団体を追加する規定であります。

次に、今回の改正で新たにつけ加えられました同条第７項では、新しい納税義務者の形態

としまして、家屋の所有者以外の方がその事業用に使うため取りつけました附帯設備につき

ましては、取りつけた方を所有者のみなし、その附帯設備について固定資産税を課税すると

いうものであります。

５ページに移ります。附則第５条につきましては、個人町民税に対する所得割非課税の範

囲等の改正であります。平成１５年度におきまして生活保護基準額が引き下げられたことに

伴い、所得割の非課税限度額の加算額が「３６万円」を「３５万円」に見直されたものであ

ります。

同じページでございますが、附則第６条の２を附則第６条と変えての改正であります。譲

渡所得につきましての居住用財産の買いかえ等の譲渡損失の損益通産及び繰越控除に対しま

す改正でございます。これに関しては、記述がこの５ページから１０ページの下まで延々と

続いております。その内容を簡単に申しますと、現行の制度におきましては、特定居住用財

産の買いかえ等の場合に譲渡損失が生じましたときは、その譲渡損失の金額につきまして繰

越控除が認められております。今回の改正では、 近の住宅価格の下落を踏まえ、居住用財

産の譲渡による損失が生じ、かつその譲渡価格を上回る住宅ローン残高のある人に配慮する

観点から、適用期限の３年延長や繰越損失の繰越年数の拡大など、制度の拡充を行うもので

あります。

次に、１３ページをごらんください。附則第１７条につきましては、町民税の関係で譲渡

所得に係る個人町民税の課税特例の改正であります。内容は、所有期間が５年を超える土地

等の長期譲渡所得の譲渡益課税につきまして、土地使用の活性化を図る観点と株式譲渡に対

する課税とのバランスを考慮し、まず長期譲渡所得に係る税率が現行の４％から３．４％に

引き下げられます。

それから、譲渡所得に係る特別控除と譲渡損失について、ほかの所得との損益通産の規定

を廃止するものであります。これらの改正の適用につきましては、平成１７年度課税分から
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となっております。

１５ページ中ほどの附則第１７条の３につきましては、居住用財産を譲渡した場合におけ

る長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例の改正であります。先ほど申しました５ページの

ところの附則第６条及び第６条の２の改正で、居住用財産の買いかえ等のことを申し上げま

したが、ここでは同様の事由により居住用財産の譲渡による損失の繰越制度についても拡充

を行うことをうたったものであります。

次に、同じページの附則第１８条につきましては、短期譲渡所得に係る町民税の課税特例

の改正であります。所有期間５年以内の短期譲渡所得に対する税率につきましては、現行で

は譲渡益の９％と総合課税をした場合の税率の１１０％のいずれか多い税額によることとな

っております。それを改正では、一律譲渡益の６％にするものであります。

１７ページでございます。附則第１９条と１８ページの第１９条の２につきましては、株

式等に係る譲渡所得等に対する町民税の課税特例と上場株式等を譲渡した場合の株式等に係

る譲渡所得に対する町民税課税特例の改正であります。

これは公募株式投資信託の受益証券や特定投資法人の投資につきまして、上場株式と同様

に譲渡益に対する税率が現行の４％から３．４％に引き下げられたものでございます。その

上で、平成１９年１２月３１日までは、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得

等の課税の特例については、優遇税率２％を適用するものであります。

１８ページの 後の行でございますが、附則第２０条につきましては、特定中小会社が発

行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び譲渡所得等の課税の特例の改正であります。これ

は現行制度では、特定中小会社が発行した株式につきましては、上場等の日の前日までに譲

渡等による損失が生じた場合において、譲渡による譲渡所得の金額はその２分の１相当額の

金額とするという特例が講じられております。それを今回の改正では、ベンチャー企業支援

の観点から、この適用対象となる特定株式の範囲を広げるとともに、譲渡期間等の要件を緩

和し、拡充を図るものであります。

以上、改正の内容を長々と説明申し上げましたが、この条例の施行日は一部を除きまして

平成１６年４月１日となっております。これで報告第３号の説明を終わります。よろしくお

願いします。

これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ９番議員！議 長

今回国の条例が変わりますのんで、いろいろこういうふうに変化が出てくるんです９番議員

が、これ内容見ますと、上がるところもあれば下がるところもある、いろいろ雑多にまざっ
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ております。この条例することで、本町の税収から考えると、どのような数字の形になって

くるのか。

それともう一つ、きょうの会議の冒頭でも町長おっしゃっておられました。非常に町民税、

滞納がふえてると。こういう関係から見まして、これが今後どのように動きになってくるの

だろうか。この条例の改正によりどのような動きが見られるのかということについて質問し

たいと思います。

これ今回もう専決してしまったと、こういうことですので、国の法令の改正によりこうい

うふうになってきたと思いますので、その辺の動きの数字はどのように把握されているので

しょう、ちょっとお聞かせ願います。

企画財政部長！議 長

２点質問がありましたが、今回の改正に伴います税収の関係でご説明申し上げ企画財政部長

ます。

大分項目が多いですので、その合計額だけを説明申し上げます。一応３年度にわたります

が、１６年度、１７年度、１８年度、３年にわたります改正でございますので、まず１６年

度の影響額につきましては、４３４万円の増収見込みでございます。それから、１７年度の

影響額につきましては、４９６万円の増収でございます。１８年度につきましては、１，８

６０万円の増収見込みとなっております。以上でございます。

滞納につきましては、収納対策本部長が答えます。

収入役！議 長

初の町長のあいさつにもございましたように、第３回目の納税推進の滞納整理に収 入 役

当たっていただいております。現在１１４名の管理職が連休明けから納税の交渉に当たって

おります。対象者は約３００人を想定いたしておりまして、金額的には、今回当たっていた

だく滞納の金額は約９，０００万円というところでございます。連休明けから各管理職が１

１班に分かれまして、それぞれ割り当てをいたしました滞納者に伺っていると、こういう状

況でございます。

今回はできるだけ少額の滞納者といいますか、大変１００万円、２００万円といいますか、

大量の額になってまいりますとなかなか払えないと、こういう実情でございますので、でき

るだけ小さい間に交渉を進めていこうと。滞納額が小さい間に進めていきたいと、こういう

ことで、小さい金額の滞納者から拾っていきたいと、こういうことで滞納に当たっていると

ころでございます。以上でございます。
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９番議員！議 長

なかなかこれ比較難しいんですが、今現在滞納者と今回税制の改正にはどのぐらい９番議員

の割合の人がこういう中に入り込んでくるのか。今現在滞納の主な滞納者のしているランク

の方と、今回税制改革によるその中でどのぐらいの割合がふえてくるのか、それがわかれば、

何か数値がわかったらちょっとお知らせ願いたいんですが。この内容はいろんな土地のそれ

まで入ってるんですけど、一応滞納しているクラスまでどのように響いてくるのかというこ

となんですけど、そのような数字はつかんでませんか。

ちょっとはっきりと。議 長

今滞納しているのは、要するに滞納している非常に低所得者が滞納しているとは思９番議員

うんです。中にはごっつう高所得者もいてますよ、滞納しているのは。それに対して今回の

税制の改正がどの辺のクラスにこれが改正、ある面で言うと増税に当たってくるのかという

ちょっと心配をしているんですが、その辺何かありますか。

企画財政部長！議 長

今回の改正につきましては、特に滞納者ということではなしに、全般の方に対企画財政部長

するものでございます。例えば均等割、先ほど申しました人口段階別区分の廃止によります

２，０００円から３，０００円に均等割がふえるわけでございますが、これにつきましては、

対象者大体１万６６０人おられます。ですので、これをいいますと、広く全般に影響してく

るということでございます。

質疑。 １２番議員！議 長

では、質問いたします。まず、先ほどトータルで税収のプラスになるということ１２番議員

で数字を上げていただいたんですけれども、一つ一つがかなり重要な法改正になっていると

いうような状態なんです。ですから、それとプラスの部分、マイナスの部分もあるわけです

から、それぞれの個々の部分について数字を教えていただきたいと思います。

それと、今回、今全体に対する改正というふうな評価でしたけれども、均等割については

全体に対して影響するということはわかるんですけれども、高齢者の方の課税強化あるいは

従前パートとかで働いてきた方に対する課税強化などを見れば、その一方で株式の譲渡所得

に係る町民税の特例で、これは減額になるわけです。そういう点で見れば、やっぱりそうい

う所得の低い方に対する課税強化だということを言わざるを得ないと思うんです。こういう

点について先ほども町長があいさつの中で報告ありましたが、地方６団体でそれぞれの自立

とそれぞれの部分での地方から日本を変えていくということで大変盛り上がった会議だった
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という報告あったわけなんですけれども、広陵町のやっぱり大切な仕事の一つとしては、そ

ういう弱者に対して保護をしていくということが大切だと思うんですけれども、そういう観

点から、こういう広陵町から地方を変えていくという観点に立てば、今回の税改正の評価を

どのようにしているのか、この点についてもお聞かせいただきたいというふうに思います。

それから、先ほど金額の方を教えてほしいということで質問しましたが、あわせて大まか

な人数で結構ですが、対象人数もあわせてご報告をいただきたいと思います。まずそれだけ

報告お願いしたいと思います。

企画財政部長！議 長

個々にということで申されておりますので、申しますが、大変細かいですので企画財政部長

時間もかかると思いますが、よろしくお願いいたします。

まず、順不同でございますが、均等割の人口段階別区分廃止ということで、これ申しまし

たが、先ほど申しました１，０００円上がる分でございますが、対象者は１万６６０人でご

ざいます。１，０６６万円の増額ということでございます。（１２番議員「それ何年度ので

すか。」）まず１６年度改正分を申し上げます。１６年度改正分は、その分と株式譲渡益課

税の見直しということで、この分が対象者ということではございません、件数としまして、

これはあくまでも推測でございますが、３００件ほどございます。想定としましては６３２

万円の減ということで想定しております。

１６年度改正につきましては、その２つで、非課税限度額の引き下げがあるんですけども、

所得割と均等割の非課税限度額の引き下げも１６年度からありますが、これはちょっと試算

ができませんので、その分は入れておりません。以上が１６年度改正分でございます。

１７年度の改正分としましては、生計同一の奥さんに対します均等割の非課税措置の廃止

ということで、この対象者は１５年度数値からしますと１，７２１人おられますので、１７

年度分としましては１，５００円かかるということで、２５８万円の増額でございます。

それから、同じく１７年度分としましては、土地譲渡益課税の税率減でございますが、こ

の分につきましては６８件の分を想定しまして、金額的に申しますと４１７万円の減額でご

ざいます。

それから、もう一つ土地譲渡益課税の特別控除の廃止、これ１００万円の廃止でございま

すが、これにつきましては、６５件ということで想定しまして、金額的に２２１万円の増額

でございます。以上が今回の改正によります１７年度分の影響額でございます。

それから、１８年度の影響額としまして、先ほど申しました生計同一奥さんの非課税措置
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の廃止が１８年度では満額となっております。３，０００円が掛けられますので、この分に

つきましては、先ほど１，７２１人の３，０００円ということで５１６万円ということでご

ざいます。

それから、老年者控除の廃止につきましても４８万円の控除が廃止されるということです

が、１５年度の数値でございますが、対象者が６６９人ということで、９６３万円の増額で

ございます。

公的年金の見直しということで控除が２０万円下がりますので、その分の金額、対象者が

６６９人ということで４０１万円の増額でございます。以上でございます。

それから、２番目の質問でございますが、今回の改正が低所得者に対する改正であるとい

うふうに申されておりますが、今まで申しましたように、必ずしも低所得者だけではなしに、

まず広くやられているということでございます。均等割の人口段階別の１，０００円のアッ

プでございますが、これは所得関係なしに１，０００円上がります。

それから、老年者の控除でございますが、これも低所得者ということで言われておるよう

に思いますが、必ずしも老年者の方が低所得者ということではなしに、６５歳以上の方でも

数億円も年収のある方もありますし、年金でたくさんの年金をもらってる方もありますし、

不動産所得を持っておられる方もあります。ですので、これはそういうことでなしに、老年

者だから控除するという今までの方向を見直したということでご理解いただきたいと思いま

す。

そのほかに生計同一奥さんの非課税措置の廃止につきましても、これは説明で申し上げま

したように、昭和２５年当時の法律ができたときに、同じ世帯の奥さんに、ご主人には均等

割を取るけども、同じ世帯で奥さんに所得があっても均等割を取らないと。今から思えば不

合理な、男女共同参画社会の面からいえば、奥さんを何か優遇しているような感じでなって

おりました部分を見直したものでございまして、当時そういう働いておられる奥さんは５０

万人ぐらいしかなかったそうでございますが、今はそういう税金のかかる対象範囲の奥さん

は１，０００万人ほどおられるということで、それを見ても、状況が変ってきたことによる

税制改正ということでございます。

その他株式譲渡益課税につきましても、低所得者だから株を買わないということでなしに、

やはりいろんな金の運用でいろいろ運用されておりますので、いろんな階層についての関係

する今回の税制改正だと理解しております。以上でございます。

１２番議員！議 長
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今数字出していただいたんですが、これの基礎控除の減額については出ていない１２番議員

ということなんですけれども、ざっと見ますと、大体この老年者に該当する方につきまして

は、トータルしますと、１人当たり２万円ぐらいの増税になるわけです、平均すれば。 近

高齢者に対する負担増が甚だしいわけです。医療費の問題もそうですし、それからまた医療

費の負担増、また介護保険の保険料負担、またあるいは介護保険の利用料、そして税金の増

税、年金の減額、本当に所得の低い高齢者の方にとっては、本当に生活できるかできないか

という、こういうような状況、ますます追い詰められていっているのが今のやり方なんです。

これは理事者の皆さんも、このような今までの経過と今回の税改正を見れば、はっきりと認

識できる、こういう状態ではないんでしょうか。その点について、高齢者の方々について今、

たくさん所得のある方もいるだとか、たくさんの年金をもらっている方もいるということで

説明あったんですけれども、すべての方が今十分な生活をされているとは到底言えない。多

くの方々が年金暮らしの方大部分ですけれども、また無年金の方もいらっしゃる。こういう

中で大変厳しい生活をされている方もたくさんいらっしゃるわけです。こういう方に対する

増税につながるということは、到底広陵町としても住民を守っていく立場から見れば、この

ような税制を国の言うままに安易に行ってはいけないというふうに思うんですけれども、こ

の点について再度お願いいたします。

それから、先ほど大体老齢者１人当たり２万円程度の増税になるんじゃないかというふう

に言いましたけれども、一般的に高齢の両親お二人が元気にいらっしゃって、そしてまた主

婦はパートに出ているというような状況であれば、大体１年間に４万７，０００円ぐらいの、

あるいはもう少しプラスの増税になるんです。５万円弱の増税になるということが、概算で

すので違っている部分もあるかもしれませんけれども、大体ほぼそのような状況になるので

はないかと思うんです。

今景気が上向きになってきたという報告があるのは、大企業の一部の企業の利益の景気の

向上であって、それが我々国民や町民の暮らしに反映をされているかといえば、全くそうい

う状況になっていない中で、これだけの増税は本当に深刻な問題を及ぼすということを言わ

ざるを得ません。

ましてや年金が大変改悪になって、将来の生活設計大変見通しがない。ヨーロッパ諸国な

どでは、年金に対してＥＵになって年金制度変わったんですけれども、６割の方が満足して

いるんですが、日本の方は７割の方が不安だと、このようなアンケート結果があるんです。

こういう中で、追い打ちをかけるような今回の税制改正について、本当に真剣に町民の暮ら
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し、個々のそれぞれの立場を見ていく中で、安易にすべきでないと思うんですが、再度この

点についてどういう町民の暮らしに影響を与えるのかということを、所得のある方はいいん

です、所得の低い方についてはどのように認識を持っておられるのか、お聞きをしておきた

いというふうに思います。

それから、これの基準ですね、これによって町の所得が大幅にふえていくということには、

１，０００万円ですから、かなりの金額でその分が、１，０００万円といいますのは、１，

８６０万円、１８年度では。かなりの負担増になっていくわけなんですけれども、こういう

増税がないと、広陵町の町政はやりくりできないと、全くできないというふうに認識してこ

の税改正についてすぐに取り組むべき課題というふうに認識されたのかどうか、その点につ

いてもお聞きしておきたいと思います。しなくてもやっていけると、町財政もやっていける

というふうに私は認識しておりますので、その観点からもお聞かせいただきたいと思います。

企画財政部長！議 長

誤解していただきたくないのは、老年者控除というのは、所得のある方に対し企画財政部長

て控除するもので、いわゆる低所得者で税金かからない人、また全く所得のない人には全く

関係ないことでございます。

それで、先ほど申しました老年者という概念が、これまでは幾ら所得があっても４８万円

という控除を引いていたと、老年者控除という控除があったということを是正したものとい

うことで今回の改正をしたものでございます。

それから、今回の改正によります町財政への影響につきましても、先ほど申しましたよう

に、４００万円のものでございますので、税収からすればほんのわずかということに理解を

しております。それだけ町民の方に影響を受けることは受けますが、全体の税収から見れば、

その割合は少ないということでございます。以上でございます。

６番議員！議 長

先ほどから論議されているところで一番大事な問題は、今回の税の改正の中にある６番議員

思想の問題だというように思います。先ほど町長、議長は、地方６団体の決起大会に出席し

たということですので、その内容については全議員に直ちに配付していただきたいというよ

うに思います。

この問題はなぜかというと、今地方交付税あるいは三位一体の改革の中で、地方交付税や

補助金カットが強力に推し進められている中での地方財源の確保をどうするのかという政府

のまやかしの実体があらわれている一部であります。つまり、地方に自主財源をつくろうと
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いう中での流れであります。こういう問題が背景にあるということをきっちりとつかむ必要

があるということをまず第１に指摘しておきたいと思います。

また、今回の改正の問題で言えば、大企業のところでは連結決算等についても非常に恵ま

れた減税がとられている。その一方で、地方財源、地方のところで、所得税もここに老齢者

控除というてありますけども、現実には年金二百数十万円の方に老齢者控除が減らされるわ

けなんです。これは高額所得者と言えない。あくまで生活ぎりぎりいっぱいの方々のところ

での老齢者控除の廃止になっているわけですから、認識は先ほどの所得税だというような形

でおっしゃっていますけれども、あくまでもこれは高額所得者と言えない実態のところの部

分であります。

住民非課税のところに至ってはなおさら、これは住民税のところで言えば、非課税やその

他対象は当然先ほどの話の中でも人口区分の問題についても、これについても住民税の部分

というのは、所得の少ない人には負担が非常に大きくかかる、率が大きくなるわけなんです

から、あくまでもこれは所得に低い方々への増税だと言わざるを得ないわけなんです。こう

いう部分について、本当に政府が今行っているこの部分の中身、広陵町をあずかる理事者初

め地方公務員の皆さん方が、この部分に対してどのような認識を持っているのかということ

は非常に重要なところなわけです。広陵町民の暮らしを守るという立場からいっても、先ほ

どから出ている政府と自治体との関係なわけです。こういうところで議会も所得税が、ある

いは国が決めたことだから仕方ないんだというような論議では論外です。今決起大会に参加

したというところの姿勢の一つがこういうところにあらわれているわけですから、具体的な

内容については、先ほど言ったことにあらわれています。

この低所得者にかかってくる非常に深刻な中身だという認識は持つべきであります。生活

保護基準がいわゆる７０歳以上の方に控除額が削られる、こんなばかげたことが行われてい

るわけですから、その中身がここにもあらわれてきたということでしょう。こんな事態で広

陵町民の暮らしを守るという立場をとる。決起大会にも参加して三位一体の地方切り捨ての

考え方に反対する。こういうことから見ても、この問題に対して深刻な認識を持っていただ

きたいと思うわけですが、この国の改正に対して、再度お聞きしますけれども、町が広陵町

民にかかってくるこのような低所得者層と私たちは思うわけですけれども、ところにかかる

増税に対してどのように思うのか。広陵町の中でも税の控除については、景気回復だ、景気

回復だと言って、国全体挙げて大企業の減税とあわせて株式のいわゆる時限立法でしょうけ

れども、控除額があらわれているという点から見ても、大金持ち優遇の税改正の一環だと言
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わざるを得ないわけですけれども、そういう認識のもとで広陵町民の暮らし守る立場から、

この国の税の改正に対してはどのように認識を持っておられるのかと、この点についてはき

っちりとお聞きしたいと思います。

先ほどから問題については、非常に不十分な認識だと言わざるを得ませんので、実態を即

した形でご答弁をお願いしたいと思います。

町長！議 長

ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。町 長

せんだっての国の大会でございますが、私どもは、国は三位一体の改革を進めている、国

庫補助金を減らした、また地方交付税も１兆２，０００億円を減らしているんです。総額で

は減らす分がおよそ３兆円があるわけでございますが、今年度税源移譲するのがわずか４，

５００億円でございまして、全く三位一体になっていないということを私ども強く言ってい

るんです。

これは、地方６団体の要求しているのは、こうした税源移譲を今地方消費税１％でござい

ますが、この消費税の税率を上げよと、そして同じように税源移譲してくれと。また、所得

税を一部移譲せよと、こういうことを言ってるんです。３兆円減らすかわりに地方に３兆円

を税源移譲するようにと。そういうことをしなければ、来年度からは全国の市町村が予算が

組めないと、そんな事態になるのでございます。

こうしたことから、各地方に分権意識を高めるために税源移譲をこうした地方税の改正に

持ち込んできておるというのは事実でございまして、全国一律にこうした課税の強化をして

いるというように、私どもそのように理解をしております。

しかし、これではとても、これはわずかでございまして、こんなことよりももっと消費税

や所得税の一部を移譲してもらわなければいけないと思います。今回の高齢者のことについ

て申されておるわけでございますが、これから高齢化社会に突入するわけでございまして、

高齢者を優遇するとか、高齢者は税金を納めなくてもいい社会をつくると。これとは違うん

です。高齢者も未成年者も成人もおる。みな所得を持っているんです。所得のある人が平等

に負担する、高齢者だから優遇するというそういう社会ではないと思います。

いずれの皆さんも所得を得た場合は、平等に税負担をするというのがねらいでございまし

て、特に老年者控除というのがなくなりました。老年者というのは６５歳を言ってるんです

が、６５歳でもまだ今青年やと言ってる人も随分多くおられますので、老年者という言葉が

なくなった、６５歳以上の人にという年齢の言葉に表現がえをされているところでございま
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す。

いずれにしても、高齢化社会の人にも平等な負担をしていただく、このことをどうぞご理

解をいただきたいと思うのでございます。

年金にも課税するのかということでございますが、年金も大小ございます。少ない人には

課税はされません。非課税になっているんです。年金も所得の一部であります。年金ありき、

また不動産所得もある、また会社へ勤めている、こういう人もあるのでございますので、そ

の分の年金だけは非課税にするということは国は言っていません。年金も一つの収入でござ

います。ない人から見れば、あの人は多くの年金をもらっていると、こういうことにもなる

のでございまして、こうした所得の平等ということで課税をされているということをご理解

をいただきたいのでございます。

私どもの要求しているのは、もっと大きい、地方自治体にも大きな財源を移譲していただ

くように、そうした皆さん方のお力を結集して国に対して働きかけをさらに強化をしてまい

りたいと、そのようなことを今私どもは力をつけているところでございます。

６番議員！議 長

町長もいわゆる地方財源の強化の一環だという点での認識は持たれたわけですけれ６番議員

ども、実際にこのところで老齢者年金、公的年金控除でも老齢者控除の問題、先ほども言っ

たように、二十数万円の方にこの控除が廃止されるんです。だから、そういう所得のところ

の人ちゅうのが多いとは言えないという形で私たちは認識を持ってるわけなんです。そうい

うところにまでいわゆるお年寄りいじめを行うと、こういうようなところの実態があるんだ

というように言ってるわけなんですけれども、私はこの問題で認識を持っていただきたいの

は、わずかな金額だとおっしゃいますけれども、先ほども出ているように、一人一人の立場

から見ると、大変な増税になってくると。ここに一般質問でもしなきゃならないと思います

が、国は保育所補助金についても一般財源化をしてしまったと、今年度からしてしまったと。

この中で、実際に地方交付税算入と譲渡税のところで賄うと言っているけれども、実態とし

て今後の保育行政がどうなるのかとかという問題は深刻な問題になってくるわけなんです。

こういうようなところの部分に対しても、結局は国は今税制改正だと言っているけれども、

国民に負担を求めるという姿勢ではなく、大企業やそれに準ずるようなところ、あるいは株

式の譲渡益に対するところについても、大幅な減税を行ってるわけなんです。このところを

無視して、各地方に住むところの方々に対して、所得の低い、あるいはまた普通の方々に対

して増税を与えていくというところがおかしいんではないかと言ってるんです。
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だから、そういうふうなところを見ないで一般化してしまえば、あたかも国の財源難が平

等にいっているというように認識を持たれては私は困るんです。困るというよりも、実態を

見ないということになってしまうからなんであります。

そういう点で、法人税でも連結決算で当初政府は、銀行だけの連結納税制度をしようとい

うように言ってたわけなんですけど、銀行だけ得をさせるというのは法の平等に反するから

という形で、すべての企業に対しての法律に変えてしまったわけなんでしょう。だから、そ

ういうようなところからいっても、消費税もそうです、今１％消費税、これは確かに地方６

団体の声になっています、１％を地方財源にしろという、増税しろということになってます

けれども、これについても結局は法人税減税、この消費税が始まって１５年ですか、約１４

０兆円余りの消費税が取られていたと。この間、時を合わせたように大企業中心の法人税減

税は、これも約１４０兆円の減税になっているんです。消費税はすべて大企業の減税分に回

されたというのがこの実態なわけなんですから、こういう問題についても私は自治体の住民

の暮らしを守るという立場に立つべき公務員、また町長があわせてこういう実態に対する認

識を深めてもらう必要があるというふうに思うんですけれども、その点についての認識を深

めるという点についてはどのように思っておられるのか、再度聞いておきたいと思います。

町長！議 長

いろいろご高説をいただいているところでございまして、私どもも上京するたびに、町 長

また各市町村長さんの意見、今回は北 の議会議長さんと一緒に同席もさせていただいて、葛

意を同じくしたところでございます。よく勉強して市町村の意見を国に対して積極的に持ち

寄って運動を展開していきたいと思っています。

ほかに質疑ございませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論はありませんか。議 長

６番議員！

討論については、先ほどの質疑の中で述べているように、この増税の税制改正は、６番議員

大きくは第一に国が三位一体の改正、地方交付税の改悪あるいは補助金カットに見合った地

方財源の確保をするというところから、こんな細かいところまで、低所得者の層まで増税を

課すと、こういう内容が如実に出ている問題であります。

特に生活保護の方、７０歳以上の方については、老齢加算が廃止される事態になった、あ

るいは生活保護の基準が、それは入ってない、なった、あるいはいわゆる先ほどの説明あっ
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たように、生活保護基準が引き下げられたと、そういうところに見合って 低限控除が１万

円引き下げられるというような実態にもあらわれているように、弱者に対する税の負担を追

い求めている政府の姿というのは、異常な姿、状態であります。こういうところに地方の公

務員として地方の住民をあずかるところの公務員が、真剣に地方の生活を守っていくという

立場を貫いていくならば、この政府の改正に対する認識、改めて実態を正確に持っていただ

いて、この問題に対する認識を深めていただくということが必要だというように思います。

そういうことも加えて反対いたします。

ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。議 長

報告第３号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって報告第３号は承認されました。議 長

次に日程８番、報告第４号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専議 長

決処分の報告についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 住民生活部長！議 長

それでは、報告第４号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専住民生活部長

決処分の報告についてご説明を申し上げます。

先ほど来、税改正の中で第６番目の項目につきまして、国民健康保険税条例に関しても今

回の税条例の改正について影響をしてまいることから、専決処分をさせていただいたところ

でございます。

国民健康保険税にかかわります今回の改正につきましては、新旧対照表の２０ページに掲

げておるわけでございますが、その内容は附則の第３項と附則の４項を改正するものでござ

います。条文ばかりが列挙されておりますので、概略だけをご説明を申し上げたいと思いま

す。

今回の税条例の改正に伴いまして、国民健康保険税の所得割につきましても、その所得の

規定が国民健康保険税条例３条と１２条において規定がなされております。それから、所得

控除についても、根拠につきましては、地方税法３１４条の２において定められております。
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今回の税条例の改正で、国民健康保険税条例の影響してまいります項目は、譲渡所得いわゆ

る長期譲渡所得におきましても、所得税率、住民税率の軽減が図られたことから、長期譲渡

所得に係る１００万円の控除が廃止されたことによって、その所得割が上がるという項目に

なってくるわけでございます。その内容につきましての個々のこれまでの条文を整理し、そ

して附則でうたっておるわけでございます。本条例の施行日につきましては、１６年４月１

日でございまして、その適用区分につきましては、平成１７年度以降の国民健康保険税から

適用になるものでございます。

今回の改正によります影響度というふうな観点についてもご指摘があろうというふうに感

じておりますので、一応調べております。１５年度、１６年度のいわゆる譲渡所得に係る件

数についてでございますけれども、国民健康保険の加入者にあっては、１５年度課税につき

まして３１件の譲渡所得課税者があるわけでございます。その譲渡所得の平均数値は１，０

００万円程度でございまして、これら高額の所得に対する国民健康保険税に係る影響額につ

きましては、１，０００万円の課税所得につきましては所得割６．２％でございますので、

６２万円となります。したがって、 高限度額を超えるということについてまいりますので、

この 高限度額を超える所得者の場合は、その影響額が全く関係がないというふうな状況に

なってまいります。ただ、所得割額の長期譲渡所得額が４００万円程度あるいは５００万円

程度の方におられましては、当然１００万円の控除がなくなりますので、単に計算をいたし

ますと６万２，０００円の増税になるというふうな観点になるわけでございますが、現在の

平均長期譲渡所得額が１，０００万円を超えておりますので、国民健康保険税の影響額とい

うことになれば、さほどその数値が上がらないというふうな試算をしております。影響出る

その年度は１７年度の長期譲渡所得のあるなしに係ってくることでございますので、確かな

数値は出てまいりません。以上、内容につきましてはそういう改正でございますので、ご説

明を終わらせていただきたいと思います。１６年の数値につきましては、今決算ベースでま

だ見ておりませんので、恐らくは平均ペースでまいりますと、３０件ないし５０件までの間

の譲渡所得者であろうかと。国保加入者についてのみでございますので、一般の住民税の課

税につきましては、また件数は違ってまいるというふうに思うわけでございますが、ひとつ

どうぞよろしくご理解を賜りたいと思います。

これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ６番議員！議 長

今の説明ですと、１５年度の例を挙げると、平均で１，０００万円だから、いわゆ６番議員

る 高限度額以上の方々ばかりだということで影響がないというような説明だったわけです
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けども、四、五百万円の方については当然６万２，０００円の税額アップになるということ

ですが、結局平均ということだから、要はそういう方もおられるということでしょうね。

それと、この税改正には関係はないんですけれども、先ほどのいわゆる住民税の控除枠の

廃止等に係って、当然国保税の負担もふえてくるというのは当然のことなわけですけれども、

その分については独自に国保税の増収部分とはどれぐらいかという試算はされておられるわ

けですか。その点もあわせてお聞きしたいと思います。

住民生活部長！議 長

平均で１，０００万円以上と申し上げましたので、２，０００万円も３，００住民生活部長

０万円もあり、５００万円もあるということでございます。認識はしております。

１５年度の国保加入者の３１人のうち、約４００万円を下る長期譲渡所得につきましての

件数につきましては、数件といいますか、四、五件という方でございます。

それから、当然住民税の所得の方、いわゆる住民税からリンクしてまいります所得額の算

定についての影響額も当然出てくるわけですが、譲渡所得の軽減率、そういった形でいわゆ

る軽減措置も住民税のところにもございますし、住民税そのものが老人控除等の廃止によっ

ての所得が上回ってくることに対して国保税の方の影響度もどうかと。当然増税あるいは減

税に値して影響するというふうなことも認知しております。国保加入者につきまして、現在

の全部の納税者がどれほど影響するかというふうなことにつきましても、約半数というふう

な今認識はしておるんですけれども、個々に影響をしてまいります額につきましては、１６

年度の改正、１７年度の改正を見てみなければ、国保税に対する増減の所得割額の推移とい

うものは少し試算しがたいという状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。

ほかに。 ６番議員！議 長

単純に言うと、老齢者控除４８万円の廃止で、これには所得部分ですので６６９人６番議員

該当したというけれども、国保に至っては、これはお年寄りのところ年金額二百数十万円以

上の方に該当するということになってくるので、所得の部分というのは説明ちょっとして。

住民生活部長！議 長

少し説明に誤解のおそれがあるというふうな思いもありますけれども、国保税住民生活部長

につきましては、所得割額の算出につきましては、基礎控除３３万円を軽減するのみでござ

いますので、老齢者控除そのものはないです。（６番議員「所得が減るやんな。だから影響

するやんか。税は変わらへんがな、それは。所得が変わってくるやんか。所得税がふえるん

やから。」）額そのものの影響額というのは、今まだ試算をしておらない関係で、上がると
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いうのは、増減なるというのは認識しておりますけれども。

１２番議員！議 長

高齢者控除がなくなれば、当然国保税の増税になるということを確認したところ１２番議員

ですけれども、先ほどの譲渡の方で、数件、四、五件ということなんですが、例えば６万２，

０００円の増税になるというふうに試算された場合のこの譲渡の場合は税金が町民税の方マ

イナス引かれるということになってくるわけですけれども、その町民税との差し引きの計算

で言えば、トータルとして個人のレベルでどのような試算になるのか、お聞かせいただきた

いと思うんですが。

住民生活部長！議 長

長期譲渡所得の１００万円の控除で確かに６万２，０００円のずばりその額が住民生活部長

上がるということは事実かのように思われますけれども、その長期譲渡所得の税改正により

ましては、所得税の方で２０％から１５％、いわゆる地方税で５％、町民税でいいますと４

％から３．４％に軽減になるというふうなことで、個人納税者の負担ということになれば、

所得税、住民税が下がれば国保税の方が若干上がるというふうな増減の対比になろうかとい

うふうにも考えますので、該当者が四、五人というふうな状況の中では、さほど弱者を追い

詰めるというふうな改正にはつながってこないのではないだろうかなというふうに認識して

います。

ほかに質疑ございませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

１２番議員！

先ほどの質疑の中で明らかになりましたように、老年者の控除がなくなっていけ１２番議員

ば、国保税の増税に直結をしていくということも確認をしているわけです。数字的には明ら

かにはなっておりませんけれども。

そういう点、それからまた先ほどの譲渡に関する問題につきましても、これは国保税の課

税の仕方によるものが大きなものになるわけなんですけれども、この高額所得者じゃなくて、

そうじゃない部分での数件のところでまた国保税が増税になるという部分については、大変

バランスも欠いてくるということもあると思うんです。ですから、そういう点も踏まえて、

今回とりわけ高齢者の方のさらなる国保税の増税の追い打ちは、本当に許してはいけないと

思いますので、反対をいたします。
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８番議員！議 長

賛成の立場で討論させていただきます。８番議員

この国民健康保険税の改正につきましては、ここにありますとおり、譲渡所得で短期、長

期の譲渡所得税の部分についての改正でございます。この譲渡所得税につきましては、当然

国税において分離課税ということになっておりまして、その中の１００万円の控除が国税に

おいてなくなったと。それに関連して地方税の方も改正をせざるを得ない。そして、それに

関連しまして国民健康保険税の改正をすると。これは当然のことでございまして、先ほど申

されました、これをしなかったらどうなるんかと。これを改正しなかったらどうなるんかと

いうことをお考えいただいて賛成の判断をお願いいたしたいと思います。

６番議員！議 長

国が決めて押しつけてくる問題に対して、すべて賛成をするという点は、一人一人６番議員

の議員が広陵町民の生活に影響を与えるというときに考えるときに、それは正しくないとい

うように思います。あくまでも個人が国の改正に対して町がどのような対応をするのかとい

う意見は明確にすることが必要です。そういう中にあって、その地方の議会の果たす役割が

遂行されていくというように考えます。また、これは当然のことだと思います。

上からの言ったことをそのまま意見が幾らあっても、反対してもだめだから反対しないと

いう立場は私たちはとりません。あくまでも明確な意思表示があった場合、理事者から明確

な意思表示があった場合については、当然賛成をする場合もありますけれども、その明確な

意思表示というのは残念ながら今回も見受けられないというように思います。

それと、譲渡所得の問題についてつけ加えておきますと、私たちの経験ですけれども、結

局は土地、家を売ってきたと。そして、次の年度に国保税が 高額になったと。しかし、現

実にはその土地、家を売ったお金というのは、借金に消えてなくなっている。こういう実態

の中で国保の 高税額を取られるということに対する実態矛盾があります。そういうところ

での控除というよりも、いわゆる減額措置が明確になっていない広陵町の現状からいっても、

そういう点についての配慮を欠けている点もあわせて追加しておきたいと思います。以上で

す。

ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。議 長

議案第４号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
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（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第４号は承認されました。議 長

次に日程９番、報告第５号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する議 長

条例の専決処分の報告についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 総務部長！議 長

報告第５号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決につ総務部長

いてご説明申し上げます。

議案書１５ページをごらんいただきたいと思います。改正の趣旨でございますが、非常勤

消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正により、広陵町消防団員等に対する公

務災害補償の適正化を図るため、補償基礎額及び介護補償の額を改正するものでございます。

改正の内容でございますが、第５条第２項第１号は、非常勤消防団員の休業補償、障害補

償等の算出基礎となる補償基準額が約１．３９％から１．０５５％の引き上げ率となってお

り、改正させていただきました。

次に、第５条第２項第２号は、消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従事者に係る補

償基礎額も約１．３９％の引き下げ率となり、 高限度額を現行の「１万４，４００円」か

ら「１万４，２００円」、２００円の減額をいたしました。 低額の改正はございません。

次に、第５条第３項でございますが、一般職員の給料等に関する法律の一部改正に伴い、

配偶者に係る扶養加算額が、現行「４６７円」を「４５０円」、１７円の減額となったもの

でございます。

次に、第９条の２第２項第１号の介護補償の額の改正でございますが、常時介護を要する

者が訪問介護等を利用する場合の 高限度額が約１．０６％引き上げされており、現行の

「１０万６，１００円」から「１０万４，９７０円」、１，１３０円の引き下げとなりまし

た。

次に、第９条の２第２項第２号でございますが、常時介護を要する者が親族等が介護する

場合の 低補償額も約１．０９％の引き上げ率となっており、現行の「５万７，５８０円」

を「５万６，９５０円」、６３０円が引き下げとなります。

次に、第９条の２第２項３号でございますが、随時介護を要する者が訪問介護等を利用す

る場合の 高限度額が約１．０５５％の引き上げ率となっており、現行の「５万３，０５０
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円」を「５万２，４９０円」、５６０円が引き下げとなっております。

後に、随時介護を要する者が親族等が介護する場合の 低補償額も約１．０８％の引き

上げ率となっており、現行の「２万８，７９０円」から「２万８，４８０円」、３１０円が

引き下がっております。

この条例につきましては、平成１６年４月１日より施行させていただいております。以上

で説明を終わらせていただきます。

これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ９番議員！議 長

消防団員の件についてなんですが、この数字を見ると引き下げと、こういうように９番議員

なっています。私の考えは、私がここの広陵町に移り住んできたときに、消防常設なかって、

消防団員が火消すんやと、こういうふうなことやったんです。だんだんだんだんこれ全国的

にも消防団員が消火活動一つ行うということにだんだん困難が生じてきて、将来的にはやっ

ぱり常設の消防職員、これが第一線に立ってやるのが筋だと思います。

今回こういうふうなことで、数字的に見ますと、だんだん災害公務補償、災害という数字

が減ってきておりますが、今後の方針としてはあれですか、消防団員を減らして正規の常駐

の消防職員に全部全面的に移っていくと、このような方向的にはなされているのかどうか。

私は消防団員に余り大きな危険な仕事をさすのじゃなくて、常設の消防、我々が２０年前

にこの広陵町に来たとき実際びっくりしたんです。消防団員が消火すると、こういうような

ことを聞いていたんですが、その辺町の方向的にはどのような数字になって、方向性なんで

すけど、どのような傾向でこれからしていこうと考えているのかということについてお聞か

せ願いたいと思います。

真美ヶ丘は消防団員がありませんので、その辺もちょっと住民からのことがありましたの

で、どのようにこの災害、消防活動をしていくのかというちょっと方向性についてお聞かせ

願いたい。お願いします。

町長！議 長

今ご質問でございますが、消防業務は私たちの安心と安全を与えていただく、命と町 長

財産をお守りをいただいているということでございまして、常設消防だけで果たしてできる

のかどうか、これは到底無理なことだと思います。消防は初期消火が大事でございまして、

隣近所の消防力というものが大事でございまして、また消火後の後々の片づけ等にもご苦労

をいただいているのは非常備消防団の皆さんでございます。現在は常設消防も強化をしなが

ら、消防団員の皆さんの訓練をいただいて、私たちが高まくらで休めることのできるのは皆
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さんのおかげだと感謝をしているところでございまして、引き続きこれらの活動に強化をし

てまいりたいと、そのように思っています。

ほかに。 １２番議員！議 長

まず、一言で適正化ということでご説明いただいたんですが、その適正化の趣旨１２番議員

ですね、どういう数字に対応させてこの引き下げをしたのか、その数字ですね、物価なのか、

そういう部分できちっと答弁いただきたいと思うんです。

それと、ここ数年間の災害補償を支払わなきゃいけなかった広陵町の件数あるいは金額、

報告をしておいていただきたいと思います。

総務部長！議 長

１点は、さきに１５年度のこの補償いただいた経緯を説明させていただきます。昨総務部長

年は２件ございました。訓練中、いわゆる女性消防団員が各大字地域へ啓発指導に行くため

に事前に自分たちで訓練をするわけなんですけれども、その訓練でいわゆるてんぷら火災の

消火訓練をやっておったときに、副団長がその油でけがをされたと、こういう経緯が１点ご

ざいます。

そして、第４分団の吉田さんという方なんですけれども、活動中に溝のふたがあいておっ

て、そこへ足を入れられてけがをされたと、こういうようなことで昨年度は２件ございます。

この専決処分をいたしますのに郡内の総務課の消防担当の職員寄らせていただきまして、

この金額が妥当かどうかというようなこともございまして、６町いろいろ協議をさせていた

だきました。消防団の日ごろの活躍、きのうも２件の火災があったわけなんですけれども、

活躍を思うときには、６町とも大変下がるということは遺憾に思っているわけなんですけれ

ども、慣例により、またやむを得ず６町とも専決処分をやっていこうと。３町におきまして

は、既に５月にもう専決処分、臨時議会を開いて専決処分をやられたところ、６月の定例会

において３町が専決処分を報告するというような実態で、６町とも歩調を合わせ専決処分を

させていただいたという実態でございます。

１２番議員！議 長

今やむを得ずということでご説明いただいたんですけれども、やっぱりこの災害１２番議員

補償というのは、毎年数件の事故が続いているという状況があると思いますし、大変大事な

問題だと思うんです。そういう中で、私がお聞きしたいのは、この数字、下げ幅がどういう

数字を基礎にして下げたのかということなんですけれども、先ほど言いましたように、物価

の下落にスライドさせたのか、あるいはそのほかの要件でこのパーセントを確定したのか、
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その点の説明がいただきたいということと、それと国の基準からいいましたら、国の数字ど

おりにやむを得ず下げたということだと思うんですけれども、それの確認も１つしておきた

いと思います。

それから、やっぱり先ほど来議論になっていますけれども、地方分権強化をしていくこう

いう時代の中で、やっぱり６町そろってやむを得ずという形ではなくて、国の方にはっきり

とこういう引き下げは妥当でないということで意見を言うべきであると思うんですけれども、

この処理についてはどのように対応していただいたのか、この点もお聞きしておきたいと思

います。以上です。

総務部長！議 長

１点目でございます。下げ幅はどうかというようなことでございますが、私たちの総務部長

給与と同じような幅であると。人勧に沿うような数値であるというふうに認識しております。

そして、この改正の率はと、額はと、こういう質問でございますが、国の政令の改正によ

ります国の額そのままを上げさせていただきました。今後は県の関係機関にこういう事態は

できるだけ避けていただきたいと。きのうも２つの火事がありましたけれども、あの活躍を

見たときに、しっかりと県に要望してまいりたいと思っております。

ほかに質疑ございませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

６番議員！

公務員給与の引き下げという点は、あらゆる公的な基準になっているわけです。そ６番議員

して、生活保護の引き下げや年金その他も結局は公務員給与が基準になって引き下げられて

いく。悪循環が繰り返されている状態です。私たちは公務員給与についても不当な引き下げ

だということで反対をしたわけですけれども、ここにもそのような状況があらわれていると。

人勧に準じた引き下げがとられているということと、特に矛盾が、非常勤消防団ということ

で矛盾の認識は理事者にあっても非常に一般よりも深く持っておられるわけですから、この

矛盾というのは当然公務員給与の引き下げのところにさかのぼっているんだということから

いっても妥当なもんではないんだということを改めて指摘して反対したいと思います。

ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。議 長



－33－

議案第５号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第５号は承認されました。議 長

時間の方が１２時になっておりますが、もう少し会議を続けさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。

次に日程１０番、報告第６号、平成１５年度広陵町一般会計補正予算（第６号）の議 長

専決処分の報告についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 企画財政部長！議 長

１８ページでございます。報告第６号、平成１５年度一般会計補正予算（第６企画財政部長

号）ということで、今回の補正の専決処分を行いましたのは、歳入歳出それぞれ２億３，１

８０万円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０１億３，９５５万４，０００

円とするものでございます。

内容の詳細につきましては、２３ページ、歳出から説明させていただきます。

まず、総務費でございます。一般管理費につきましては、庁舎省エネルギー化改修事業債

に財源対策債という起債がついたことによりまして６０万円を一般財源から地方債の方へ財

源振り替えしております。

また、まちづくり振興費につきましては、オストメイトトイレ工事費、歩道切り下げ工事

費、真美ヶ丘の歩道切り下げの工事費、それから中央公民館の改修費などの起債の減により

まして１１０万円を逆に地方債から一般財源へ財源振り替えさせていただきました。

続きまして、衛生費でございます。新清掃施設建設費につきまして、進入路仮設及び施設

造成工事の減額、それから用地費用の確定に伴います減額によりまして事業費を減らしてお

ります。

続きまして、土木費でございますが、交通安全施設費としまして１，３５０万円を一般財

源から地方債へ財源振り替えさせていただきました。これは交通安全施設整備事業としまし

て、町道百済・赤部線の起債がついたことによるものでございます。

２４ページの教育費でございますが、これは古寺で新築が予定されております新しい公民

館につきまして、設計費、用地費につきまして起債が認められたことによります５３０万円

を一般財源から地方債へ財源振り替えするものであります。
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ただいま申し上げました歳出に対します歳入でございますが、２２ページにその内容が載

っております。以上、報告とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １２番議員！議 長

この工事の新清掃施設の建設費についてなんですけれども、用地取得につきまし１２番議員

ては、１軒の方まだ買い上げできていないということなんですけれども、まず進入路の仮設

及び新施設造成工事も含めて、今周辺大字の基本合意なんですが、先ほどあいさつの中で町

長も報告していただきましたように、２カ大字でまだ基本合意ができておりません。とりわ

け百済の地域の方では、反対の署名を添えて要望書が提出されたということで、住民合意か

らはほど遠い状況にあるという実態なんです。そういう住民合意ができていない中で、一方

的にどんどんとこのような予算執行していくのは、大変大きな問題があるというふうに思う

んですけれども、この点についてどのようにお考えいただいているのか。

工事を早くしていくということについては、我々も大変早く新しい清掃センターつくって

いくことについては努力していただくのは当然ですし、一日も早い方がいいというのは同意

するわけなんですが、ただやり方の問題として、やっぱり住民合意、これが基本になってい

くのではなかろうかと思うんですけれども、この点についてお聞きをしておきたいと思いま

す。

環境整備部長！議 長

ただいまのご指摘は、我々も当然そのように受けとめております。広瀬地域に環境整備部長

つきましては、先ほど町長からもあいさつの中で触れましたように、広瀬地域の環境整備事

業の要望を広瀬区全体とそれから各４地区、４垣内からのご要望もお聞きをいたしまして、

今整理をさせていただいております。その回答をさせていただいて、基本合意を締結してい

ただくようお願いを申し上げたいと思っております。

それから、百済地区につきましては、確かにご要望もいただきまして、きのうも百済地区

３地区のいわゆる百済北区のごみ問題特別委員の方９名が役場の方にお越しをいただきまし

て、いろいろと不安を払拭するための説明をさらに詳しくやっていただきたいというご要望

を受けております。基本的には事業の必要性等もそれぞれご認識をいただいておりますので、

鋭意その不安な点を解消するために説明をしてまいりたいと思います。基本合意に向けて百

済区の役員の皆さん方もご理解をいただいているところでございますので、もう少し時間を

ちょうだいいたしたいと思います。

１２番議員！議 長
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先ほどの百済の方で出されている要望の内容についてご説明をいただきたいなと１２番議員

いうふうに思います。

それから、手順としてやっぱりまずは合意を得て、それから大至急やっていく。合意を得

るために 大限努力をして一日も早く合意をいただいて、その上で具体的な部分については

実施をしていくというのが基本的な、民主的な手続だと思うんですけれども、この点につい

て、やり方についてやはり間違っているのではないかというふうに思わざるを得ないわけな

んですけれども、再度その点について、このような強引なやり方についてより一層住民の皆

さんから不信感を募らせているのではないかというふうに思わざるを得ないんですけれども、

この点について先ほどお聞きしましたが、的確なご答弁でなかったので、再度お聞きをして

おきたいと思います。

それから、この進入路の造成等につきまして、補助金とかの関連で財源の割合がどうなっ

ていたのか、ちょっと予算のときにも見てるとは思うんですけれども、再度確認をしておき

たいと思うんです。

これは施設の建設等にかかわってくる補助金になっていくと思うんですけれども、第２浄

化センターがあるということで広陵町に環境何とか特別地域という何か指定されて、補助金

が上乗せになるということを県の方で少し聞いたんですけれども、その点についてどういう

制度にどのような手続で認定していただいたのか、ちょっと確認をしておきたいと思います。

環境整備部長！議 長

百済区の要望書については、後から開催されますごみ問題特別委員会でもごら環境整備部長

んをいただきたいと思いますが、今の計画を白紙に戻してほしいという趣旨でございまして、

細かいことは書かれてございません。各世帯の中学生以上の方が署名をされて、それを添え

て町長の方に役員さんの方からご提出をいただいたものでございます。いえ、１００％では

ございませんが、ほぼ全戸にわたってというふうにお聞きはいたしておりますが、全戸なの

かどうかはこちらではチェックはいたしておりません。

それから、手順につきましては、古寺区と基本合意を締結していただきましたのが平成１

４年でございました。それから事業着手をせずに今日まで１年近くお待ちをいたしておりま

したし、その間は広瀬地域、百済地域にも出向いて鋭意説明も申し上げてまいったわけでご

ざいます。ただ、結果がすべてであるとおっしゃられればそれまでかと思いますが、さらに

合意をいただけるよう進めてまいりたいと思います。

それから、進入路、造成工事については、国の補助金はございません。すべて起債で対応
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をいたします。先ほど申されました補助金の上乗せの部分につきましては、公害防止地域と

いう設定がございまして、公害防止事業に対する国の財政援助に関する特別法というのがご

ざいまして、公害防止を進めなければならない地域において、下水道事業あるいはし尿処理

施設、ごみ処理施設等を実施する場合は、通常ごみ処理施設でありますと、４分の１の補助

のところが２分の１に倍にかさ上げをされると。補助金のかさ上げと呼んでおります。広陵

町の場合も公害防止地域になってございまして、補助金が２分の１の地域になってございま

すので、町が補助を受ける場合は２分の１の補助率で、これは施設のみでございまして、用

地費には補助金はございませんし、それ以外の周辺事業についてはそれぞれの対応する補助

はあるといたしましても、ごみ処理のその公害防止事業のかさ上げの対象事業ではないとい

うふうにご理解いただきたいと思います。

ほかにございませんか。 ６番議員！議 長

今の基本合意との関係ですけれども、結局１年近く待ったけれどもできていない。６番議員

結果がすべてかという形での問答があったわけですけれども、今の時点の問題というのはそ

の範囲を越えてしまっていると言わざるを得ないと思うんです。広瀬地区については、３月

議会にこの本会議で私たちの質問に反論のような形で広瀬区長は直ちにでも合意をすると、

こういうように伝えておいてほしいと、こういうようにおっしゃったわけなんです。ところ

が、現実には今回の流れの中で、中身については環境整備事業についての合意を得るための

話し合い、これが済めば直ちに基本合意が結ばれるということですけれども、時期的な問題

として非常に懸念をせざるを得ない内容です。

百済については、一層私たちはこの古寺地域での清掃センター建設についての予算につい

ては賛成をしたわけであります。この点からいっても、私たち自身も非常に苦しい立場です

けれども、百済地区が今になって多数の方々の声として白紙撤回を求めるということになれ

ば、基本合意を結べないまま清掃センターの着工を進めていくという点については、これは

民主主義の基本的な部分に反するんではないかと言わざるを得ないわけなんです。そういう

点で、この１年間努力をされて、結果、白紙撤回を求める署名、要望が上がってきたという

ことからいうと、広瀬地区とは違って後退したと言わざるを得ない状況があらわれてるんで

はないかと、このように認識せざるを得ないわけなんですけれども、実態としてはどのよう

に認識されているのか、再度お伺いをしたいと思います。

環境整備部長！議 長

広瀬地区につきましては、３月議会で申し上げたとおりでございまして、間違環境整備部長
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いはございません。あと詳細の詰めだけでございます。

百済地域の様子につきましては、白紙撤回を求める要望書も提出をいただいておりますが、

その雰囲気につきましては、言葉では申し上げることができませんので、鋭意ご理解いただ

くように努めてまいりたいと思います。ただいま交渉中ということでよろしくお願いを申し

上げたいと思います。

ほかに。 １番議員！議 長

今広瀬区、百済区という比較されてこの署名運動等を通してのこの清掃センターに１番議員

ついての問題を共産党の議員が言われました。我が広瀬区においても、この署名運動は役所

へ勤めている方、私以外の方は１００％に近いほど反対の署名されたのではないかなと。や

はりこうした地域の人がこうして忌み嫌う施設を反対署名してくれと。本来はこういう清掃

センターというのは、なくてはならない施設でありますから、本当は欲しくない施設ですけ

れども、やはり全体から見れば欲しい、なくてはならない。けども、自分のところやったら

要らん。これが人間としての当たり前の考え方になるのではないか。

しかし、やはりこの清掃センター、来年の６月３０日はとまるわけでありますから、我々

の地域も苦渋の選択してこの署名運動に反対をしたけれども、やはり大きな器で考えるなら

ば、やはりなくてはならないと。今いろいろな部長も答弁ありましたように、いろんな交渉

の中において基本合意に向けて着々と進んでいると。今部長も、百済区においては、あの署

名運動は全体的にいろいろ反対という言葉の中にもいろんな意味があるのではないかと。絶

対的な反対、どんなにあめ玉、ダイヤモンド、サファイア積まれても、いつまでもそれはあ

くまで反対。けれども、あめ玉は要らんけれども、ダイヤモンドやったら要るのと違うのか

とか。９，０００万円よりも１億５，０００万円の方がいいじゃないかと。金で解決される

方法もあるわけでありまして、その中身についてはいろいろあるのではないかと思っていま

す。

広瀬区についても、初めは看板まで立てて反対、反対となってきたわけでありますが、や

はり全体を考えるならば、なくてはならないという住民の考えもありまして、今こないだも

４垣内で話し合いができまして、今区長が部長に申してますように、進んでいるのではない

かと我々は区の一人として思っています。

百済についても、私たちと似通った経過において、こうした清掃センターの基本合意をさ

れるのではないかと思っていますが、今部長、私がこの場所でこう比較しましたが、そのよ

うなことで理解しておりますが、理事者としてはどうでしょうか。
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環境整備部長！議 長

ただいま山田議員さんの方から広瀬区の状況を詳しくご説明をいただいたわけ環境整備部長

でございますが、確かにそのとおりでございまして、いろいろな経過をたどってきょうを迎

えております。我々も４地区に出向きまして、いろいろ役員さんともお話し合いをさせてい

ただきました。いい施設をつくってほしいという、いわゆる不安を払拭してほしいという要

望が一番強いわけでございまして、その点我々も責任を痛感をいたしております。

百済区につきましても、若干スタートはおくれましたが、もう一度原点に返って手続を進

め直すということをおっしゃっておられます。それに沿いまして、時間も余りないというこ

とも役員の方々もご認識をいただいておりますので、鋭意話し合いを進めてまいりたいと思

いますので、その点ご理解の方よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。

ほかに質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

６番議員！

私たちはこの新清掃センターが一刻も早く建設されたいということについては、非６番議員

常にその意図のもとに予算のこの部分についてはあえて賛成の意思表示をしてきたわけであ

ります。

しかし、現時点における中身は、この間予算執行を進めるについての基本合意がなされて

いないと。広瀬については、先ほどあったように、前進しているという側面、これは時期的

な問題からいえば非常におくれていると言わざるを得ません。しかし、そのような流れの中

で行ったという点についての理解は少しはできます。しかし、現時点で百済地区については、

わざわざ現時点白紙撤回の要望書がだされている、このような事態というのは、基本合意を

結ばないまま古寺、中だけの基本合意で後は押しつけていく、こういう姿勢になっていると

言わざるを得ません。この間、１年間については、当然期間もあって、広瀬区については前

向きの姿勢、山田議員からの言葉であれば、変わったと。反対が苦渋の選択で合意に至ると

いうことですけれども、逆にそういう立場に立っても、百済については、今回について初め

て白紙撤回の要望が出されてきているという点については、今までの予算の執行する流れの

中での合意はどうであったのかということに対して、現時点では非常に危惧せざるを得ない

ということがあります。

そういう点で、この専決に行われた工事の進捗に対して、直ちに賛成するという現時点で
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の状況ではないというように言わざるを得ません。この１年間の流れの経過からいって、百

済区への説得あるいは話し合いについては、基本合意の原点を無視した予算執行が行われて

いると言わざるを得ないので、現時点についてのこの専決処分については反対いたします。

ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

それでは、本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。議 長

議案第６号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第６号は承認されました。議 長

しばらく休憩いたします。午後は２時から再開します。

（Ｐ.Ｍ.０：２８休憩）

（Ｐ.Ｍ.２：００再開）

それでは、休憩を解き再開します。議 長

次に日程１１番、報告第７号、平成１５年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号）の専

決処分の報告についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 水道局長！議 長

報告第７号、平成１５年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号）の専決処分の報水道局長

告についてご説明申し上げます。

議案書の２８ページの左のページをごらんいただきたいと思います。このたび専決で補正

させていただきましたのは、消費税及び地方消費税４１５万２，０００円です。これにつき

ましては、決算の結果、１５年度の消費税及び地方消費税の納付額が確定したことにより予

算に不足が生じましたので、補正をさせていただいたものです。

その主な理由につきましては、３条予算におきましては、修繕費、委託料、動力費に、ま

た４条予算におきましては、工事請負費に不用額が生じたことによりまして、仮払い消費税

が少なくなったことによるものです。何とぞよろしくご理解賜りますようお願い申し上げま

して説明とさせていただきます。

これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）
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質疑はないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

報告第７号を承認することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって報告第７号は承認されました。議 長

次に日程１２番、報告第８号、平成１５年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書議 長

を議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 企画財政部長！議 長

それでは、説明いたします。この繰越明許といいますのは、予算の経費のうち企画財政部長

その年度内に支出を終わらないものにつきまして、予算の定めるところにより翌年度に繰り

越しして使用することができるものであります。

今回の繰越明許に上げさせていただきましたのは、今説明ありましたように、３つの事業

でございます。それぞれの理由により１５年度内に支出を終えることなく１６年度に繰り越

しして予算を使用するものであります。

まず、初めの議会選挙費の費用でございますが、４月４日に実施された選挙の費用でござ

います。そのうちの８２９万２，０００円を１６年度に繰り越しさせていただきました。

次に、新清掃施設整備事業でございますが、用地の一部買収、造成工事、発掘調査などの

事業のため２億５，３３０万９，０００円を１６年度に繰り越しさせていただきました。

３つ目の交通安全施設の整備事業でございますが、百済・赤部線の事業につきまして４，

７４４万４，０００円の全額を１６年度に繰り越しさせていただきました。以上でございま

す。

これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １番議員！議 長

繰越明許費の繰越計算書の中身です。まず、１つは町会議員選挙についてお答えい１番議員

ただきたいわけでありますが、この町会議員選挙、法が改正されました期日前投票が、いわ

ゆる平成１６年３月１日改正され施行されて初めて行われたこの町議会議員選挙であったわ

けであります。３月３０日告示で４月４日投票。いわゆる何が聞きたいかというと、やはり

期日前投票に法改正になりまして、いわゆる立会人が今まで１人であったものが２人必ず要
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るというような形になりまして、この６月２４日から行われます参議院選挙においてもこの

期日前投票が行われるわけでありますけれども、立会人が１人が２人にふえることによって、

いろいろな自治体によっては選挙管理委員会においては、ハローワークでこの募集をかけて

みたり、そして広く町民に公募してこの立会人を公募したりしてやられているわけでありま

すが、この広陵町の町会議員選挙において期日前投票が行われたわけでありますけれども、

それはこういう形でいわゆる町民に対して広く公募されたこともなかった。ですから、その

形、広く公募してもよかったわけでありますけれども、職員でこの対応をされたと伺ってお

るわけでありますけれども、それのまず人材登用の内訳、どのようになっているのか。特に

８時半から普通の勤務の方は５時１５分で終わるんですかね、その後時間外勤務手当等出し

て行われると、そういう形で大変経費もかかっているのではないか。また、そうした広く浅

く民間の人材を登用すれば、もっと安くつくのではないかと思っておるわけでありますが、

そうしたことも比較されておられたのかどうか。そして、そういうことは考えられたかどう

か、その点をお聞きしておきたいと思います。

総務部長！議 長

選挙管理委員会では種々検討させていただいているわけでございますけれども、シ総務部長

ルバー人材センターの活用それから公募による一般住民の方々の立会、そういったこともあ

わせて考えております。

まず、身近にある参議院議員選挙につきましては、２部交代で職員を配置していこうとい

うことで、一応選挙管理委員会の事務局長、私の名前で各職員にお願いをいたしました、文

書で。それで、１回目、前半につきましては、８時半から２時１５分まで張りつけをさすと、

仕事をしていただくと。そして、２時１５分に交代していただきまして、８時まで第２部の

職員を配置すると、こういう方向でやっていこうかと。今参議院につきましてはそのように

考えております。それで、５時１５分から８時につきましては、当然一般職員は時間外処理

をさせていただこうと、こういうふうに考えております。

山田議員の今おっしゃった内容につきましては、前向きに検討してまいりたいと思ってお

るところでございます。

１番議員！議 長

この詳しいことについては一般質問等でさせていただいて、どっちがいいのかきち１番議員

っとさせて答えていただいたら結構かなと。１つの例は、やはり王寺の方に行けば、平日も

立会人２人要る、管理者が１人、それから立会人が２人、それから事務職が１人で計４人は
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必ず要るわけです。ですから、立会人もうちの場合は、事務職というのも立会人もここの職

員を充てるというんじゃなくして、ほかのところへ聞けば、立会人も平時のときもすべて民

間から雇うてくると。そして、１時間８６０円。国の方では９，６００円というのが決まっ

ているようでありますけれども、そういう計算すると、やはりここの一般の職員を使うより

も民間から登用して、そして時間給で１時間８６０円ぐらいだったと思いますけれども、そ

うした方が安上がるのではないかとは思っておりますけど、それも含めて検討していただけ

ればなと思っています。

それから、この期日前投票が施行されまして、いわゆる不在者投票の郵便投票による不在

者投票のやり方も大分変わってきたと思っています。今までよりもこの郵便投票による不在

者投票が変わるわけでありますが、その点について大きく変わったことをこの場所で広くち

ょっと説明を町民にしておいていただきたいなと思っています。お願いしておきます。

総務部長！議 長

初に言われた経費の問題でございますけれども、一応王寺は８６０円とおっしゃ総務部長

いましたけども、私ども算出いたしました数字は、１時間８００円で例えばシルバー人材セ

ンターの人を活用するということを考えた場合、１６日間ございます、選挙は。選挙は１６

日間ございますので、それを２人で来ていただきまして、１日１人９，６００円、それの選

挙が終わりますまで立会していただくとして３０万７，２００円が要ります。そして、町職

員を活用させていただいた場合、当然８時３０分から５時１５分までは各課で仕事を詰めて

いただいて各課から抽出して選挙を応援していただくわけでございますが、その期間は無料

と、５時１５分まで。それを無料にして１日５時１５分から閉鎖なる８時、８時にはきっち

り終わりませんから８時１５分まで時間外を買うと。そしたら３時間の時間外を設けること

になると思います。それが２人を活用する、それを平日の場合でしたら１１日間になると思

うんです。その３時間を２人に時間外を出して採用すれば、１１万２，２００円が必要にな

ると。そして、土曜日、日曜日、これも職員を張りついていただくと。こういうことでやっ

てまいりましたら、時間外の計算は平日１，７００円、土、日１，８００円という計算をさ

せていただいておりますが、そういう計算をやりましたら、５日間、土曜、日曜が生じてく

ると思います。その計算では２１万６，０００円になります。合計いたしましたら３２万８，

２００円でございます。各課大変忙しい中で選挙を手伝っていただかなくてはならないわけ

なんですけれども、シルバーの活用、一般住民の活用と、こういう観点からすればすばらし

いやり方ではないかと思いますけれども、今の段階では８時半から５時１５分までは職員を
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活用させていただければさほど歳出は変わらないと思っております。しかし、先ほど言われ

ましたように、私どもも検討してまいりたいと思います。

先ほど山田議員がおっしゃったどこがどういうふうに変わってくるのかということにつき

ましては、また改めて山田議員にもご説明申し上げますので……。後日また報告させていた

だきます。よろしくお願いします。

ほかに質疑ありませんか。 ６番議員！議 長

今立会人の問題出ているわけですけれども、立会人の仕事、趣旨という点について６番議員

は、どういうような認識を持って人材を充てるのかと。一番可能性あるというのは、もうシ

ルバーしかないというように思います。その他で言えば、就職してない人を公募するという

ことになるわけですから、そういう合理性のある人選ということになってきた場合に、立会

人の任務についてどのように認識された上で考えるのかということも欠かせないわけですか

ら、その点についてどう考えておられるのか確認しておきたいと思います。

総務部長！議 長

立会についてのお問い合わせでございますが、シルバー人材センターといいまして総務部長

も、一口にシルバー人材センター、活用している年代は幅広いと思います。そこで、適正に

やはりちゃんと立会していただく、不正をやってないかというようなことも立会していただ

く能力を持つ人しかだめであると。例えば八十幾つの人がシルバー人材センターへ来られて

ると。それを今きょうあいているから選挙の方へ活用してくださいと。その人が適性かどう

かあらかじめやはりそういうメンバーを見せていただきまして、こちらで判断して雇用して

まいりたいと思います。

シルバー人材センターの方、失礼でございますが、すべてが適格者であるかどうかこちら

で判断してまいりたいと、そう思います。（６番議員「それはいいけど、立会の任務。」）

任務て選管の立ち会いと一緒やね。

選挙を公正に執行でき得るように立ち会いしていただいてるんですから、そういうことを

踏まえた人が当然であると思います。

ほかに質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

６番議員！

質疑忘れた。新清掃センター施設整備事業についての先ほどから用地費の一部それ６番議員
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から発掘調査等についてあったわけですが、その金額は後ほど調べるとして、ここにある施

設整備事業については、先ほどの一般会計の補正で述べたように、やはり基本的にこれから

執行していくということですから、予算を立ててできるだけ早くやっていくというものにつ

いて予算化する必要があるという点では異議がないわけですけれども、やはり基本合意を結

ぶというところの中で執行していくということがあくまでも基本だということで、その点で

の執行については意見を述べておきたいというように思います。以上です。

反対ではないんですね。反対ではない。ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

報告第８号を承認することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって報告第８号は承認されました。議 長

次に日程１３番、報告第９号、平成１６年度広陵町老人保健特別会計補正予算（第議 長

１号）の専決処分の報告についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本件について説明願います。 住民生活部長！議 長

それでは、報告第９号、平成１６年度広陵町老人保健特別会計補正予算の専決住民生活部長

処分の報告についてをご説明申し上げます。

ご承知のように、老人保健特別会計につきましては、それぞれの支払基金そして国費それ

から県費、町が負担する仕組みということになってございます。それぞれの負担額につきま

しては、当初予算で概算計上をもって予算編成をさせていただいておるところでございます

が、決算期いわゆる出納閉鎖日におきまして、平成１５年度の決算に財源不足が生じたとい

う状況になってまいりました。そのことから、平成１６年度からその不足金を充用させてい

ただく補正予算の専決でございます。

３８ページにその内容を示しております。まず、償還金につきましては、いわゆる国庫支

出金２７万７，０００円と県の支出金２万４，０００円と、支払手数料におきまして２１万

円、これが返還しなければいけないという状況になってまいりました額５１万１，０００円。

そして、前年度の繰上充用金ということで、平成１５年度の不足金１，８６７万円。この予

算をもちまして歳入予算を計上いたしております。
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３７ページにお戻りいただきたいんですけれども、これにつきましては、その財源は支払

基金から１，９１８万１，０００円の財源をもって歳入歳出のバランスを図っておるもので

ございます。

以上、広陵町の老人保健特別会計予算の専決処分についての報告を終わらせていただきま

す。どうぞよろしくご承認賜りますようお願いを申し上げます。

これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決いたします。議 長

報告第９号を承認することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって報告第９号は承認されました。議 長

次に日程１４番、議案第２８号、広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に議 長

関する条例の一部を改正することについてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 総務部長！議 長

議案第２８号、広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部総務部長

改正することについて、議案書の４３ページ並びに条例に関する新旧対照表２５ページをご

らんいただきたいと思います。

この条例の改正の趣旨でございますが、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員

等公務災害共済基金が市町村に支払う消防団員退職報償金支払額を増額するため、消防団員

等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行例の一部が改正されたため、本条例につきま

しても同様の改正を行うものでございます。

改正の内容でございますが、政令では一律２，０００円の増額でございますが、北 城郡葛

は申し合わせにより１．５倍の額となっておりますので、今回の改正は一律３，０００円の

増額をお願いするものでございます。

以上、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

次に日程１５番、議案第２９号、平成１６年度広陵町一般会計補正予算（第１号）議 長
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を議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 企画財政部長！議 長

説明いたします。５０ページをごらんください。今回の補正は大きく分けて２企画財政部長

つございます。１つは、土木費の道路橋梁費につきまして、国の補助金それから起債がつき

ましたので、その分の費用として新清掃施設関連で費用に充てております。町道用地取得費

それから物件移転補償費等に費用を充てております。

もう一つは、土木費の都市計画費で、下水道事業特別会計繰出金というのを９，６００万

円減額しております。これは何かと申しますと、下水道特別事業会計におきまして有利な資

本費の平準化債というのができましたので、その分の起債を活用したものでございます。こ

のことにつきましては、次の議案３０号でも下水道特別事業会計の方で説明いたしますが、

下水道の事業の起債の関係で、起債の償還期間と実際の下水道施設の減価償却費の期間のギ

ャップを埋め合わせするために資本費平準化債という新しい起債が創設されたものでありま

す。これで平成１６年度に下水道会計で９，６００万円の起債が発行されるために、この一

般会計からのその分の繰出金が不用になるため、今回減額させていただくものであります。

なお、９，６００万円の半分が今年度の交付税から減額されますが、その分は次年度以降

で元金、利子ともに交付税で算入されることになっております。

また、今回の繰出金の減額分の２分の１につきましては、財政調整基金に繰り入れさせて

いただきます。

それでは、これらの歳出に対します歳入の説明をいたします。４９ページをごらんくださ

い。

普通交付税で４，８００万円が減額されておりますが、これは先ほど申し上げましたよう

に、資本費平準化債の活用によりまして繰出金が９，６００万円減額になったことに伴いま

す半分につきまして交付税が減額になったものでございます。

次に、国庫支出金の町道古寺・中線整備事業補助金が２，６５０万円増額になっておりま

すのは、補助対象額５，０００万円に対します補助率５５％の補助金２，７５０万円であり

ます。なお、残りの４５％分につきましては、９５％の起債充当率を掛けまして、このペー

ジの一番下の町道整備事業費２，１３０万円として起債を起こしております。

後に、財政調整基金繰入金として４，８４９万６，０００円を減額しておりますが、こ
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れは資本費平準化債の活用によります下水道特別会計の繰出金が減額になった分の半分から

起債充当率の残りの一般財源負担分などを引きましたもので、財政調整基金の取り崩しを軽

減するものであります。以上でございます。

次に日程１６番、議案第３０号、平成１６年度広陵町下水道事業特別会計補正予算議 長

（第１号）を議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 都市整備部長！議 長

それでは、平成１６年度広陵町下水道事業特別会計補正予算の説明をいたしま都市整備部長

す。

先ほどの議案の中でも説明がありましたように、ことしから平準化債の範囲が新たに広が

りましたので、その決定が年度を越えてあったために今回補正をお願いするものでございま

す。

資本費平準化債の目的といたしまして、世代間負担の公平化を図る観点から、企業債の元

金償還期間と下水処理施設の減価償却期間との差により生じます企業債元金償還金相当額と

減価償却費相当額との差額を一定期間後年度に繰り延べすることを目的とした起債でござい

ます。

説明書の５２ページから５６ページの間に記載しておりますが、一括して説明いたします

と、ただいま説明しましたように、起債を９，６００万円という形でお願いすることになっ

ております。したがいまして、町からの繰入金も同じく９，６００万円減額するものでござ

います。どうかよろしくお願いいたします。

次に日程１７番、議案第３１号、北 城郡公平委員会を共同設置する団体の変更に議 長 葛

ついてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 企画財政部長！議 長

説明いたします。５９ページでございます。北 城郡公平委員会の規約が、當企画財政部長 葛

麻町、新庄町の合併によりましてその団体名がなくなりますので、それに伴う改正でござい

ます。

公平委員会は、先ほどの公平委員の選出のご同意のときにも説明しましたように、１０団
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体がありまして、北 ６町とそれ以外に消防組合など４団体があります。この中で新庄町、葛

當麻町は抜けるわけでございますが、規約の中の文中に新庄、當麻という文言がございませ

んので、西 消防組合だけを削らせていただいたと、そういうことでございます。葛

なお、新旧対照表の２６ページにその対象条文が載っております。よろしくお願いいたし

ます。

次に日程１８番、議案第３２号、北 城郡公平委員会規約の変更についてを議題と議 長 葛

します。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 企画財政部長！議 長

先ほど私が５９ページと申しましたのは、次の議案でございまして、議案第３企画財政部長

１号は５７ページの分でございます。団体の変更ということで、５７ページの部分だけが議

案第３１号の議案でございますので、この分は新庄町、當麻町の合併に伴いまして両町と西

消防組合が公平委員会の共同設置する団体でなくなりますので、その分の議決をいただく葛

ということの分でございます。失礼いたしました。

次に日程１９番、議案第３３号、新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会の廃止に議 長

ついてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 健康福祉部長！議 長

それでは、議案第３３号につきましてご説明を申し上げます。ページは６０ペ健康福祉部長

ージでございます。

介護保険制度の施行により、３町の審査会を運営しているところでございます。今般構成

町の新庄町、當麻町の合併によりまして、一たん当審査会を廃止するものでございます。な

お、９月議会におきまして新市の葛城市、広陵町で再設置の手続を行いたいと存じますので、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。以上でございます。

次に日程２０番、議案第３４号、 城広域行政事務組合を組織する市町の変更につ議 長 葛

いてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長
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本案について説明願います。企画財政部長！議 長

説明いたします。 城行政事務組合におきまして新庄町、當麻町が合併により企画財政部長 葛

葛廃されますので、１６年１０月１日で葛城市が設置されますので、當麻町、新庄町がその

城行政事務組合の組合市町でなくなるということの議決でございます。よろしくお願いいた

します。

次に日程２１番、議案第３５号、 城広域行政事務組合規約の変更についてを議題議 長 葛

とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 企画財政部長！議 長

６３ページでございます。新庄町、當麻町が合併されますので、その分の規約企画財政部長

の改正でございます。

まず、新庄町、當麻町を葛城市に改めるという条文が第２条でございます。組合を組織す

る市町の数が減少しますので、組合議員の数が現在の１２人から１０人に改められます。

第１４条では、組合市町の数が減りますので、組合基本財産に対する組合市町の権利が１

５条のとおりに改められます。以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。

次に日程２２番、議案第３６号、奈良県 城地区清掃事務組合を組織する市町の変議 長 葛

更についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 住民生活部長！議 長

奈良県 城地区清掃事務組合を組織する３市３町の構成町から新庄町、當麻町住民生活部長 葛

が９月３０日付をもって廃されることから、その市町でなくなることのご承認を賜りたくよ

ろしくお願いを申し上げます。

次に日程２３番、議案第３７号、奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更について議 長 葛

を議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 住民生活部長！議 長

議案の６６ページ並びに新旧対照表の２９ページをごらんいただきたいと思い住民生活部長
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ます。

平成１６年１０月１日に新庄町、當麻町が合併することに伴い、奈良県 城地区清掃事務葛

組合規約の一部に変更が生じることにより今回改正をお願いするものでございます。

まず、第２条中につきましては、組合を組織する地方公共団体に新たに設置されます葛城

市を加え、合併する新庄町と當麻町を削るものでございます。

続きまして、第５条中でございますが、組合議会の組織につきましては、組合議会の議員

定数を市長及び議長の各１名が減になることから、新たに葛城市の議会の副議長及び議員の

中から選出されます議員２名が加えられます。結果、１名の増ということになりまして、現

在の２７名から２８名に改めるものでございます。

それから、第１２条の分担金の区分についてでございますが、別表６７ページの左の方に

掲げております負担割合のとおり改正をさせていただくものでございます。内容的には、新

庄町のパーセント、そして當麻町の負担割合のパーセントの合計、葛城市新たに１３．１６

％を負担割合として、その負担割合にもって負担金が定められるものでございます。従前と

改正後の負担割合は、若干の端数修正等があるものの、その額については大きな差異はござ

いません。よって規約の一部改正する規約の説明を終わらせていただきます。どうぞよろし

くご審議をお願い申し上げます。

次に日程２４番、議案第３８号、奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村議 長

の変更についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案について説明願います。 水道局長！議 長

議案第３８号、奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村の変更についてご水道局長

説明申し上げます。

この件につきましては、先ほど来説明ありますように、當麻町と新庄町が合併により９月

３０日をもって廃されますので、当組合の組織市町村でなくなることにつきまして議会の議

決を求めるものです。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

次に日程２５番、議案第３９号、奈良広域水質検査センター組合規約の変更につい議 長

てを議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長
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本案について説明願います。 水道局長！議 長

議案第３９号、奈良広域水質検査センター組合規約の変更についてご説明申し上げ水道局長

ます。

議案書の６９ページでございます。この件につきましては、當麻町と新庄町が合併し、新

たに葛城市になることに伴う組合規約の変更であります。當麻町、新庄町を削り、新たに誕

生いたします葛城市を加えるものです。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

以上で本日の議事日程はすべて終了いたします。議 長

お諮りします。

議案熟読のため、６月４日から８日までの５日間を休会といたしたいと思います。これに

異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって６月４日から８日までの５日間を休会といたします。議 長

なお、本日行わなかった議案に対する質疑につきましては、９日午前１０時から引き続き

行うことといたします。

本日はこれにて散会いたします。

（Ｐ.Ｍ.２：２６散会）
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平成１６年６月９日広陵町議会

第２回定例会会議録（２日目）

平成１６年６月９日広陵町議会第２回定例会（第２日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 松 浦 敏 信

３番 山 村 美咲子 ４番 吉 田 信 弘

５番 山 本 登 ６番 寺 前 憲 一

７番 長 好 郎 ８番 山 本 悦 雄濵

９番 坂 口 友 良 １０番 乾 浩 之

１１番 八 代 基 次 １２番 松 野 悦 子

１３番 吉 岡 章 男 １４番 青 木 義 勝

１５番 笹 井 正 隆 １６番 竹 村 博 司

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 安 田 義 典

企画財政部長 松 井 定 市 総 務 部 長 森 川 勇

健康福祉部長 池 田 誠 夫 住民生活部長 笹 井 由 明

環境整備部長 山 村 吉 由 都市整備部長 中 尾 寛

教育委員会事務局長 大 西 利 実 水 道 局 長 森 田 久 雄

健康福祉部参与 竹 嶋 昇 住民生活部参与 竹 田 健 次

住民生活部参与 山 本 新 三 都市整備部参与 和 田 信 次

４ 本会議の書記は、次のとおりである。
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局 長 西 辻 眞 治

書 記 竹 若 学 上 田 勝 代

ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：００開会）

本日の会議日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 議案第２８号 広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正することについて

２ 議案第２９号 平成１６年度広陵町一般会計補正予算（第１号）

３ 議案第３０号 平成１６年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

４ 議案第３１号 北 城郡公平委員会を共同設置する団体の変更について葛

５ 議案第３２号 北 城郡公平委員会規約の変更について葛

６ 議案第３３号 新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会の廃止について

７ 議案第３４号 城広域行政事務組合を組織する市町の変更について葛

８ 議案第３５号 城広域行政事務組合規約の変更について葛

９ 議案第３６号 奈良県 城地区清掃事務組合を組織する市町の変更について葛

１０ 議案第３７号 奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更について葛

１１ 議案第３８号 奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村の変更について

１２ 議案第３９号 奈良広域水質検査センター組合規約の変更について

１３ 請願第 ２号 エヌシーバス迂回路線増設に関する請願書

１４ 一 般 質 問

まず、日程１番、議案第２８号、広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に議 長

関する条例の一部を改正することについてを議題とします。

本案について質疑に入ります。 ９番議員！

退職報償金の支給に関する条例ということで、この中の数値を見ますと、５年未満９番議員

と５年以上が非常に金額の大きく差が開いているとこでございます。現実問題として、やは

り５年未満でやめる方が多いのか少ないのか、その辺数値を把握しているならばちょっとお
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聞かせ願いたいと思います。５年未満と５年以上からが急に何十万円と、こういうふうにな

るんですが、現実的な勤続年数という、退職される方の勤続年数わかっていたら教えていた

だきたい。お願いします。

総務部長！議 長

５年未満で退職された者でございますが、平成１５年度の退職者を説明させていた総務部長

だきます。５年未満で退職したのは２人でございます。そして、１０年未満は２人、そして

１０年きっちりが１人、１５年度で合計５名の退職者が出ております。

質疑はほかにありませんか。 １２番議員！議 長

まず１つは、待遇を改善していくという部分については大いに、本当に大変なご１２番議員

苦労をしていただいているんですから、待遇を改善していくというこのような改正について

は理解をするところなんですけれども、ただ職員さん等の給与が下がっていく中で、団員さ

んの方が年々上がっていくと。とりわけ北 ４町で他に比べまして１．５倍ということで申葛

し合わせをしていて、このような大幅なアップになっているわけなんですけれども、その点

の職員さんとの整合性といいますか、その考え方についてお聞きをしておきたいと思います。

これは吉岡議長も前、去年総務委員会のときにもちょっと言及なさっていたことだと思いま

すので、一応その考え方についてお聞きをしておきたいなというふうに思います。

それから、国の基準というか、水準との乖離はどの程度になっているのか、それは水準な

いんですか、国の方の基準といいますか、水準、それの１．５倍というのはどういう部分に

基づいて１．５倍なのか。説明の中で、申し合わせにより１．５倍の増額ということで説明

いただいてましたでしょう。その基準となる、言うたら体系があると思うんですけれども、

その１．５倍で毎回上げていくということになれば、その基準からの乖離、差がどんどん大

きくなっていくということなので、その辺のどの程度の言うたら幅ができているのか、その

辺についてもお聞きをしておきたいなというふうに思います。

総務部長！議 長

６月３日の初日にも申し上げました。その前日でしたか、２件の火災が起こりまし総務部長

た。消防団は２４時間激務に耐えられるように頑張ってくれております。日ごろの活躍を思

うときに、この基準改正は当然であろうと思うところでございます。

そして、２つ目の基準でございますけれども、勤続年数が短い場合、階級が低いほど手厚

い改正に当然なっていると。団長さんや副団長さんになりましたら、一律３，０００円とい

うことになりましたら率が当然低いわけでございまして、３日には申し上げませんでしたが、
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参考までに、３年以上５年未満につきましては、政令で退職金のそういう内容はございませ

ん。北 独自で５万５，０００円の手当を見ているわけでございまして、これは政令に関係葛

ございませんので、３年から５年につきましては据え置きにされておるというのが実態でご

ざいます。今回の改正の率でございますが、０．２％から１．４％の引き上げ率でございま

して、先ほど申しましたように、階級が低いほど申し上げました１．４％になると、階級が

高いほど０．２％になると、こういう基準でございます。以上でございます。

１２番議員！議 長

お聞きしたかったのはそういうことではなくて、政令ですか、今説明の中では、１２番議員

政令と同じ同額なのかどうかということですね。この改正が政令と、３年以上５年未満は政

令にないということなんですけども、それ以外の部分は全部政令と同じ金額になっているの

かどうかということを確認したかったんですね。それと、もう一つ考え方で、激務で本当に

いろいろなこういう手だてしていくことについては大いに充実していかなきゃいけないと思

うんですが、職員さんの方も一方では暮らしも大変な中でいろいろ仕事も熱心に取り組んで

いただいている中で、また給与の引き下げなどが連続して行われているような状態の中で、

その部分の整合性、やはり職員さんの方も当然引き上げていくのが当たり前だとは思ってい

るんですけれども、そういう職員さんとこの消防の団員さんとの整合性についてどのように

考えておられるのかということをお聞きしたかったんです。再度お願いいたします。

総務部長！議 長

職員につきましては、給与体系は人事院勧告で定められておりまして、私たちはそ総務部長

れに従ってお給料をいただいているというところでございます。北 ６町の 城支部、奈良葛 葛

県消防協会 城支部では当然、先ほど申し上げましたように、消防団の激務を思うときに、葛

１．５倍を当然出すのが当たり前であると、こういうふうなことで申し合わせがあるわけで

ございます。そして、これ一律政令で２，０００円の上げをやっているのかということでご

ざいますが、一律２，０００円の政令に従って上げさせていただいていると、それに１．５

倍を乗じまして一律３，０００円の北 では同額の改正と、こういうふうに理解していただ葛

きたいと思います。（１２番議員「政令との差額はあるのか、ないのか。」）ない。

ほかに質疑ありませか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま
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せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程２番、議案第２９号、平成１６年度広陵町一般会計補正予算（第１号）を議 長

議題とします。

本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １２番議員！

５０ページの方の歳出の方で見ているんですけれども、工事請負費の古寺中線道１２番議員

路整備工事の減額の補正なんですけれども、どういう部分で減額になったのかということを

説明をしていただきたいというふうに思います。

それから、公有財産の購入費の町道の用地取得費の増額、これについてもどういう部分で

増額になったのかという点。また、補償の方も同じく４，５００万円の増額ですけれども、

具体的にわかりやすく説明をお願いしたいと思います。

環境整備部長！議 長

お答えを申し上げます。これは新清掃施設の関連事業でございます古寺中線の環境整備部長

事業、国の交付金事業でございまして、当初予算では総額１億円の事業費を国の方からご承

認をいただいておりました。内示をいただきましたのが１億５，０００万円、５，０００万

円プラスして内示をちょうだいいたしましたので、今回補正をさせていただくものでござい

ます。工事費の減額理由でございますが、これは工事を既に発注しているわけではございま

せんで、概算で当初計上をいたしております。公有財産の増額につきましては、予定してお

ります路線分の都市開発公社等からの買い戻しも含めまして、当初組んでおりました額に加

えて必要分今回計上をさせていただきまして、農免道路からちょうど中間ぐらいにございま

すお地蔵さんのところまでの路線分、これですべて買い戻しが可能という枠をちょうだいし

たわけでございますので、今回１，２３０万６，０００円を追加をお願いするものでござい

ます。

補償費につきましても、物件の移転がございますので、まだ鑑定はいたしておりませんが、

概算で計上をさせていただいおりまして、事業はまだ具体的にいたしておりませんが、この

１億５，０００万円を総額をもって進めてまいりたいと思います。県の方とご相談を申し上

げておりますと、さらに追加の枠が事情によってはいただけそうなこともございますので、

今後工事費等につきましては、今回減額はさせていただいておりますが、追加が出てくれば

また補正をお願いしなければならないと思いますので、その節はよろしくお願いをいたした
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いと思います。

１２番議員！議 長

中線の道路整備工事についての減額の具体的な理由がもう一つよく理解できなか１２番議員

ったんですけれども、予算の組み立て方だけということだろうというふうに思うんですけれ

ども、その予算の組み立て方がどういう部分で変えたのかということをお聞きしたいんです。

それから、町道の用地取得費は何平米分が上乗せでこの補正組んだのか。

それから、移転補償なんですけれども、まだ鑑定してないということなんですが、大体目

安なのかもしれませんけれども、ほぼあの金額を出しておられるというようなことも耳に挟

んでいるわけなんですけれども、今後の鑑定結果を出すまでのどのような手続をとっていく

のか、だれが鑑定をしてどのようにいつの時期にしていくのか、その点についても詳しく報

告をお願いしたいと思います。

環境整備部長！議 長

まず、鑑定のことでございますが、全く作業をいたしておりませんので、町が環境整備部長

進めてまいりました事業の例から推測をして枠取りをさせていただいているというものでご

ざいます。工事費につきましては、今回予算の割り振りの関係で、用地取得、それから補償

の方に優先をして予算配分をさせていただいて事業を進めたいということで、今回工事費は

減額はさせていただいておりますが、土地の取得と補償を優先して工事をその次にというこ

とで予算の配分を変えさせていただきましたので、予算上減額というのは奇異に映るかと思

いますが、予算の割り振りということでご理解いただきたいと思います。

面積等につきましては、また委員会で詳しくご報告したいと思いますので、よろしくお願

いを申し上げます。（１２番議員「手続は、鑑定の手続は。」）はい、鑑定の手続は専門の

鑑定業者に鑑定を委託する予定でございます。まだ決まってございませんが、早々にやらな

ければならないと思っております。

ほかに質疑ありませんか。 ６番議員！議 長

１点だけお聞きしときたいと思うんです。今度の予算で地方交付税が減額になり、６番議員

この部分というのは資本平準化、いわゆる下水道の部分の９，６００万円の限度額をつくっ

た部分、その半分が減額になるということですけれども、地方交付税の今年度の政府の減額

の中身について、資料請求もしていると思いますけれども、どのような中身になっているの

かお伺いをしておきたいと思うんです。広陵町で実態としてどれだけの減額になったかと。

これはいわゆる財政対策債、起債の部分も含めてトータルとしてどうなのかということをお
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聞きしたいと思います。

それと、この４，８００万円というのは、地方交付税の場合その部分が丸々算入されてい

るということになっているわけなんですけれども、これはいわゆる起債をした部分の返済時

期等ともかかわってくるわけなんですけれども、当初から交付税算入にされるということに

なっているのか、過去の起債の部分を今回は借りかえるということになるわけなんですけど

も、そういう点での計算の方法というのもわかれば教えておいていただきたいというように

思います。

企画財政部長！議 長

２点あったと思いますが、まず１点目でございます。交付税の減額の広陵町の企画財政部長

場合の内容でございますが、交付税につきましては、去年の予算と比べまして７００万円交

付税で落ちただけでございますが、臨時財政対策債の方で２億２，０００万円ほど下がりま

したので、その分の落ちが大分あったということでございます。

それから、交付税の算入につきましては、これまでの平準化債の以前の分につきましては、

それも交付税算入ありますが、今度はその平準化債の償還する分につきまして、１７年度以

降に交付税を算入するというものでございまして、その算入する分の対象額はそれぞれ別で

ございますので、よろしくお願いいたします。

ほかに質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程３番、議案第３０号、平成１６年度広陵町下水道事業特別会計補正予算議 長

（第１号）についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ６番議員！

資本費平準化、先ほどの新たな起債なわけですけれども、これは結局は今までの下６番議員

水道に関する起債全体を改めて計算し直したということなのか。というのは、いわゆる償還

期限と実際の償却期限との差を埋めるものだということなわけですけれども、そういう点で

まず第１点にお聞きしたいのは、下水道のいわゆる返済期間が３０年、実際の償却される部
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分は３５年、４０年というようなことで説明あったと思うんですけれども、これはどこから

出てきている数字なのか。４０年ぐらいで償却するということになれば、その後の下水道の

いわゆる工事、下水道のいわゆるやりかえというか、耐用年数から見た場合の期間が余りに

も短いというように思うんですけれども、それはどういうような数字あるいは考えから出て

きたのか教えておいていただきたいというふうに思うんです。

それと、実際には地方交付税に算入されるのは４，８００万円は１７年度以降だという点

ではわかるんですけれども、今年度の４，８００万円というのは地方交付税算入されていた

部分というのは、下水道の場合もっと起債は大きいはずなんで、資本標準化の該当する部分

というのは９，６００万円というのはどこで限定された部分なのか、それもあわせてお聞き

しておきたいと思うんです。だから、結局はこの平準化に対象とされる下水道の起債という

のはいつからいつまでの部分、いつからの分なのか、あるいはどんな種類の分なのかという

ことをあわせて説明を願いたいというふうに思います。

企画財政部長！議 長

この対象となる起債でございますが、先日の議会で申し上げましたように、実企画財政部長

際の償還期間は今まで３０年だったわけでございますが、その実際の下水道の設備が償却耐

用年数というのは４４年です。そのギャップを埋めるための平準化債でございます。今回の

実際の今平準化債となっている広陵町の場合の対象となる工事は３種類ありまして、公共下

水道の分、それから特定環境保全下水道の分、流域下水道の分３種類ありまして、公共下水

道につきましては昭和５３年から平成１０年までの分、それから特定環境保全下水道につき

ましては昭和５４年から平成１０年まで、流域下水道につきましては昭和４９年から平成１

０年までとなっております。以上でございます。

６番議員！議 長

今、この４４年の耐用年数という数字はどこから出ているのか、実態は耐用年数と６番議員

いうのはもっと長いというように思うんですけれども、償還期間はこれは３０年ちゅうのは

それで政府が決めてることなんでそれはそれでいいんですけれども、４４年という耐用年数

は非常に実態に合わせたということであれば短いというように思うんですけれども、４４年、

４５年過ぎればいわゆる改修していく作業に入るということの意味なのかどうか、その点も

あわせてお聞きしておかないと、今後の広陵町の財政の見通しの問題としてこの部分が非常

に重要にかかわってきますので、はっきりしておいていただきたいと思います。

企画財政部長！議 長



－61－

耐用年数といいますのは、それを過ぎたら全く使い物にならないという意味で企画財政部長

なしに、いわゆる税法で決められております耐用年数ということでございます。

質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は産業建設委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程４番、議案第３１号、北 城郡公平委員会を共同設置する団体の変更につ議 長 葛

いてを議題とします。

本案について質疑に入ります。 １２番議員！

公平委員会の共同設置、葛城市に変わるということでの手続なんですが、広陵町１２番議員

に関係する部分で今後合併まで、あるいは合併後に向けてどのような手続とか関連の事象が

出てくるのか、それについてまず１つお聞きをしておきたいと思います。そのほかにもたく

さん広域組合的な組合がいろんな組合あるんですけれども、それらの手続、今後全般的にさ

れていくだろうと思うんですけれども、その点についてスケジュールといいますか、そうい

う点を確認をしておきたいんです、１つは。

それから、この公平委員会でも広域組合等組合関係含めて、費用の案分が出ているわけな

んですけれども、その費用の案分について、この公平委員会では出ていないんですけれども、

この公平委員会での費用案分は９月議会でされるのかと、そういうことも含めて今後の手続

の流れについてお聞きをしておきたいと思います。

企画財政部長！議 長

公平委員会の委員さんの選任につきましては先日ご同意をいただきましたが、企画財政部長

この選任につきましては、実際の郡町村会の事務局を置いてる町長が選任するということに

なってます。広陵町の方でそれを選任の同意を得たということを連絡しまして、実際の選任

はその事務局、河合町ですので、河合町長からその委員さんに選任書が渡される予定になっ

ております。

それから、この事務費の負担でございますが、これにつきましては委員会でお答えいたし

ます。
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１２番議員！議 長

この３１号議案以降、合併、當麻町と新庄町の合併にかかわる規約改正とかいろ１２番議員

いろなってくるわけなんですけれども、そういう全体の手続の流れ、葛城市に変換するとい

うところで、今このように条例の変更の手続を広陵町でもしていかなければいけないんです

けれども、そういう広陵町にかかわる部分で今後どのような手順というか、どういう範囲で

どのような手順で必要になってくるのかというところを全体としてお聞きしたかったんです。

次のところは公平委員会の新しい規約の改正になってくるわけですけれども、全体の、合併

していくに当たっての、合併するのは広陵町じゃありませんけれども、こういう組合関連幾

つかありますでしょう、かなりたくさん。それについてすべて見直しをかけていかなきゃい

けないと思うんですけれども、それと費用の案分も含めて見直しをかけていくことになるだ

ろうと思うんですけれども、そういう手続の流れをね、これ全部じゃないですから、６月議

会に出てるのは。当然９月議会にも出てくるというふうに思うんですけれども、その辺のど

ういう部分でどういう手続が広陵町として必要なのかというところの流れをお聞きしたかっ

たんです。わかりますか。

企画財政部長！議 長

この一部事務組合等につきましては、広陵町だけの問題じゃなしに、全体のそ企画財政部長

の参加している自治体全部のことですので、広陵町だけ特にということはないと思います。

ほかに質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程５番、議案第３２号、北 城郡公平委員会規約の変更についてを議題とし議 長 葛

ます。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま
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せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程６番、議案第３３号、新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会の廃止につ議 長

いてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程７番、議案第３４号、 城広域行政事務組合を組織する市町の変更につい議 長 葛

てを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程８番、議案第３５号、 城広域行政事務組合規約の変更についてを議題と議 長 葛

します。

本案について質疑に入ります。 １２番議員！

この規約の中で、費用の案分についても変更があるわけなんですけれども、市割１２番議員

が６０％、町割４０％が今度は具体的な金額に置きかえてありますけれども、新しくできる

葛城市が従前の、今現在もそうですけれども、當麻町と新庄町を単純にプラスして２億４，

０００万円という金額にしてあると思うんですけれども、全体で見ますと、とりわけ人口比

などを含めて見ますと、大変バランスを欠くと思うんですけれども、これのなぜ葛城市が２

億４，０００万円になったのか、また新庄町、當麻町の両町の合意はどうなっているのか。
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それから、これはいつまで、これずっとこうなんです。期限がこれわからないんです。今

後ずっと、改正ですから、ずっとこれを続けていくとなると、本当に費用の負担については

葛城市が大変重いという状態が続いていくということになりますので、この点についてお聞

きしておきたいと思います。

企画財政部長！議 長

これは負担金ではなしに、当初組合を設立するときに出資金等を出していただ企画財政部長

いたわけですが、それの分を今度もしその組合を解散したときにどれだけ取り分があるかと

いうことで、これまでは市が６０％、町が４０％ということだったんですが、今まで町が１

億２，０００万円ずつ出してたわけですが、その新庄、當麻の分が２つ一緒になりましたの

で２億４，０００万円と、そういう意味でございます。（１２番議員「わかりました、了解

しました。」）

ほかに質疑ありませんか。 ９番議員！議 長

ちょっと町長、ここでもだんだん流れが出てきてんです。いよいよ町は広陵町だけ９番議員

になってしまったと。行政事務組合つくってんですが、残りは全部市になってきたと。こう

なると、この会議の席もだんだん町だと末席になると思うんですよ。町長も出ていったらな

かなかしんどくなる。この辺からも一つ単独だけ広陵町が果たしていつまでこんな残ってて

行政事務組合をして、ほんで負担金はまあまあ結構重たい負担金というのをしながら、相対

的にだんだん迫力なくなってくる、順位が下がってくるということになってくるおそれもあ

ると思います。町長のこの考えなんですが、この辺からもやはり本町は合併なり、そういう

ようなことを考えていかなあかんじゃないか、ほかの仕事のやりにくさがこの辺からも出て

くるのではないか、このように私考えてるとこで、ちょっとこの６３ページを見ただけでも、

最後の町になってしまったと、こういうことを今感じておりますが、町長この辺どうなんで

すね、これずっと続いたら永遠的にこの町が１個だけで、残り全部が市という形になります

が、合併を見据えた考えということになれば、この辺の将来像どう描いていって、相対的に

位置が下がらないように、あるいは発言力がそがれないように、低下しないように、この辺

もひとつ考えがあるならば、組合の中でのそのような地位の保全、発言力の低下のないよう

なことを考えがあればちょっと町長の考えをお聞かせ願いたいということです。

町長！議 長

ただいまのご質問でございますが、 城広域行政事務組合の構成市町村でございま町 長 葛

す。従前は３市３町でございましたが、今度は４市１町になるわけでございますが、いずれ
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も構成市町村は広域に事務処理をする、そういうことのメリットを十分協議をしながらこの

組合を発展をさせているところでございます。寄りますと、首長といいますか、市長、町長

がこうしてトップ会談をするときがございます。また、企画担当の部長、合併担当の部課長

も寄り集まるときがございます。常に広域で事務処理をするという大前提のもとで、合併も

視野に入れて検討をしているところでございます。これだけ多くの町のそれぞれの首長が要

るのかどうか、助役、収入役、教育長という分野も合併したらなくなるのではないかと、こ

んなことを地域住民の皆さんに訴えることによって合併が前に進むのではないかというよう

なそんな話し合いも続けているところでございます。今構成市の中で広陵町だけが町でござ

いますが、何ら引けをとらず大いに頑張って、同じような自治体を預かる者として組合の飛

躍発展のために、また地域住民のためにも頑張りを見せていきたいと思います。合併をどち

らかというと坂口議員は推進をしてはどうかというようなお考えのようでございますが、そ

んなことも視野に入れて、期限内合併は難しくなってまいりましたが、期限後におきまして

も、これからも合併については推進を図っていく所存でございます。

ほかに。 ６番議員！議 長

今の合併の問題の話が出ているわけなんですけれども、広域行政事務組合について、６番議員

財政的な問題も含めて今まで 城の管内での公園やあるいは広域の地域計画の策定などに取葛

り組んできているわけなんですけれども、その点について各独自の市町のあり方とともに、

広域で処理しているという点での内容というのはどういうものがあるのか。この 城広域一葛

部事務組合の存続価値について、現時点においてもどのように考えられるのか、お聞きした

いというように思います。

企画財政部長！議 長

この組合ができましてかなり以前になると思いますが、その間にいろんな、例企画財政部長

えば窓口の広域事務的な研究も行いましたし、地区内の子供さんを募集しまして洋上大学と

いうのも行いましたし、そういう地域的にまとまって何かをするということがこの意義があ

るということで、現在は観光ＰＲ活動ということで、管内のいろんな写真を募集しまして、

それをカレンダー等にするという計画を現在立てております。以上でございます。

６番議員！議 長

合併になれば一つの自治体ということになるわけなんですが、消防もいわゆる広域６番議員

で処理する、あるいは必要な部分については広域で処理していけるということが具体的にあ

れば、各独自の市町の独自性を発揮した中での広域的な事務処理というのは可能であり、現
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時点においてもこの事務組合はそういう意味で存続が必要だという認識に立っているのか、

それともこの事務組合というのは現時点ではもう古くなってきたというような考えに立つの

か、その点によっては合併の問題というのは大きな考え方の相違が生まれてくると思うんで

すが、広陵町においてはどのような考えを持ってこの 城一部事務組合というものを見てい葛

るのか、そういう点についてお聞きしたいと思います。

町長！議 長

城広域行政事務組合については、今企画財政部長がお答えをしましたが、当番の町 長 葛

私どもも町になってございまして、現在進めておりますのは広域道路でございまして、香芝

インターチェンジがございます。すべての道路はあの香芝に集まっているわけでございます

が、あのインターチェンジといいますか、すべてすんなりと進入できないような状況でござ

います。これに対しては国道事務所並びに建設省に対しても、今国土交通省でございますが、

こうした省庁に対しての陳情活動をこの組合がやっておるのでございます。これをただ単に

一つの町だけでは解決のできない、広域市町村として陳情行政をやっておるところでござい

ます。また、休日診療所等の関係もございまして、１町だけで夜間病院を運営することはで

きない。こういうことから、高田市でお願いをしているところでございます。今部長が申し

上げました子供の健全育成もございます。また、観光もございます。スポーツもあるわけで

ございまして、また将来計画につきましても、広域的にお互いに施設利用をし合って、それ

ぞれの町がそれぞれの文化会館建てる、公園をする、むだな費用でございまして、もう地域

環境は同じという観点から施設を一つにまとめる、多くつくらない、そんなことらの協議も

あわせてやっているところでございまして、私はもう無用の組合であるということではない

と思います。もっと連携のある道路整備が、また河川整備も必要かと思って、この組合のさ

らなる発展を願う一人でございます。

ほかに質問ございませんか。議 長

（なしの声あり）

質問がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程９番、議案第３６号、奈良県 城地区清掃事務組合を組織する市町の変更議 長 葛
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についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質問がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程１０番、議案第３７号、奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更について議 長 葛

を議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １４番議員！

ちょっとお伺いいたします。先ほどちょっと坂口議員も前の議案で触れられまし１４番議員

たが、私議長をさせていただいたときにも、この 城清掃組合で大変いろんな経験をさせて葛

もろた、特に合同の施設をつくるという真っ最中でございましたので、大変な経験をさせて

いただいた。その中で、私の感想といたしまして、確かに本当に平等かなというようないわ

ゆる感じをしたわけですな。と申しますのは、市になれば出してくる議員さんが多くて、そ

れから町は全く２名という形で非常に差があって、大変なほとんど馬力は向こうの方が強い

ですから、そのようなことを含めまして大変非常に実感はしましたわけですので、そこでこ

こへいわゆる葛城市が市になり、残ったんは広陵、上牧、河合ですか、ということで、その

ことも含めまして、実際現実の力関係、いわゆるそういうものがあるわけですわね。その辺

で本当の意味での町と市での差別というのか、その辺をそういう事務組合においては非常に

実感した私でございますので、先ほど坂口君もおっしゃいましたが、触れられましたが、そ

の辺の力関係についてきちっとした形で、もちろんほかの町もありますが、どういうように

町長も感じておられますのか、それともそれとともにまた今後、市町のメリット、デメリッ

トがこういうとこに出てくるということになるようなことになれば、そのことも踏まえて将

来的な展望というのか、認識というのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

町長！議 長

ただいまの青木議員のご質問でございますが、 城地区の清掃事務組合につきまし町 長 葛

ては、大きな事業を行ったところでございます。２００億円もする事業でございまして、そ

の構成自治体では慎重審議を常におやりをいただいて、なかなか厳しいご意見も出ておった
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のでございます。ただ、その中で御所市さんがこの施設をお受けをいただいたという、そう

いう地元の意見が非常に根強いものがございまして、他の構成自治体においてはお願いをし

たという手前もございまして、平等なご意見の場ではないときも中にはあったのではないか

と思います。これからは運営をするという立場で、また施設の中で一部経営をするという立

場で、議員の平等な発言の場であるように期待をしているところでございまして、私どもも、

また私どもから選出をいただいています議会議員にお選びをなさった議員さんにもそのよう

にご発言、ご審議の機会を平等な、今おっしゃるように、堂々と町から言えるような、そん

な組織体であってほしいなと念願をするものでございます。

１２番議員！議 長

今の青木議員も大分努力いただいたようなという発言があったわけですが、やっ１２番議員

ぱりこの点については、自治体の規模に関係なく、やっぱり一自治体は一つの人格、対等平

等な人格があるわけですから、こういう点から合併推進ということではなく、やはり先ほど

言いましたような市に昇格してではなく、それぞれの自治体が対等平等にということは、こ

の議員の選出の人数どうなってましたかね、事務局とか、差がありましたね。だから、そう

いう人数配分もやっぱり対等にしていくように改善を進めていただいて、そういう解決を図

っていっていただくということが大切だと思いますので、その点をぜひお願いしたいと思い

ます。

それからもう一つ、先ほどの別表のところで、第１２条第１号から第４号に関する経費の

部分については、これはパーセントに置きかえただけ、従前の案分をパーセントに置きかえ

ただけなのかどうか。広陵町の負担がふえたということではないと思うんですが、その点を

確認をしておきたいと思うんです。

住民生活部長！議 長

分担金の算出方法の今回の改正についてでございますが、従来の新庄町が７．住民生活部長

５９％でございまして、當麻町が５．５７％でございます。本町が８．２９％でございます。

今回の改正によりまして、新庄町と當麻町の率を合わせまして１３．１６％で葛城市の負担

割合が決まります。端数の修正で本町の分担金は２万３００円の減額になります。新庄町、

當麻町を合わせました葛城市の分担金は１，１００円の減額になるわけでございます。いず

れも端数修正による額というもので生じたものでございます。何分にも負担額が３億４，０

００万円でございますので、０．０１％の差がそうした端数ということであらわれてきたも

のでございます。よろしくご理解をお願いします。
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ほかに質疑ありませんか。 ６番議員！議 長

今ちょっと聞き漏らしたんですけども、多分、要は、もう一度確認しますけども、６番議員

負担の区分の変更をしているところで別表にあらわれている内容の１から４については、最

後広陵町の微調整で２万３，０００円の減額というのは、従来と同じ金額に近づけるという

意味で、変わってないという意味ですね、結局は。それと、１２条の５のところですけれど

も、これについて１０分の１と１０分の９ちゅうのは従来の９市町というところで割って、

ちょっと結論は変わってないと思うんですけれども、説明をちょっとしていただきますか。

住民生活部長！議 長

４号までの分につきまして現在申し上げたとおりでございますけれども、組合住民生活部長

運営維持費に関する経費につきましては、均等割は１００分の１０、処理量割が１００分の

９０ということになってますので、均等割といいますのは、従来は新庄町、當麻町がおられ

ましたんで９団体ですかね、９団体、それが葛城市になりますと８団体ということになりま

すので、１６年度につきましては、葛城市は新庄町と當麻町の均等割分を合わせて持つとい

うことで附則にうたっておるかというふうに思っております。来年度からは均等割は８市町

村で持つということになりますので、９市町村で持ってた分が８市町村で均等割を持たなけ

ればいけないということで、その分の均等割の各町、各市の負担割合は増額するということ

になるという状況になってまいります。

町長！ちょっと６番議員静かに。議 長

ご説明申し上げますが、年度途中の合併でございますので、合併をすることによっ町 長

て新庄、當麻は本来は安くなるんです、すべての分野におきましては。広陵町と同じ似たよ

った人口でもございますのに、しかし今年度に限ってはほとんどの団体はそのままいてくれ

と、そのまま負担してほしいというのが残り組の要望でございまして、新庄、當麻は今年度

分に限っては従前の負担割合で払う。新しい年度を迎えますと、それぞれの組合や組織体が

検討をいただいて、やはり合併する効果というのが新庄、當麻は求めてくるわけでございま

すので、減額になります。均等割そのものがもう減るんですから、１つ減るんですから、均

等割は減額になりますので、その分は他の市町村にしわ寄せになる、もしくは減額した予算

で編成をするか、そういうことを新年度では新しい組織体が考えなければいけないというこ

とになってございます。今回のこの場合では、１号から４号に関することについては、従前

の率を足してあるのが葛城市１３．１６％でございまして、所要の均等割、処理割について

は１０分の１、１０分の９というようになってあるわけですので、ほとんどの今年度の見込
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みはそういう状況で推移をしているということをご理解をいただきたいと思います。

６番議員！議 長

これに伴っていわゆる温泉何とかの湯ですね。（「かもきみの湯。」）かもきみの６番議員

湯については今回ここに出ていないんですけれども、あの運営負担というのはこれと同一な

のか、それとも別なのか、別とすればまた新たなこれと同様な考え方が出てくるのか。あれ

はどういうような形で今後運営されるのか。

それと、昨年度は非常に利益が上がったということを聞いているわけなんですが、今後の

見通しも含めて、その運営にかかわる広陵町の姿勢というのはどういうような形で構えてお

られるのか、その内容についてお聞きしたいんです。

住民生活部長！議 長

かもきみの湯の運営につきましても、同じく負担金に入っておるわけでござい住民生活部長

ます。当然投資額が、先ほど町長が申しましたように、２００億円の投資ということで、ア

クアホール、いわゆるかもきみの湯についてもその投資額について負担割合が定まっておる

ものでございます。今後のかもきみの湯の運営につきましては、やはり当然その地域の方々

のいわゆる憩いの場というふうなことで利用をいただくわけでございますけれども、本町と

しても、開業以来、本町からたくさんの方がこのかもきみの湯においでをいただいておるわ

けでございます。こういったことにつきましても、存続してそのＰＲに努めていきたいとい

うふうにも思っているものでございます。開業以来４２万人の多くの利用をいただき、そし

てかもきみの湯の運営経費につきましても、あくまでもかもきみの湯の収入でもってそうし

た管理運営費を賄っていただいておるところでございますが、施設につきましてのやはり負

担というものは、それぞれの団体において負担をしていくという状況になっているものでご

ざいます。ご理解いただきたいというふうに思います。（６番議員「いや、かもきみの湯が

今黒字やからここに出ていないのか、それとも赤字の場合はもちろん運営……。」）

３回目やで、３回目やで。議 長

ほかに質疑。 １４番議員！

この新処理、いわゆる 城の清掃センターね、この事業はもう完全に附帯工事か１４番議員 葛

らすべて含めて全部を完了したわけですか、ちょっとそれ確認したいなと思います。もう完

全にあの何とか、取り込み道路とか出てましたけど、道のこととか含めて関連工事はもう完

了したんか、まだ残っているのか、また県に対していろいろまた言ってんのか、それちょっ

と確認したいと思います。
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町長！議 長

工事がこれで竣工したかどうかのお尋ねでございますが、アクアホールといわゆる町 長

処理場と附帯の温泉施設、これは完成を見ております。ただ、周辺環境整備、特に中央部を

通っております河川、それから県道と国道のバイパス、これについては県の施行でお願いし

ようということで陳情の成果があったわけでございまして、この工事、用地買収、こうした

ことについては現在進められているところでございまして、周辺環境にすべて整うのにはま

だ数年かかる見込みでございます。

質疑ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程１１番、議案第３８号、奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村議 長

の変更についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑はないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は産業建設委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程１２番、議案第３９号、奈良広域水質検査センター組合規約の変更につい議 長

てを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。
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（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は産業建設委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程１３番、請願第２号、エヌシーバス迂回路線増設に関する請願書を議題と議 長

します。

請願文書表はお手元に配付したとおりです。

本案を広陵町議会会議規則第８５条に基づき産業建設委員会に付託いたします。

しばらく休憩いたします。

（Ａ.Ｍ.１１：０２休憩）

（Ｐ.Ｍ. １：０１再開）

それでは、休憩を解き再開します。議 長

次に日程１４番、これより一般質問を行います。

発言の通告書がございますので、これより発言していただきます。なお、議事進行の都合

上、質問の要旨は簡単に、また答弁は的確にお願いをいたします。質問の回数は会議規則に

より３回以内とさせていただきます。また、さきの申し合わせにありましたように、１回目

の質問は今までと同様ですが、２回目以降、複数の質問事項があるときは質問通告書の順序

により議席で一問一答方式によることにします。なお、次の質問事項に移った場合は、前の

事項に戻ることができないのでよろしくお願いいたします。

まず、坂口君の発言を許します。

今回の初当選後初めての本議会におきまして、またもや１番の質問させていただけ９番議員

たことに非常に御礼を申し上げたいと思います。本来ならば乾議員が１番ということでござ

いましたが、快く１番の席を譲っていただいたことに、ここに改めて御礼を申し上げたいと

思います。

それでは、１番でございます。本町の一番大事なところ、一番大きな問題点、現状このよ

うな問題になってる、このようなところから私は身近なところから取り上げてみたいと思い

ます。

１番、町内公園地区の安全の総点検をと、こういうことを１番に持ってまいりました。な

ぜこれを１番の質問に持ってきたか、ここが大きなポイントでございます。過日、この間か

ら非常に不審者が出る、あるいはいたずら、あるいは子供たちに対していろんな変質者が出

る、このような事件が、最初は真美ヶ丘ニュータウンであったんですが、昨今、大字地区、

え、こんなとこにもと、このような状態になってきたとこでございます。夏になる、暑くな
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るにつれてこの手の問題は非常に多く出てくるものでございます。また、最近はこれも地域、

以前はニュータウン、昼間の人口の少ないところには非常に多かったんで、最近はそのよう

な関係なく、この広陵町内全域にわたってそのようなおそれがある、あるいは出てきても何

らおかしくない、このような時代の流れになってきたとこで、非常に私は心を痛めているも

のでございます。

そこで、非常に多くのお母さん方からこのような意見をちょうだいしております。それは

何か。だんだんと夏が近づいてきた。なかなか夏が近づいて、いいことなんですが、どうし

ても子供は屋外での活動、屋外で遊びます。そのときに非常に心配点、多くは公園で遊んだ

り、広場で遊んだりするんですが、多くの事故防止対策、このようなことについてひとつ取

り上げてほしい。これはどのようなことかといいますと、まあまあ私の住む真美ヶ丘ニュー

タウン、非常に公園が多いということで、公園の多いニュータウンと、こういうふうなこと

で売り出してるとこでございます。しかし、この公園地区に対しても昨今いろんな不祥事あ

るいは事件、あるいはいたずら未遂、このようなことが起きて、お母さん方は非常に心配だ

と、毎日子供の帰宅時間に合わせていろいろと見守り安全対策、いろんな各種団体もしてお

ります。その中でこの地区、特に公園地区の改めて見てみますと、非常にこのような心配な

ところが目につくとこでございます。北１丁目には公園の中、真美ヶ丘の中にはちょっと池、

北１丁目のやぎさん公園は大池というほどじゃない、水たまりと、このような程度なんです

が、ここが古くはちょっとフェンス穴あいてんですわ。この中で子供が遊んで、一体何をし

てんやと、このように聞きますと、カメをとってると、このようなことなんですね。カメを

とってる間はいいんです。自分がカメにとられて転落しちゃうと、このようなことも心配。

しかし、夏が近づくとだれもが水遊びしたい。これはなかなかこのような方向は、子供はな

かなかそういう遊びしたいものでございます。なかなかの破れたフェンスもほうったままで、

なかなか言うても直してくれない。議員さん何とかしてくださいよ。このような声が私とこ

へ寄せられたところでございます。私はわかりましたと、やはり私は安全第一対策でござい

ます。このようなことを言いまして、一度こういう夏が近づくにつれ、この広陵町内の公園

の総点検を願いたいということで、今回第１番に取り上げたとこでございます。

また、みささぎ台、これは私の近くなんですけど、みささぎ台の黒石公園、これはこの間

いたずら未遂事件、非常に怖いことなんです。こういうふうなこともありまして、公園のト

イレは閉鎖してしまった、このような状態でございます。これは未遂事件でよかったんです

けどね。４時半ごろ、ちょうど子供の帰宅時間帯というこの時間帯、１時から５時までの間、
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この時間帯ちゅうはちょうど皆さん方お仕事行ってるとこでして、非常に空白地帯。親がい

ない、子供はたくさんいてると、このような状態でございます。この安全を守るのはその地

域の私たち大人の使命でございます。それとともに、私は特に真美ヶ丘ニュータウンで活動

していますので、その活動している私としても、これはぜひとも取り組みたい、活動したい、

安全対策をしたい、このようなことを取り組んでいるとこでございます。

また、昔からもちょっと聞いてんですが、大きな大字地区でも公園、いろいろ公園がござ

います。ここで若者が昼間だけじゃなくて、晩も夜中まで騒いでる、あるいはそこで寝泊ま

りしてる、このような声も聞くところでございます。非常に心配なことがございます。これ

も公園ちゅうのはいいところもあるんですよ。子供の健康な伸びやかな、そのようなところ

にもなっておりますが、もう一つの視点から見ると、そういう危険な点もはらんでるという

ところもまたこれは事実でございます。ひとつこの公園内の安全の総点検とともに、私は言

いたいのは、この町並みの安全をいかにして、こういうことを言わなあかんのは非常に心苦

しいんです。新聞を見て、池田小学校出てます。非常に子供たちというのはいろんな事件が

できてきた、いろんな事件がある、事故がある、変質が出てる、このような昨今のご時世で

ございます。そこで、ひとつ安全対策の総点検を願い、またその対策をとっていただき、ま

た教育委員会にもいろいろお願いしておりますが、子供の帰宅時の安全対策、これについて

どのように取り組んでいってるのか。２週間ほど前のいろんな事件も起きております。それ

らの具体的な事例を挙げて、一つ一つ協力できるとこはみんなが協力して取り組みたい、地

域住民も一体となって取り組む、このような大きな決意でございます。この辺も本町のすぐ

できる、すぐ直せるところはすぐ直していただく、このようなことで安全なまちづくりを願

いたいということで、１番目の質問でございます。

さて、２番目、これは私が住んでる南３丁目の清掃センターでございます。これはちょっ

と２番目に持ってきさせていただきました。地元議員としてはどう考えてんやと、一遍ちょ

っと対策言うてくれと。なかなか地元でいてますとしんどいことも出てまいります。この清

掃センター問題、特に私の場合は現在ある清掃センター問題、これをどういうふうに取り組

んでいくんや、あるいはどういうふうにしてやということでございます。今のある現在の清

掃センター、来年の６月末をもちまして操業停止、このようなことはちゃんと合意はできて

おります。しかし、これをよくよく清掃センターの中身をどのような活動、あるいはどのよ

うな作業内容があるのか、個々に一つ一つ見ていく、あるいは私もそうですが、毎日ごみを

出す方から見ると、非常にたくさんの作業の内容がございます。ごみだけでも可燃、不燃、
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粗大、プラスチック、有害、リサイクル、資源、たくさん分かれてますね。私もこのごみを

ちょっと最近勉強しております。このような各種、ごみ一つとってもこのように分かれてい

る。また、中で働く職員、清掃センターの中で働く職員についても、当然収集の人もおりま

す。運転の人、計測をしている人、あるいは機器の調整人、あるいは事務仕事をしている人、

非常に多くの職種に分かれております。私の見る視点からいいますと、今の清掃センター、

来年停止となると、私すぐ感じるのは、当然私もいろんな組合活動をしておりまして、そう

いうところに働く職員の労働条件どうなんや、あるいはそこに働く職員の人の問題はどうな

んや、こういうところまで私は心配するのであります。具体的に言うと、なかなか清掃セン

ターの業務は非常に厳しい汚れ作業です。今は夏非常に暑い。車の後ろを１０分ほどついて

歩いたらもう汗びっしょりになる。こういうのはちゃんと私も聞いてんですよ。だから、公

園の真美ヶ丘ニュータウン、公園の角のとこでちょっと休んで、ちょっと涼しい風を当たっ

て休んでると。何もさぼってんじゃないよ。時々パッカー車２台か３台とまって、何をとま

ってんやというふうな声もあるんですが、これは収集車の後を走ってますから非常に汗だく

になると。そういうので公園のところでちょっと涼しいところで一息を入れてると、このよ

うなことでございます。そのようなことで、来年人の問題も発生します。これらの人の状況

はどうするんや、当然その人らは休息とか入浴、おふろですね、最後の汚れ作業を落とす入

浴、こういうふろ場とかついております。これらをすべてストップすると、その人の労働条

件、汚れ作業に対するこれはどこでするんやと。このような問題まで発生するとこでござい

ます。ということで、私たち今地元の議員も心配しとる、来年ストップする、じゃほかのご

み、ごみて今たくさん言いましたが、いろんな種類があるんですよ。それがすべて、じゃぴ

たっとすべてよそで完結的に処理できるのか、このような問題も出てまいります。全国的に

も、清掃センターがとまって自己処理できない、こういうことは今までは幾らでもありまし

た。よく有名なのは東京都であったごみ戦争、足立区のとこが、足立の杉並なんですけどね。

自分の区に清掃センターがなくて、よその区に持っていったと。そこのよその区がごみ持っ

てくんなというそういう争い、これが東京のごみ戦争というようなありました。私も若いこ

ろ、そういうよく聞いたんですが、そのような問題点。全国的にも自己処理できず、外部で

委託している、このような自治体もあります。我々議員も当局にどうするんやというばかり

でもなく、やはり議員、私もみずからいろんな先進町調査へ行きたいんと。汗をかいて今の

清掃センター、現清掃センター、私もごみをほかしてる一員として、決してそんな他人事じ

ゃなくて、自分自身も早くスムーズにできるように取り組みたい、このようなことも考えて
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おります。解決策も出てくるだろうと考えているところでございます。

このごみ処理問題、今までの当局の回答は、燃えるごみについては他の自治体に持ってい

って燃やしてもらうよと、こういうことをずっと言っております。そのための下ね、いろい

ろ打ち合わせもしていると、こういうことなんですが、この辺からも受け取る側の自治体に

すれば、広陵町のパッカー車が自分とこの市町村へ入ってくると。住民の目から見ると、何

やよその町のパッカー車何でこんなもん入ってくるんやと。当然そこの受け取る側の市町村

も議会がございますから、何でそんなもんが入ってくるんやと、自分とこで処理せえと、こ

ういう当然問題も出てくる、議会の対応も出てくる。また、そこの住民から、よそのごみを

燃やさないような決議なんていうものが当然議会に出てくると思います。非常に難しい問題

が出てくると思います。そのために私はこの新しい清掃センターの話が出たときから、この

古い清掃センターの最終をどのような決着をつけるのかと。当時はなかなかその新しいとこ

に頭が行って、手が行って、当局もそっちでいっぱいと、こういうことでなかなか力がそが

れていたところでございますが、今回処理対策室、そんなんができましたので、これらの一

つ一つの具体的な取り組みはどうなのかと、残りあとわずか１年でございます。この１年で

どこまでできて、どういうふうにして貫徹するのかということについてひとつ具体的に私が

質問したいと思います。２番目でございます。

３番目、これも町内、広陵町内、先ほど請願書も出ておりました。交通体系、バスがだん

だん少なくなってきた、なくなってきた、じゃ一体どうしてこの交通、バスなくなったら私

たちは移動の手段をとったらいいのか、このような声もございます。先ほど地元の区長さん

からの請願文書も出たとこでございます。この町内の交通対策として運営協議会の設置と、

こういうふうに書いてございます。これはちょっと少々説明があるんですが、何のことやな

と、こういうことでございます。町内交通対策として運営協議会の設置をと、こういうこと

になっております。簡単に言いますと、今町内のバス路線次々と廃止、あるいは今中止とか

と言うてんですけど、廃止されております。それに対して一体どうするんだと、利用者から

の声は当然上がってきます。今まででも私あっちこっち議員と一緒に先進市の視察、こんな

とこへ行ってまいりました。あるところでは、市民が市民キャブというて、市民みずからが

市民キャブちゅうて足を、足ですね、交通体系を運営しているところもあります。また、あ

るところでは、バス会社にお金を払って市民バスルート、このようなことをしてつくってる

ところがございます。しかし、この対策はなかなか町は予算組まないけませんので、お金が

要るんです。かっては広陵町も町が奈良交通に委託してバスを走らせました。２，０００万
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円、３，０００万円という費用をかけたと。しかし、そのバスに乗ってるのは１人とか、時

にはゼロとか、空気を運んでいると、このようなことで非常にもったいない、税金のむだ遣

いである、このような声も出たとこでございます。二、三カ月ばかり走らせまして、その後

中止となったところでございます。この問題は一つ大きな問題をはらんでるんですわ。例え

ば市民、いやわしが皆運んであげますよと、こうしたところがなかなか日本は各種法的な規

制がございます。それをしようと思うたら、法的な許可、そんなもん勝手に、じゃわしが運

んだりますわ、これできないんです、おかしなことですね、日本ちゅうのはいろんな規制が

ありますからね、法的に規制緩和とらないかん。私も昔は言うてんですが、このたびやっと

こさ国も、国との協議、全国で協議するのが、協議が進みまして、その地域で運営協議会を

つくったら、大きな特徴２つあるんですわ。運営協議会つくります。この人を乗せて運ぶ場

合必ず２種免許ちゅう免許証を持ってなあかんちゅうのが１つ。もう一つ、白ナンバーだめ

ですよ、いわゆる緑ナンバー、事業所のナンバーとりなさい、この２つの縛りがかかってく

るんですわ。だれがやってもそうですよ。私、じゃあしたタクシー屋やりますてな、ほんな

あなた２種免許持ってますか、緑ナンバー、いわゆる許可証ですね、陸運局から許可証とり

なさいと、この２つの縛りがあって、だれも簡単にはできないんですわ。それは問題でしょ

うということで、やっとこさ国も動き出しまして、第１種免許、普通の免許証で運転しても

いいですよ、１つ、白ナンバーのままで運転してもいいですよ、この２つに対して陸運局か

ら許可を出しましょう。これが運営協議会制度と、こういう制度の新しい制度ができたとこ

でございます。

この本町も過日、奈良県に呼ばれまして、福祉関係者ですけど、こういういいシステムが

国の方であると、あなたとこの市町村もこういうことで検討されたらどうでしょうかと、こ

ういうふうな説明を受けたとこでございます。私がこの公共交通機関というのんは、もう各

家庭にいろんな車もある、乗ってくる人も減ってくる、当然私も元気な人間は自分で車を運

転する、このようなことからとると、福祉対策の一環としてこの対策をとるべきである、交

通対策を取り上げるべきであると、こういうふうに考えております。また、市民の協力とい

うんですね、これは今までだとバス会社に委託、非常に高いお金かかります。そんな中でな

かなか税金続かない。このようなことから、市民の協力を得て、このバス廃止にかわる交通

体系を考える。これできるんですよ、考えられるんですよ。広陵町もやろうと、このような

ことがあれば、この運営協議会を設置したらいいんですわ。当然それに対して協力したいと

いう方も申し込みがあります。申し出てくると思います。交通体系、それにかわる交通体系
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を県内初でつくることができるということであります。県の説明、当然町も聞いてきたと思

います。町の進めるべき道はどうなのかということについて３番目に取り上げたい。これ今、

本町で一番大きなホットな問題となってる交通対策、バス路線が廃止されて、交通対策、こ

の辺についてどう取り組むのか、この問題でございます。

４番目、いよいよ私が住んでる真美ヶ丘ニュータウンのちょっと地元のことを言わさせて

いただきたいと思います。

現在、ニュータウン非常に多くの家建ってまいりました。多くの町並みそろってまいって

きたとこでございます。今なおかつこれからの新しい住宅地開発されて、間もなく今年度中

ぐらいに分譲が始まろうということになってるとこでございます。このたび馬見中３丁目、

これは大学がありますから、大学の北側のとこ、今工事やって、大体もう終わっております。

ここにもいろいろ現計画図、あるいは現地を見、私ああいうのを工事始まったらすぐ現場見

に行きたなるんですわ、一体何するんかなということで。まあいい町並みができてきました

なということなんです。ここに、ところが見ると、ずっと区画の分譲の形になってて、全部

一戸建ての家が建つようになっているとこでございます。ここに公園があった、これこの問

題何や私だけ言ってんじゃないんですよ。真美ヶ丘ニュータウンに住む八代議員も吉田議員

も、また松野議員も、また私も、これやはりここに公園が要るのではないかと、こういうふ

うな真美ヶ丘ニュータウンに住む地元議員の願いは同じでございます。こういうふうな小さ

な公園、私は何も大きな公園くれ、こういうことを言うてんじゃない、大きな公園なかなか

維持管理大変、先ほどの問題、公園でいたずらも非常に多いちゅうのは現実です。そんなご

っつい公園するから、人隠れたらわからないと。これもまた後々の維持管理が大変やと、こ

ういうことも考えなくてはいけない。ということで、小さな公園、ミニ公園、いわゆる集会

所の、集会所も建てなあきませんからね、それにひっついたミニ公園があれば、触れ合いと

か、小さな割には大きな役割が出る、このようなミニ公園の設置を考えていくべきではない

のかということを考えております。これについてはどうとらえるか。４番目でございます。

５番目、この問題非常に対策とりにくいんですが、私どもや特に新住民は、私も一生ここ

へ住むんですが、墓地、町営墓地がございます。町営墓地、非常に多くのニュータウンの方

購入しているんです。永代使用料なんですね。購入しております。この町営墓地購入してお

りますが、何らかの事情により町に返済する、こういうケースも、この特に新住民ちゅうの

は転勤もあるし、一生ここにいてるよと考えても、何かの拍子にこれをまた町に返済すると

いうケースもあります。現実返済もしております。そのときに当然返済金額、こういうなん
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ことがあるんですが、本町の町営ちゅうのは非常に場所的にもニュータウンから近い、ちょ

うど真ん中であると、非常に見やすい、見晴らしがいいということで非常に好評なんですね。

好評なんです。購入してもなかなかいろんな諸般の事情で返済しなくてはならないというケ

ースも出て、現実に返済しております。そのときに返済時、当然ちょっとお金返しますよと、

こういうふうになってんですわ。ちゃんと条例で決まってんですけどね。返済時の金額につ

いて、今の金額ちょっと安いのじゃな。何か使うてたらそんな、使った後やんかと、こうい

うふうになるんですが、未使用、何にも使わない。こういうケースも現実出てるんですわ、

さらのままで。車は新古車と言うんですけどね、車は新古車と言うんですが、何も使わずに

返済してると。このような金額に、返済するときの金額については、今のちょっと安過ぎる

のではないか。これについてはもうちょっと引き上げの工夫が要るのではないか。当然月々

管理費も払ってんですよ、ちゃんと管理してくださいということで、草ぼうぼうせずにちゃ

んと管理もしてるとこでございます。この辺についても工夫が必要であるがどうかというこ

とでございます。

６番、さて私はこれを取り上げました。町長、特別職の退職金の考え方についてと、こう

いうことなんです。今回ちょっと考え方を聞いてみようということです。私たち特別職、い

わゆる議員とか三役とか、これは特別職と言うんですね。一般職とは一般職員でございます。

一般職の場合は人事院勧告ちゅうのが出ますから、人事院勧告に応じて広陵町の場合はこう

いうのであるということでベースが出てきて、議会もそれも了解ということで一般職員の給

料は決まるのでございます。さて、議員とか、いわゆる町長、三役はそれどうなんや、それ

は報酬審議会。一般職の給与が出た後、特別職の報酬審議会が開かれて、一体特別職の報酬

はどれがいいのか、どれがすばらしいのか、どれが当てはまっているのか、このような報酬

審議会が開かれて答申が出てまいります。町長ら三役、議員は報酬審議会の答申が出てきた

ら、今まで慣例上そのとおり報酬審議会の答申どおりの金額、高いとも安いとも、こんなも

ん安過ぎると言うたこともなし、高過ぎると言うたこともなし、報酬審議会から出てきたと

おりの数字で決めてるとこでございます。このときに議員は、よう私も勘違いして言われる

んですが、退職金もうてん違うかと、こういうことを言われる。何でかなちゅうことを思う

んですけど、残念ながら議員ちゅうのは退職金はないんですね。落ちたらそれで終わり、は

いさらばと、こうなっちゃうんですね。ところが、今町長、この辺の三役、当然退職金がご

ざいます。これは議員ちゅうのはこれは非専従、いわゆる非専従ということなんですね。今

言うた町長さんや、こういうのは常勤職員、常勤職とこういう、この辺の違いもあって、議



－80－

員の場合は町長報酬の何割ぐらいが議員がふさわしいやんかと、こういうふうな関係にもな

るんですが、この金額、いわゆる今常勤職の退職金の金額あるいは係数、一般職については

公表されてるんです。月決め賃金のはい何十カ月、国がこんなけですよ、それに応じて広陵

町もこんなけですよと、国に合わしましょうと、こういうふうになっているとこでございま

す。この金額、係数などの考え方はいかにか、いかにあるのか、いかがするのか、いかが一

番正しいのか、あるいはいかにしたら最も多くの町民の信頼を得ることができるのか、この

辺についてなかなかちょっと厳しい話ではございますが、この辺についても６番目というこ

とで取り組みたいと思います。

それでは、私の１回目の質問ここで終わらせていただきます。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいま坂口議員からご質問がございました。順を追って答弁をさせていただきま町 長

す。

まず、町内公園地区の安全の総点検ということでございますが、平素は坂口議員は真美ヶ

丘地区で不審者など随分お気遣いをいただいているところでございます。答弁は、公園の管

理につきましては、日々入念なチェックをしているところであります。今回ご質問のやぎさ

ん公園の件につきましては、個人の所有地であり、その内容を連絡し、修理する確約をいた

だいています。変質者の件については、断固として退治すべく、地域の住民の方や関係機関

とも協力体制をつくり、町がリーダーシップをとって対処してまいりたいと考えています。

今後は公園に限らず、公共施設についても点検や簡単な修繕に素早く対応できるよう元気な

行動隊を新設し、住民の方が安心して暮らせるようにと準備を進めているところでございま

す。

２番目でございます。地元議員としてご心配をいただいている現清掃センターの期限どお

りの停止準備対策はどうかということでございます。現清掃センターの操業期限問題につい

ては、和解条項を厳粛に受けとめ、現施設での焼却処理は行わない姿勢であります。そのた

め現在各種ごみの種類ごとに想定されるすべての処理方法について調査研究を重ね、あわせ

て処理費用を積算しているところであります。また、並行し、業者による処理委託及び近隣

市町村で処理依頼することなど協議を重ねております。地元協定自治会大字役員の皆さんと

は誠実にご相談申し上げているところでございます。

次は３番目でございます。町内交通対策として運営協議会の設置をということで、坂口議

員はＮＰＯ活動の中で新交通システムを随分ご研究をいただいての質問でございます。平成
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１６年３月１６日付で、福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第８０条第１項

による許可の取り扱いについて、各地方運輸局長等あてに国土交通省自動車交通局長から通

達が出されております。また、過日特定非営利活動法人在宅介護センター奈良から、福祉有

償運送に係る運営協議会の設置の申請が本町及び近隣の自治体にも出されております。これ

につきましては、近々に開催されます近畿運輸局の説明会に参加するなど、近隣自治体及び

県と事務遂行のための協議研究を進めてまいりたいと考えております。

次４番目でございます。馬見中３丁目にミニ公園をつくってほしいというご質問でござい

ました。この件に関しましては、当初からこの区域の公園について公団と協議を行ってまい

りましたが、その結果として、真美ヶ丘地域全体の憩いとコミュニケーションの場として

「かつらぎの道」が隣接しており、メモリアル広場も近年整備されております。また、区域

内には４カ所のフットパス、これはミニ広場でございますが、整備されています。さらに、

徒歩５分程度の位置に見立山公園、高塚公園、これは香芝市の区域でございますが、及び横

峰公園がございます。憩い、触れ合い、コミュニケーションの空間は満たされていると考え

ております。

５番目の墓地分譲の返済時の金額を引き上げてはどうかとのご質問でございます。ご質問

の墓地返還時における墓地返還金につきましては、後日修復し、再使用するため諸費用等を

考慮して算定しております。返還金につきましては、常に他の市町村の状況把握に努めてい

るところであり、その返還条件は厳しいものではないと判断しています。現在のところ、改

定する考えはございません。

次に、町長ら特別職の退職金の考え方についてご質問でございます。退職金は、いわゆる

退職手当は原則として常時勤務に服することを要する者及び事実上これに該当する者のみに

支給されることになっており、議会議員に退職手当が支給されていないのはそのためであり

ます。本町における町長の退職手当金額は、県下全市町村が加入している奈良県市町村職員

退職手当組合の支給条例に従うことになっており、その金額は退職日における給料月額掛け

る支給率掛ける退職年数、１年未満は切り捨てでございますが、これによって算出されてお

ります。支給率につきましては、平成１５年１２月２２日に支給条例が改正され、それまで

の１００分の５５０から１００分の５２０に引き下げられました。県下の市町村長の場合は、

このように退職手当組合の方から退職手当が任期終了ごとに支給されております。なお、こ

れ以外に退職功労金と称して、別途に予算計上をして支払いをされている市町村もあります。

本町の場合は、平成６年から功労金の支給については廃止しております。以上でございます。
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９番議員！議 長

早速ですけど、その破れたフェンスについて、町の方から交渉していただき、確約９番議員

をとったということで、まことにご努力ありがとうございます。御礼を申し上げたいと思い

ます。非常に長い間ほうったままになってたと。なかなか手がつけられない、手がつけにく

いところであるちゅうことは私も聞いております。しかし、今毎日のように子供が入ってカ

メを釣ったり、魚をとったり、またあと草がいっぱい生えてて、おぼれても見えないと、非

常にそういうふうなところで、破れてるのが３カ所、大きな穴あいてんですわ、３つばかり。

このような状態です。まことにスピーディーな対応ですね、ありがたいと思います。

この１番で、そのほかの安全対策。なかなか議員でもそんないろんな事件あったのちゅう、

なかなかこれ耳に入りにくいんです。この間、１週間、２週間前、ちょっと不審者が出た、

あるいはこのような変な事件があったということも聞いてます。ちょっとその対策をどのよ

うに、ちょっと一遍、ほかの議員さんも非常にためになると思うので、きょうたくさん傍聴

の方も来られてんですわ。実際広陵町の中でこういうことが起きてんやと。それに対して教

育委員会対策とってますよ。ひとつ実例ということで、二、三週間前起きた例を一つ取り上

げて、どのようにとって、あとは我々住んでる住民がそれに対してどう取り組みたいのか。

これはなかなかこっちから聞かんと当局は言うてくれないんやけど、あと子供は聞いて、子

供の聞くと、これがまたどこであったかわからない。学校の先生は、校長先生は知ってんや

けど言うてくれない。こんなんよそでやってんかなと、こういう意識を持ってしまうんです

わ。そうじゃなくて、そういう危険なとこは、ここ、こういうところでこういうことがあっ

たと、まずその具体的な地域あるいはその場所、学校、学校といっても安心はできないです

よ。学校があってこういうところでもこういうことが現実広陵の中で起きたんやと、それに

対して当局はこのようにしたんやということをちょっと実例を交えて、きょうたくさん来ら

れてますので、その辺の取り組みひとつお聞かせ、ご披露を願いたいと思います。お願いし

ます。

教育長！議 長

実例についてはまた事務局の方からお答えいたします。システムといたしましては、教 育 長

現在各学校の方からいただいたものにつきましては、教育委員会の方で把握いたしまして、

すぐにその日のうちに、時間的なことで無理なとこもありますけども、基本的にはその日の

うちに各学校の方に、この時期にこういう場所でこういうことが起きたということをもらい

ながら、各学校にそのことについて流しております。そのことについての中身については、
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また実際にいつ、どこでというようなことについては事務局の方から報告させてもらいます。

お願いします。

教育委員会事務局長！議 長

ただいまお尋ねをいただいております変質者の出現した状況等につきま教育委員会事務局長

して、最近のあったものでは、西小学校のすぐ東側の道路、あそこに駐車した車の中で自分

の下半身を露出していたとか、あるいは第２浄化センターのトイレの中で女装をして外に出

てきて、あるいはまた中に入ってだんだん脱いで、最後には全裸で出てきたとかというふう

な実例がございます。これ等につきましては、それぞれ西小学校の場合におきましては学校

の教員にすぐに通報があり、警察の方も連絡を取って対応をしております。また、第２浄化

センターの方につきましては、第２浄化センターの事務所の方にその下半身を見せつけられ

ました児童が助けを求めまして、センターの職員とともに周辺を捜索してくれましたけれど

も、逃げていなかったというような実例がございます。その実例等が起こりました内容が緊

急で連絡が入ってまいりますので、速やかに、ただいま教育長が申し上げましたように、学

校に連絡をし、時には学校長の名前でもって各保護者に注意を呼びかけるチラシをすぐにつ

くっているというのが現状でございます。終わります。

９番議員！議 長

今聞かれたように、小学校の隣の道、西小学校なんですよ、そういうところでも起９番議員

きる。あるいは、萱野の浄化槽、そういうところでも起きてる。ということは、なかなかこ

の問題は緊急性が要ると、１つ。もう一つは、その地区をね、まあ前も言うたと思うんです

が、例えば河合でも、いやどこどここんなん出ましたで、広報車で回るんですよ。それがど

こで起きたちゅうのを言うてもらわんと、ニュータウンで、こんなんまたよその問題か、ど

この問題やと、こういうふうになって、なかなかどこであった、身近な問題としてはとらえ

ることはなかなかできにくいと思います。私が住んでる南３丁目のみささぎ台の黒石公園、

ここでもあったんですよ、３月。ほんまに近くなんですよ。その公園に女児が、未遂なんで

すけど、トイレに連れ込みの未遂事件があったということですね。こういうふうに非常に私

たちの身の回り、今こう言うてるこの時間帯でも起きてるかもわからないんですわ。大体１

時から５時ぐらいの間。統計的に見ると、大体この時間帯がいろいろなことが出ているとい

うことで非常に心配な、こんなことを言うたら、家あけてたら大丈夫かなということなんで

すが、過日私の家の裏も泥棒入られてます。１時から４時の間ですよ。３軒ほど連続盗人が

入って、私の家は大丈夫だったんですが、裏ちゃんと、真っ昼間なんですよ。こういうこと、
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現実にうちの近く、いや私の家は入られてませんよ、言うときますけどね。私の家はかぎ厳

重にかけてます。こういうことが現実にあるんですわ、身の回りに、ましてや明るいところ

に。ということで、この安全については当局の一層の奮闘をお願いして、後ほどまたほかの

議員でもこれについて取り上げる方がおられますので、私の質問はこの程度ということで、

次の議員さんにお願いしたいと思います。

さて、２番目が現清掃センター、これは私地元の問題でございますので、これを私は取り

上げる、第１番に取り上げるとこでございます。この現清掃センター、地元自治会との約束

事ということで協定を結んでおるんです。私も地元自治会からこんこんと言われてるんです。

我々がこういうふうに約束を結んでると、議員はこれをしっかりと見て、これを完遂させる、

守ることを完遂させる、このようなことを議員は知らんでは困るよという毎日のようなおし

かりと言おうか、励ましと言おうか。今までうちの３丁目、２人議員いてたんですが、この

たびお１人様体調不十分と、体調すぐれずということで私１人になって、だから最近私ごっ

ついやせてきたでしょう。気疲れしてんですよ。毎日毎日この問題で電話はかかってくる。

３丁目で住んでるだけでも、私も３丁目のまず歩けない。いや本当なんですよ。来年これ６

月以降なってみなさい、私もう住んでられへんですよ。だんだんだんだんやせて、もうがり

がりになってしまったんです。そうそう、こんなん気苦労して、本当は私若い、５４なんで

すよ。私は５４、こんなにも老けてしまったんです。ここ議会出たときは４２歳、４２歳の

ごっつい元気やったんですよ。この清掃センター取り上げて、もうこんなけやせてもうて、

衰えてしまってですね。そこで、私は言いたい。ちゃんと具体的に言いました。今度は地元

と一体いつ具体的に日程を決めて誠意を込めて話をなさるのか、その内容について、大体当

局も取りまとめてると思います。その辺をひとつ日程と内容、私言いましたね、一つ一つ具

体的に、なかなかこんなん納得できませんから、その辺についてちょっとお聞かせ願いたい。

はい、２番目の質問でございます。

助役！議 長

まずは協定大字の自治会の代表者の方々とお会いしたいと、これは近々と言うより助 役

も、前にごみ特のときも発表したんですが、６月３０日にお会いしていろいろ協議をしたい

と、こう思っております。また、それ以外にも随所にお会いし、いろんな方とお話をし、い

ろんな調査をしているところでございます。

９番議員！議 長

そんな簡単な返事私言うてんじゃなくて、この一つ一つね、例えばここに書いてあ９番議員
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るでしょう。不燃ごみ、粗大ごみ、これはこういうふうにして取り組みたい。プラスチック、

これはこのようにして取り組みたい。たくさんあるんですよ。リサイクル、有害、資源、よ

う勉強やってんですよ、私も。ごみはいろいろ種類があるんです。あこにもいろいろ山のよ

うになってます。そんなん何も私そんなん３０日、はい、やります、そういうことを聞いて

んじゃなくて、もっとこういうふうな、きょう聞きに来てんですよ、聞きに来た。そんなも

んわしらはもう聞いたわいと、こう言うてはりますわ、多分今の返事聞いたらですよ。何と

まあ誠意のない返事をしはる人や。こういうことになったら非常に、こういうことな、私も

困るんですよ、これ、困るんですわ。来年６月末になったら、あこもうちゃんと門閉めてま

うんですよ。閉まってまうんですよ。こういうことを私何も聞いてんじゃないんです。先ほ

ど壇上で言うたのは、残りあとわずか１年、１年でこういうことを誠意持って取り組む、こ

ういうことをこの本議会で発表していただいて、多くの聴衆の皆様にも聞いていただく。こ

れが広陵町のごみの政策である、こういうふうな立派な政策をちょっと発表してください。

今のちょっと返事になってませんので、もう一度頼んます。

助役！議 長

坂口議員は馬見南３丁目でございます。我々としては、この１２の協定大字、自治助 役

会大字の皆さん、それからまた特に馬見南３丁目の自治会の皆さん、それからみささぎ台の

自治会の皆さんに関しましては、慎重に誠実に対応せねばならないと思っております。きょ

うもいろいろな件で発表もしたいところでございますが、先駆けて一々項目で発表をいたし

ますと、まだまだ自治会としては了解していないと、これから協議するんだというまだ雰囲

気のもとですので、一つ一つの項目については調査研究は続けておりますが、この場での発

表は差し控えたいと、このように思いますので、どうぞご理解のほどをお願いいたします。

９番議員！議 長

それでは、ちょっと質問を変えましょう。非常に今含みのある言葉をおっしゃられ９番議員

たと思います。私としてはね……いや、だからだからね……。

同じ質問。議 長

いや、これで終わるんですよ。９番議員

今一応３回の質問終わりましたけど。議 長

はいはい、わかりました、わかりました。ということで３１日――３０日、３０日、９番議員

そんな言うから間違うたや。３０日。ここについては、私はこれも３月議会から細かく書い

て出してますねん。それ見てもうたら書いてありますわ。また、私も自分で発表します。そ



－86－

こについて地元と誠意のある回答願いたい、内容について審議願いたい。ということで、こ

の質問、また後ほどまたほかの議員も取り上げますので、私の質問は第１回目、こういうふ

うな感じで、はい。

３番目、町内交通対策、この運営協議会、このシステムで非常におもしろいシステムなん

ですわ。私も……残念ながら、これは費用は実費しか取れないんですわ。これをよく勉強し

ています。おもしろいですよ、これ。実費ちゅうのはガソリン代と、いや人件費入らないで

すわ、ガソリン代と車の修理費、こういうことを実費と言う。人件費はこれ実費じゃないん

ですね。これちゃんと出てるんですわ。これで運営する団体には交通局から許可証を出しま

す。これは非常におもしろいんですよ。１種免許、我々が持っている普通の運転免許証、白

ナンバーの車、こんなもんで大抵。大分規制緩和ちゅうのは国の方も進んできたね。普通は

緑ナンバー、バス見たらわかります。奈良交通、全部緑ナンバーですねん、事業ナンバーち

ゅうね。それに対して普通の白ナンバー、これに対しても国土交通省が許可を出しますとい

う画期的な規制緩和のシステムでございます。ここをひとつ勉強してもらわんと、今広陵町

内へバスがなくなって非常に困っている、１つ。もう一つ、介護保険の該当者ではないんだ

けど、だけど足が弱い。若くて介護保険の該当者でないんですけど、何かの交通体系が要る。

身体障害はあるけど、支援費が出るほどでは、支援費ちゅうのは全身性障害、全身に障害が

ある人は支援費出ませんからね。支援費出るほどではないと。この辺の非常に狭間からぽこ

っと落ちてしまう、いわゆる交通に対する困難者と、交通移動困難者と言うんですけど、こ

の人たちが町内では結構おられるんですわ。そのようなことについて、この運営協議会の設

置ということは非常に勉強になります。新しい体制で、今奈良交通にいろんな助成を出して

しようというのも一つかもしれません。しかし、費用的にはだんだんだんだんと行政の予算

ちゅうのはだんだんしんどなってくるんです。私もわかってんです。だんだんしどなってき

てるちゅうのは現実です。この辺、市町村、なかなか本町だけでやるちゅうのはこれ大変な

んですよ。県と一緒にやらんと、本町だけでは絶対できませんよ。特に、近隣市町村とも一

緒にしてもらわんと、これ本町だけで取り上げるというのはこれは難しい。県の協力を得て、

早速具体的な、スケジュール的にはこれはどのようなスケジュールで、県からもいろんな説

明聞いてると思います。先ほどちらっと聞いたら、何か説明会があるとも聞いたんですが、

この辺残りのスケジュールどうなってるでしょうか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

何か交通局の何か説明会あるんですか、その辺どういうふうにスケジュールなってますか、

ちょっとお聞かせください。
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健康福祉部長！議 長

ただいまのご質問でございます。今年度の３月に政府の方からこういう施策が健康福祉部長

申し上げられたということでございまして、これにつきましては６月２５日に、先ほど町長

も申しましたように、近畿運輸局の自動車交通部からの説明がございます。あくまでも本町

だけの問題でもございませんので、近隣市町村、また県を含めて進めていきたいと。これも

対象者が、今おっしゃいましたように、介護保険の要介護者、それから要支援、身体障害者

とかというふうに限定はされておりますけども、町としてはやはりこういう制度があるとい

うことですから、こういうことを運営したいという団体がございましたら、積極的に協力は

させていただきたいと、このように思っておりますのでよろしくお願いをいたします。

９番議員！議 長

はい、それでは進めてください。違う違う、違う違う、違う、身体障害者言うてや９番議員

ん。それはこれに乗る人、いわゆる交通障害者と言われる方の対象なんですよ。一般の元気

な方は対象じゃないですよ、このシステムは、一般の元気な方はタクシー乗っていただくと、

こういうことであくまでも交通対応困難者……こういうことでございます。特に、問題があ

るのはこの交通の対応から漏れてきた人、これが一番困ってるんですよ。元気な人は自分で

いろいろできるんです。その辺にちょっと目を向けて取り組んでいただきたい。ほかの議員

もお願いしたいと思います。

さて、４番目でございます。確かに今フットパス、公園てミニ公園なんですよ、多目的広

場、ちょっと今申しました。メモリアル広場があるのは、これは以前からそういうふうな返

事、３月議会でも聞いております。しかし、あこの北側、約３００戸近い分譲、３００戸近

いんかな、二百数十から３００戸近い、このような非常な大規模な分譲と、こういうことに

なっております。ここもちょっと当局もう一度再検討してください。ちょっと時間ないんで

すが。ということで、こういうふうな要望が出ているということで、当局も再検討を願いた

いということで、４番目の中３丁目、大学の北側ですが、ここについてもミニ公園、あるい

は集会所の隣の公園、集会所の隣の広場、いろいろ策は考えられますのんで、その辺につい

てもいろんなことを考えて。これは本年度にまた分譲するということを聞いておりますので、

９月議会ぐらいまでに対策をとっていただきたいということで、これはこの程度で置いとき

たい。要望をつけられております。

５番目については墓地、これについては理由が非常に、ほんまに万やむを得ない理由ちゅ

うのは、年間二、三件、３つか４つ発生しております。何も未使用、使っていない。今の話
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では現状のままいきたいと、こういうふうなことですが、もう少し私も研究したいと思いま

す。これは初期から始まって現在非常に高額になってんのですが、その辺の分譲価格と再利

用の方法、再利用の件数、この辺について私ももうちょっと勉強したいと思います。このよ

うな声も届いておりますので、つかえますのんで再検討、検討していただきたいということ

で墓地分譲。いやもう前から聞いてねん、前からも今までも取り上げてんねん。内々じゃな

くて、いろいろ話を聞くんですが、この辺もやはり、ここは非常に好評で売れ残りはないん

ですわ、非常に好評であるというのが、ほんで非常に広いと、こんなことで不良債権じゃな

いですから、あこは非常に売れやすいというとこでございますのんで、その辺についても再

度検討を進めていただきたいということでございます。

６番目、これこの問題は今ちょっと、当然いろんな退職組合、退職組合から出てくる金額、

あるいは今言うてる功労金、本町は功労金はないんですが、退職組合、奈良県なら奈良県、

職員の退職組合、そこから退職金出てくると、こういうことはわかります。係数についても、

１００分の５２０、このように下げたよということはわかります。これは県下各市町村がご

ざいますから、単独ではこうしてないと思います。問題は、この金額が住民感覚から見て、

この金額がほんまに安いのか、あるいは高いのかと、このような一つの目が一つございます。

もう二つ目、１００分の５５０とか５２０ちゅうのはなかなかこれ係数で言うてまうとぴん

とこないんですわ。私は町長の月給こうやちゅうことは、よう毎年毎年公表するんですよ、

私の議員の給与もこうやと。ちょっと黙っときなさい。これはやっぱり実態を住民の皆さん、

私はこんなけ給料もうてんですよと、これに対してはこんなけ仕事をしてんですよと。この

もらってるに対してこんなけの私はしてるんですよと、この必ずもらったからにはそれの何

らかの議員は仕事としてすると、こういうことがないと議員職といえども落ちてしまう。ま

あ当たり前の話なんですわ。遊んでる議員は落ちてしまう、非常に厳しい世界ですからね。

その辺から議員の場合は退職金ないんですが、町長の場合のこの退職給与、この係数、金額

的に言うと、果たして広陵町の場合これが妥当なんか、一般職の場合と比べて。一般職員の

退職金、いろいろなデータある、私がよう言うのは一般職員このぐらい……いやいや、だか

らだから言うてんや。こういうことは自分から言わすんじゃないんですよ。そんな言うても

うたら時間たってきてんやんか、ごちゃごちゃ言うてる。町長どうですか、この辺、きょう

はたくさん傍聴の来てる方も非常に興味があるんですわ。ただし、これも町長、確かによく

おまえは仕事したと、こんな退職金安いと、またもう一遍わし応援したろうという人も出て

くると当然思います。いや、こんなもんもらい過ぎちゃうか、これはもう無理やでと。常に
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これは選挙で選ばれる者の身のつらさちゅうんですけどね。常に選挙で選ばれる者は、自分

はこんなけもうてんやと、これに対してわしの仕事こんなけですやと、これでな気に入らん

かったら落選させたらええやんと、わしは別に惜しいないと、こういう考えなんですわ。し

かし、私はやるからにはちゃんと決められた規定の料金は皆もらいまっせと。これは当たり

前の話なんですよ。私はそういう考えなんですよ。どうですか、町長、この辺ひとつどのぐ

らいになっているのかというのん発表できるようならひとつずばっと言うて。え、言いたく

ない、もらい過ぎ。いやいや、一千何百万円ちゅうの、まあいいですよ。まあまあ、そうい

う、まあまあ。これはちょっとひとつ私はね、いやちゃんと知ってんですよ。私はね、ちょ

っと検討してほしいんですわ。感覚的に言うと、通常ここの本町の職員４０年近く勤めるん

ですけど、これは今言うたら、各市町村とか回りの情勢見ながらこういうふうな数字になっ

てると。いやいや、それはそうかもわかりませんよ。私やったら退職金半分、長野県の知事

はそうや、私は報酬半分にしますと言うて出てはるんですけどね。そういうパフォーマンス

もやる人いてんですがね。この辺はやはり妥当な、普通はなかなかこういうことは出ないん

ですが、全国的に見ますと、自分の知事にしろ市長にしろ町長、自分の退職金とか報酬をみ

ずから公表する、いわゆる革新系の首長結構おります。私もちゃんとそういうのはいろいろ

見てんですわ。そういうこともやはりこれからの広陵町も必要になってくるんでないか。自

分の給料はこういうある、退職金こんなけであるということを必要になってくるのでないか

と私は考えております。どんどんと新住民が広陵町ふえてきております。新住民はなかなか

目は厳しい。しかし、厳しい目でした仕事に対しては十分な信頼を得ると、このようなとこ

ろがございますので、この辺の考え、町長どうでしょうか、ひとつ。これは町長、自分で言

うてもらわんと、なかなかこんなん回りの事務、というのは町長は選挙で選ばれるんですわ。

ほかの方は自分が任命すると、こういうシステムになっておりますからね。一般職員はちゃ

んと雇用によって約束された。こういうことなんですが、この辺の検討策なら検討はどうい

うふうなシステムにしたらいいのか、ちょっと再度お願いしたいと思います。

町長！議 長

ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。町の三役、四役ですね、町長、助町 長

役、収入役、教育長の退職金等につきましては、奈良県下同一の計算方式で、先ほどもお答

えしましたように、市町村の共済組合といいますか、組合で支払いをされているのでござい

ます。広陵町はやはり仕事のしやすい待遇というのをやっぱり与えなければ、大変重い立場

にある仕事でございますので、こうしたことが必要かと思います。私は退職金は多い少ない
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とやかく申しませんが、奈良県下の市町村が同じ算式で支給されているという実態でござい

ます。きょうまではそのようにされてきた。また、先ほど述べましたように、功労金につい

ては前町長の時代に廃止をされておりまして、特別な負担はしていないのでございますが、

まだ隣接の市町村では退職功労金と称してお支払いをされているのが実態でございます。本

町としては一歩進んだ退職制度といいますか、退職金の支給をされているというように理解

をしております。私は多い少ないを申し上げるべきものではないと思います。

もうよろしいですね。議 長

以上で坂口君の一般質問は終了いたしました。

しばらく休憩いたします。

（Ｐ.Ｍ.２：０３休憩）

（Ｐ.Ｍ.２：１３再開）

それでは、休憩を解き再開します。議 長

次に、山田君の発言を許します。

きょうは多くの傍聴の皆さんありがとうございます。こうして町民の皆さんが広陵１番議員

町議会にこうして熱心に足を運んでいただき、この町行政について勉強していただくことを

心より感謝します。大先輩の皆さんよろしくお願いします。

では、当選以来初めてこの一般質問をさせていただきます。我が党も初めて女性議員を誕

生させていただきましたことを感謝申し上げます。一生懸命庶民の目線で頑張りたいと山村

も山田も思っています。

では初めに、通告どおりに、期日前投票制度についてお伺いしたいと思っています。

公職選挙法の一部が改正され、新たに期日前投票制度が創設されました。この制度により

従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続が不要

になり、投票がしやすくなったのであります。選挙人本人が投票用紙を直接投票箱を入れる

ようになったのであります。また、郵便等による不在者投票について、その対象者が拡大さ

れるとともに、代理記載制度が新たに創設されました。その説明も必要ではないかと思って

おりますので、よろしくお願い申し上げます。

昨年１２月に導入されました期日前投票制度では、１人でよかった立会人が２人必要にな

りました。平成１６年３月１日に改正施行されて、広陵町選挙管理委員会は４月４日投票の

町議会議員選挙で初めて期日前投票制度で実施されたのであります。このときは４日間と期

日前投票日は短期間であったため、広陵町選管の委員と職員で立会人を含む人たちでやられ
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たと聞いております。しかし、今回の参議院選挙は期日前投票は６月２５日から７月１０日

まで１６日間と長丁場になります。その間に土曜日、日曜日が５回あるわけであります。そ

ういうことから、他の市町村選挙管理委員会では、投票立会人をハローワークや広報で公募

したりして確保しているようでありますが、広陵町選管においては従来どおり職員にお願い

してやろうと思っておられるのか、それとも人材シルバーセンターにお願いするか、また若

者の選挙離れや関心を持ってもらうために若年層を使って選挙を手伝ってもらう方法もある

と思いますが、その考えを聞くものであります。

２つ目であります。印鑑登録の性別記載の削除についてお願いするのであります。

平成１１年６月、男女共同参画社会基本法が制定されました。同法に基づき、平成１２年

１２月に男女共同参画基本法が策定され、その中に男女共同参画の視点に立った社会制度、

慣行の見直し、意識の改革、また性別に基づく固定的な役割分担意識を是正し、人権尊重を

基盤とした男女平等観の形成を促進することを述べておるのであります。そこで、人権保護

や男女共同参画社会推進などの立場から、行政文書における男女の性別記載を可能な限り省

略してはどうかと提案するのであります。

３つ目であります。広陵町の勤務評定制度の導入についてであります。

勤務年数に従ってほぼ横並びに昇給、昇任する年功序列型の職員人事制度を改め、業績と

能力に基づく新たな人事院制度を策定する動きが全国の自治体に広がっているのであります。

厳しい財政状況の中で、職員の意識改革を図り、業務の効率化や住民サービス向上などを推

し進めるとともに、給与体系を民間企業並みに改めようという動きであります。こうした勤

務評定制度について、職員の能力や実績を適正に評価して、人事や給与などの処遇に結びつ

け、職員のやる気や働きがいを引き出すのが目的であります。職員がより一層能力や資質の

向上に努めていける制度の構築を目指したいと導入に前向きの自治体もあるのであります。

広陵町においても勤務評価制度を研究し、導入を願うことを提案するのであります。

４つ目であります。次世代育成支援対策推進法が成立してから、この目的は急速な少子化

の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、

迅速かつ重点的に推進し、もって次の時代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ育成さ

れる社会の形成に資することを目的とする。そして、定義は、この法律において次世代育成

支援対策とは、次代の社会を担う子供が育成し、また育成しようとする家庭に対する支援、

その他の次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備のための国も

しくは地方公共団体が講ずる施策または事業主が行う雇用環境の整備、その他の取り組みを
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言うのであります。また、この基本理念は、次世代育成支援対策は、父母、その他の保護者

が子育てについて第一義的責任を有すという基本的認識のもとに、家庭、その他の場合にお

いて子育ての意義についての理解が深められ、かつ子育てに伴う喜びが実現されるよう配慮

して行わなければならないとした次世代育成支援対策推進法が２００３年７月に施行されま

した。これに基づき、自治体、市町村、都道府県と事業主は２００４年、今年度中に次世代

育成支援のための行動計画を策定し、公表しなければならないとなっておるのであります。

広陵町の自治体の行動計画には、子育て支援や教育環境の整備、仕事と家庭の両立などにつ

いての目標などの記載が求められておりますが、その進捗状況はどうか、お願い申し上げま

す。

行動計画の策定に当たり、どのようなサービスが必要かなどを親子にアンケート調査、ほ

かに子育てサークルへの聞き取り調査等をやらなければなりませんが、そうした行動計画策

定について話し合う次世代育成支援対策地域協議会の設置についてはどのように考えておら

れるのか、またそのメンバーを含む考え方を問うのであります。以上であります。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいまの山田議員の質問にお答えをしたいと思います。町 長

まず、初めの期日前投票制度について、投票立会人のご提案をいただきました。このこと

につきましては、選挙管理委員会の事務局長を担当しています総務部長が兼務していますの

で、私のその他の質問の後、自席でお答えをいたします。

２番目の人権保護の立場から、印鑑登録の性別記載を削除してはどうかというご提案でご

ざいます。答弁といたしまして、印鑑登録証明書につきましては、その使用目的の性質上、

本人確認が重要であり、本町におきましても、国の印鑑登録証明事務処理要領に基づき、広

陵町印鑑条例及び広陵町印鑑条例施行規則を制定しており、証明書には印影のほか、氏名、

出生年月日、男女の別、住所を記載しているところであります。また、現在の社会通念上、

本人確認の手段として性別は重要な要素であることは否めません。しかしながら、性同一性

障害者等の人権擁護や男女共同参画社会の推進を考えるに当たり、ご指摘のとおり、印鑑登

録証明書を初め、広く公的文書における男女の記載につきましては、今後の国の制度改正と

あわせて、その動向を見きわめてまいりたいと存じます。

次３番目でございますが、広陵町の勤務評定制度についての導入についてご質問をいただ

きました。

地方公務員の勤務評定につきましては、地方公務員法第４０条において、職員の執務につ
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いて定期的に勤務成績の評定を行い、評定結果に応じた措置を講じなければならないとされ

ており、現在本町では平成６年に制定しました広陵町職員勤務評定規定に基づき実施してお

ります。このほか３級の試験、４級試験など昇格試験を行うとともに、部課長につきまして

は、人事選考委員会より厳格なる選考等を行っており、横並び、年功序列型にならないよう

極力努めているところであります。このように評定の結果により職員の資質や能力等を評定

した上で、昇格や人事異動に反映させてきたところでありますが、社会経済構造が成長の時

代から成熟の時代へと転換し、組織や給与の総枠が拡大する時代が終わりを迎えております。

また、職員の高齢化が進行する一方で、厳しい財政状況を背景に行財政改革の推進、定員管

理や給与の適正化が課題であります。よって、町では職員の処遇をより厳格に行うため、ま

た地方分権の実施によりその担い手となる有能な人材を育成する観点からも、新たな人事管

理の制度と評価システムの整備、充実が必要と考えております。人が人を評定する勤務評定

にはすべての人から１００％満足を得ることには難しい面がありますが、現在職員の意欲と

資質の向上を図ることを目的として、人材育成と公平、公正性に重点を置いた、頑張った者

が評価される新しい勤務評定制度を導入すべく鋭意研究しているところであります。

次は最後の４番目でございます。時代に即応した子供の健全育成を図る新法が成立し、こ

の取り組みについてのご質問でございます。

答弁として、昨年度就学前の児童数１，３００人及び小学生１，３００人を無作為抽出し、

その保護者に対しアンケート調査を実施いたしており、有効回答数は就学前が７３５人で回

収率５６．５％、小学生が６３４人で回収率が４８．８％、合計１，３６９人で回収率５２．

７％という結果となっております。なお、このアンケート調査の結果をもとに、本年度にお

いて行動計画の策定を行うための予算措置を行っており、現在委託業務発注のための事務手

続中であります。今後ニーズの量の推計等に必要な町内関係課のヒアリングにあわせ、行動

計画策定のための専門的な知識、経験を有する方や子育て支援活動団体の代表者による委員

会の設置を予定しております。なお、次世代育成支援対策地域協議会の設置につきましては、

行動計画策定の中で検討を行っていきたいと考えております。以上でございます。

総務部長！議 長

質問事項１番、期日前投票制度について山田議員よりご質問いただいております。総務部長

それでは、答弁させていただきたいと思います。

私は、先ほど町長がおっしゃっていただきましたように、広陵町選挙管理委員会の事務局

長を兼ねておりますので、私から答弁させていただきます。よろしくお願いいたします。
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ご質問にもありましたように、期日前投票制度について、平成１５年１２月１日より施行

され、選挙期日前の投票手続が大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。期日前投票は、

選挙期日における投票と同じく、確定投票となるため、基本的な手続は選挙期日の投票所に

おける投票と同じであり、昨年の１２月議会で新たに期日前投票者の管理者及び立会人の報

酬日額を可決していただいたところでございます。投票立会人の確保につきましては、どこ

の市町村も大変苦慮しているとお聞きいたしております。本町では、選挙期日の投票所での

立ち会いを原則として地元の民生委員さんにお願いをいたしております。ご質問にありまし

た期日前投票所の立ち会いにつきましては、公正、公平を確保するとともに、選挙に対する

関心や親しみのある投票所づくりのため、ご提案いただいたシルバーや若者の活用を選挙管

理委員会で協議させていただきたいと思っております。

次に、郵便等による不在者投票制度につきましては、体に重度の障害のある方を対象とし

た不在者投票制度でございますが、公職選挙法の一部が改正され、対象者が拡大されるとと

もに、代理記載制度が新たに創設され、本年３月１日から施行されております。改正内容で

ございますが、両下肢、体幹、移動機能障害の１級、２級、心臓、腎臓、呼吸器などの障害

１級または３級の身体障害者手帳を持っている方などが対象でございましたが、新たに介護

保険の被保険者証に要介護５と記載されている方も対象となりました。対象になっておりま

すのは４月末現在で、要介護５は６６人でございます。

また、郵便等投票対象者のうち、上肢もしくは視覚の障害が１級の方は代理記載人を指定

して代理記載による投票ができることとなりました。また、投票に先立ち、郵便等投票証明

書の交付を選挙管理委員会、広陵町でございますが、広陵町選挙管理委員会へ申請していた

だく必要がございます。詳しくは総務省からのパンフレット等がございますので、申し出が

あればお渡しさせていただきます。以上で答弁終わらせていただきます。

１番議員！議 長

どうもありがとうございます。では、１つ目の期日前投票制度について、今総務部１番議員

長から答弁をいただきました。後日の選挙管理委員会等で今私が壇上でこの提案させていた

だいたことを含めて前向きに検討していただくという答えをいただきましたので、感謝申し

上げたいと思っています。やはりこうした期日前投票、立会人が１人から２人になる法改正

もできました。それによって若者がこの選挙に関心持ってもらうためにも一つは使ってみて

はどうかということ、それからシルバーの人材の方、こうした方を使ってもらうのもいいの

ではないか。また、職員と併用してそして使っていただくこの３つの方法があるのかなと思
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っています。私は金銭的に計算もしてまいりましたけれども、やはりシルバーとか他の人を

使って、絡ませてこの期日前投票をした方が安く上がるのではないかと思っております。や

はり国からいただいたというから全部使おうかというのじゃなくして、もう少し広く浅くこ

の選挙においても関心を持ってもらうためにも、こうした立会人制度を１人から２人になり

ましたから、どうか広く公募されるなり、またそれは選挙管理委員会の方にお任せしますけ

れども、前向きに検討していただければ結構かなと思っていますので、よろしくお願いいた

します。

では、２つ目に移りたいと思います。今町長の答弁にありましたように、今後国の制度と

制度の改正をあわせてその動向を見ると、それも私はいいとは思っています。やはり地方分

権一つとして、やはりこうした地方から発信したものを国に動かすという方法もあってもい

いのかなと思っています。私は先日この性同一性障害者を持つＡさんの話を聞く機会があり

ました。当事者としての悩みと政治への期待を話しておられたのであります。Ａさんは役所

の窓口で、また選挙の本人確認の際などにつらい思いをし、市長への手紙等で改善を働きか

けてきたと。その結果、その市は申請等の不要な性別欄を削除した。小さな声でありますけ

れども、やはりそうした声をこの行政、何も広陵町においても下にあるあの印鑑登録証明書

においても男女の記載があるわけですけれども、やはりそれがあってもなくてもそんなに大

きな支障はないのかなとは私自身も思っておりますけれども、やはりこうした性同一性障害

を持つ人にとっては非常に大変悩み深い問題ではないかなと思っているのであります。Ａさ

んは個人人格を尊重し合い、多様的な生き方が受け入れられる社会の実現を政治に期待して

いますと言われておられました。平岡町長も人にやさしい、人がやさしいまちづくりをスロ

ーガンに掲げて今日までやられてきたわけでありますから、こうしたことを具体的に目に見

える形で、こういう一つの例ではありますけれども、実現してほしいと願っておりますけれ

ども、もう一度お尋ねしたいと思っています。

町長！議 長

再度の質問でございますが、今Ａさんという特別に性同一障害をお持ちの人の悩み町 長

を訴えをいただいたところでございまして、当事者としての悩み、また政治への期待という

ところもございました。小さな声を行政に反映する、役所はそれを取り組むということも大

事だと思います。私どもは過日の管理職の会議でもこのことを篤と協議をしてきたところで

ございまして、一体こうした悩みを持つ人は広陵町にどのぐらいおるのかどうか、こんなこ

とも確認をし合ったところでございます。性同一性障害の悩みのある人は広陵町にはおられ
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ないということでございますが、申し出のないということでありましょう。小さい声をしっ

かりと行政に反映するように前向きに取り組みをいたしているところでございますので、職

員すべて、今山田議員の質問もちゃんと聞いておりますので、それぞれの分野で頑張ってい

ただけるものと期待をいたしているところでございます。

１番議員！議 長

そうした少しの小さな声を行政に反映させていただければ大きく広がるのではない１番議員

かなと思っていますので、どうか前向きに研究していただきたいと思っています。

それから、３番目の広陵町の勤務評定制度の導入であります。やはり人が人を評定するの

は難しい、もうこれは当然であります。民間企業であれば売り上げが、営業成績があればそ

れに評価してあげると、それがこの民間企業の一つのことでありますけれども、こうした役

所においては、本当に人が人を評価するのは難しい。こうした勤務実績による評定制度につ

いては、制度の有効性、必要性は十分にわかっておるわけでありますが、いざ実施になると

足踏みしてしまう。これは全国のどの自治体にも言えると思うわけであります。公務職場で

は複合的業務を共同で行っているため、能力や実績、成果等の数値化が難しいという理由な

どで取り入れるのは難しいという声もあるわけであります。しかし、公務員と民間企業とい

う違いがあっても、組織としての成果を求める点は同じではないかなと思っています。今後

官民を問わず勤務評定制度の備えが必要になるはずであります。職員の意識改革、資質向上

のため、公務職場でも勤務実績を公平、公正に評価し、それを給与、昇進等に反映させるべ

きだと私は思っておりますが、その点はどうでしょうか。

それから、業務内容が複雑化、高度化した今後の自治体において、公務員の適材適所の必

要性が高まっているのであります。適材適所とは何ぞやと、公務の役職、ポストにおいて求

める能力や経歴、適性などを満たした職員を配置することであるのであります。広陵町にお

ける人事異動のときには、１つは職員の専門性や能力について配慮しているのか、２つは職

員の希望について配慮しているのかの点をお尋ねするわけであります。１つは十分に配慮し

ている、ロは少し配慮している、余り配慮していない、それからほとんど配慮していない、

その他と、こう５つの段階で分けるならば、１つの職員の専門性の能力について配慮をして

いるのか、２つ目、職員の希望について配慮しているのか、これについてお答えいただきた

いと思います。

助役！議 長

まず、職員の専門性についての人事異動における配慮でございますが、これはでき助 役
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る限り配慮しているつもりでございます。しかしながら、これがすべてということではござ

いませんが、できるだけ専門性あるいは特性を生かすよう人事異動で反映しているところで

ございます。

それから、職員の希望でございますが、表立って職員の希望を導入するという制度はとっ

ておりません。しかしながら、何となくの状況を常に見ておりまして、その中からここでは

合わないんではないかとか、そういうふうな雰囲気をつかんでの人事異動はございますとい

うことでございます。ただ、職員の希望をとっているか、とっていないかということでした

ら、とっていないという回答でございます。

１番議員！議 長

３回目の質問に入るわけでありますが、今助役の言われましたように、その場その１番議員

場で専門的なものを考慮し、そして人事異動に役立てるということを聞かせていただきまし

たが、やはり職員の専門性や能力に配慮しているかとの今の質問に対して、まあ十分配慮し

ているとは言いがたいのかなと。また、コンピューターやパソコンの専門知識を持っている

者はいいわけでありますけれども、やはりこれという専門性の能力を持たない職員について

は、希望なりをとってみたり、アンケート調査も必要ではないかと思っているのであります。

そうしないと、なかなか適材適所の人事異動は難しいのではないかと。公務員における適材

適所はなぜ必要かということを、それは１つは公務の多様化、高度化への対応であるわけで

あります。それは専門性の向上が必然的に求められているということ。２つは、定数削減へ

の対応であると。定数が減っても以前と変わらない業務水準を保つためには、各役割、ポス

トに適した職員を配置することで能力を発揮させ、業務効率を上げていくことが不可欠であ

るということ。それから３つ目は、職員の勤務意欲の維持向上であるわけであります。恣意

的な人事配置は時として職員の勤務意欲を減退させ、悪い場合にはうつ病になってしまって、

長期欠席、休暇になってしまうおそれもあるということを指摘したいというのであります。

こうした勤務評定制度は、能力、実績に基づく人事管理の根幹であるわけであり、今後国の

制度の改革、能力等級制度の導入、給与制度の改革、新たな評価制度の導入を柱とする新し

い人事管理システムの動向も国ではあるようであり、またそれもこの自治体でもその動向を

見きわめてやられる必要もあるのではないか。一層職員の意識改革が図れる仕組みづくりに

努力をしてもらいたいと思っております。答弁にもありましたように、人材育成と公平、公

正性を重点に置いた頑張った者が評価される新しい勤務評定制度を導入すべく研究するとあ

ったのであります。時代に合った適材適所の人材配置で、町民に対するサービスを行っても
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らいたいと思っておりますので、もう一度お答えいただきたいと思っています。

町長！議 長

私から答えたいと思います。今職員の意識改革が大事だとおっしゃっておられます。町 長

まさに私どもはそのような気持ちで職員にいつも指導をしているところでございます。ただ

単に能力を伸ばす、しっかり汗水を流して知恵を出して頑張ってくれと言うだけではだめで

ございまして、町の職員として選ばれた私、今思いを変える、これが私大事だと思っていま

す。広陵町のために仕事をさせてもらっている、そういう感謝の気持ちが自然と人に優しい

対応をやってくれるものと期待をしているところでございます。職員のさらなる意識改革に

努めてまいりますので、どうぞよろしくこれからもご指導をいただきたいと思います。

１番議員！議 長

では、４番目の次世代育成支援対策推進法が成立してであります。先ほどアンケー１番議員

ト調査等も述べられました。発表されました。やはり例えばこの１，３００人に無作為抽出

してやられたと、そして回答数は７３５人で回収率が５６．５％、小学生が６３４人で回収

率が４８．８％、合計１，３６９人、こうしたアンケートをされたわけでありますけども、

やはり就学前、小学生を対象にされたと、これは何を目的にこの次世代育成支援対策法にの

っとってこのアンケートをもちろんやられているわけでありますが、この目的は何を重点的

に置いたアンケート調査だったのか、それをひとつ説明していただきたいと思っています。

次世代育成支援対策推進法は、急速に進む少子化の現状を踏まえ、子供を安心して産み育

てられる社会に向け環境整備を図ることが目的であります。今こそ知恵を競い合い、それぞ

れの地域、企業の課題を踏まえた実効性の高い支援策を期待しているのであります。ですか

ら、もちろんこうした広陵町の特色あるこの次世代育成支援対策推進するためにこのアンケ

ート調査をまずはスタートとして、そこから広がるわけでありますが、もう一度言います。

このアンケート調査、行動計画をつくろうとしてこのアンケート調査をやられたわけであり

ますけど、そのポイントはどこにあるのか、教えていただきたいと思います。

健康福祉部長！議 長

それでは、ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。健康福祉部長

この計画につきましては、行動計画の地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育

環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保など、目標と目標達成のための措置の内容

を調査して実施していきたいというふうなことで実施したわけでございます。住民からの声

も一応はこのアンケートで聞いておるわけでございますが、それ以上にまだアンケートの中
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では出ていない声も聞いて行動計画の策定をしていきたいと、このようには思っておるわけ

でございます。

１番議員！議 長

今この法律ができまして、厚生労働省は全国の５３の市町村においてこの先取りし１番議員

たこういうモデル地域をつくって、５３の市町村にこの行動計画案の中から、やはり特色あ

る事業例を先日まとめて発表しているわけであります。その例を言うてみますと、例えば１

００万都市の札幌市では、保育所待機児童を解消するため、今度ことしから３年計画で１，

５００人の定員増に努めると。埼玉県の新座市は集いの広場を中学校校区に１カ所、将来的

に小学校区に１カ所の設置を目指すと。長野県佐久市は、全小学校校区に設置されている児

童館を小学生が来館しない午前中、就学前の児童、保護者に開放すると。そのほか育児教室

の参加者を対象とした楽々子育てメーリングリスト事業、福島県の喜多方市、高齢者による

子育て応援隊の設立、こうした高齢者による子育ての応援隊の設立、お父さんのための子育

て手帳の配布、茨城県水戸市、男性トイレへのベビーベッドの整備、長崎県佐世保市、など

ユニークなこうした事業が紹介されているようであります。今部長が答えていただきました

広陵町においてもアンケートをやったと。こうしたものが見えているとおっしゃいましたけ

れども、今実例を出しましたけれども、じゃ広陵町においては今何を重点的にされようとし

ているのかお尋ねしておきたいと思っております。

それから、下げどまらぬ出生率や家庭に広がる子育ての負担感、不安感、深刻な児童虐待

などに象徴されるように、子供と家庭をめぐる環境は危機的状況にあるのではないか。今日

の長崎県の佐世保市のあの小学生の事件、虐待、もういろんなところであれもこれもと、今

あったなと、もうすぐ忘れとん、次の事件が起きるというような、こうした時代になってる

わけであります。そうした子供と家庭をめぐる環境は危機的状況にあるのではないか。自治

体を含め町民も次世代育成のために何ができるかを真剣に問い、行動していかなくてはなら

ないときが来ているのではないかと。幸いにして、こうした次世代育成支援対策推進法が今

年度中に広陵町における行動計画の策定に向かっていろんなもので進んでいるわけでありま

すから、広陵町からはああしたつまらないニュースが出ないように頑張りたいなと思ってい

ますし、そのためにもこうした制度を利用して、そしてこの協議会等も今はメンバーは発表

はできないという答弁もありましたけれども、この協議会の対象者はどんな人にしてもらう

かという答弁もありましたけれども、やはり真剣に子育て、この地域の発展のために頑張っ

てみたいなと思っておりますので、もう一度部長の方からでも結構です。町長の方からもこ
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の次世代育成支援対策推進法に絡んでの決意なり、お願い申し上げます。以上です。

健康福祉部長！議 長

まず、子育ての支援の策定委員会というものは近々設置をしたいと、このよう健康福祉部長

に考えております。７月上旬には第１回の会議を開催したいと。このメンバーにつきまして

は、各種議会の代表とかいろいろ地域の代表の方、そういう方、学識経験者、特に本町の場

合には大学が畿央大学ございます。保育学科もありますので、そういう先生も参加していた

だきたい。それから、住民参加としては、やはり町長も申しましたように、子育て支援の活

動団体、ボランティア団体が本町にもございます。そういう方の代表からご意見もいただき

たいというようなことで、またいろいろ広報とも、ホームページ、そういうのもございます

ので、これについては策定委員会の中で協議をしながら住民の皆様にお知らせして、そして

住民の声を聞かさせていただくというふうなことで考えておるわけでございます。実際にや

っていく場合は非常にたくさんの項目がございます。今議員さんもおっしゃいましたように、

先行的に５３の自治体がやっております。奈良県でも橿原市が先行の自治体でやられました。

そういう資料も県の方から配付されるということでございます。そういうことも十分に見据

えて、広陵町に即した子育ての支援の施策を構築していきたいと、このように思っておりま

す。非常に項目もございますし、それから目標数値、これも財政的な問題、特に国の財政支

援、財源確保もお願いしていかなければならないと、このようにも思っておるわけでござい

ますので、住民の声は十分に反映して、いい施策、要するに安心して出産でき、子育てがで

きる実感を持てるような、サポートできるような支援をやっていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

以上で山田君の一般質問は終了いたしました。議 長

次に、乾君の発言を許します。

議長のお許しをいただきまして一般質問いたします。１０番、１年生議員の乾浩１０番議員

之です。４月下旬から５月下旬までの間に町当局及び関係各位からちょうだいいたしました

説明資料、３月定例会会議録や議員必携等を一読しての低次元の質問となります。お聞き苦

しい点も多く出てくると思いますが、何とぞご容赦ください。３つの項目で合計１２点の質

問を通告しておきました。

それでは、１項目めの地元業者育成のための改善策についてに関しての５つの質問は、公

共事業に大いに関連するものであり、中でもちまたの不評芳しくない談合についての悪認識

を払拭するための基本を研究したいためのものです。そもそも公共事業は道路、下水道、公
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共施設、社会資本整備のために行われ、各種の内需を引き起こす景気浮揚効果があるとされ

てきましたが、平成不況に入り、景気回復の効果が出にくくなっていますのに、巨額の費用

で公共事業が続けられている地方もあります。これは公共事業が政・官・業癒着、既得権益

の温床ともなり、談合が日本の経済に深く食い込んでおり、公共事業、官公庁施設、備品受

注の少なからぬ部分で行われていると言われています。そこで、平成１４年７月に政府、自

治体などの担当職員が受注業者を割り振ることを禁止する官製談合防止法が成立しています。

今まで述べました事柄は公共事業関連の一般論でありまして、私は必要性、安全性、緊急性

の強度なものから公共事業推進論者の一人です。

先日、１６年度の施政方針２９ページの百済赤部線道路両側への歩道設置云々に感動いた

しました。この事業の推進をお願いします。なお、県道田原本線道路についてですが、広陵

東小学校前の交通量も増加していますし、町内の随一の重要文化財百済寺もあります。百済

地区活性化のためにも歩道整備、そして道路拡張など推進していただけましたなら、地区住

民の喜びはひとしお大きいと存じます。一日も早く地域住民の安全確保のため事業推進をお

願い申し上げます。できましたら、これらの事業を具体例として通告しました１、指定事業

者選定の基準は、２、町の競争入札などのシステムは、３、申告内容と実態とギャップの発

見時の対応の３点をご答弁していただければ私にとって競争入札の基本学習にもなり、感謝

いたします。

４点目の地元業者の過去４年間の落札実績についてでは、業種も多岐にわたっていること

でもあり、また事業の種類やランク別資料作成機関など、種々の要素があると思っています

ので、ご答弁の方は概量でも了承いたします。

５点目の住宅リフォームなどの助成額の有無についてですが、４月２３日の議員研修会で

ちょうだいいたしました参考資料の一つに、住宅リフォーム助成がありました。私は地元業

者育成のための一施策として良策と思い、一般質問の５点目と通告しました。しかし、月末

になってから、第１回定例会議会議録が届きまして一読しました。ご答弁も了解いたしまし

た。したがいまして、リフォーム助成策以外に地元業者育成のための方策をあるなしを質問

いたします。

次に、２つ目の項目、平成の大合併について３点質問いたします。

１５０年前の１８８９年、明治２２年に市町村制の施行によって７万もの数が１万５，０

００ほどになった明治の大合併、そして５１年前の昭和２８年には町村合併推進法で約４，

０００の市町村になった昭和の大合併、それに続いて平成１１年からは平成の大合併と呼ば
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れる市町村の改編が進んでいます。政府は財政優遇措置などで合併後１，０００自治体を目

標としていましたが、自治体の対応はさまざまで、結局２，０００ほどの市町村数になると

見られています。構造改革の柱となる合併特例債の発行、合併後１０年間の地方交付税額保

障などの合併優遇策が盛り込まれています。なお、時限立法の合併特例法の期限切れが来年

３月末に迫る中、財源の多くを国に頼まざるを得ない自治体で合併を検討する動きも加速し

ています。なお、合併の背景としては、車社会になり、生活圏の拡大、情報通信手段の発達

等で、従来の地域構造が大きく変化したこと、国、地方、財政危機を乗り越えること、及び

地方分権が推進されてきていることなどが考えられます。

以上のように市町村合併について総論的に述べましたが、通告した３点につき質問いたし

ますので、現時点のご答弁をお願いします。

合併問題研究会及び合併問題５０人会議のその後の進捗について。

２、周辺自治体との情報交換並びに協議の状況について。

合併推進途上で合併可否を問うため住民投票実施の考えの有無について。

次に、３項目めの行政改革推進のための施策について４点質問させていただきますが、そ

の初めに、地方自治体の財政が危機的な状況に陥ってることは、長引く景気低迷による地方

税収の落ち込みと、税源、景気対策のため地方債の増加が影響していると言われています。

６月１日新聞報道によれば、谷垣財務大臣は１日の閣議後の記者会見で、国と地方の税財政

を見直す三位一体改革をめぐり、小泉首相が２００５年、２００６年度に３兆円の税源移譲

を示したことについて、税源移譲に見合う補助金改革は３兆円ということではないだろうか

と述べた。３兆円の税源移譲を実施する場合は、補助金削減額をふやす方針を示し、総務省

を牽制したものだ。三位一体改革で政府は２００４年、２００６年度の３年間で４兆円の補

助金削減を行う方針を決め、本年度予算は約１兆円の補助金を削減した。首相は指示どおり

３兆円の税源移譲を行うと、２００５年、２００６年度で残り３兆円の補助金を削減しても

地方財政はスリム化は進まないことになる。谷垣財務大臣はこの点について、地方と国の財

政両方のスリム化が必要なのは変わっていない、補助金を削減した場合、地方その事業が必

要かどうか吟味してもらわなければならないと述べ、削減した補助金と同額の全額は移譲し

ない方針を強調した。以上のように報道されました。また、２日後の６月３日には「税源移

譲３兆円、総務、財務大臣の合意」の３段見出し、そしてことし秋の経済財政諮問会議の集

中審議までに、全国知事会など地方団体から削減する補助金項目を提案させる方針だとの記

事、国と地方の歳出で、地方が約６０％の支出を行って、地方財政の規模は大きい、特に道
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路、都市計画、施設等生活基盤整備の推進、小・中学校の教育振興、高齢者対策等社会福祉

増進など、国民生活に密接関連する行政分野においては大きな部分を地方公共団体が担って

います。今後厳しい社会情勢のもと、多様化する社会、少子・高齢社会の進行により行政需

要はますます増大すると思われています。また、抜本的な行財政改革の断行なくして財政は

健全化はあり得ないと思います。私といたしましても、不要、不急、惰性的、形骸化してい

るものについてはメスを入れるとともに、使用料、手数料の値上げ、施設運営管理の見直し、

補助金、負担金の見直し、建設事業の重点的配分などに検討を加えてもらえたらと思います。

総務省が平成１３年７月時点で調査を行いました全国の地方公共団体における行政評価の

取り組み状況によりますと、４３都府県で１２政令都市で５６％の１，８０９市町村で既に

導入、また試行中及び検討が行われていると判明しています。行政評価システムは、施策、

事務事業を客観的に評価することによって施策等への適切な反映を図るとともに、評価を公

表することによって町民に対する行政の説明責任、債務を果たそうとするもので、平成１３

年に法制化されています。

以上、行財政改革に関しての記事報道を交えて所感を述べましたが、通告いたしました行

財政改革についての初歩的な質問４点をいたします。

地方財政の健全さを図る指標、一般財源に占める人件費の割合、一般財源に占める公債費

の割合、行政評価システムの段階的導入。

以上で３項目、１２点の質問をさせていただきました。何とぞ１年生議員にもよく理解で

きるようにご答弁申し上げまして、壇上での質問を終わります。ご清聴ありがとうございま

した。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いいたします。 町長！議 長

乾議員のご質問にお答えをしたいと思います。１年生議員とおっしゃってご質問を町 長

いただきましたが、なかなか手厳しいご質問でございます。

まず、初めの地元業者育成のための改善策でございまして、官製談合防止とか競争入札の

基本学習をするんだというふうなことでございます。順を追ってご説明を申し上げます。

１番には５つの分類がなされておられます。

まず、町指定業者の選定の基準でございます。指名願が出されている町内業者の中からそ

れぞれ格付を行い、その工事の規模とランクに合った業者を選んでいます。また、地元、そ

の大字もしくは自治会に限りますが、これを地元と言っております。地元の上位のランクの

業者を指名する場合もあります。
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２番目の町の競争入札などのシステムでございますが、土木建築業者については指名競争

入札を原則としています。測量や設計などの委託業務については、既に昨年から郵便入札を

施行しています。指名するランクについては、Ａ１、Ａ２、Ｂ、Ｃ、Ｄのランクがあり、工

事の規模により区別しています。将来はすべての入札について、郵便入札はもちろんのこと、

電子入札も考えています。

３番目の申告内容と実態とのギャップ発見時の対応ということでございますが、指名願の

内容とギャップについては、特に現場代理人が常駐しているかについて職員の監督員が常に

チェックし、工事の指名の判断基準にしています。それとは別に、指名願の申請の中に虚偽

の申請があった場合は、指名停止等の措置を行うことになっています。

次、４番目の地元業者の過去４年間の落札実績でございます。このことは事前に担当者か

ら乾議員にお聞きをしましたので、その内容についてお答えをしたいと思います。国の規制

緩和政策によりまして、平成１０年度より資格要件を満たせば国内の業者は広陵町指定給水

装置工事事業者として受けられることになりました。平成１６年６月７日現在で、広陵町指

定給水装置工事事業者は９７業者で、町内は２０業者であります。指定給水装置工事事業者

の指定については、主任技術者の選任、機械器具など広陵町指定給水装置工事事業者規定第

５条の指定基準を満足した申請者に対して、１カ月分をまとめて指定いたしております。ま

た、広陵町排水設備指定工事店についてでありますが、現在８６業者を指定しておりまして、

町内業者は２２業者であります。指定を受けるための資格としては、奈良県内に営業所もし

くは店舗を有していること、２番は専属の排水設備工事責任技術者を有していることなどの

下水道条例に定める要件を満たし、町へ指定申請書を提出、資格審査に基づき毎年７月に指

定工事店証の交付を行っております。そして、指定工事店としての業務でありますが、民有

地などの宅地内における排水設備工事の新設、増設、改築であり、下水道本管に係る工事に

ついては従来より町へ指名願提出のある土木業者に工事発注しているものであります。

５番目の住宅リフォームなどの助成策の有無でございますが、住宅リフォームの助成につ

きましては、雇用対策や経済の波及効果、高齢者や障害者の支援、災害に強い住宅づくりな

ど、その効果は大きいと認識し、実施に向けて総事業費、財源、組織づくり等に努力してい

るところであります。この制度を含め町全体の産業を活性化するため、地域産業活性化事業

を考えています。町全体が元気になるため、いろんな産業やそれぞれの年齢の方が生き生き

と暮らせるまちづくりのためのプログラムを作成中でございます。その一環の事業として、

住宅リフォームの助成制度として位置づけしたいと考えています。
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次に、平成の大合併についてのご質問でございます。

合併問題研究会は平成１３年１１月に町職員１２名から成る自主研究グループとして発足

し、合併先進地の視察や合併講演会、シンポジウムの参加を初め、市町村合併の研修研究を

続けております。また、合併問題５０人会議は、町民に対する公募により５７名の方がご参

加いただき、平成１４年１０月から１２月まで３回の会議で貴重なご意見をいただいており

ます。その後、これらのメンバーの方には平成１６年２月の広陵町市町村合併を考える講演

会参加を初め、市町村合併に関する各種情報の提供を心がけております。町としては、合併

問題になお一層積極的に取り組むため、このほど企画財政部に市町村合併推進室を立ち上げ

ております。

２番目の周辺自治体との情報交換、協議の状況でございます。３市３町、これは御所市と

大和高田市、香芝市、新庄町、當麻町、広陵町の３市３町でございますが、 城広域行政事葛

務組合の会議の都度話し合いを続けてまいりましたが、新庄町、當麻町による本年１０月の

葛城市の発足で、これまで３市３町による葛城市構想は崩れたかの状況であります。しかし、

合併特例期限に関係なく、この後残りの３市１町でいくか、あるいは葛城市を入れて４市１

町にするか、今後の動向に注目をしているところでございます。なお、このほかに北 城郡葛

内３町や磯城郡３町なども周辺自治体の関係首長及び関係者と協議をしておりますが、今後

も本町として積極的な調査分析を続けていきたいと存じます。

住民投票でございますが、住民投票につきましては、機が熟したときは議会との十分な協

議を行ってまいりたいと思います。

最後の行財政改革推進のための施策についてお尋ねでございまして、国の動向も詳しくお

述べをいただきました。また、多くの提案もいただいたところでございます。答弁は、長引

く景気の低迷によりまして、国、地方を通じ依然として厳しい財政状況であります。特に、

本年度は三位一体改革による大幅な交付税の削減が行われ、国庫補助負担金におきましても、

削減に見合う十分な税源移譲がなされておらず、地方を取り巻く環境はなお一層厳しくなっ

ております。こうしたことから本町においても、部長級による行財政改新プロジェクトを組

織し、受益者負担の適正化、事務事業の根本からの見直しなど、積極的に行財政改革を図っ

てきたところであります。

さて、ご質問の地方財政の健全さを図る指標としましては、経常収支比率、起債制限比率

などございますが、平成１５年度決算については現在分析中ですので、１４年度決算数値で

ご説明を申し上げたいと存じます。まず、財政の弾力化を示すと言われております経常収支
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比率におきましては９１．２％でございます。８０％程度が適切と言われておりますので、

財政状況は硬直化が進んでおり、税収あるいは交付税の減収に伴う要因もございますが、さ

らなる行財政改革が必要と考えております。また、起債制限比率につきましても、平成１４

年度、１２．９％、平成１５年度につきましては１３．９％と見込んでいますが、年々上昇

しており、一般的に高い団体とされている１４％台に迫っている状況でございます。なお、

ご質問の一般財源に占める公債費の割合、公債費負担比率は１９％でございます。一般財源

に占める人件費の割合については２６．４％でございます。いずれも１５年度決算数値につ

いては、いずれ決算カードとしてご報告を申し上げたいと存じます。

次に、行政評価システムにつきましては、成果重視の行政サービスの確立などを図るため

の行政手法の一つと認識をしており、現在鋭意研究しておるところでございます。今後も行

財政改革の推進を図りながら、節度ある行財政運営を図ってまいりたいと存じます。以上の

とおりでございます。

１０番議員！議 長

ありがとうございます。早速ですけども、地元業者育成のための改善策について、１０番議員

町指定業者選定の基準で町長の方からご答弁いただきまして、町内の業者がそれぞれ格付を

行い、その工事の規模とランクに合った業者を選定するとのことですが、工事の規模は何段

階に区分され、その基準は何をもってされてるんですかお聞きします。

１番の質問で項目４個ありますけども、１番で１回したら１回になりますので、そ議 長

れで２回目ですのでもう一回しかない、今もう少し聞きたいことがあれば続けて。

町の競争入札システムは土木建築業者についての指名競争入札を原則としている１０番議員

とのご答弁いただきましたが、原則から外れる場合はどんな入札ですか。

それとまた、落札方針にもいろいろあると思いますが、本町では落札方針はどんなものが

あるかと。

それと、確認できませんが、本町では建設工事の請け負いの最低金額６０％で同一落札の

場合は、くじ引きで落札業者を決定すると聞いていましたけども、役場にはいろんな優秀な

スタッフもおられると思うのですが、私は地元優先で、そのくじ引きのときに地元優先とい

うことを取り入れて採用したらどうかということと、それとＮ市では工事によって７０から

８０％に最低金額が設定されているということを聞いてるんですけども、町の方も町側、業

者側にもよいＮ市のようなことをされてはどうでしょうか。お願いします。

都市整備部長！議 長
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お答えいたします。資格審査会と指名業者選定会というのがございまして、私都市整備部長

の方が資格審査の方の委員を副委員長をやっておりますので、まず資格の方の件をご説明い

たしたいと思います。今乾議員の方からランクの中でどのようなランクの数があって、どの

ような金額で指名されてるかという最初にご質問があったと思います。その件についてであ

りますが、実は平成１６年度から一部ランクを変更を考えております。まだ発表はしており

ませんが、今案としてお聞き願えればと思っております。今現在持っております案といたし

ましては、格付につきましては、Ａ１、Ａ２、Ｂ、ＣとＤという５段階のランクがございま

す。その中でもＡ１、Ａ２、Ｂ、Ｃのランクにつきましては、Ａ１の特と特でないものと、

いわゆるＡ１の中でも格差をつけていく方針であります。Ａ１につきましては、いわゆる国

から県に共通して出されています経審点、いわゆる業者が持っている持ち点なんですが、そ

れは全国共通の持ち点なんですが、それを参考にいたしまして、それぞれ点数の高いもの、

またそれと加えまして、技術職員の人数が何人いてるかという技術職員の数をポイント制に

しまして、Ａ１は何ポイント以上あるものですと、経審点何点で技術者のポイントが何点持

っている方という格付を行っております。それぞれの格付に合った金額の工事を配分するこ

とになります。金額そのものはいわゆるＡ１でございましたら、先ほど言いましたＡ１特の

ランクでございましたら、最低が１，５０００万円、上が制限なしと、Ａ１の特でないラン

クの人は１，０００万円から５，０００万円だというような幅を設けてランクの格付を行っ

ております。同じようにＢ、Ａ２、Ｂ、Ｃもそれぞれ金額を定めております。

それと、原則から外れる場合というのはどういうことがあるかというご質問でしたが、原

則から外れる場合といいますのは、いわゆる指名競争入札をしないという場合でありますが、

随意契約ということになるわけなんですが、その内容につきましては、緊急やむを得ない場

合、例えば道路が陥没して舗装面が大きく穴があいてると、今にも事故が起こりそうな場合

とか、緊急を要して入札をしているいとまがないという場合については、速やかに工事を行

いたいがゆえに随意契約でとにかく早くやってくれという発注の方法をとっています。

あとの方式の分につきましては、指名の選定委員さんの方から説明させていただきます。

助役！議 長

最低価格６０％で何社か入札されたらくじ引きになると、その場合に地元優先をす助 役

ればというご提案でございますが、こういう入札等というのはまずは公平というのが原則に

なると思います。それから、地元という場合は、いろんな工事の規模によってはいわゆる県

内業者、それから町内業者が入ってる場合もありますし、また町内だけの業者間が何社か、
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町内の業者がすべて入られて、それからいわゆる百済であり、南郷であり、馬見でありとい

うこともあろうかと思います。このご提案については慎重に研究していきたいと、このよう

に考えております。こういうことが可能かどうかも含めて研究いたします。以上です。

１０番議員！議 長

ありがとうございます。それと、３番目の申告内容と実態のギャップの発生時の１０番議員

対応ですけども、現場代理人が常駐している場合はということは、設計技師のことですか。

問題や苦情の処理の多い建設課の職員さんにはご苦労を察知しますが、職員の監督員のチェ

ックの役目もまことにご苦労さまです。なお、虚偽の申請のあった場合は、チェックされる

重要項目にはどんなものがありますか。また、指名停止以外の措置にはどんなものがありま

すか。よろしくお願いします。

これ乾議員、質問事項１でこれ３回目で、これ最後ですが、こんでよろしいですね。議 長

（１０番議員「はい。」） 都市整備部長！

お答えいたします。技術職員とはどういうものであるかというご質問だったと都市整備部長

思うんですけども、いわゆるこちらで言います技術職員の方とは、土木でありますと１級土

木施工管理技師の１級の資格を持っている方、並びに同じく２級の土木施工管理技師を持っ

ておられる方、それともう一つ、その他の技術職員というお方がおられます。その他と申し

ますのは、経験年数１０年以上を経た人がその他として技術職員として登録されています。

それぞれ１級の方は町の場合でいいますと、これからやる格付でいきますと２ポイント、２

級の方は１ポイント、その他の方は０．５ポイントというふうにポイント制をとりたいと。

例えて言いますと、２の特の方は４点以上のポイントを持って経審点８００点以上でなけれ

ばいけませんという資格でございます。

それと、虚偽の申請の場合はどういう場合かというご質問だったと思うんですけども、ま

ずこの１６年度から行います新しいランクの設定に向けての説明会を全業者を集まっていた

だいて説明会をいたしたいと思います。ことしからこういう制度でやりますということを皆

さんの前でご説明させていただきたいというふうに思っております。その中で、いわゆる虚

偽の申請といいますか、職員の数につきましても、その方が本当に会社であれば社員である

か、個人であれば従業員の方であるかというのを証明するために保険証の提示等を求めます。

それにつきましては年に１度ぐらいは再チェックという形になると思います。それと、改め

て滞納がないかどうかの証明書を出させていただきます。それによって、指名願上げるとき

にそういう証明はあるんですけども、改めていただくということになるかなというふうに思



－109－

います。それで完全に自分とこの社員並びに従業員だということで仕事をしていただくと。

それによって議員のおっしゃる虚偽の申請の方がいなくなるんではないかなという思いもし

ております。これから発表してからはいろいろのことがあるとは思いますけども、正当な業

者が正当な仕事をしていただくという基本姿勢を持っておりますので、今後ともよろしくお

願いいたします。

１０番議員！議 長

ありがとうございます。次には平成の大合併についてですけども、合併問題研究１０番議員

会及び合併問題５０人会議のその後の進捗について、研究会及び５０人会の設置時に何年何

月までに結論的なものを出してほしいとの要請はなかったのかどうかと、周辺自治体との情

報交換並びに協議の状況について、具体的にどの自治体と協議されたことがありましたか。

それと、あと一年もないのに、せめて年末までの予定表というのがないかとか、合併を問

うため住民投票の実施の有無についてですけども、本年度の施策方針の中に、これからも合

併問題特例期限にこだわりなくと書いてありましたが、町長の方なぜこだわらなくてよいの

かを聞きたいのと、優遇策などに利用しない場合の財源や行財政に十分な自信をお持ちです

か。よろしくお願いします。

企画財政部長！議 長

まず、１番目の合併問題研究会と合併問題５０人会議のことでございますが、企画財政部長

これはまず合併問題研究会につきましては、職員の研究会でありまして、特に何年までにど

うするという具体的なものは決めておりません。近隣の市町村の動向とか国の動向を絶えず

研究しまして、その状況を見守り、町の四役にその内容を報告するというものでございます。

また、合併問題５０人会議につきましては、結論をどうこうではなしに、皆さんのご意見を

お聞きするということでの会議で開催させていただきました。

それから、具体的にどの自治体と情報交換、協議をしたかということでございますが、町

長が申しましたように、３市３町の自治体以外で田原本町、磯城郡３町と協議をしておりま

す。また、周辺のそれ以外の河合、上牧、王寺につきましても、いろんな会合とかで首長が

会いますので、その都度またいろんな面で情報交換等をしております。

それから、今後の年末までの予定ということでございますが、先ほどの町長の答弁の中で、

合併問題推進室というのを企画財政部の中でつくりましたので、それの推進室の活動としま

して、近隣の自治体との状況の分析の研究を進めていきたいと思っております。あした１０

日の日に西和の合併の協議会がありますので、まずその合併協議会の傍聴に職員が参る予定
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をしております。

それから、合併期限にこだわらなくてもよいのかということでございますが、もちろん合

併特例期限は意識しておりますが、合併を決めるまでには大分時間がかかります。いろんな

事務的な作業も含めまして最低でも２年程度かかりますので、今のこのままでいきますとと

てもその合併特例期限には間に合わないものと感じておりますので、そういうふうな表現を

させていただきました。以上でございます。

町長！議 長

今乾議員から合併について町の財政が持ちこたえるだけの意気込みがあるかどうか町 長

ということもお尋ねをいただきました。基本的には私は合併を進めるという姿勢をとってお

りますので、企画財政部に推進室を置いているのもそのとおりでございます。しかし、私が

幾ら合併を進めると言っても相手があることでございまして、相手がその気になってもらわ

なくては進めないのでございます。今私どもの町では、合併を対象にしているところは数多

くございます。特に、お答えをしましたように、３市３町の葛城市、これは一部事務組合等

清掃の関係でも日ごろから広域行政をやっている町でございます。県がそのことを示してい

る。また、香芝とは消防組合で香芝市と広陵とは一緒に広域処理をやっておるわけです。さ

らにまた、田原本と三宅、川西につきましては国保中央病院という一つの病院を運営をして

いる市町村でございます。また、北 城郡６町というのもいろんなおつき合いをさせていた葛

だいて、職員の交流等もさせていただいているところでございます。これだけ合併をする場

合の相手の自治体があるわけでございまして、その自治体とどのように進めてるかというこ

とがいろんな自治体の動向を見させていただく。ある意味では広陵町は、うちの町と合併し

てほしいなということで、極端に言いや、高田市からも直接申し入れをされているのであり

まして、いずれの皆さんにはわかりましたということでなくして、いろいろ対象自治体とは

事務者の方で検討を急いでいただいているところでございまして、その都度いろんな協議を

している、町の意見を申し上げているというのが実態でございます。

合併をしなければそのまま広陵町はいけんのかどうか、こういうこともお尋ねをいただい

ているわけでございます。他の市町村から見てまいりますと、広陵町はいいな、奈良県は人

口は減っているのに広陵町だけ伸び続けているのではないかと、吉野の方、また磯城郡やほ

かの町につきましては人口が減っておる、厳しい財政状況だと、このようにおっしゃってい

るわけでございまして、広陵町は依然として真美ヶ丘といういい環境に恵まれた土地を持っ

ているために多くの人がおいでをいただいているということはやっぱり伸び盛りだ、そのま
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までも頑張れるのではないかというふうなご意見もいただきながら、またうちの町と合併し

てほしいという、そういう期待もいっぱいあるわけでございまして、これからは議員の皆さ

んとよくご相談を申し上げながら、お取り進めをいただきたいと思います。

この合併の期限が来年でございまして、もう今は決議をしなければ間に合わないという期

限でございまして、合併する場合は３，０００項目の市町村のすり合わせが必要でございま

して、このことを今問われているのでございまして、期限にこだわらず合併を進める。国の

言うのは、いつまでやれば認めますよ、交付税を与えます、また合併特例債を出します、こ

れは借金なんですね。今テレビ、新聞紙上でもとやかく言われておりますが、合併して工事

をふやしているようではまた借金をふやしている、そんな意見もあるわけでございまして、

合併して新しい庁舎を建てる、こんなことも起こるわけですが、これに対して住民の批判も

起こっておるのでございまして、合併して経費の節約を果たしながら、住民の皆さんにメリ

ットのあるそんな合併を目指しているところでございまして、いろいろとまた議員各位とご

相談を申し上げて、協議を進めてまいりたいと、そのように思っています。

１０番議員！議 長

それでは、今後合併を進めるに当たって、３市１町または４市１町の場合はどの１０番議員

ような協議会をこしらえるつもりですか、町長。

町長！議 長

今私お答えも申し上げましたとおり、３市３町ということでございまして、香芝市町 長

の市長さんも先日再選をいただきました。御所の市長さんも再選をいただきました。これか

らは高田、御所、香芝がちゃんとした合併の姿勢を示していただくことがまた大きく動くと

思います。私どもはこれらの人とは会議等で何度もお会いをしている、この際にもご協議を

させていただいているところでございまして、法に定められました合併協議会を設定する前

の段階で事前に協議を進めさせていただいて、その協議内容についてはまた議会とご相談を

申し上げて、新しい枠組みの合併協議会を立ち上げると、こういうスケジュールになるわけ

でございまして、今のところ立ち上げるまでにはいかない、前置きの事前協議の段階でござ

います。

１０番議員！議 長

ありがとうございます。そして、行財政改革推進のための施策についてですけど１０番議員

も、いろんな話聞かせてもらいましてんけども、一般財源に占める人件費の割合で、本町の

割合が２６．４％とのご答弁で安心いたしました。したがって、本町の方も特別職や一般職、
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その他の職の給与の方は下げなくてもよいと思うのですけども、いかがでしょうか。

それと、今後行政需要が多くなってますが、健全な町財政の確立を第一に考え、全職員と

研修を重ねられて導入をしていくのをまたお願いします。

以上をもちまして１０番乾浩之の一般質問を終わります。長時間ありがとうございました。

以上で乾君の一般質問は終了いたしました。議 長

しばらく休憩いたします。

（Ｐ.Ｍ.３：４６休憩）

（Ｐ.Ｍ.４：００再開）

それでは、休憩を解き再開します。議 長

次に、山本悦雄君の発言を許します。

議長のお許しを得まして一般質問をさせていただきます。去年１年間は議長として８番議員

質問することができませんでしたので、今回１年ぶりということでございます。

１点目は、税の滞納に対する質問でございます。

広陵町の住民税ほかすべての税において、私が議会議員になりましてから毎年毎年延滞額

がふえ続けております。長引く不況で収入が落ち込み納税できない人もおられることは事実

だと思います。しかし、資力、財力がありながら何らかの理由で納税されていない方々も多

々あるように思われます。多くの住民の方々がきちんと納税していただいておるわけであり

ますが、その方々の中での話として、不公平感が広がっているのも事実であります。正直者

がばかを見ているんじゃないかという感を持っておられるわけであります。税法及び町税条

例においては、納期限を過ぎた納税に対しすべて延滞税を課すことになっております。国税

においては特段の理由がない限り延滞税が課されております。しかし、本町においてはほと

んど延滞税が課されておらないのが現実でございます。国税においては、滞納すれば納税者

が延滞税ということで大損をするわけでありますが、本町では滞納した納税者が利息分を逆

に得をするという実態であります。町税等の滞納者の中で、国税はきちんと納めていながら、

住民税、町税等を納めていないこういう方も多々あるんではないかと思います。私はそのよ

うに思えてならないわけでございます。

そこで、次の３点につき質問いたします。

１つ、現在延滞の減少を図るためどのような対応、対策をとっているのか。

２点目、滞納処理に対応する職員の法律知識及び話し合いによる徴収技術、これらの能力

アップ、レベルアップはどのようになされているのか。
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３点目、延滞税がほとんど徴収されていないが、その根拠と理由。

以上、３点であります。

次に、広陵町では来年そのままいきますと大問題になるだろうという現清掃センター閉鎖

後から新清掃センター稼働までのごみ処理について質問いたします。

新清掃センター建設に向け、町長、助役を初め担当職員の皆様には日夜頑張っていただい

ております。大変ありがたいことだと感謝いたしている次第でございます。また、基本合意

いただきました地元古寺地区、周辺地域の大字中の皆様、ありがたく厚く御礼申し上げる次

第でございます。そして、現在協議をいただいております広瀬、百済地区の皆様には大変ご

心労をおかけいたしておるわけでございますが、一日も早いご協議が調いますことを心から

念じている次第でございます。

さて、現清掃センターの操業期限が来年６月末に迫ってまいりました。しかし、新清掃セ

ンター稼働がそれまでに間に合わないことははっきりといたしております。その間のごみ処

理をどうするのか、町民の皆様も大変不安に思っておられるところでございます。町当局も

対策室を立ち上げ、いろいろな角度からご検討をいただいていることだと思っております。

それで、次の４点について質問いたします。

１、近隣自治体にお願い、その他いろいろなことを考えていただいておると思いますが、

どのような処理策を考えておられるのか、水面下でやっておられることもあろうかと思いま

す。公表できる範囲で公表し、住民の皆様に知らせていただいたらいいんじゃないかと、こ

のように思いますので、ひとつこの点よろしくお願いいたします。

２点目は、現在収集している全種類のごみの処理がその検討の中で、現在収集している全

種類のごみの収集処理が可能なのかどうか。

３番目は、どのぐらい減量しなくてはならない、減量は何もこういう事態になったからと

いうのではありませんが、よそでお願いするにしろ何にしろ大変厳しい僕は減量を余儀なく

されると感じておるわけでございます。数値的にどのぐらいの線まで行かなくてはならない

とお考えか、その点がありましたら具体的なものがありましたらお答え願いたい。またそし

て、減量のためにどういう施策をお考えなのか、この辺についてお考えをご答弁をお願いし

たいと思います。

最後に、ごみ非常事態になると私は思っております。町民の協力を得ると、住民全体でこ

のごみ問題は解決していかなくてはならない。この問題に住民エゴが入りますと大変難しい

解決になっていくんじゃないかと、このように考えておりますので、その住民の皆さんに協
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力を得るためには、町の方針というものを常々周知していかなくてはならないんじゃないか

と、このように思っておりますので、どのように町民の皆様にこの事態を知らせていくのか、

その辺のことについてひとつご答弁をお願いいたしたいと思います。

以上、２項でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いいたします。 町長！議 長

山本議員のご質問にお答えをしたいと思います。町 長

まず初めに、税の滞納に対する取り組み及び対応ということでございます。

資力ある人、財力のある人が滞納してるのではないかというふうなご意見もありましたし、

国税と地方税の大損、大得といいますか、得をしているのではないかというふうな質問もご

ざいました。答弁といたしまして、現在行っている対応策についてでございますが、これま

で滞納者に対しましては、督促状や催告状の送付及び徴収担当者によります戸別訪問を行い、

さらに幹部職員による納税相談を実施してまいりました。今年度におきましても、４月末に

第３次納税推進委員会を発足させ、係長級以上の職員１１４名で構成する納税推進委員によ

る督促及び納税相談を行っております。今回は滞納額が大きくならないうちに完納していた

だくため、５万円程度の少額滞納者も含め取り組みを行っております。委員の皆さんの頑張

りのおかげさまで、滞納者とコミュニケーションを図っていただき、よい成果を上げていた

だいているところでございます。

２番目の滞納整理に対する職員の法律知識でございますが、話し合いによる徴収技術の能

力をどのようにして高めているかということでございます。法律知識につきましては、研修

会への参加や職員個々の勉強により習得し、運用や徴収技術につきましては、県に対し指導

をお願いしたり、マニュアルを提供していただくなどにより徴収職員としてのレベルアップ

を図っております。特に、平成１４年度、１５年度におきましては、高田県税事務所の主幹

を本町に派遣いただき、納税交渉のノウハウや法的な手順について種々ご指導いただいたと

ころでございます。

３番目の延滞金でございます。滞納すれば延滞金が加算されるのが当然でございます。税

の公平確保という観点からも必要であると思いますが、延滞金は利率が高く、加算すれば本

税がますます徴収しづらくなるというのが納税交渉の実情でございます。このため自主的に

納付していただいている方もおられますが、納税交渉の場では本税の徴収を優先させるため、

地方税法上各税目ごとに定められている延滞金の減免規定を適用するケースが多くなってい

るところでございます。
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次に、清掃センターについてでございます。

現清掃センター閉鎖後から新清掃センター稼働までのごみ処理についてご心配をいただい

ております。我々も随分頭を痛めている、痛めているでなくして前向きに進めなくてはなら

ないところでございます。処理方策につきましては、焼却処理は行わない姿勢の中で、可燃

ごみ、粗大ごみ、不燃ごみ、プラスチック、資源ごみ、リサイクル素材等すべての種類につ

いて民間委託方式や近隣市町村への依頼、中継地等も含め想定されるすべてのケースについ

て検討をしながら、現在ごみ処理方策をまとめているところでございます。

２番目の全種類のごみの処理は可能かとご質問でございます。現状の収集体制のサービス

低下にならないよう努力する所存でありますが、変更を余儀なくされた場合につきましては、

事前に住民の皆さんに周知理解を求めてまいりたいと思います。

３番目でございますが、どのくらいの減量を考えているかということでございます。とり

わけ現在の各家庭で実施していただいている生ごみ堆肥化処理機、コンポスト、ＥＭ菌容器

を利用した減量対策に対する助成金制度を推進するとともに、ごみ減量化を目指し、環境に

やさしいまちづくりのお取り組みをいただける地区につきましては、生ごみ堆肥化処理機の

導入等積極的に支援をしてまいりたいと考えています。学校でも実証していただき、大きな

成果を上げていただいているところでございます。

また、減量化目標値につきましては、現時点でごみ減量等推進審議会において、平成１３

年１０月に答申が出された減量化目標値２０％と定められておりますが、さらに目標値を高

める努力をしてまいりたいと存じます。

最後のごみ非常事態とのご指摘でございます。期限後の処理方策が定まった段階で、ごみ

減量推進委員の皆さん方にもご協力をお願いしながら、町内各地域ごとに説明に出向き、ご

理解を求めてまいりたいと考えております。以上のとおりでございます。

８番議員！議 長

それでは、２回目の質問をさせていただきます。８番議員

滞納額の延滞の分に延滞税を課せないのは、本税を優先するためだということでございま

すが、それが問題になってるんじゃないかと思うんですね。いつまでほうっといても延滞が

かからないねんと、いつまででもほうっときますよ、人は、そうでしょう。大体私も農協時

代二十何年間金貸しをやっておりましたんで、お金を返すのは利息の高いところからお金を

返されますよ、大抵の人は。ただのとこ、親類とかいろんな個人から借りてただのとこは一

番後回しになります。今役場はまさにそういう体制でやっておられるということなんですよ
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ね。これ差し押さえとか等につきまして、固定資産税に係る部分でいいますと、３７３条、

これは当然知っておられることだと思いますよね。督促状を出して１０日間して納税がない

場合は差し押さえをしなくてはならない。これが地方税法、固定資産税のとこにあります税

法なんですよね。ただ１０日間ですよ、督促出して、それが１つで、３つ、ほかにもござい

ますけど、この部分でいいましたらこれだけの厳しい税法になっておると。

それと、先ほど町長も、各税にあります。私も初めどこにあんのかなと思って探しました

んで、町長の当然あらんないかんはずやと、条例の中を読み倒したけどもないと、町長の減

免のところがないと、条例の中に。本法の中にありまして、市町村長は納税者が前項の納税

期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、

同項の延滞金額を減免することができると、これを使ってほとんど減免されているんじゃな

いかということなんですけれども、このやむを得ない理由と、これが一番問題なんですよね。

やむを得ない理由というのは、これは国税では物すごく厳しく制限されてると思います。そ

んな簡単に、いや払うてくれへんからその分構へんわというようなことではないと思います。

まず、必ず延滞したらまず延滞税の納付通知が入ってきます。それが徴収できるかできない

か、もうそれ以上取れない、国税といえども差し押さえする物件もないし何もない、取れな

いというときになったときに初めてそれが徴収不能という形で処理をするんであって、初め

から延滞をもう免除すると、こういうことには国税の場合一切なってないはずなんです。何

遍もそういうことを私も農協時代には経験いたしております。だから、差し押さえはしない

は、延滞税は課さないは、課して後どうしてもそれが徴収不能ということになりゃ、これは

当然そこで徴収不能の形、これ税務署でも、免除やなしに、もう取れないということで処理

するということなんです。この辺何かこの条項を町当局は勘違いされているんじゃないかと

いうことを思うわけでございます。

それと、なぜこの延滞税について言うかといいますと、三位一体の改革で骨太の方針と、

基本政策ということで３兆円の税源を地方へ移譲するということはこの間発表されたと思う

んです。それはほんまの基本的な発表だけでありまして、どの税をどのように移譲するのか

という具体的なとこはまだ一切示されておらない。その場合に、移譲していただく税が、例

えばたばこ消費税のように、一括して向こうで徴収して、それをこっちへわっと移譲してく

れるんならこれはいいわけなんです。しかし、所得税の税率を下げて、住民税の税率を上げ

て、そしてこの分を移譲しましょうというてもしこちらに徴収義務があるような税金をどん

どんとこう移譲されますと、その中でせっかく税を移譲していただいたかて、しっかり徴収
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できなければ絵にかいたもちになってしまう。こういうことが起こり得る、三位一体改革の

中でこういうことも起こり得るわけなんです。だから、こういう先ほど申しましたけども、

職員の法律知識、本当に法律を一回、ここの職員であれば地方税法ぐらいは全部目を通して

いただいていると思いますけれども、やはりそれと徴収に行く、皆さん行くんだったら、そ

れとここの条例ぐらいはやはり目を通して、管理職ぐらいならやっぱり目を通してやってい

ただく。そうしないとレベルがアップしないと思うんですよね。だから、それと話し合いの

技術というのはこれはまた別の問題です。これは全く個人差がございます。能力差もござい

ます。これはセールス技術とか同じことなんです。セールスでも人によって人の何倍ものセ

ールス技術があって成果を出される方もおられるし、いろいろあろうかと思うんです。これ

の方もやはりお互いそういうものが話し合って、こういう場合にはこうあった、こういう場

合のときにはこうやったらこううまく話し合いができたとかということを積極的にやはり鍛

錬されなければ、この話し合いによる徴収ちゅうのも大変難しいことだと思っております。

そこで、先ほど申しましたように、やはり正直者がばかを見るという形になってはならな

いんです、税金については。だから、これは一度、そらそういう関係のとこへ問い合わして

いただいたら結構かなと思いますけど、その町長のこの延滞金の減免に関する条項のやむを

得ない理由というもんはどういうものなのかということは、私は今のやっていることは、そ

のやむを得ぬ理由には入らないんじゃないかと。そうした場合には、これは町長の越権とい

うか、ちょっと行き過ぎた行為になるおそれもありますので、ひとつこの辺につきまして十

分事務当局でもご検討をお願いしたい。その点についてひとつ答弁の方をお願いいたしたい

と思います。

町長！議 長

私は滞納者というやっぱり納税の義務を果たさないということは、一番これを悪い町 長

人だと思ってるんですね。窃盗とか傷害事件を起こした人は当事者だけの問題でありますが、

税金を納めないという人はその町の人、また国税を納めない人は日本国民に迷惑をかけてい

るんですから、大きな犯罪行為であるわけでございまして、まして町税を納めない、おくれ

るということは町民の皆さんに悪いことをしているんですね。そういう人たちをきょうまで

私が来るまでの間は滞納者を守っていたんです。それは滞納者の金額、滞納者の名前を徴収

担当者しか教えないというのか、他の者はわからないんですね。そういう仕組みであったの

を私は全職員といいますか、管理職が滞納者リストを持っていただく、そのことをさせてい

ただいたんです。ですから、役場の職員はすべての滞納者、滞納金額を承知しております。
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これを今までは片方の課ではその人を絶賛している、片方は納税のために納めてくれと進め

ている。何かちぐはぐな行政をしておりまして、私は公職には滞納者は一切つけないと、税

金を納めてしっかり仕事をしていただいてから役所の仕事をしてくださいということをお願

いしているんです。こういうことに切りかえました。ですから、役場へ来られて大きな声を

叫ばれている人もありますが、滞納しておるということが職員皆知ってるんですね。大きい

顔をして物を言っておるということになるわけでございまして、私はその人は決して滞納し

て得をしているというようには思っていません。大きな精神的なマイナスを受けられている

んだなと、かわいそうな人やなというようなそんな思いで私ども見ておりますし、職員も税

金払ってから役場へ来てほしいと、物言ってほしいと、そんな心意気でしゃべっていると思

います。このように納税の意欲を一生懸命進めているわけでございまして、職員の関係する

親類の人までも納めていただくように、このことも強く申しているところでございます。ま

た、私は悪質滞納者については差し押さえするようにと、強く張り紙をしてくれということ

を私言ってます。きょうまでは滞納整理は差し押さえ処理はしておりませんでした。差し押

さえ事前通告のみでございまして、するぞというおどしにもとれる文書でもございましたが、

今は行っていただいております。今山本議員のおっしゃる延滞金でございますが、このこと

については非常におくれて済まんと、遅くなったと、督促手数料も延滞金も合わせて納める

と、こんな人も実はおられるんです。納めていただいて、口座から落としている。また、直

接納付をしていただける人には、いやみんなもらってませんのであなたには返すというわけ

にいきませんので、実はかなりの件数の人が納めていただいております。今おっしゃるよう

に、資力、財力のある人については、遅くなっただけ得やというような否めないこれは事実

でございまして、何とかして本税を取り戻すと、本税を納めていただく。５年過ぎてそれを

不納処分に落とすという、税金を納めないで済むお方が何人かあったのでございますが、こ

ういうことのないように、時効を中断してでも納めていただくように取り組んでいるところ

でございます。おっしゃるように、特別の定めはその事項には該当しづらいのが実態でござ

いますんで、おっしゃるとおりでございます。よく我々もきょうのご意見を肝に銘じて考え

てまいりたいと、そのように思います。

８番議員！議 長

非常にあっちこっち大変なことで、町の職員の皆さんも大変だと思いますねんけど、８番議員

やはり行政は公平が一番ということを念頭に入れていただいて、やはり差し押さえも辞さず

ということでやっぱりやっていただきたいと。貯金とか預金の差し押さえについては簡単に
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できるし、町長というのは非常にこの税法につきましてはこの差し押さえでは強力な権限が

ありまして、もう即、我々でしたら裁判所の判決をもらって債務名義をもらって差し押さえ

になんねんけど、即もうその時点で差し押さえができるという非常に強い権限をお持ちでご

ざいますんで、ひとつその点やはり、ただ不動産は差し押さえますと登記簿に必ず一生残り

ます。だから、それも踏まえてやはり、だからといって差し押さえするんじゃなしに、やは

りそういう事態もあり得ますということで、やはりどの時点になったら、やはり話し合いし

て、幾ら話し合いしたって平行線たどっとったらしょうがないわけですから、その話し合い

のどの時点ではどういう形で差し押さえするということをやはり基準を決めて、やはり進め

ていかれるのがいいんじゃないかと思います。この点についてはもう答弁は結構でございま

すんで、ひとつその点やはり頑張ってやっていただきたいと思います。

次に、現清掃センターの閉鎖からのごみ処理の問題でございます。特に、この中でそらや

はりこれは今いろいろご答弁いただきましたが、町側でまだ非常に甘ったるい考えのまだ対

策ということでございます。これはもう本当に住民の皆さんのご協力を得ないと、私はとて

もやないけど、今までどおりの感覚で、実際あこがとまって、今までどおりの感覚でいける

はずがない。私から見たら５割、５割ぐらいしなきゃならない。その中でやっぱり住民の皆

様のご協力を得る。コンポストや堆肥化の機械でどんだけ減量できるのか。こんなんしれて

ますよ、こんな減量は。その中に私がいつも言ってるのは、ほかの方はもう生ごみを出さな

いでくださいと、ひとつ田の方へ全部入れてほかしてくださいというようなことがいつも言

ってるんです。いまだに今の答弁にも入ってこない。そういう住民の協力を得なくてはなら

ないということは、まだもう一つ町当局でぴんときておられないんじゃないかなというよう

な感じをするわけです。

それと、減量化のための有料化、これは国の方もこの間新聞に載っておりましたけど、今

までの基本方針では、必要に応じて手数料の徴収を行うという形になっておりまして、それ

を今後検討して、原則的に徴収するという方向で変えていこうと、まだこれ決まったわけじ

ゃないんですけど、そういう方向で検討に入るということでございます。その前の金銭的な

ものがやはりそんな１枚３０円や４０円ぐらいのもんでは効果はないんじゃないかと。これ

は何もうちの今の現在の問題についての減量じゃなしに、やはり国の数値目標がありまして、

温暖化の関係の数値目標があって、それが達成できそうにないという状況なんですよね、現

在。だから、それを達成するための減量化のためにやはり有料化、原則的に有料化しなくて

はいけないんじゃないかという、これは国の考え方なんです。だから、そういうものも含め
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まして、やはりはっきりと町民の皆さんにこの問題について知らせていくということ、現実

これは今度勝山市へもちょっといろいろ伺いたいなと思ってるんですけども、大体５割ぐら

いの大変、逆にこれ以上のものは集められませんというような形でやっておられて、そらよ

そへ持って行くたって大変な努力が必要だと。うちの場合も同じことになんのじゃないかと。

奈良県の方がもっと難しいんじゃないかと。私はそう考えてるんです。だから、いろんなこ

とをそのまま現在のとこでやれるんだったら、それはそれでいいんですけど、それも大変難

しいということですよね。だから、減量化するための具体策、例えて言いましたら、広陵町

のスーパーに対して、例えばトレーがありますよね。このトレーは全部買ったところへ返し

てくださいと、住民の皆さんに。それは広陵町でやってるスーパーの方にもお願いして、そ

れは受け入れてあなたの方で処理してくださいと、その処理ができないんだったら、そうい

うとこへ入れて売らないでくださいというぐらいのやはり協力を申し入れなくてはならない

事態になるかもわからない。私はそう考えてるわけなんです。だから、そういう本当に皆、

町だけでは絶対にやれない、このごみ処理は町だけでは絶対にやれないと、そういうふうに

考えておるわけですので、ひとつその辺について、今先ほど答弁にもなかったですけど、住

民の協力と、それをお願いするということの観点から、ひとつ２回目の質問に対してご答弁

をお願いいたしたいと思います。

助役！議 長

住民の皆様へのご協力、これは当然不可欠な問題だと思います。ただ、まだうちと助 役

しては方針として打ち出してないということも事実でございます。常々山本議員は５割ぐら

いの減量をしなければいけないとか、担当する者は、必死で日曜日でもすべきであるとか、

常に叱咤激励をしていただいているとこでございます。我々もこの問題については悲壮感を

持って対処をしているところでございます。勝山市の例、また議会として視察に行かれると

お聞きしたんですが、勝山市は私も４年ほど前、裁判が勃発しているときに行ってまいりま

した。このごみの問題については、全職員悲壮感を持ってやっておられました。他の自治体

という委託するということについても、そう簡単によしわかった、皆さん来なさいというよ

うな状況ではないということも聞いております。確かにおっしゃるとおり、京都府の加茂町、

あるいはいろんなとこで皆さんはこのごみのことで大変、紛争によるごみ処理問題で大変苦

労をしておられることも承知をいたしております。ただ、農業者の皆さんだけに今すぐそう

いうご協力ということも、それだけを述べるということもできませんし、我々としては現在

の協定大字の皆さん、協定による、それから特に馬見南３丁目の自治会の皆さん、それから
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みささぎ台の自治会の皆さんと協議を経てから、協定大字にもすべて話をするとともに、減

量化に向けて全住民の皆さんにご協力を求めたいと。当然その中には今後のことも考えて、

有料化も常々研究しているところですが、それもあわせて研究しお願いしていきたいと、こ

のように考えているところでございます。

８番議員！議 長

非常な決意を言っていただいて大変心強く思っておるところでございます。ただ、８番議員

本当に悲壮感が出るだろうと、私はそう思っております、この時点になりましたら。町長に

秘策があればまた別の話でございますけれども、そうでなければ大変な事態になるんじゃな

いかと、そのように考えているわけでございます。非常に取り越し苦労かもわかりませんけ

れども、私は今からでもそういう機会があれば、例えば支部長とかいろんな会議があって、

農業者のそういう会議があったとこでそういうことをもうぼちぼち出していったらいいんじ

ゃないかなと私はそう思うんですよ。別に大した負担にはならん。私たち常にいつも家のふ

ろで炊く灰と台所から出る生ごみは大概、嫁はん置いとったらそれ持っていってますけど、

そんなに手間のかかるわけでも何でもあらへん。行くときにちょっと持って走って行ったら

いいだけですからね。そらえらいあの袋いっぱいになって下げていくのだったら自転車で大

変ですけど、その日その日二、三日のやつ、ちょっと嫁さんでもちょっと田までほかしにい

くぐらい、そのぐらいのことの協力が今後これね、できないという、それでごたごた言うふ

うなことになったら、こんなごみ処理ほんまにどねえなんのかなと。いやそのぐらいのこと

はそういうことでさせてもらいまっせと、そのかわり町の方もいろいろというような形でや

っていかないと、私はとてもやないが難しいんかなと、取り越し苦労でえらい申しわけない

んですけども、ひとつそういうことを考えておりますので、その点については今答弁もなか

なかできないだろうと思います。

以上で山本悦雄君の一般質問は終了いたしました。議 長

お諮りします。本日の会議は、この程度にとどめ延会いたしたいと思います。異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決しました。議 長

なお、本日行われなかった一般質問につきましては、１０日午前１０時から引き続き行う

ことといたします。

本日はこれにて延会いたします。
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（Ｐ.Ｍ.４：４０延会）
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平成１６年６月１０日広陵町議会

第２回定例会会議録（３日目）

平成１６年６月１０日広陵町議会第２回定例会（第３日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 松 浦 敏 信

３番 山 村 美咲子 ４番 吉 田 信 弘

５番 山 本 登 ６番 寺 前 憲 一

７番 長 好 郎 ８番 山 本 悦 雄濵

９番 坂 口 友 良 １０番 乾 浩 之

１１番 八 代 基 次 １２番 松 野 悦 子

１３番 吉 岡 章 男 １４番 青 木 義 勝

１５番 笹 井 正 隆 １６番 竹 村 博 司

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 安 田 義 典

企画財政部長 松 井 定 市 総 務 部 長 森 川 勇

健康福祉部長 池 田 誠 夫 住民生活部長 笹 井 由 明

環境整備部長 山 村 吉 由 都市整備部長 中 尾 寛

教育委員会事務局長 大 西 利 実 水 道 局 長 森 田 久 雄

健康福祉部参与 竹 嶋 昇 住民生活部参与 竹 田 健 次

住民生活部参与 山 本 新 三 都市整備部参与 和 田 信 次

４ 本会議の書記は、次のとおりである。
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局 長 西 辻 眞 治

書 記 竹 若 学 上 田 勝 代

ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：００開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 一 般 質 問

９日の一般質問に続きまして、これより八代君の発言を許します。議 長

議長のご指名により登壇させていただきました。１１番議員

傍聴席の町民の皆様、そしてご在席の皆様、おはようございます。

私は、この４月の選挙で初当選させていただきました八代基次でございます。どうかよろ

しくお願い申し上げます。

傍聴席に町民の皆様が非常に大勢出席されておられるのを拝見いたしまして、広陵町政に

多くの方が強い関心を持っておられるのだということを痛感いたしております。これは町政

の発展にとっても大変ありがたいことでございます。そして、私もまた改めて自分の責務の

重要性を再認識しております。と同時に、初めてでございますので、非常な緊張感をも今覚

えております。したがいまして、質問中、ふなれのため不行き届きの点多々あろうかと思い

ますが、何とぞご容赦くださいますようお願い申し上げます。

それでは、私の一般質問に移らさせていただきます。２点お尋ねしたい、このように思っ

ております。よろしくお願いいたします。

１番目の質問は、第１５投票区を２つに分割し、第１６投票区の設置についてであります。

第１５投票区は、馬見北全区域が入っております。馬見北１丁目から９丁目まででござい

ます。以下に述べます理由で、第１６投票区を設置していただきたいと考えている趣旨を申

し上げます。

平成１６年４月４日執行された、今回ここに１６名の町会議員を選出していただきました

選挙についてでございますが、選挙日当日の有権者数は２万４，６３４人で、１５投票区ご

ざいますから１投票区当たり平均１，６４２．２人でございます。しかるに、第１５投票区
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の選挙日当日の有権者数は４，２３３人で、平均の実に２．５７倍でございます。また、有

権者の一番少ない投票区は４５８人でございます。１，０００人以下の投票区も２カ所あり

ます。９２０人と９６４人でございます。第１５投票区は、一番少ない投票区に比べますと、

実に９．２４倍であります。１，０００人以下の投票区でもそれぞれ４．６０倍、４．３９

倍であります。

選挙というものはいろいろな要件から成り立っております。公職選挙法は、平等と公正を

一番の原則として制定されております。そうでないと選挙に対する信頼感を失いかねないか

らであります。例えば、立候補の受け付け順を決める場合でもくじ引きで決めますが、予備

抽選で、そのくじを引く順番をまずくじで引きます。そして、２度目のくじ引きで受け付け

順を決めるのであります。これも立候補者の平等と公正を厳密に尊重しているゆえんだと私

は思います。したがって、私は有権者の立場も平等と公正を極力尊重する必要があります。

我が国の政治は、国政も地方自治も選挙で選ばれた首長あるいは議員にその任期中政治を事

実上白紙委任する制度であります。国会の首班選挙だけは例外でありますが。現行の１５の

投票区が設置されたのは、その時点においては各投票区それぞれ相応の理由があるとも考え

られますので、当面の措置として早急に第１５投票区を２つに分割し、第１６投票区を設置

して不平等感を是正していただくよう強く提議する次第でございます。

２番目の質問は、エコール・マミの北に隣接しております真美ヶ丘メモリアル広場、それ

とその専用駐車場の利用を活性化するようにしたらどうかということでございます。

私はよくエコール・マミに行きます。広陵町随一のショッピングセンターでありますので、

ここにおられる皆様方もよくご存じのことと思います。そのとき、コンクリートの８枚のつ

い立てのような板石が、そのような建造物がコンクリートの地面の上に立っているのを見ら

れたことがあると思います。これが真美ヶ丘メモリアル広場でございます。余り人がいるの

を見たことがございません。したがいまして、隣接のその専用駐車場も３７台の車のスペー

スがありますが、ほとんどいつもがらがらであります。工事中、エコール・マミに来る人は

皆、何ができるんだろうと期待と好奇心を持って見ておりました。そして、今その完成品、

つまり今の現状を見まして、何とつまらないものをつくったもんだと多くの人は思っており

ます。私もたくさんの人からそう言われました。また、私の方から住民の皆様に問いかけを

してみました。同じ答えでありました。私も全くそのとおりだと思います。これがその質問

のきっかけであります。

あれは公団がつくったのであります。そして、平成１５年９月１日広陵町に移管されたも
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のなんであります。しかしながら、そういうことをご存じない住民の皆様は、町はつまらん

もんに税金のむだ遣いをしているんだな、財政に余裕があるんだなと皮肉まじりにおっしゃ

ったこともございます。なぜ８枚の板石――つい立てのようなもんですね――をしたか。そ

れは真美の塔が八角だったからしたと。なぜ円形と台形のテラスをつくったか等々、制作者

の意図が板石に書いてあります。しかし、私にはたくさんの住民の共感を得ない制作者の独

善的な単なるこじつけのような感じがいたします。何となれば、いかに芸術性が高いといい

ましても、多くの人がその広場に、あるいは公園に人が来なかったら何ら意味はないのであ

ります。一度来て３分か５分滞在したら、もう二度と来ないでしょう。多少の緑はございま

すが、大部分はコンクリートで、段差はそう高くはありませんが、鋭角的であります。小さ

な子供を連れてきたら、危険で目を離すことはできませんと若いお母さんはおっしゃってお

られました。転倒したら非常に危険だからです。また、木陰がないから、夏は暑くて冬は寒

い。腰をおろす場所もない。少しこの広場のことで悪口を言いましたけれども、これが多く

の住民の皆様の率直な意見であります。広陵町が税金でつくったのではありませんから責任

はありません。しかしながら、せっかく今広陵町のものになったんでありますから、改めて

活性化を図り、町民に愛される広場、公園にしてはどうかというのが質問の趣旨であります。

町長もきのう、坂口議員の第４番の質問の答弁の中で、この真美ヶ丘メモリアル広場のこ

とを少し言及されておられました。町内唯一のショッピングセンターの隣接にございますの

で、毎日非常に多くの方が来られます。土地の大きさは、駐車場部分が１，０２６．０１平

方メートル、広場部分が６０７．８４平方メートル、合わせて１，６３３．８５平米、約５

００坪でございます。坪３０万円と見ましても約１億５，０００万円に相当する土地でござ

います。しかしながら、現状はその価値に見合った利用がされていない。ここに問題がある

のではないかと思います。

また、隣接地に現在戸建て分譲の工事が進められております。入居が始まれば、このがら

がらの駐車場は入居者、もちろんこの方々も町民になられるわけでありますけれども、それ

らの方々の２台目の無料駐車場になってしまう可能性があります。いわば、特定の人への便

宜供与の土地と、こういう可能性もなしとは言えないのであります。公団から移管を受けた

ばかりで、大幅な変更は公団のメンツもあり、また移管に際して協定書のようなものがある

のであれば、話し合いも必要になり、簡単ではないと思いますけれども、当面余りお金をか

けずに幾つかのベンチを設置し、木陰をつくる樹木を植え、あるいは可憐な花が咲く花壇を

つくるとか、あるいはコンクリートの駐車場に面してる方、先ほど言いましたように公園は
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６００平米ちょっと、駐車場は１，０００平米ほどありますんで、駐車場の一部を削り、緑

に変えるとか、あるいは小さなベンチのようなものをつくり、休憩所をつくるとか、こうし

て住民の憩いの場としてもう少し利用をしやすくしたらどうか、そういうことであります。

そうしまして、もう少しロングスパン、もう少しちょっと長い視点から見まして、広陵町

唯一のショッピングセンターに隣接しているその立地条件、毎日非常にたくさんの住民が集

まるその立地条件を生かしまして、広陵町の広報の拠点あるいは住民サービスの拠点にする

とか、町の特産品、靴下とか竹の工芸品とかいろいろございますが、あるいは地場農産物の

直売所の設置等複合施設の設置も検討されたらどうかと。これは広陵町特有の産業の振興に

も役立つ、このように思います。

以上、２点につきましてよろしく御答弁のほどお願いいたします。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いいたします。 町長！議 長

多くの町民の皆さんのお声をお持ちいただいての八代議員のご質問にお答えをした町 長

いと思います。

まず初めの第１５投票区を２分割し、第１６投票区の設置をしてはどうかというご質問で

ございますが、選管の事務局長に自席でお答えをさせたいと思います。

２番目の真美ヶ丘メモリアル広場と専用駐車場の活性化についてご質問をいただいていま

す。住民に共感を得ない建造物をつくったのではないかと、厳しいご批判をいただきました。

色眼鏡で見ればそのような色に見えると思います。

ご質問の真美ヶ丘メモリアル広場は、専用駐車場及びテニスコートについて住宅都市整備

公団、そして広陵町と協議の上、整備をさせていただいて、無償で譲渡を受けたものであり

ます。真美ヶ丘の歴史を後世に伝えるために、知恵を結集して意義深い広場をつくっていた

だいたのであります。広く町民の皆さんにご利用いただきたいと願っているものでございま

す。駐車場につきましても、都市の中の空間として位置づけをしており、テニスコートにつ

きましては、広域的な競技会や災害時におけるスペース等もあるのでございまして、いろん

な意味合いが含まれたメモリアル広場でございます。

また、休養施設等につきましては、貴重な意見をたくさんいただきました。今後、検討し

てまいりたいと思います。以上のとおりでございます。

総務部長！議 長

八代議員の質問１番についてお答え申し上げます。質問は、第１５投票区を２分割総務部長

し、第１６投票区を設置してはどうかと、こういうお問いでございます。
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それでは、答えさせていただきたいと思います。私は、先ほど町長がおっしゃっていただ

きましたように、広陵町選挙管理委員会事務局長も兼ねております。そういうことから私か

らご答弁申し上げます。よろしくお願いいたします。

第１５投票区につきましては、平成７年の奈良県知事選挙から区割りさせていただきまし

た。当初、２，４００人弱であった有権者が現在では４，３００人に増大いたしております。

国の指導では、１投票区の選挙人がおおむね３，０００人を限度とされており、選挙管理委

員会で投票区の規模の適正化を議論しているところでございます。分割の候補として、現在

の第１５投票区を「かつらぎの道」で分割し、第１６投票区の設置を検討いたしております。

しかし、投票者に混乱が起きないように事前から徹底した周知が必要だと考えております。

そういうことから、来年６月に執行予定いたしております町長選挙から実施させていただく

べく選挙管理委員会で協議しているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。

１１番議員！議 長

１番目の質問のご答弁、これは全く労使交渉で言えば満額回答のようなもので、１１番議員

大変ありがたく思います。ちょっとおっしゃっておられましたように、投票所に来られる有

権者の方が変更の際混乱されませんように、入場券の発送のときに小さな付せんあるいはメ

モをつけていただきまして、混乱のないようにお計らいいただけたらと思います。ありがと

うございます。

それに関して若干、このように理解してもいいんかどうかちょっとお尋ねいたします。も

しこの改定がこの４月の選挙で行われていたら、このように仮定してちょっとしゃべらせて

いただきます。

この４月のときには有権者は、先ほど言いましたように２万４，６３４人でございます。

真美ヶ丘地区第１２投票区から第１５投票区では有権者は１万２７９人、人口比にしまして

４１．７％であります。そして、１番から１１番の投票区、在来地区でございますね、１万

４，３５人であります。５８．３％でございます。現在は１５カ所で、真美ヶ丘地区は４投

票区で２６．７％、在来地区は１１カ所で７３．３％。それから、ポスターの掲示場所でご

ざいますが、前回は９９カ所でございました。１２から１５投票区は２８カ所、在来地区は

７１カ所。それぞれ率にいたしまして２８．３％、７１．７％であります。こういうような

アンバランスがありましたので、個別の第１５投票区の増設のほかに、こういうアンバラン

スもあったということもご認識いただきたいのであります。

そうしまして、今森川部長がご答弁されましたように、１カ所投票区がふえれば７カ所の
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ポスター掲示場所がふえると、こう解釈していいわけですね。そういたしますと、総投票区

は１６カ所になり、真美ヶ丘地区５カ所は３１．３％、在来地区は１１カ所そのままで６８．

７％、ポスター掲示場所は２８枚から３５枚で３３％になると。在来地区は７１枚そのまま

で、７１．７が５７％になります。当面の是正措置としては今回の答弁で了承させていただ

きます。しかしながら、各投票区の格差はまだ大変大きなものでございますので、また今後

真美ヶ丘地区あるいは在来地区も道路等交通アクセスが良くなっていきますと、新たな戸建

て住宅も現在少しずつ増加しておりますので、今後は各投票区の人口の変動等を十分把握し

ていただき、格差が極端に開く前に是正していただきたい、このように考えます。この点は

いかがでしょうか。

それから、あとは既にもう回答されましたんで差し控えます。

それから、２番目の真美ヶ丘メモリアル広場の……。

八代議員、１番目の質問をちょっと。（１１番議員「ほんなら、それでひとつよろ議 長

しくお願いします。」）

総務部長！

先ほど言っていただきました内容でございますが、その都度実態を把握しながら選総務部長

挙管理委員会で諮ってまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

１１番議員！議 長

２番目の真美ヶ丘メモリアル広場の質問に対します町長のご答弁でありますが、１１番議員

はっきり私から言わせていただきましたら、味もそっけもない極めてお役人様的なご返答か

なと私は現在思っております。これは失礼であればお許しいただきたいんでありますが。一

度あの広場へ行ってみられたらどうかと思うんであります。あるいは、その近所の方あるい

は住民の方に聞いてみられたら、どんな答えが出るか、先ほど町長がおっしゃいましたんは

非常に、そのご返事だけを聞いておりますと全くそのとおりだなと私は思います。思います

けど、現実に今町民はほとんど人がおらないんであります。やはり、それは何年に一遍の災

害とかいろんな面あろうかと思いますけども、もう少し利用方法をひとつ現実面から見て考

えていただけたらと、このように思います。以上です。

簡単にご答弁をお願いいたします。

町長！議 長

本当に厳しいご質問をいただいているわけでございますが、味もそっけもない答弁町 長

だというようなことで、全くそうかもわかりません。私は、こうした立派な広場をつくった、
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それに対しては批判をする人はまずあるわけでありまして、批判の中でも、もう少し考えて

ほしいとか、また全く認めないというタイプもあります。さらにまた、感謝の気持ちであの

施設を眺めていただくお方もあるわけです。いいものをつくってくれたなと言ってくれる人

もあります。また、与えられた施設をどう使うかが住民の皆さんの考え方、こういうタイプ

もあると思います。すべてが批判的な、もうそれならそれをつぶしてしまったらいいのかど

うかと、そんなところまで思うような気持ちで今おっしゃっておられるわけですが、どうぞ

きょうまでの歴史を伝える立派なことを知恵を結集して住宅公団の皆さんがおつくりをいた

だいた。もちろん町も同時に考えもさせていただき、議会の皆さんにお諮りをしての施設整

備でございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。

さらに、この広場をもっと有効的に使うための休養施設については、座るところがないと

か、ベンチ、そうした、太陽が当たらないとか何とかいろんなこともおっしゃっておられま

したが、もっと使うための利用方策については今後検討して進めてまいりたいと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

１１番議員！議 長

私も、せっかく町に移管され、町の財産になったわけですから、非常にありがた１１番議員

いとは思っておるわけでありまして、先ほど言いましたように、批判的に言うたわけではな

いんであります。ただ、今よりもう少し改善されたらどうかと、余り金もかけずにもう少し

使いやすいように、いつ見ても何人かの住民の方が、あるいは若いお母さんが子供を連れて

そこで散策していると、このように本当に親しまれる公園にされるようにちょっと手を加え

たらどうか、こう言うたわけでありまして、町長が２回目にご答弁されるようなことを１回

目におっしゃっていただいたならば、私はあえて２回目の質問はしなかったと、このように

思います。以上でございます。

答弁はよろしい。（１１番議員「結構でございます。」）議 長

以上で八代君の一般質問は終了いたしました。

次に、山村君の発言を許します。

皆様おはようございます。３番議員

３番山村美咲子でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従い

ましてご質問させていただきます。何分にも初めてのことですので、よろしくお願い申し上

げます。

女性の立場から、また主婦の視点を大切に、人に優しい安心のまちづくりに全力で取り組
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んでまいりますので、何とぞ先輩議員の皆様、平岡町長を初め町当局の皆様方のご指導を賜

りますようよろしくお願いいたします。

初めに、中学校給食についてお尋ねいたします。

昭和２９年に公布されました学校教育法第２条に、学校教育については、義務教育諸学校

における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならな

いとあります。各号とは、１つ、日常生活における食事について正しい理解と望ましい習慣

を養うこと、２、学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと、３、食生活の合理化、栄

養の改善及び健康の増進を図ること、４、食糧の生産、配分及び消費について正しい理解に

導くことであります。

昨今の子供の食生活を取り巻く状況については、朝食欠食率や孤食の増加による食生活の

乱れ、カルシウム不足や脂肪の過剰摂取等の偏った栄養摂取等の問題が指摘されており、そ

の結果肥満傾向が強まるなど、将来の生活習慣病の増大が懸念されております。そのため、

生徒に対して食に関する正しい知識と、それを実践する食生活を身につけさせることが非常

に重要な課題となっております。学校給食は、食に関する指導の生きた教材として も重要

な位置を占めるものであり、その役割が大いに期待されております。また、核家族化の進展

とともに、長引く景気低迷、雇用情勢悪化などにより共働き家庭が増加しており、多くの中

学生保護者が現在の生活状況から給食の導入を望んでいることも事実であります。今年度か

ら香芝市で弁当方式による学校給食を導入されたことにより、要望はさらに強くなっており

ます。広陵町ではどうお考えでしょうか。

次に、読書運動についてご質問いたします。

２００１年１２月、子供の読書活動の推進法が施行されました。読書活動は、子供が言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を

身につけていく上で欠くことのできないものです。児童文学者の漆原智良氏は、「本を読む

子は目には見えない人間の生きる喜びや悲しみを鋭く甘受し、温かく包み込むことができる

ようになっていきます。そうすれば、決して相手を痛みつけたり暴言を吐いたりすることは

できなくなりますし、いじめもなくなっていきます。子供が物事の本質を正しくとらえられ

るようになるために、どのような体験を積ませたらいいか、その一つとして、幼いころから

本を読む体験を積み、広い世界を認識できるよう心がけていきたいものです。」と語ってお

られます。

そこで、広陵町での読書運動の取り組みについてお尋ねいたします。
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１つ、町立の全小・中学校での朝の１０分間読書運動について。

２つ、学校図書司書の現状について。

３つ、ブックトークについて。

以上、３点についてお聞かせください。

３番目に、子供の命を守る安全プランについて質問いたします。

２００３年に全国の学校で起きた外部侵入者による凶悪犯は９６年の２倍以上の９９件に

上ります。今や学校は決して安全な場所ではなく、危機管理対策の強化が求められておりま

す。また、小・中学生の略取誘拐事件は、昨年１月から１０月１５日の間に全国で１１２件

発生、そのうち５７件が通学路上でした。これからは単なる警察任せだけでは子供たちの安

全を守るにも限界があります。そこで、学校での取り組みはもとより、保護者や地域社会と

の連携強化、防犯性の高い地域の環境づくりなど、新たな観点からの対策も重要であると考

えます。

そこで、広陵町での取り組みについてお尋ねいたします。

１つ、各学校の実情に即した防犯マニュアルの作成について。

２つ、全児童・生徒への防犯ブザーの貸与・配付について。

３つ、通学路の安全マップの作製について。

４つ、地域安全パトロールについて。

以上、４点についてお聞かせください。

また、４点目の地域パトロールにつきまして、既に学校でたすきをつくり実施されている

ＰＴＡもありますが、全町におきまして強化する必要があると思います。そこで、（仮称）

「みどりのおじさん・おばさん」として、地域で老人クラブの方やボランティアを募り取り

組んではいかがでしょうか。ただ散歩をするのではなく、パトロールの意識を持って歩いて

いただくことで、地域貢献という生きがいを持っていただけるのではないかと考えておりま

す。

４番目に、女性議会の開催についてお尋ねいたします。

平成１１年６月、男女共同参画社会基本法が制定され、男女がともに性差別を受けず社会

活動で責任を分かち合う社会参加を目指すことが求められております。また、２１世紀は女

性の世紀と言われております。地球の人口の半分は女性であり、さらに６５歳の男女の人口

比率は４対６、８０歳になると１対２となり、年を重ねるごとに元気な女性がふえてまいり

ます。圧倒的に女性のパワーが重要視されていくことと思います。女性の感性や視点、経験
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を生かし、今後の広陵町の発展のため、明るいまちづくりのためにも、女性の主張がもっと

生かされるべきではないかと考えます。私も主婦の代表として町民の皆様方の意見を議会の

場で主張したいと考えておりますが、各方面で活躍されているもっと多くの女性が意見や考

えを発言できる場として、女性模擬議会の開催を提案いたします。町長のお考えをお伺いい

たします。以上です。答弁よろしくお願い申し上げます。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いいたします。 町長！議 長

本当に数多い町民の声をこの行政にお持ちをいただいてのご質問でございまして、町 長

特に山村議員は女性として、また母親としてのお声を行政に反映をしようとされている姿勢

にお答えをいたしたいと思います。

中学校の学校給食につきましては教育長が答弁をいたします。

また、２番の読書運動につきましても教育長がお答えをします。

子供の生命を守る１、２、３につきましても教育長から答えを言っていただきます。

私は４番について、子供の命を守る安全プランについて、このことについてお答えを申し

上げたいと思います。

ご質問の地域での安全パトロールでございますが、私が提唱しております「人にやさしい

まちづくり推進事業」に生活の安全確保や防犯のための体制づくり、啓発活動につきまして、

対象事業としての一定を補助を設けております。申すまでもなく、地域での助け合いがひい

ては地域のつながりを深めることになり、防犯を初め交通安全、防災に至るまでの効果が期

待できると信じております。ぜひ区・自治会が一体となって防犯に取り組んでいただき、そ

のための物品や材料代は町が準備させていただきますので、議員の皆さんからもお勧めのほ

どよろしくお願いを申し上げます。

また、町としましては、高田警察署と連携を密にしながら、昼夜を問わずパトロールをし

ていただいているところでございます。安全推進員や交番連絡協議会の会員による定期巡回、

防犯啓発も行っていただいております。今後も関係機関と力を合わせ、防犯対策に一層努力

してまいります。

４番の女性議会の開催に御提案をいただいてございます。

答弁といたしまして、近年、女性による政策・方針決定過程への参画は着実に進みつつあ

るものの、まだ十分とは言えない状況にあります。このため、女性に対して町政への参画機

会を提供するとともに、女性の意見、提案等を政策に反映させ、町民と行政のパートナーシ

ップによる施政の推進を図ることができる女性議会の開催は、女性の人材育成や町政への参
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加意識の向上に大変役立つものと考えております。今回の御提案については大変喜ばしいこ

とと存じますので、積極的に支援をさせていただきたいと思います。

以上のとおり私からの答弁を終わります。

教育長！議 長

山村議員の質問についてお答えいたしたいと思います。教 育 長

まず１番目、中学校給食についてであります。

中学校給食につきましては、従来からご質問をいただき、お答えしておりますとおり、体

の成長や消耗エネルギーの個人差などから、一律に提供する自校調理方式による給食は実施

する考えはありません。

しかしながら、弁当を持参することのできない生徒の食育のあり方につきましては、従来

から研究を進めているところでございます。このような中で、香芝市立中学校におきまして

は本年４月から中学校における給食として、業者が調理した給食弁当を希望者にあっせんす

るという方式で実施されていることは承知しております。既に香芝市の経過と実情につきま

しては調査を行いました。現在、中学校での給食は、家庭からの手づくり弁当を基本としつ

つも、弁当を持参することのできない生徒に対し、給食ではなく弁当業者のデリバリー方式、

すなわち配達、出前という意味なんですけども、こういう方式、また弁当あっせんについて

の実施方法について、実施の方向に向けて細部の検討と町部局との協議を進めているところ

でございます。以上です。

続きまして、質問事項、読書運動についてであります。

１番目の朝の１０分間読書運動についてであります。小学校においては、始業前の１０分

間を自主的な読書の時間として読書活動を展開しております。これは学校図書や町立図書館

の蔵書を借りて本を読む習慣づけと精神の平静に努め、授業への心構えを学習するものと位

置づけております。中学校におきましては、読書週間が設置されている１０月を学校の「読

書運動月間」に充てております。

２番目の町内小・中学校の学校図書司書の現状についてであります。小・中学校の図書館

司書の現状についてでありますが、本町におきましては既に小・中学校において平成１５年

度までに司書教諭の発令を終えております。この司書教諭を中心として、それぞれの学校図

書館活動の充実に努めていただいているところでございます。

３番目のブックトークについてであります。ブックトークにつきましては、町立図書館に

おいてボランティアによる本の読み聞かせのほか、地域の人の協力を得て、学校でのおはな
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し会として昔話や物語を語り部がお話しするという、子供の心の教育をはぐくむ土台をつく

るための実践をしております。また、従来から、小学校からの要望により、季節にちなんだ

書籍の案内や粗筋の読み聞かせなどにつきましては図書館司書の派遣を行っているところで

あります。

次に、質問事項３、子供の生命を守る安全プランについてでございます。

１番の各学校の実情に即した防犯マニュアルの作成についてであります。子供の安全を守

るための方策としてお尋ねいただいているところでありますが、子供は地域の中で育つと言

われているとおり、地域、学校、家庭が一体となった防犯体制は重要なことと認識しており

ます。

まず１番目の防犯マニュアルについては、各学校に対し、学校の不審者侵入時の危機管理

マニュアルを示すとともに、各学校ごとに事件発生時の対応と児童・生徒の安全確保にかか

わるマニュアルを作成し、防火訓練と同時に演習も実施しております。

２番目の防犯ブザーにつきましては、既に各学校に配置し、希望者に貸し出しを行ってい

るところであります。

３番目の通学路の安全マップについてであります。通学路の安全につきましては、地図の

作製だけではなく、毎年各学校とＰＴＡによって安全チェックを行っていただき、改善を要

する箇所につきましては、関係課並びに関係機関と協議を行い、対応を行っております。以

上でございます。

３番議員！議 長

ありがとうございます。３番議員

まず初めの学校給食について、町の方で前向きに検討してくださっていただいていること

に感謝申し上げます。いつごろから実施していただくめどは立っておりますでしょうか。保

護者の方で看護婦さんをされている方が、夜勤のときに本当にお弁当がつくれなくて困って

いるって、せめてパンの販売だけでもしていただきたいという切実なお声がありますので、

お聞かせください。

教育長！議 長

今、学校給食のことについてデリバリー方式というようなお答えをいたしました。教 育 長

これに至るまでには、やっぱり地域の実態、またＰＴＡ、学校、それから食材についての調

理方法や、またその購入の方法、献立をどのようにするか、いろんなことがあります。また、

価格についてもそうでございます。また、施設設備、また器等どういうふうにするか、いろ



－136－

んなことが盛りだくさんあります。それをすべて実施に向けての中でそれをクリアしていか

なくてはならないと、このように考えております。時期については明言できませんが、区切

りある時期といいまして、できたら、私の個人的な意見なんですけども、ひとつ新しい年か

らというようなことを目標に考えているところでございます。以上です。

３番議員！議 長

ありがとうございます。もう一日も早い実施をよろしくお願いします。３番議員

また、香芝市の学校給食の現状について、後日教育委員会事務局の方にお聞きしたいと思

いますので、あわせてよろしくお願い申し上げます。

２番目についてお聞きいたします。

中学校で１０月の読書月間に読書を取り組んでおられるってお聞きしましたが、週１回と

か、そういう月間だけじゃなくてもうちょっと取り組んでいただくということは、朝の１０

分間読書運動ということで年間を通して取り組む方向はありませんでしょうかということと、

それからブックトークについて、大阪の河南町というところで実施されているブックトーク

についてお聞きしました。小さな町ですので、５０万円の予算で去年からスタートしたそう

で、 初は小学校１、２年生を対象に実施して、もう１時間の授業時間の中で、例えばあな

たのことがこんなに大切なんだよというテーマを設けて１０冊ぐらいの本を読み聞かせした

り紹介されているそうなんです。後日、子供たち全員が手紙をくれて、もうしっかり話の内

容とかテーマを受けとめてくれており、また４０名の子供が「おもしろかった」って書いて

くれて、本当にうれしかったって司書の方がおっしゃっていました。また、回転寿司みたい

に、これを先に言うのはややこしいんですが、こんな本を子供たちに読ませてあげたいって

いう本を１クラスごとに３０冊の本を選んで、学級文庫として各クラスを――ここが回転寿

司なんです――回転寿司のようにぐるぐる回しておられるということをお聞きして、どんな

本を読めばいいのかってわからない子供も教室ですぐ本を手に取って読むことができるって、

また先生方にもこんな本を読んだらいいというのを勧めていただくことで、学校の新聞とか

学級新聞にもそうした本のリストが掲載されることで、保護者の方にも本の紹介ができるの

で大変喜ばれているそうなんです。本当に苦労されている、図書館というより図書室で２万

冊ぐらいの蔵書しかないところらしいんですけれども、本当に子供たちの心に豊かな種を植

えるという大変すばらしいことをされているってお聞きして感激しました。

やっぱり学校の先生は大変お忙しいと思います、司書教諭だけでは。ですので、専門の学

校図書司書がおられるということが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
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教育長！議 長

読書週間のことについてお答えいたしたいと思います。教 育 長

中学校の方では、先ほど言いましたように、１０月を読書運動月間と、これは強調月間と

つけてもいいんじゃないかなと思います。ご存じのように、中学校では夏休み前とか、また

休み前にはいろんなところからの依頼また募集等がありまして、作文コンクール、また県内

のものもありますし、また全国的なものもあります。そういう意味で、図書館の方の開放は

委員会活動を通じても行っております。しかし、この１０月については強調月間として、全

員が皆読むようにというような形の中で強調していきたいと、このように考えております。

続いて、ブックトークことでございます。ブックトーク、今学校の方で時間がどうのと、

こういうことを考えておられたわけですけども、私は広陵町の仕事をさせていただいて、図

書館でやっていただいているというのは大変すばらしいことだなと、しかもボランティアの

方が来ていただいて、その中でやっていただくということ。実際に授業の中でここを位置づ

けというのは、現在ご存じのように週５日制になってくる中で、これを位置づけて年間を通

してということになってくると大変難しい問題が生じてくるように私は考えております。で

きましたら、こういう町立図書館を利用して、またボランティアの方がたくさん来られて、

その中ですばらしいブックトークをしていただけるように私は持っていきたいと、このよう

に考えております。やっぱり地域の力をおかりしたい、このように思っております。以上で

す。

３番議員！議 長

広陵町図書館には１８万冊も蔵書があるって、また司書の方もたくさんおられます。３番議員

私も３人の子育ての経験から、早い時期からの読み聞かせが重要であると確信しております。

そこで、乳幼児検診時、図書館を利用してでも結構ですし、検診時において読み聞かせの大

切さとか、どんな絵本を読んであげたらよいかということ、また子供との肌の触れ合いを通

して、もうゆったりとした気持ちで絵本を読むということはお母さんにとってもいやされる

効果があることをぜひ教えていっていただきたいと思います。

先日、長崎の佐世保でも小学６年生の女子児童の殺害事件があり、本当に心を痛めるもの

でございますが、東京子ども図書館理事長の松岡亨子さんがこんなことをおっしゃっている

んですね。普通に幸福に育った子供でも、小学生、中学生では人に言えない悩みがあるって、

一見幸福そうに暮している子供でも周りの人に話せないことがある。そこで、その人たちの

話し相手になってくれるのが本ですって。本を読むという習慣があったために、自分と同じ
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苦しみを持っている人がいるのだとか、あるいはこういう形で乗り越えたとか、いろいろわ

かってくると助けられるって。ある種の子供の悩みは本でなければ解決できないこともあり

ます。小さいときにお母さんに本を読んでもらうことで本が好きになって、本に親しい気持

ちを持って育っていれば、必要なときに本へ向かうことができます。その気になれば、その

子特有の悩みに答えてくれる本に出会えますということで、本当に読み聞かせ、また読書運

動の大切さを痛感いたします。

そして、また全然別の観点なんですが、高齢者の方が簡単な音読をすることによって痴呆

の症状が改善されたという実例もあるんです。これは音読だけじゃなくて、簡単な計算もあ

わせて学習療法というんですが、痴呆の改善・予防策として今注目されております。地域の

公民館等でボランティアの方々に協力、また図書司書の方に協力していただくという形をと

りながら、コミュニケーションをとりながら取り組んではいかがなかっていう思いがします。

広陵町は図書館の１人当たりの貸し出し冊数が日本一だとお聞きしておりますが、ぜひと

も読書人口をふやして、心の豊かさ日本一を目指していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

町長！議 長

他の町のいろんなケースをご紹介をいただきました。広陵町は、御承知のように、町 長

おっしゃったように、本を借りていただくお方が年間６１万冊、これは２年間日本一を続け

た町でございまして、今は恐らく２番か３番になってんのかなと思います。もう一度、全町

民、また周辺の市町村の皆さん方の読書人口をふやすというのか、６１万冊を上回る図書を

お借りをいただく、そして心の豊かさを広陵図書館が広めていただくということが大切なこ

とだと思います。まさに山村議員おっしゃったように、心の豊かさ日本一を目指す、そうい

う心意気で頑張ってまいりたいと思います。どうもありがとうございました。

教育長！議 長

図書の大切さ、読書の大切さということは、今後また後の質問にも出てくると思う教 育 長

んですけども、関係課と相談しながら、健診時のときとかも連携を取ってまいりたいと、そ

ういう動機づけを早いうちにしていきたいと、こういうことは思っております。

読書の大切さというのは、今言われたとおりだと思います。本当に自分の生きていく中で

だけの経験だけの人生では大変寂しい人生だと思うわけですけども、読書することによって

他の生きてきた人々の考え方、また生き方についても考えることによって、自分の人生をも

っと長く生きた価値があるんじゃないかなと、こういうようなことを思ったときに、この読
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書の大切さというのはよくわかります。そのことについての運動も広めていきたいと、この

ように考えております。

高齢者のことについてなんですけども、数年前に、声を出して読む本という、たしか明治

大学の先生が出されました。私も一番 初買いに行きました。一番 初読んでみました。大

変おもしろいと言ったらえらい失礼ですけども、たしか「知らざあ言って聞かせましょう」

と、こういう話で始まるあの文章だったと思うんですけども。そういう声を出して読むこと、

私は高齢者も大切であると同時に、小さい子供にも本当に親が声を出して、そしてその中に

自分の願いとか感情とかを込めて、そういうことが進めば本当に心豊かな子供に成長してい

くんじゃないかなと、このように思っております。読書の大切さ、しかもこの広陵町には大

変いい図書館ができておりますので、そこをずっと利用しながら、そこから社会教育の、ま

た生涯教育の発信基地になればと、このように思っております。以上です。

３番議員！議 長

ありがとうございます。３番議員

３番目の子供の命を守る安全プランで、防犯ブザーを既にもう貸し出しをされているとお

聞きしましたが、現在防犯ブザーはどれぐらいの子供たちが利用しているのでしょうか。ま

た、保護者の方への周知の方法はどうされているか、お聞かせください。

山村さん、１つでいい。質問事項３番の１つでよろしいです。３回しかないから、議 長

あと一回ですので、２回目のときに。

もうあれなんですけど、済みません、地域安全パトロールのことなんですが、春日３番議員

井市というところに安全なまちづくり協議会というのをつくっておられるんです。市長が会

長となって、春日井の警察署長が顧問について、市の総務部市民安全課が事務局となって、

文字どおり市民と行政が一体となって安全なまちづくりを進めておられる例があるんです。

年度ごとに防犯とか防災とか交通安全、またきのうのご質問にもありましたけれども、子供

にとって安全な都市空間というテーマに公園に関する調査をされたり、また暗がり診断とい

って、防犯灯ですね、明るさ、暗くなってから保護者とかそういう関係の方、ボランティア

とかが一緒になって調査、日没後の暗くて危険な場所の確認を行ってる例があるんです。そ

ういうこともぜひ考えていっていただけたらなって思うんです。区とか自治会だけではすご

く、また学校によっても温度差が校区によってあるんですね。ですので、本当に町挙げて、

防犯意識の高いところ低いところ関係なく、やっぱり危険箇所はいろんなところにあると思

いますので、やっぱり町挙げてそういう協議会というのを、安全協議会というのをもっとも
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っと強化していっていただけたらなって考えますが、いかがでしょうか。

教育委員会事務局長！議 長

まず、防犯ブザーの件についてお答えをさせていただきます。教育委員会事務局長

項目的に区切ってまいりますけれども、防犯ブザーを各学校に配置いたしましたのは約５

年ほど前と記憶しております。学校に配置をいたしておりますが、全員分ではございません。

学校から各保護者に対して、防犯ブザーの必要な方は申し出てくれというような内容で啓発

をしております。現時点における貸し出し件数はさほど多くないという状況だけで、実数は

つかんでおりません。以上でございます。

総務部長！議 長

先ほどの答えでございますが、私ども総務課といたしましては、交番連絡協議会と総務部長

か交通安全協議会とか交通安全母の会、生活安全推進協議会、そういった方々と私たち行政

の者が一丸となって防犯等に取り組んでおります。ふだんから頑張らせていただいておりま

す。

３番議員！議 長

ありがとうございます。本当に広陵町でも取り組みを積極的にしていただいている３番議員

ということをお聞きしまして、でもやっぱりいろんな状況、社会状況とか、そのときによっ

て変わってまいりますので、そういう活動がどうされているのかというのも本当に皆さんに

広くわかるように知らせていただきたいと、これはお願いです。

４番目の女性議会、本当に町長様から力強いご支援をいただき、ありがとうございます。

本当に早い時期に開催できますように関係各位の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

教育委員会事務局長！議 長

先ほどお答えをさせていただきました内容で一部訂正させていただきま教育委員会事務局長

す。

防犯ブザーの貸与件数につきましての詳細は、学校の方で調査いたしまして総務文教委員

会でご報告を申し上げます。

以上で山村君の一般質問は終了いたしました。議 長

次に、青木君の発言を許します。

本当にえらい大変多くの皆さんの傍聴、ありがとうございます。私自身も４期目１４番議員

でございますが、本当に緊張しております。しかし、先ほど２人の新人議員さん、なかなか
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雄弁でございましたので、私も負けずにやりたいなと、こう思うわけでございますし、そこ

で私自身も１２年前を思い返しまして、私かて肩にいっぱい力入れて言うてたんだなという

ことも思って、今現在もちょっと恥ずかしいなと、こう思っているわけでございます。

それでは、議長のお許しを得ましたので、私の一般質問をさせていただきたいと思います。

今、日本を取り巻く国際問題においては、いまだに続くイラクの戦争状態、またアフガン

紛争、そして北朝鮮による犯罪である拉致事件の未解決問題、その上、核保有の問題、これ

らの問題を残してなぜか急ぐ国交正常化交渉、これらの多くの疑問、多くの問題を背負って

小泉総理がサミットへ飛び立たれました。その場で大いに日本の国益を損なわないような主

張を世界に示していただきたいと、こう思っているわけでございます。

国政においては、年金法の改定、これもなぜか急いでの強行採決であります。このような

問題も山積しているわけでございます。特に我々地方自治体にとっては 大の難問であり、

難問題となる政府の一方的な、よく耳にされると思います三位一体改革でございます。今年

分といたしましても約１兆円の補助金が削減され、地方交付金など３兆円近くが減らされ、

しかし税源移譲――税源を渡すというやつですね、地方に――税源移譲は６，５００億円に

とどまり、後に増額するとは言っておりますが、どうも地方への対応が不備、不満であると

思います。今後、国家的見地で税源移譲はおくれ、補助金・交付金の削減がより一層推進さ

れるという、残念なように思うわけでございます。

特に本町では新清掃センター施設の建設、それに伴う関連事業での財政負担も増大し、厳

しい財政運営となります。それゆえ、今すべての面に 小投資で 大効果をという言葉はよ

くお聞きになると思いますが、言葉だけでなく実践をしなくてはならないほどせっぱ詰まっ

ていると私は考えております。しかし、一律何％の削減というような方程式ではなく、既に

実行されておられると思いますが、より一層各部門の、そして各事業を十分見直し、不要不

急の精査をされ、経費節減に努めていただきたいと私は思います。

私は、その一つの施策の手段として、ただし経費の節減の面だけでなく、場合によっては

局部的には高くなる場合も出ると思うが、相対的に見て住民にとってよりよいサービスが受

けられ、役所も担当職員もよりスムーズな仕事の流れができるのであれば 大の効果になる

と思います。それゆえ、私自身勉強不足で申しわけありませんが、いろいろ伺いたい、そし

て現況を伺い、そして今後の自治体の運営について大きな位置を示すのではないかと確信を

しております。それで、この質問をさせていただくわけでございます。いわゆる、業務の外

部委託、これ外部委託というのは、よく靴下屋さんとか工場とかある、いわゆるかがりは出
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すとか、また刺繍は外注するとかいうような形で、自治体も役場もそのように役所でしてい

る仕事もあるし、業者に業務委託をしているということがあるということでございますので、

そのような形を私が問うということでございますので、業務の外部委託の現況と今後の取り

入れ方についてでございます。今はやりの合成語ではアウトソーシングというようでござい

ます。難しい言葉でんな、アウトソーシング。間違います、アウトソーイングかなと、ソー

シングらしい。

今後、本町も、さきに言いましたが、国の施策や新清掃センター施設関連等で財政も緊迫

し、歳出の抑制、削減が急務であります。また、多様化している住民ニーズにもこたえてい

かなくてはならない。それゆえ、行政サイドが主体的に進めなくてはならない事柄と民間に

委託した方がより効果が上がる業務と首尾範囲を振り分けることで、業務のより効率化を図

り、住民サービスを低下さすことなくして経費の節減につながると思います。ただし、先ほ

ども言いましたが、経費面ではなく、より大きい成果を求めるときの視点でこそ意義がある

と思います。意義が大きいと思いますが、どうでございましょうか、まず私の１回目の質問

とさせていただくというより、ちょっと飛ばしました。住民にとって、よりサービスの受け

られる役所の担当部もスムーズにできるということも特につけ加えたいと思います。そして、

業務の外部委託の現況と今後の取り入れ方について、とにかく今現在どうなっているのかと

いうことを聞くとともに、今後の取り組み、取り入れ方についてを１回目の質問でさせてい

ただいたと、こういうわけでございます。ありがとうございました。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いいたします。 町長！議 長

青木議員はいつも役所の事務事業の効率的な運営についてご意見、ご提案をいただ町 長

いているところでございまして、このたびも業務の外部委託についてご質問をいただきまし

た。

答弁といたしまして、業務の外部委託、いわゆるアウトソーシングでございますが、今は

官から民へ、つまり民間にできることは基本的に民間に任せるということでございます。そ

して、「役所を運営する」から「役所を経営する」という体質を変えることでもあります。

本町でもさらなる住民サービスの向上と経費の節減を図る上で必要不可欠な手法と位置づけ

し、事務事業ごとにその是非を見きわめ、積極的に外部委託を採用してきたところでござい

ます。

しかしながら、状況的には社会的変化や企業の技術革新が絶えず見られることから、 新

情報の収集と委託先の選定や委託の可否に対するチェックを頻繁に行い、さらなる有利で適
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正な外務委託の実施と事務事業の見直しを進めてまいります。終わります。

１４番議員！議 長

私も簡単な質問で、答弁も簡単であったと、こういうわけで、ここからちょっと１４番議員

粘らせてもらおうと思ってますけど。その意味でね。じゃあ、冗談はさておきまして。

まず、ちょっとお聞きしたいのは、今現在の広陵町の業務委託をされている数というのか、

部門の数というのか、それに伴う、例えば経費、いわゆる外部委託での業務委託をしている

経費、これは予算書でずっと調べたらわかりますけど、ちょっとそれは私時間的にありませ

んので、わかればそれをまずお聞きしたいということです。

というのは、私自身この問題についてはもう以前から、昔からちょっといろいろ考えて感

じてもおったわけです。といいますのも、広陵町における外郭団体である施設管理サービス

公社というのもありまして、これを大いに活用していくのも一つの大変大事なことじゃない

かなと。これはもう以前、何年も前から提言もさせていただいております。おかげさまで、

サン・ワークなり、またいろんなグリーンパレスの問題なり、さわやかホールなり、いろい

ろ管理運営のことについてはそこに委託もされております。これはもちろん半官半民という

形、民じゃなしに広陵町の外郭団体というわけでございますので、そういうことで、まず

初からそういう意味で私はそのようなスタンスに立ってたわけでございますし、そして今現

在、民間企業におきましても、もちろん銀行、証券会社は当然でございます。また、商社も

当然でございます。そういうとこはほとんど、いわゆる一般事務の流れということになれば

ほとんど外部委託をさせておるわけで、そしてその意味での経営ということに関してはきっ

ちりとその会社なりの人間がやっているわけでございます。できるものは外部に、さっき町

長おっしゃったように、できるものは向こうへ、外部へ、できないもの、自治体ですから絶

対できないもんは当然いろんな業務にはあるわけでございます。そのとこの振り分けをきっ

ちりしていただいて、そしていわゆる経費の節減とともに業務の効率化ということも大変大

事になるわけでございます。その意味で、丸投げではいかんわけでございますので、例えて

言いましても、船をこぐのは任せます、しかしかじは広陵町なら広陵町でとりますよと。と

ころが、ずっとこぐのに任せといてしもうて、たばこ吸うてこっち向いてしゃべっとる間に、

こぐ方が先行ってしもうて、かじ取りがとられるようなことになれば、これはまた何のため

の業務委託であるか。軽作業とかそういう意味ではそんなことはありませんが、例えば基本

計画なりとかいろんなことをこのごろよく出しますが、そのときにほとんど専門業者に委託

をしているのが多いわけですね。
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私も当時議長のときに広陵町の基本計画の策定のときにかかわらせていただきましたが、

業者の方が来て説明受けまして、なるほどなかなか立派なプランニングがあるわけですが、

ところが文章の中に、広陵町は町やのに「市」て、こう書いたことがあって、僕指摘しまし

て、これはどうなっとんのかなと。ということは、ずっとすべてよそのいろんな自治体から

の基本計画、皆大体同じですからな、そういうことをたたいて広陵町に持ってきたんかなと、

このような疑問もあったわけでございますので、そのような場合におきましては、これは業

務委託がすべていいということじゃなしに、ちゃんとした精査をして振り分ける。そしてま

た、業者との、いわゆる対等であるけど、やはりイニシアチブはこっちが持たないかんとい

うのは当然ですので、かじ取りまで取られるようなことになれば大変と、こう思うわけでご

ざいますので、そのような観点から、今後、今まで三位一体でいろいろ財政の緊迫になるわ

けでございます。まして、広陵町は特に新清掃センターを建設していくということで、これ

また大きな大事業の中での外部への業務委託もかなり出てくるわけですね。設計の発注であ

り、いろんなことが出てくるわけです、コンサルの問題から含めて。そのことも含めまして、

きちっとした形で、今現在どのような数を出して、どのように比べて、いわゆるインではど

のぐらいになるけど、アウトにしてこのぐらいの、数字だけではこうであるとか、数字を超

えた中で効果があるとか、いろいろ精査されていくと思いますが、その現況をもうちょっと

詳しく、まず現況をちょっと詳しく担当部局からお聞きしたい、こう思いますのでひとつよ

ろしく。

企画財政部長！議 長

外部委託につきましてお答えいたします。企画財政部長

数字的に申しますと、１６年度予算でございますが、１１９億円が一般会計の予算でござ

いますが、そのうち委託料としましては１１億７，４００万円、率にしまして９．９％の委

託の予算がございます。そのうちの主なものでございますが、例えば保育園、西保育園、ま

た真美北保育園の委託料、これが１億５，８００万円でございます。それから、現清掃セン

ターのいろんな処理の委託料、これが２億８，９００万円、それから例えばサン・ワークの

管理をサービス公社の方へ委託しておりますが、これでしたら２，７００万円、グリーンパ

レスの管理委託としましては２，５００万円、このようないろんな委託があるわけでござい

ます。また、電算、コンピューターの管理ということで、これについては６，０００万円ほ

どの委託料を払っております。

国の方では、先ほどの町長の答弁にもありましたように、国自体が外部委託を推奨してい
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るということで、交付税などにも有利なように今後計算していくという方針を出しておりま

す。以上でございます。

１４番議員！議 長

大体パーセンテージで９．９。普通、何か全国平均では５．７ぐらいと聞いてお１４番議員

りますが、広陵町では結構９．９というパーセンテージになっているので、私自分ではわか

りませんが、かなり外部委託は進んでいるような感じを受けるわけでございます。

そこで、今後の見通し、今後の取り組み、位置づけという形をとりまして、いわゆる広陵

町が、やはり地方自治体という一つの形でございますので、任せられないというのがあるわ

けですね。いわゆる公権力の行使に当たるもの、認許可、土地収用などの強制執行、税の賦

課徴収、それから政策立案に関する計画策定、予算の編成、補助金交付などということ。そ

れから、法令で当該事務を民間に行わすことが禁止されているもの、生活保護などの扶助費、

児童・生徒の就学など、それから内部管理などのみずからの存立のために必要なもの、予算

の執行管理、人事管理、文書管理、それ自体直接行わないことで行政責任を放棄することに

なるもの、違反建築に対する指導・監視、行政指導とか、これは当たり前、当然そういうこ

とはご存じであるわけでございます。そのことと、また外部委託におきまして、いわゆる軽

作業、本当に受け付け業務であるとか、いろんな、ただ事務を流していく、また周知さすと

か、そのように本当に軽作業でできる、また女性のお方にもどんどんそのような、以前から

平岡町長はそのような形で、いわゆる就業機会をつくっていこうということもとっておられ

ましたが、そのことも含めて、絶対的にこれは委託ができないものと、そしてまたこれは委

託すべきものの考え方でいけるものと、そしてこれはもうそれをした方がいい、全くそれで

いいんだということの、これがどのような形で現広陵町、今現在は振り分けのことを今現在

もこれから後もどのような方式でそれを振り分けていく、選択していくわけですね。業者、

いわゆる専門業者でどういう業者であるのか、またその業者に一方的にずっとやってるのが

いいのか、またどのような形で選択して入札に持っていくのか、いろいろあると思いますね。

今後、それをきちっとどういう形で積み上げていく、いわゆるボトムアップでいってんのか、

トップダウン的にも考えていってんのか、ここのとこがちょっと大事だと思いますので、今

現在までどのような形でそれを振り分けされたか、今後どういう形で持っていくのか、これ

をちょっと再度お願いします。

企画財政部長！議 長

今現在では、町長の答弁にもありましたように、民間にできることは基本的に企画財政部長
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民間に任せるという方針に基づきまして、現在で考え得る範囲のことは外部委託でやってい

るということでございます。今後もなお、その事業の内容を厳選しまして、新たな外部委託

ができるものがないかどうか厳選していきたいというふうに考えております。

以上で青木君の一般質問は終了いたしました。議 長

しばらく休憩いたします。

（Ａ.Ｍ.１１：３０休憩）

（Ｐ.Ｍ. １：３０再開）

それでは、休憩を解き再開します。議 長

次に、松野君の発言を許します。

では、一般質問をさせていただきます。１２番議員

傍聴の皆様、朝からご苦労さまでございます。

では、始めます。まず、第１回目は町長の答弁ももう用意されているところですので、簡

単に質問をいたします。

まず１番目、清掃センター問題についてでございます。

現清掃センター和解については、完全撤去ということは当然なんですけれども、大型ごみ

の破砕や中継地についての解決にももっと具体的な努力が必要なんですけれども、今までの

取り組みと今後の取り組みについて、また見通しについてお聞かせいただきたいと思います。

２番目、ＲＤＦ炭化施設についての町民への説明会の開催、これは先般のごみ特別委員会

の中で町長もいずれはするという答弁でございましたが、いずれでは遅過ぎるんです。早急

に開催をしていただきたい。再度お願いをいたします。

３番目、生ごみ堆肥化の徹底で可燃ごみ量は半減できるわけでございますが、新清掃セン

ター建設計画と一体化して進めていくということが大変大切なんですね。ごみ量によりまし

て新清掃施設への、どんな処理方式であろうとも規模をかなり縮小できるということで、こ

れは大きな節税につながっていくわけですから、これについては一体化して取り組んでこそ

有益であるというふうに思いますので、この点についてお聞かせいただきたいと思います。

また、２番目、臨時職員の採用についてでございますが、その中のまず１つ、社協のデイ

サービスの看護師の採用状況はどうでしょうか。これにつきましては、看護師の採用がなか

なかできないという状況の中で、デイサービスの受け入れ人数が大変に少なくなっている、

こういう実態がございますので、これについてはもっと体制を整えて、希望者の方、定員ま

で受け入れていくのが当然でありますが、この点についてどうするのか、お聞きかせいただ
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きたいと思います。

また、学童保育における障害児の受け入れ体制の充実をお願いしたいと思います。学童保

育におきましても障害児の方々が何人か受け入れるという状況になってきているわけですが、

施設の面、また人的な充実を含めてお願いをしたいと思います。

３つ目、学校における障害児の受け入れ体制の充実を。これは町単でも先生加配をしてい

るところではございますが、やはり保護者の皆さんあるいはまた先生の中でも引き継ぎ等を

含めて不安がございますので、この点の充実についてお聞かせをいただきたいと思います。

４番目、子供の紫外線対策についてでございますが、地球を覆っているオゾン層がフロン

ガスによって破壊されまして有害な紫外線がふえているために、 近では紫外線対策が大変

必要になってきているわけでございます。これは環境省の方でも認めているところですけれ

ども、県内の中でも紫外線対策をしているところがふえてきているわけです。保育・教育現

場での紫外線対策の実施をお願いしたいと思います。

今、奈良県内の抜粋したところですけれども、対策を施しているところの写真を持ってき

ましたので、ごらんいただけたらと思いますが、これは橿原市の藤原京保育園なんですけれ

ども、これは２００３年度より垂れつき帽子を着用しているということで、ちょっと遠いと

わかりにくいと思うんですけれども、この帽子の首のところですね、ハンカチみたいに垂れ

がついていて、首筋にも日が当たらないという、こういう帽子が今あちこちで取り組みされ

ているんです。

また、王寺町の王寺幼稚園におきましても、垂れつき帽子とあわせまして、テントとかパ

ラソル、テントが２基でパラソル１３本で、２００４年もパラソル３本購入予定ということ

で、小さい子供さんは特に被害が大きいということで、屋外で遊ぶときに日差しがきついと

きには、このようなテントとかパラソルとか、こういう形で配慮をされております。

また、これは生駒の斑鳩町の、これは町民プールなんですけれども、プールサイドにこう

いう日よけをつくって、これは子供用プールだと思いますけれども、日よけをつくって日陰

をつくっていると、このような積極的な取り組みをしております。

それから、これは平群幼稚園なんですけど、運動会のときもまだまだ日差しがきつくて、

子供たちが待機している、待っているところにテントを張って避難させるといいますか、紫

外線から守っている。こういうような各地域で奈良県内も、皆さんのお手元と、部数が少な

かったので、一部理事者の方に資料を既にお配りさせていただいていますが、３枚になって

ると思うんですが、もう５０を超えるところでいろいろな取り組みをなされているのが実態
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でございます。ですから、広陵町の中におきましても紫外線対策を施していただきたいとい

うふうに思います。

５つ目、馬見中３丁目の児童公園の新設についてでございます。

都市基盤整備公団との話し合いの進捗状況についてお聞かせをいただきたいと思います。

これはきのう坂口議員の方の答弁ありましたけれども、本当に公団との話し合いはどうだっ

たのかも含めて、再度取り組みを進めていくという観点からご答弁をいただきたいと思いま

す。

６番目、公民館や集会所にマッサージ機の設置をということで、これはとりわけ高齢者の

方が多い自治会・区とか、またさわやかホールから遠いところの区・自治会などで、近くに

あるといいなと、ぜひ欲しいなという声を聞いております。ですから、この点については新

しい提案ですので、要望を再度区の方にも聞きながら、希望のあるところには置いていって

いただきたいというふうに思います。

７番目、ブックスタートの充実についてでございます。

山村議員の方も読書の運動についていろいろと質問されまして、大いに一緒に運動を進め

ていけるなと確信をしたところでございますが、私も本当に読書について、また子育てにつ

いて１２年間いろいろと取り組みさせてきていただきました。その中の一つといたしまして

ブックスタートなんですけれども、これは小さい子供たち、乳児健診のときに本を通じての

子育てをしていくということで、何回も前も質問させていただきまして、一定の部分では実

施をされているんですけれども、やはり、とにかく本さえ読ませればいいというものではな

いんですね。ブックスタートの趣旨は、子育てという観点が強く入っているんです。本を通

じての親と子の触れ合い、信頼関係、そして安心感など、大変大きな効果をもたらすという

ことで、このブックスタートの利用状況はどうなのか、また子育ての観点からの取り組みを

強めて一層の充実をしていただきたい、この点についてご答弁をお願いいたします。

１回目、以上で終わります。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいま松野議員からご質問がございました。順を追ってお答えをしてまいりたい町 長

と思います。

まず初めの清掃センター問題でございますが、現清掃センター、和解は完全撤去であると

いうことでございます。現清掃センターの操業期限問題につきましては、和解条項を厳粛に

受けとめ、現施設での焼却処理は行わない姿勢でございます。粗大ごみ中継地につきまして
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も、現在想定されるべきすべてのケースにおいて調査研究を重ねているところでございます。

今後の取り組みにつきましては、昨日ご質問ございました坂口議員、山本議員にお答えした

とおりでございます。

次に、ＲＤＦ炭化施設について町民の説明会でございます。ただいま、周辺地区の同意を

得るため、住民の皆さん方に日々説明させていただいている段階でございます。また、各種

会合等においてその都度、進捗状況、処理方式等についてご説明を申し上げているところで

ございます。今後、すべての地域の同意をいただけた段階で町民の皆さんにご説明させてい

ただければと考えております。

次、生ごみの堆肥化でございますが、収集した生ごみを堆肥化するには副資材の問題、堆

肥の利用先等の問題があるため、町内全体という大規模化は課題が多く、導入は困難と考え

ております。今後は各家庭、大字・自治会単位等での堆肥化について、モデル地域の指定も

含め、進めたいと考えております。

社協のデイサービスの看護師の採用状況についてお尋ねでございます。

現在、社会福祉協議会の事業所青い鳥において実施されているデイサービス事業におきま

しては、保健師１名、看護師２名、管理栄養士１名、運転手２名及びヘルパー１０名で対応

しております。今後、業務の内容の見直し、意識改革などを図り、早急に多くの方々が利用

可能な受け入れができるよう進めてまいる所存でございます。

また、保険者としては、各居宅介護支援事業所に対して、スムーズなサービス利用の提供

に努めていただくよう要請いたしております。

臨時職員の採用について、学童保育における障害児の受け入れ体制の充実をということで

ございますが、答弁といたしまして、児童育成クラブにおける障害児の受け入れにつきまし

ては既に実施しており、楽しいクラブ生活を送っていただいております。また、受け入れに

伴い、必要に応じ障害者に理解のある指導員の加配を行うなど、運営に支障が生じないよう

体制の強化を図っております。

次に、学校における障害児の受け入れ体制につきましては教育長が答弁をいたします。

子供の紫外線対策も同様、教育長が答弁をいたします。

馬見中３丁目の児童公園の新設でございます。

公団との進捗状況についてのお尋ねでございますが、公団と協議を進めましたが、さらな

る整備要望は極めて厳しい姿勢でございます。さきに坂口議員にもお答えいたしましたとお

り、町としては馬見中３丁目の近接・隣接地域の公園や広場、緑地や公共空地等、新設の必
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要性は低いと結論いたしております。

６番目の公民館や集会所にマッサージ機の設置をということでございます。

住民の身近な公民館や集会所の管理運営については、各大字・自治会にゆだねており、地

域の実態に即した状況でご利用いただいているところであります。

ご質問は、公民館や集会所で要望のあるところにマッサージ機を置いていただきたいとす

るものでございますが、建物の維持修繕に要する経費の補助は行っているものの、ご指摘の

マッサージ機については対象としておりませんが、福祉団体による機器の導入やボランティ

アによる機器の調達配備の方法について考えているところでございます。

ブックスタートの充実についてでございますが、毎月第１・第３木曜日午前１０時３０分

から正午まで図書館において、「赤ちゃんから絵本を楽しもう」と題して、お母さんたちの

交流も兼ね、絵本の紹介や読み方など、その子に合った絵本を貸し出ししております。この

講座の参加者は毎回約２０組ありますが、図書館では講座用に絵本を３６４種類、約９００

冊をそろえ、その子に合った絵本を提供させていただいております。

平成１６年度は、児童ふれあい交流促進事業の県補助金を受け、絵本の購入及び乳幼児と

親とのふれあい遊び講習会などを計画し、子育て支援に努めたいと考えております。

保育園におきましては、保育士によります園児や保護者を対象にした読み聞かせを実施し

ております。

また、保険センターにおきましては、２歳児対象のなかよしサークルにおいても、親子を

対象とした読み聞かせの実施や、１歳６カ月児内科検診、同じく歯科検診及び３歳６カ月児

健診時の待ち時間として、絵本の準備を行っております。さらに、４カ月児健診時に保護者

に対し図書館で実施されておりますおはなし会の紹介や案内を行っているところでございま

す。以上のとおりでございます。

教育長！議 長

松野議員の質問にお答えいたします。教 育 長

２番目、臨時職員の採用について、③学校における障害児の受け入れ体制の充実について

でございます。

障害のある子供の小学校への就学につきましては、年間を通じて福祉、医療、教育が一体

となって実施する教育相談において、子供の生育状況や障害の状況などを踏まえた相談を実

施しており、さらに就学を控えた子供については、就学指導委員会において子供の状況の把

握と就学への方向づけを行っております。
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障害の内容につきましては、年々多岐にわたっております。学校の受け入れ体制としては、

環境・安全面に配慮するとともに、障害児学級の新設や県費による担任教諭の確保に加え、

町費による加配教諭の配置など人的な面での充実を図るなど、 善の環境での就学に努めて

いるところでございます。

次に、質問４、子供の紫外線対策についてでございます。

近年の有害紫外線による健康への影響が懸念されていることは認識しております。紫外線

を浴びないためには屋外に出ないことが一番でありますが、このことは、以前にも申し上げ

ましたように、余りにも紫外線に敏感になり、太陽のもとに出ることをいたずらに恐れるこ

とは正常な学習活動や野外での活動に支障を来すことになりかねません。

学校現場におきましては、子供と教職員が紫外線に関する正しい知識を持ち、保健指導並

びに健康管理の一貫として、日光を直接浴びる時間に十分配慮するなど、適切な指導に努め

てまいりたいと考えています。以上でございます。

１２番議員！議 長

では、２回目の質問をいたします。１２番議員

まず、清掃センター問題についてなんですけれども、まず現清掃センターの和解の期限の

問題なんですけれども、全面操業停止ということできちっと認識を持っていただいてると思

うんですが、この点について再度和解内容、どのように認識していただいているのかまず確

認をしておきたいと思います。

それから２つ目が、古寺の新清掃センターの期限に今回の南３丁目の現清掃センターの和

解期限を守るということは、新しい清掃センターの期限に連動していくわけですけれども、

こういう次の新清掃センターにもかかわっていくという一層重大な仕事だということを認識

をしていただいているのかどうか、この点、２つ目お願いしたいと思います。

それから、大型ごみ中継地について、具体的な、例えば近隣の自治体に破砕の打診をして

いるだとか、民間に打診をしているだとか、そういう具体的なのが全然出てこないんですね。

焼却の方は近隣の自治体とか民間にいろいろ打診したり手を打ったりしてるということで何

回か報告を受けてるんですけれども、大型ごみの破砕だとか中継地だとかそのほかの処理に

ついては、研究しているだけの答弁で、具体的に何月ぐらいにどういう取り組みをしたのか、

そういうことについては一切報告いただいたことないんですけれども、この点具体的な取り

組みをどうしたのか、その点についてご報告いただきたいと思います。その点につきまして

は３丁目と話し合いをするときについても大事な問題になってまいりますので、お願いをし



－152－

たいと思います。

それから、２番目の説明会の開催なんですけれども、説明、いろいろと口頭でＲＤＦとか

いうことではしておられるんだろうとは思いますけれども、具体的にやっぱり専門家も含め

て、また町の理事者サイドも含めて、もっと細かい具体的な説明、特に多くの地元、あるい

は地元周辺の方だけではなくて、全体多くの町民の皆さんが大変危険なＲＤＦ施設というこ

とで不安が全然払拭されていないわけです。ですから、この説明会を全町民的に早期に開催

することは、スムーズに運営を進めていくたためにも大変大事なことなんです。とりわけ、

ごみ特のときにも言いましたけれども、町長が住民に約束したことなんです、説明責任を果

たすということで。これは住民の皆さんも、いつでもいいんだということではなくて、爆発

事故が去年起きました。その直後に、もうとにかく早く説明してほしいということで署名を

添えて要望されたんですから、早期に説明会を開いていただかないと余り有意義だとは言え

ません。この点について再度、町長ご答弁お願いしたいと思います。

それから、３つ目の生ごみ堆肥化の問題なんですけれども、まずごみの固形燃料の適正管

理方策について、去年の１１月の中間報告は以前に取り上げましたが、去年の１２月２６日

にごみ固形燃料適正管理検討会の方から方策についてのまた報告が出ているわけなんですけ

れども、これを見てみますと、ごみ固形燃料の利用に関する基本的な考え方の中で大変強調

しているのが、循環型社会形成推進基本法に基づいて、第一義的にやらなければいけないの

は発生の抑制、要するに発生を少なくしていくということで、ごみの減量化ですね、これが

一番取り組むべき第一の問題だというふうに環境省は強く法律で規定しているわけです。第

２に再利用、リサイクルなんです。第３に再生利用、第４に熱回収、 後に処分と、こうい

う優先順位が明確に決まっているんですね。このことは大変重要なことで、これのまとめの

後、今度の課題の方にも繰り返し書いているわけなんですけれども、この優先順位にのっ

とっていけば、まずは発生抑制、そして２番目に再利用ですから、再利用のリサイクル、生

ごみを堆肥化をしてリサイクルをしていくということは優先順位で２番目にやらなければい

けないことなんです。ところが、広陵町の場合はこの優先順位がひっくり返って、４番目の

熱回収の方に走っている、こういう状況なんです。ですから、国の法律から見ましても考え

る手順が間違っている、こう言わざるを得ませんが、この点についてどのようにお考えなの

か、お聞かせいただきたいと思います。

それから、さらにこの中で、今回の事故がいろいろと起きていることに関して、小さい施

設について熱回収を可能にするという点には特色があるけれども、ここで注意しなければな
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らないのは、このシステムの第一義的役割は、ごみ処理のね、廃棄物の安全、確実な処理に

あると。熱回収はそれに続く第二義的役割である。明確に書いているんです。ですから、こ

んだけＲＤＦ施設、それに炭化が加わるからもっと不安が大きいわけですけれども、不安の

ある施設をなぜ今優先しなければいけないのか。実験台となるわけですよ、広陵町。今度Ｒ

ＤＦ炭化施設をつくれば、この事故後初めてつくることになりまして、環境省の指針を全部

踏まえてやっていかなきゃいけない。全国での実験台になってしまうわけです。このような

不安のあるＲＤＦ、環境省も言っているのに、廃棄物の安全、これが優先されるべきだ。こ

の点についてどのように考えているのか、明確にお答えいただきたいと思います。

それから、さらにこの中で具体的な対策も書いているわけなんですけれども、この対策の

中身を見ますと、まずごみの受け入れ工程、それから破砕選別工程、乾燥工程、薬剤添加工

程、それから成型工程、冷却工程、それから保管・搬出工程、その後は搬出時の正常管理と、

８項目に段階を追って対策を、大まかにですけど、これ書いているわけなんですが、これを

見ていくと、あらゆる段階で防災対策、防火の対策が必要なんですよ。ですから、第１のご

みの受け入れ工程にしましても、散水装置、消火栓、消火器、必要になってくるんです。そ

れから、第２番目の破砕選別工程でも、破砕機の入り口には監視カメラ、常時監視していく、

それから煙の感知器とか、また散水装置や消火栓、消火器等々必要になります。第３の乾燥

工程にも、これは水分の指標の連続確実な監視、この装置が必要になります。また、さらに

ＣＯ 濃度の連続監視も必要になってまいります。さらに、煙とか熱の感知装置も必要にな２

ります。それから、４番目の工程は、ごみ点火の、これは発火のおそれがあるから設計につ

いてかなり言っております。それから、成型工程におきましても冷却工程におきましても、

みんなこのような装置が必要になってまいります。技術的にもかなり事細かく書いているん

ですけれども、これを全部やろうと思ったら到底素人ではできません。それから、それに対

する経費が上乗せになってまいります。初めての実験です。ですから、この 後の方に、こ

ういう状況の中でこれが確実だと環境省も言っていないんですよ。というのは、今後の課題

としては、それぞれの関係者とかそういう整備のところについて情報の収集の方法や提供す

べき情報の内容について今後も情報交換しながら検討を進める必要があるということを言っ

てるんですから、本当に今度ＲＤＦ炭化施設を広陵町でつくっていくということは、全国で

脚光を浴びる大きな実験台、大変危険なかけであると言わざるを得ません。こういう中で広

陵町がＲＤＦ炭化施設を進めているんですが、再度この環境省のごみ固形燃料適正管理検討

会の方策を、恐らく読んでおられると思うんですけれども、読まれて対応されているはずな
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んですけれども、どのように考えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。

それと、あわせまして、順番で言えば優先順位が生ごみを堆肥化をしていく、これが優先

順位であることは明確です。再度、これについても明確にお答えをいただきたいというふう

に思います。以上、お願いします。

助役！議 長

現清掃センターの操業期限の問題ですが、先ほどご指摘ありました和解条項のこと助 役

でございますが、和解条項につきましては十分承知しているところでございます。よって、

町といたしましては、新清掃施設の建設、また来年７月からの対策に全力を投入していると

ころでございます。

ただ、ごみ問題特別委員会でも申し上げましたとおり、大型ごみ等可燃ごみにつきまして

は、いろいろ頼んで何とかしていこうという雰囲気でございますが、粗大ごみなんかは他の

自治体に頼むということは大変至難なところでございます。言うなれば、他の自治体から言

えば、おんぶに抱っこだというところでございます。そういうところから、そういう粗大ご

みについては他の自治体に頼む以外の方法をとらざるを得ないと、このように考えていると

ころでございます。

それから、その他いろいろな種別のごみにつきましては、馬見南３丁目の自治会、みささ

ぎ台自治会と十分協議を得てからご報告を申し上げたいと、このように考えております。

環境整備部長！議 長

２点目の説明会の件でございます。先ほど町長が申し上げましたように、地元環境整備部長

の説明、ご同意をいただいた段階で早期に開催をさせていただきたいと思っております。

それから、３つ目の生ごみの堆肥化の問題でございますが、確かに生ごみを堆肥化すると

いうのにはメリットがたくさんあるということも我々承知をいたしております。答弁で町長

が先ほど申し上げましたように、全量を堆肥化するというのには非常に至難な課題を抱えて

ございますので、実験的にモデル的に地域の取り組みで進めていただきたいというふうに思

っております。これは近々具体的に担当の方からご提案申し上げ、進めてまいりたいと思っ

ております。

それから、環境省の適正管理検討会の報告については私たちも承知をいたしております。

循環型社会のごみの処理のあり方についても、議員ご指摘のとおりでございまして、その趣

旨に沿ってごみの分別、リサイクルを進めてまいりたいと思います。できる限り施設を小さ

くして、余分なものはつくらない、町民の皆さんのご協力によりリサイクルできるものは極
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力リサイクルをしていくという姿勢で、現在のごみの分別を継続し、さらに徹底をしてまい

りたいというふうに思っております。

それから、適正管理検討会の各処理段階での安全対策については、いろいろとご指摘をい

ただいたわけでございますが、我々が今までに各地の施設を見学をさせていただき、検討さ

せていただいてる中で、適正管理検討会の報告書に書かれるまでもなく、安全対策を十分と

られている施設が多数ございまして、一部事故を起こした施設については部分的にそのよう

なものが不足していたということのあらわれであるというふうに思っております。我々はそ

の適正管理検討会の報告に基づきまして、安全対策をそれをベースに、さらにより以上の安

全対策を施して、地域の皆さん方に安心していただける施設づくりに努めてまいりたいと思

っております。以上でございます。

１２番議員！議 長

まず１番目の、協議をしてから報告をするということでしたけれども、これにつ１２番議員

いて協議、もちろん当然話し合いはしていくのは当たり前なんですけれども、処理方式につ

いて現清掃センターの自治会と話をするということはちょっと理解できないんです。やめる

のが前提ですから、処理方式は町の方で責任持って解決すべき問題ですよね。それをなぜ地

元の方に相談するのか、その意図は何なのか、はっきりしていただきたいと思います。

それから、説明会についてなんですけれども、これは皆さんの了解をとってからというか、

合意を得てからと、周辺大字の、そういう意味というふうに思いますけれども、今の状態で

も半分しかまだ合意が得られていない。そして、なぜそれをずっと先延ばしにしていかれる

のか、明確な根拠がないです。ですから、百済の方で１回説明会されましたけれども、それ

をなぜほかの大字、そしてまずはやっぱり全町民の皆さんを対象にすれば、その周辺大字の

方も、また地元も含めて参加をして、幅広い意見交換がより一層できるということでメリッ

トが大きくございます。ですから、なぜそれをされないのか。これは町長が記者会見で言わ

れた言葉は、説明責任ということにつきましてはやはり早急にしてもらえるということで皆

さん納得しておられたにもかかわらず、もう３カ月もしたら１年になるわけですから、放置

されっ放しと。これは大きな約束違反だと言わざるを得ないんですけれども、この点につい

て再度町長、やっぱり今すぐすべきである、この点について、決まってからでは遅いですか

ら、再度お願いしたいと思います。

それから、３つ目の堆肥化の問題なんですけれども、全量堆肥化するのは難しいというこ

となんですが、先般私も竺先生の方に訪問しましていろいろと勉強させていただきました。
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竺先生の方では、吉田議員と寺前議員が既に水口町に視察に行ってるわけですけれども、水

口町で４割の方が今堆肥化に協力されているそうですが、残りの堆肥が出てこなくて、もち

ろん当初は農家の方に使っていただくということで、検討委員会というか、勉強会かな、農

家の方も含めてつくられたそうなんですけれども、農家の方まで肥料が回ってこないという

ことで農家の方の苦情が来ているというような話もお聞きをいたしました。ですから、肥料

の量につきましてはご心配いただく必要はございません。それと、前に言っておられたのは

塩分の問題も言っておられたと思うんですけれども、塩分につきましても日本は多雨の地域

でございますから、塩分についても心配する必要はないとはっきり断言されておりました。

ですから、今広陵町で堆肥化を進めるのに困難な問題は何もないんです。やろうと思えばで

きるんですが、再度お願いをしたいと思います。

それから、先ほどの環境省の趣旨に沿って進めるということでしたが、趣旨に沿っていな

いから先ほど具体的に読み上げたんですよ。順番で言えば、熱回収のＲＤＦをする前に、い

かにリサイクルを徹底してやっていくか、堆肥化を徹底していかに進めていくか、このこと

の議論が先にありきだったんです。そこを飛ばして、なぜＲＤＦに行ったのか、このことに

ついて再度明確にお答えいただきたいと思います。

それから、環境省の方も、先ほども言いましたが、大型のところで発電とかいろいろ熱回

収ができるというような、ちょっと待ってくださいね。経済性とか発電効率とかそういうと

ころに重点を置き過ぎて、安全確実な処理がおろそかにされているというような状況がある

のではないかと。十分な熱回収、発電が可能な規模であっても固形燃料化が行われている。

直接焼却による十分な熱回収とか発電が可能な規模であっても固形燃料化が行われていると

いうことに対して、間違いだということを言ってるんです。ですから、広陵町は生ごみの堆

肥化ができるんであったら、それを先にすべきであって、それは間違いだと、この報告から

はそうやって読み取らざるを得ません。これについてどう思うのか、再度お願いします。

助役！議 長

裁判の経緯の中で、焼却処理、それから屋外での粗大ごみの解体に伴う騒音、振動、助 役

これは特に好ましくないと思われているようでございます。安易に簡単にごみの中継基地、

積みかえ基地と申しましても、広陵町の場合は軽四で、あるいは２トンパッカーで収集して

おります。そういうところで、中継地が必要と、当然積みかえが必要というところでござい

ます。しかし、簡単にその辺で積みかえできるのか、これは不可能というところでございま

す。まず、ごみピットが要ります。施設の整ったごみピットが要ります。いわゆるストック
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ヤードも要るわけでございます。汚水処理も要ります。また、脱臭装置も完備せねば周辺に

迷惑がかかります。それから、持ち込みごみに対する計量装置も要ります。また、その下に

はコンクリートを打って、壁面には壁あるいはいろんなもんで防御せねばなりません。それ

から、職員の駐車場も要りますし、収集車の駐車場も要ります。また、職員の福利厚生用の

ふろ、便所、手洗い、休憩場所、管理用事務所、電話等を設置せねばなりません。これには

広い敷地が必要でございます。また、多額の経費が要ります。だから、当然周辺の同意も必

要というところでございます。そういうところから、この点については、どのように理解を

いただけるかというところで協議をさせていただきたい、このように考えているところでご

ざいます。

環境整備部長！議 長

説明会のことでございますが、百済地域では昨年の１２月に専門の先生にお越環境整備部長

しをいただきましてＲＤＦ炭化方式の説明会をさせていただいたところでございます。それ

を古寺地域、広瀬地域、中地域のこの４地域においても開催をさせていただくと。その後に

全町を対象に説明会を開催させていただくというスケジュールでご説明を申し上げたと思い

ます。百済以外の３地域にも提案を申し上げておりますが、まだ実現に至っておりません。

今後、そのあたりも全町を含めてご相談を申し上げてまいりたいと思います。

なぜ先に全町対象の説明会をしないのかというご指摘でございますが、やはり地域のご同

意をいただけていない段階で全町を対象に説明をするというのも、我々地域の皆さん方と話

し合いをさせていただいている中で地域の方の感情を損なうということもございまして、基

本的に同意をいただけたら全町の説明をさせていただきたいと考えているものでございます

ので、よろしくご理解をいただきたいと思います。

それから、堆肥の問題でございます。水口町のシステムにつきましては、私どもも見学に

寄せていただき、いろいろとご指導をいただいたところでございます。このことにつきまし

ては、ごみ問題特別委員会でも我々の考えをただされましたので、お答えを申し上げたとこ

ろでございますが、水口町は下水道の整備の促進に伴いまして、し尿のくみ取り業者の業務

量が減少するという、それに対する代替業務ということで導入をされております。確かに、

各家庭から出されます生ごみがその業者によって集められ、業者の工場内で堆肥化されてお

ります。町の担当者の方にお聞きしましても、不思議なくらい堆肥が少ないということも説

明をいただいているところでございまして、参加される世帯数がどんどんふえる中で、種堆

肥として各家庭に戻される、その堆肥が家庭菜園等に使われて減少しているということが理
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由であろうと思いますが、参加世帯が一巡いたしますと堆肥が出てくるというふうに思って

おります。

堆肥そのものは農地利用で利用できるというのは明らかでございますが、たくさんの量を

農地で利用していただくということにつきましては、もともとの生ごみの原料が不明、はっ

きりいたしませんので、農家の方については利用されないということで、専業農家の方にい

ろいろお聞きいたしますと、その堆肥は出所が明らかでないので利用できませんということ

をはっきりおっしゃるわけでございます。家庭菜園で利用される分については結構かと思い

ますが、そういった農業として利用されるのには課題が多いということもございまして、全

体で堆肥化するというのは困難であると申し上げているわけでございます。

それから、環境省の考え方につきましては、当然その精神でごみ処理を進めなければなら

ないということは我々も十分理解をいたしております。発生の抑制を１番目ということは確

かでございまして、リサイクル、再生利用、熱回収ということで進めなければならないとい

うのも当然でございまして、広陵町のごみ処理実施計画の中でもそのように表現をされてい

るところでございます。この考え方で進めてまいりたいと思います。よろしくお願いを申し

上げます。

１２番議員！議 長

全然かみ合った答弁になかなかなっていかなくて、時間ばっかり取られているよ１２番議員

うで大変残念でございますが、３丁目については、今の答弁では、その処理方式について、

残りのですね、押しつけていくのかなというようなふうに大変懸念をせざるを得ないという

ような状況でございます。誠意を持って対応していただきたいということを重ねて強くお願

いをしておきたいと思います。

それから、時間がありませんので、あと簡単に重点的にやります。

臨時職員の採用についてなんですが、社協の方なんですけれども、看護師さんを募集して

おられましたけれども、この看護師さんの採用はできたのかできなかったのか、端的にお願

いします。

それから、学童保育の障害児の受け入れの体制で、加配をするということなんですけれど

も、これは指導員さんの判断で、指導員さんの方から加配の要望があれば加配していただく

ということが、障害の状態によってはさまざまですから、大変大きなウエートを占めるんで

すけれども、その点について指導員さんの意見をどのように尊重していただけるのか、２点

だけお聞きいたします。
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それから、３つ目の学校における障害児の受け入れにつきましては、これは加配の先生は

臨時職員さんですから、本当に長くずっと採用してもらえるか、そういう部分の不安があり

まして、毎年毎年先生がかわるだろうという不安、それから引き継ぎが３月末、４月という

たら人事がありまして引き継ぎがスムーズにいかない不安、この不安を解消していただきた

い。これは時間がありませんので、後日また教育委員会の方と相談させていただきたいと思

います。

１番目、２番目について再度答弁をお願いいたします。

健康福祉部長！議 長

それでは、ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。健康福祉部長

看護師の募集については、今現在されているところでございます。充実したサービスの提

供を図るために、本年４月１日付で看護師を社会福祉協議会の青い鳥に配置したところでご

ざいます。さらに、各種業務の内容につきまして評価を行ったり、また近隣の同事業所もご

ざいます。そういうところで職員の交流をして研修をしてまいりたいと、このように思いま

す。職員につきましては、資質、コスト意識というものの向上の研修も図っていきたいとい

うふうなことを考えております。定員受け入れのための体制につきましては、早々に努めて

まいりたいと、このように思っております。

次の２番目でございます。学童保育の件でございますが、現在いろいろな状況の中で指導

員の要請におきましても、その状況を確認して対応をしてまいりたいと、このように思って

おります。

なお、この機会でございますので、本年２月に実施しました次世代育成支援アンケート調

査中で記述意見の中にこういうことが書いておりました。児童育成クラブなどで働きたいと

思っても、保育士の免許、資格がなければできないので、子育ての経験者にとっても子供が

手を離れて、働くお母さんのために子供を預ける仕事をしたくても、資格がないのでできな

いというふうな声もあるわけでございます。非常に指導員の経費もあるわけでございますの

で、今後は資格、免許がなくても補助員としてそういう採用も考えていきたいと思っておる

わけでございますので、よろしくお願いしておきます。

１２番議員！議 長

１番目の問題ですけれども、社協の青い鳥の方の看護師さんが半年以上も募集を１２番議員

かけながら採用できていないという異常な事態が続いているんです。そういう中で、先ほど

資料をお配りいただきましたけれども、この資料の中を見ますと、１ページ目なんですけれ
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ども、社協デイサービス利用者実態が平成１４年度よりも１５年度の方が５００人以上落ち

込んでいるんですね。これは利用者が少なくなったんじゃなくて、利用できない状態でこう

なってるんじゃないかと疑われても仕方がない状況なんです。というのは、申し込みされて

いても申し込みを受け取ってもらえない、受け入れてもらえないという実績があるわけです。

これは多分担当者の方も胸を痛めていただいていると思うんですよね。そういう点も踏まえ

て、これは町長の方に強くお願いしたいと思うんですけれども、なぜ半年以上も採用できな

いのか。それによって定員を縮小せざるを得ない状況になってるんですよ。税金で２５人ま

で利用できる施設を建てたにもかかわらず、このような雇用の問題において利用者を制限し

なければいけないのは、本当に大きな税金のむだ遣いと言えますし、本当にもったいないこ

とです。ですから、なぜ看護師さんが採用に至らないのか、雇用条件が大変劣悪だからなん

です。その点について改善をしていただかないと、この状態がずっと継続するということに

なるんですよ。ですから、この点については町長の方でご答弁お願いしたいと思います。

町長！議 長

今ご質問いただいている看護職の採用の問題でございますが、急遽この４月に保健町 長

師を増員をいたしまして、所長に命じて、さらに多くの方々のデイサービスに努めていただ

くように運営の強化を図っているところでございます。また、現在お勤めをいただいている

看護師さんは、配偶者控除を生かした、税金の負担をしない勤め方をしたいと、そんなこと

をおっしゃるものでございまして、勤務についていただく日数は実に少ないようでございま

す。こうした人の特性を生かしておりますので、我々急遽保健師を導入して多くの利用者の

ために努力をしているところでございまして、いましばらくこれの意識改革、そして一人で

も多くの人を助けるんだと、そういう気持ちで職員が仕事に当たってほしいと督励をしてい

るところでございます。

１２番議員！議 長

今の点につきましては、やっぱり雇用条件がほかの民間等々も含めまして大変厳１２番議員

しいので採用することができないんですよ。皆さんいろいろ職を探しておられますからね。

ですから、条件を改善する以外にないんです。その点はご認識を町長がいただかないと前進

いたしません。この点について引き続きまたお願いしていきたいし、町長も決断していただ

きたいということを再度お願いをしておきます。

それから、４番目の紫外線対策なんですけれども、これにつきましては、先ほど外に出る

時間が少なくなっていくと、余り恐れると、そういう答弁がありましたけれども、当然です。



－161－

ですから、日照の時間とかそういう時間を見ながら外に出すのを配慮するんじゃなくて、外

に出ても大丈夫なような対応をとるために教育委員会が力を尽くしていただきたいというこ

となんです。先ほど紹介しましたテントとか垂れつき帽子とか、そういうことをして、そし

て子供たちが伸び伸びと太陽の下で遊べる対策をしていただきたい。簡単にご答弁を一言お

願いいたします。

教育委員会事務局長！議 長

現在の幼稚園の状況におきましては、既にプールあるいは砂場のところ教育委員会事務局長

にパラソルを設置するなり、あるいは日よけテントを設置するなりの状況の中で直射日光を

避ける努力はいたしております。ただ、日よけの帽子等については、今現在まだ保育園の方

でも試行的にその状況をチェックしていただいております。その成果を得ましてどうするか

の判断はさせていただきます。

なお、先ほど答弁もございましたように、直射日光の強いときには、直射日光の日差しの

下で活動させるということは現に幼稚園の方で教諭の方が気を使って、長時間日差しの中に

いた場合は、かなり屋内において保育をするというような内容で心がけておりますので、で

きるだけ直射日光を避ける努力というものは園の方でいたしております。ご理解をお願いい

たします。

１２番議員！議 長

では、 後、中３丁目の児童公園の新設について質問したいと思います。１２番議員

これは坂口議員も質問いたしましたが、真美ヶ丘の４議員共同で公団の方に要望文書を出

しました。これが５月２３日です。そして、その日、ほかの議員さん都合が悪かったもんで

すから、私が町長の方に要望をさせていただきましたが、このときには町長は、エコール・

マミに行く東西の道路を隔てて西側、東側があるんですけれども、両方に２つ要るかなと、

ここまで言及をしていただいていましたので、私の方は具体的にこのような形で公団と交渉

してはどうかということでご提案もさせていただきました。

こういう中で、いとも簡単に、公団の方の対応が難しいと言われるのはとても理解できま

せん。近隣の公園がありますけれども、これは例えば従前の真美ヶ丘のまちづくりで見まし

たら、そういう近隣の公園とあわせまして、児童公園、これは中２丁目は児童公園がないん

です。砂場とかブランコとかできる、ちょっとした遊び、ちいちゃい子供が遊ぶ、これがな

いんですね。大きい西谷公園とかにもあるんですけれども、西谷公園のすぐ隣接して南３丁

目の児童公園があるんですけれども、そういう形で大体各自治会に一つずつは公園があるん



－162－

です、小さくても。北７丁目は２つもつくったんです、公団が開発したときに。にもかかわ

らず、中３丁目は非常に規模の大きい場所でありながら、また頻繁に交通量の多い道路で分

断されていながら、このような小さい子供たちが遊べる公園が一つもないということは、ま

ちづくりの手落ちです。公団と広陵町の手落ちです。ですから、その手落ちは正していただ

くのが当然だと思うんです。子育ての不安とか支援とか、いろいろ今子育てについて注目が

集まっておりますが、そういう身近な砂場で泥んこになって遊んだりとか、ブランコに乗っ

てみんなと、幼稚園とか行く前の小さい子供さん、遊んだりとか、また小学校へ行くように

なって、すぐ親の気配の感じるところで遊べる場がない、これは大変深刻なことなんです。

ですから、公団の方で無償では難しいということも言っております。しかし、金額交渉を

なるべく町の方が有利に、交渉しにくい条件であることも理解して、その上でお話をさせて

いただいて、それで町長の方もいいとお返事いただいて大変期待していたんです。中３丁目

の方へ行くと、どうなってますかってよく声かけられます。やっぱり町長も認識していただ

いたんですから、一度は、必要だということで。私以上に認識していただいたんですから、

ぜひ町長みずから公団と再度強硬に交渉していただきたい。この点について町長どのように

お考えいただいているのか、町長のご答弁をお願いいたします。

町長！議 長

お答えをいたしましたように、公団の整備要望の姿勢に対しては極めて厳しいと、町 長

このようにお答えをさせていただいております。町としても、全体的な公園計画が必要であ

りまして、今言われる場所、ほとんどのところにも区長さん、自治会長さんからもいろいろ

お声をちょうだいしておりまして、強い姿勢のところだけやるんかというようなこともござ

いますので、私ども全体計画を見ながら、事務者当局が考えていただき、必要なところには

必要な公園、遊び場を設置する、この姿勢には変わりはないわけでございますが、現在のと

ころについては極めて厳しいと、そういうお答えをさせていただいているところでございま

す。

１２番議員！議 長

厳しい対応を迫られるということは重々承知しているんです。もうこれで事業が１２番議員

完了しますから。しかし、先ほど言いましたように、本当に小さい子が遠くまで一人で行っ

て遊ぶことできないんですが、ごく近くでしたらお母さんも、先に行っててとか言いながら

遊ばせることもできるし、やっぱり安心です。そして、どうしてもそういう遊び場が必要な

んです。不可欠なんです、小さい子供にとっては。このような時代、殊さら必要なんです。
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ですから、ここにはどうしてもそういう、大きくなくていいんです。小さくて結構ですから、

必要ですから、町長の今の認識も含めて、必要だと認識を引き続きお持ちというふうに確信

しますので、町長みずからが公団と話をしていただけるかどうか、ここにもうキーポイント

が移ってると思いますので、どうか町長お願いしたいと思うんです。再度、していただける

のかどうか、その姿勢だけお聞きをして終わりたいと思います。

町長！議 長

公団とは公園だけではありません。いろんな分野について協議を進めているところ町 長

でございますが、町民の願い、要望、これはやはり私どもがしっかりと協議をする役割を担

っているわけでございますので、皆さんのご意見は十分お伝えをし、協議を進めてまいりた

いと思っています。

以上で松野君の一般質問は終了いたしました。議 長

しばらく休憩します。

（Ｐ.Ｍ.２：３２休憩）

（Ｐ.Ｍ.２：４９再開）

それでは、休憩を解き再開します。議 長

次に、寺前君の発言を許します。

それでは、通告書に従って一般質問をさせていただきます。６番議員

まず 初に、この一般質問の議論が非常に中身の濃いものになってきたというように思い

ます。そして、その中で具体的な問題として出てきているのが、やはり財政問題が大きく広

陵町の今後に影響を与えているというように思うわけであります。広陵町の場合は、やっぱ

り新清掃センター問題があります。この新清掃センター問題は、安全とともに財政問題をど

うするのかと、このことを抜きにして広陵町の将来は語れないというような状況になってき

ていると思います。そういう点も意識しながら、この問題、つまり広陵町の住民の行政サー

ビスの向上を目指して取り組む場合に障害になってくる財政問題を解決する、これは理事者

の当然の責任であります。そういう観点から当局のご答弁もお願いをしたいと思います。

まず 初に、３月議会で共産党が提案させていただいた決議案、乳幼児医療費無料化を就

学前までに拡充する決議、これが可決されました。この決議の中身については、広陵町の財

政も厳しい状況ですが、約２，５００万円で実施でき、十分やりくりできる金額です。こう

いう形での内容で決議されているわけであります。こういう決議は、当然議会が決議をし、

理事者がその内容について執行していくということになろうと思いますけれども、これまで
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の取り組みの状況をご報告願いたいと思います。

２番目に、次世代育成支援事業の取り組みについてであります。

１２月議会にこの問題を質問させていただき、その答弁の中で、いわゆる１，３００人、

就学前の方々に１，３００、小学校の方々に１，３００のアンケートをするということで実

施されました。そのアンケートについての結果と今後の取り組みについてご報告をお願いし

たいと思います。

また、その際、今後の問題としても、住民の意見を反映させる機会の提供はどのように考

えておられるのか。

また、この次世代育成支援の中でも放課後児童の対策の問題も重視されている一つであり

ます。学童保育の充実の内容について、さらに取り組みの方向性をお聞きしたいと思います。

３番目に、住宅リフォーム助成制度の創設についてであります。

昨年１２月議会の答弁で、「その地域の特色性を生かした先進的な施策で、現在の沈滞し

た経済動向にかなったものと敬服するものでございます」と述べておられます。建設業界は

依然として厳しい不況業種の中にあるわけですから、この点について、少ない予算で大きな

経済効果を生むこの新しいリフォーム助成制度についての考え方を再度お聞かせ願いたいと

思います。

４番目に、多様な公共交通システムの取り組みについてであります。

奈良県が生活交通維持確保対策研究会をつくっています。この交通対策について、自治体

なども入っているわけですが、協議されている内容についてご報告願いたいと思います。

また、福岡県浪江町などで行っているような「ｅ－まちタクシー」という呼び名の交通シ

ステムも参考例です。大型タクシーなどを業者と契約し、町民の利用希望者の登録制で町内

などを走らせるというものであります。研究されてはどうかと思います。これは小高町など

でもこの制度導入をされているところであります。

５番目に、食育基本法の制定の動きについてであります。

これは私たちとは大きな考え方の違いがあるわけですけれども、自民党の専門部会でこの

案がもう既につくられています。こういう動きは、今年度３月の国会で議決された栄養教諭

の制度化や学校における食育の取り組み、地産地消の取り組みに必然的に結びついていくも

のです。「地場産品を学校給食に」の取り組みは、非常に系統的に質問をしてきたわけです

けれども、現時点での前進を目指しておられる中で、町長部局と教育部局とのすり合わせ、

連携はどのようになっているのか、お聞きさせていただきたいと思います。
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６番目に、防災計画のその後であります。

広陵町でも防災計画が作成され、そしてそれに基づく取り組みが行われています。去年、

おととしですか、一般質問させていただいて、その取り組みの矛盾などについて指摘をさせ

ていただいたわけですけれども、大地震の心配も非常に身近なものになっている現状です。

その後の取り組みはどのようになっているのか、お聞かせ願いたいと思います。

また、先般、１日に２度の火災、消防出動があったわけですけれども、発生大字の区長が

知る時間帯だというのはまちまちだと思います。そういう点で、区長がその大字の後始末等

を指示されている現状からいっても、火災の際には該当大字の、あるいは自治会の区長への

通知を行う、このことは必要ではないかと考えるわけです。夜分にもなる場合があるわけで

すから、区長・自治会長会に諮って、その実施をすべきではないかと思うわけですけれども、

いかがでしょうか。

７番目に、生ごみの堆肥化についてであります。

これは先ほども松野議員が具体的な内容で質問をさせていただいているわけですけれども、

１つは身近なところで学校給食の生ごみ処理での経験と成果はどのようになっているのか、

ご報告願いたいと思います。

また、全国的に推進されそうな生ごみの堆肥化こそ本町でも率先して取り組む絶好の時期、

機会であるにもかかわらず、この問題を後方に追いやる町長の姿勢は町の将来に禍根を残す

ものだと言わざるを得ません。勇断をもってごみ処理方式の見直しを図るべきですが、この

問題についても先ほどの松野議員の答弁を踏まえて質問をさせていただきたいと思います。

まず、１回目の質問を終わらせていただきます。以上です。

ただいまの質問に対し町長答弁をお願いします。 町長！議 長

ただいまの寺前議員のご質問にお答えをしたいと思います。町 長

まず初めに、小学校入学前までの医療費の無料化についてでございます。

平成１６年３月議会において、乳幼児医療費無料化を就学前までに拡充する決議をいただ

きましたことにつきましては、真摯に受けとめております。乳幼児医療助成事業は、平成１

４年１０月に医療保険制度改正において、少子化対策の観点から３歳未満の乳幼児の自己負

担を３割から２割とされ、県と町負担において無料化を実施しているところであります。決

議いただきました就学前までの拡充につきましては、これまでも県町村会、県町村議会議長

会から国において制度化が図られますよう国、県に対し強く要望しているところでございま

す。
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町といたしましても、今般、医療費無料化研究推進室を設置し、６歳未満児――５歳到達

日の属する月末でございますが――までにおいて、通院、入院、歯科等の種別による医療費

の範囲や事務量の増加等による人的面、財源面において検討を進めているところでございま

すが、実施につきましては、財政状況を勘案しながら手法と時期を判断してまいりたいと存

じます。

２番の次世代育成支援の取り組みでございます。

アンケート調査の結果と今後の取り組み、住民の意見を反映させる機会の提供についての

お尋ねでございますが、これにつきましては山田議員にお答えしたとおりでございます。国

の行動計画策定指針に基づき、住民への情報提供や意見聴取を反映することについても委員

会で検討してまいりたいと考えております。

また、学童保育の内容の充実についてでございますが、これにつきましてもアンケート調

査の結果を受けた行動計画の中で十分検討を行ってまいりたいと考えております。

次に、住宅リフォーム助成制度の創設についてのご提案でございますが、ご質問の内容に

つきましては、町といたしましても彦根市などに視察に出向き、調査研究をしているところ

であります。ご質問には、さきの乾議員からのご質問にお答えした内容と同様でございまし

て、地域産業活性化事業として取り組みたいと町の方針を申し述べた次第でございます。答

弁は割愛させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いします。

次に、４番目、多様な公共交通システムの取り組みについてでございますが、平成１５年

度から県、市町村、国――これは近畿運輸局でございます――県下バス・タクシー会社の構

成で、生活交通維持確保対策研究会を発足させ、路線維持のノウハウを蓄積・集約し、生活

交通の維持確保のため現行バス路線の維持、利用促進策の研究と多様な輸送手段を活用した

生活交通の確保策の研究を行っております。

本年３月には、研究会の一つの成果として、これまでの取り組みを整理し、「生活交通の

維持確保に向けて」という実務担当者マニュアルがまとめられ、今後の市町村におけるバス

生活交通の貴重な参考資料ができ上がりました。

また、ご提案の新交通システムについてですが、ＮＰＯによる福祉有償輸送を初め、コミ

ュニティー系の新輸送システムが一つの大きな流れとなってきているようでございます。広

陵町におきましても、先ほどのマニュアルを参考に、さらなる住民の皆さんの意向と地域の

実情把握に努めているところでございます。

次、５番目でございますが、食育基本法制定の動きにつきましては教育長が答弁をしてい
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ただきます。

防災計画、火災の発生の大字の区長への通知についてということでご質問をいただきまし

た。

地震対策についての取り組みに対するご質問ですが、本年２月に奈良県全域が東南海・南

海地震の指定地域に入ってことはご承知のとおりでございます。本町では、地震対策といた

しまして、地域の方々の協力のもと、５月２２日に広瀬・百済地区で地域防災訓練を実施し

たところでございます。倒壊した建物から負傷者を救出するなど、身近に役立つ訓練を体験

していただきました。今後も消防団、消防署と連携を保ちながら、地域の皆様方と訓練を繰

り返して行ってまいる所存でございます。

また、火災の際の区長、自治会長への通知につきましては、火災発生の時間や状況もござ

いますので、区長・自治会長会で確認させていただき、速やかに連絡できる方法をとりたい

と考えています。

次に、生ごみの堆肥化についてでございますが、学校給食の生ごみ処理での経験と成果は

どうなのかというご質問でございます。

答弁として、学校給食の生ごみ処理については、小学校３校においてそれぞれタイプの異

なる処理機を設置し、調理過程で発生する野菜くずや食べ残し等を堆肥化しており、一般の

堆肥と遜色のないものができております。この堆肥は学校の花壇や学習菜園の肥料として活

用されておりますが、学校によってはできる堆肥の量が使用量を上回り、堆肥が残ることも

あり、保管されているところもあります。

なお、町が進めておりますごみ処理方式につきましては、ごみ燃料化炭化方式で進めてま

いりたいと考えておりますが、ごみの減量化にも積極的に取り組まなければならないと存じ

ます。学校給食における生ごみ処理は、子供たちにリサイクルの大切さを身をもって理解し

てもらうという考えのもとに、平成１１年から各小学校に取り組んでもらっているものでご

ざいます。今後は町として、各種データの把握、生ごみ堆肥の成分分析、効能、利用場所、

方法等についても研究を広げたいと考えております。その上で、各大字・自治会、事業所単

位等の理解をいただき、順次進めていきたいと存じます。以上のとおりでございます。

教育長！議 長

寺前議員の質問事項５番、食育基本法の制定の動きについてご答弁させていただき教 育 長

ます。

食育の取り組みにつきましては、学校給食と望ましい食習慣の形成に関する指導を充実さ
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せるため、給食の時間や学習活動の時間において、学級担任、栄養職員が連携を図りながら、

エネルギーまたアレルギーについての指導を行っているところであります。

食育基本法制定の動きに対しましては、学校で児童に対して食に関する指導を行うことは

子供たちが将来にわたって健康な生活を送る上で重要なことであり、教育指導を充実してい

くための方策の検討が緊急の課題とされているところであります。

この中で、特に栄養教諭制度など栄養に関する職員にかかわる新たな制度の創設と指導体

制の整備が必要とされているものであります。

本町におきましても、平成１５年、１６年の２カ年にわたり、東小学校において奈良県教

育委員会から「食に関する指導推進指定研究校」の指定を受け、学校現場において実践に基

づく研究を進めているところであり、今後、文部科学省の動向を見ながら対応してまいりた

いと考えております。

地域農産物を積極的に取り入れるとされている地産地消につきましては、学校給食への地

域食材の利用促進、食農教育の推進などが考えられます。せんだって教育委員会事務局に設

置した地産地消推進室において、これらの問題について真剣に取り組んでいるところであり

ます。以上でございます。

６番議員！議 長

１番目について２回目の質問をさせていただきます。６番議員

町長は真摯に受けとめているということで、県、国に対する要望などについては一層強め

ていくという気持ちがあらわれたわけですけれども、本町で実施するということに対して手

法と時期を判断していきたいというようにおっしゃってるわけですね。これについては、通

院、入院、歯科、人件費等を含めた話として考えておられるわけですけれども、この手順に

ついてどういう形で進めていかれるのか。つまり、議会議決が３月に行われて、この議会議

決は重く受けとめていただいているわけですから、その実施を具体化させていくスケジュー

ルが必要だというふうに思います。そういう点で、具体的にこれをどの部局でどのように議

論をしていかれるのか、その点についてお伺いしたいと思います。

ちなみに、上牧やその他奈良県でも就学時前あるいは６歳までの医療費無料化というのは

実施されているわけですから、当然その研究等は進められてきたところだと思います。そう

いう点で、支障になるところはないわけですから、結局はやろうとするところには財源の問

題がネックとなって考えておられるというように考えざるを得ないわけですが、そういう点

で、この実施に当たっての財源に対する考え方、そしてその時期もあわせて再度お聞きした
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いと思います。

町長！議 長

せんだっての議会ですべての議員さんのご決議をいただいたわけでございますので、町 長

実施に当たりましては、早速生活環境部長である笹井部長に実施に向けての推進方策をまと

めるように指示をしているところでございます。財政状況も厳しい中でございますが、皆さ

んの総意でございますので、早い時期に実施をする、するとしたらどの部門から実施をした

らいいか、そんなとこもあわせて担当部長が今必死に考えているものでございます。こうし

た成案がまとまれば政策会議で決定をし、議会の皆さんにお諮りをしてまいりたいと、その

ように思っています。

６番議員！議 長

ぜひ早期に実施するよう指示をしてるという点で、来年度予算でできるというよう６番議員

な期待を持って見守っていきたいというように思います。

２番目の質問に移りたいと思います。

２番目の質問については、この質問は１２月議会に行って、先ほどの山田議員に対する答

弁というようにおっしゃっているわけですけれども、中身について違う点は、アンケートの

問題について具体的な集約をしていただいて報告していただくということを通告書に上げて

いたわけなんですが、その点について簡単に特徴的なものを報告していただいて、その中身

についての議論をしたいというように思います。

まず、次世代育成支援対策推進法の問題ですけれども、これはそもそも過去政府において

も少子化対策プラスワンを取りまとめ、あるいはまた保育に関する施策、子育てと仕事の両

立支援などもありました。また、新エンゼルプランの計画もあったわけですけれども、そう

いうもののトータルとして不足する、現在の少子化の問題は看過できない問題になっている

ということから、政府としても具体的な重要施策として立ち上げざるを得ない、あるいは得

なかった内容であります。こういう内容について、自治体のところで行う問題についても具

体的な財政問題と、政府がどこまでその体制をとるのかというのもまだ不明な部分も非常に

多いということも一方であるわけですけれども、こういう内容について具体的にことしに入

ってアンケートをまずされたと。そして、その中で行動計画を立ち上げなきゃならないとい

うことで、地方公共自治体については、１の行動計画策定指針に即して、地域における子育

て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と

家庭の両立等について目標達成のために講ずる措置の内容を記載した行動計画を作成すると
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いうことになってるんですね。これは１６年度中に作成するということになっているわけで

すから、この内容について具体的にどのような手だてをとっておられるのかということを再

度聞いておきたい。

そういう点では、現状分析をまずするということがうたわれています。そして、ニーズ調

査の実施と目標事業量の設定がうたわれる。行動計画の基本理念の設定、重要課題の検討、

施策・事業の検討、目標の設定というような形で 終的な行動計画の立案がうたわれてきて

いるわけですけれども、そういう点での具体的な内容について、アンケート調査に出てきた

問題はどのような特徴を持って今後の内容としてとらえておられるのかということを具体的

に聞きたいというように思います。

これは指針、いわゆる行動計画策定指針というところでは６つに分かれた内容がうたわれ

ているわけなんですね。地域における子育ての支援と、先ほど言った内容ですけれども、そ

の中では放課後児童健全育成事業、これは学童保育の問題がうたわれていたわけであります。

あるいはまた、母性及び乳児等の健康の確保及び増進、こういう中に小児医療の充実がうた

われているわけなんですね。こういうところで出ている内容から見ていくと、１つは、学童

保育の問題というのは広陵町でも非常に内容を私たち共産党が具体的に現場に足を運んでか

なりな指摘をしてきて改善していただいているところはありますけれども、ビデオを設置し

たり、あるいは布団をそこに段取りしていただいたり、施設の充実、これは西校区について

は新しくつくっていただいた。真美ヶ丘についてもそのようなしかりのことをやっていただ

いているわけですけれども、東校区についての施設というのは、やっぱりいわゆる次世代育

成支援対策推進法の中身から見ても非常に不十分なもんなんですね。これは五、六人の方で

すね、資料をもらっていますけれども、非常に利用されているわけですけれども、施設とし

ては不十分だ。この次世代支援対策推進法の中にも居住環境の整備というのがあるんですね。

これはもちろん住んでいるところの問題ですけれども、当然子供たちが遊び、育つところの

環境の整備というのはそれ以上に重要なところであります。西校区では新しくつくられ、ま

た真美ヶ丘でもつくられた。しかし、真美ヶ丘の南については、今なお集会所を使っている

という、管理事務所を使っているということからいって、この点についての施策についても

十分に考えていただく必要があるんではないかと。それともう一つは、やっぱり今現在３年

生までの低学年だけが学童保育を利用しているわけですけれども、これについても他に高学

年においても困難な家庭が生じているのは当然のことであります。そういう点の拡充策につ

いても当然考えなきゃならないと思うわけですけれども、そういう点についての内容もあわ
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せてお答え願いたいと思います。

健康福祉部長！議 長

ただいまのご質問にございますが、少子化の振興を抑制するというふうなこと健康福祉部長

で、今、国、都道府県、市町村が行動計画を策定する、また一般の３００人を超える事業所

においてもこの行動計画を策定すると、今までのとは違った方策で進めていきたいというふ

うなことでございます。

かなりいろいろと言っていただいたわけでございます。既に２月に住民のアンケート調査

をいたしました。就学前につきましては３３問のアンケート、それから小学生につきまして

は３０問のアンケート、非常に内容については、子供の保育からさまざまな保育についての

支援サービス、子育ての環境とかの調査を行っております。当然、児童育成クラブの利用状

況とか、その年齢のことにつきましてもアンケートはさせていただいております。このデー

タを基礎に、国の指針に基づきまして、策定委員会でこれから検討して進めていきたいと、

このように思っておるわけでございます。

詳しい内容の資料につきましては、策定委員会で配付した後、議員さんにもお渡しさせて

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。またご意見がございまし

たらどんどん申し上げていただいたら結構かと思いますので、よろしくお願いいたします。

当然、学童保育につきましても、この施設の問題等につきましても、検討委員会で当然示し

ていかなければならないと思いますので、その辺で数値目標とかいろいろなことを網羅して

いきたいと、このように思っております。

６番議員！議 長

検討委員会資料に基づいてまた勉強させていただきたいと思います。６番議員

なお、このところの問題というのは、政府についても珍しく住民参加の視点を非常に強く

指摘し、取り入れるように要望されているわけですね。また、住民参加だけでなく、住民の

意見を広く反映するため、公聴会、懇談会、説明会などの開催を支援、あるいは自治体の広

報やホームページでのアンケート結果の公表、素案の提示、パブリックコメントの実施など、

さまざまな時期と媒体で情報提供や意見収集を支援、こういうようになってるのは、これは

政府の案としては珍しい内容なんです。こういうことについて、私はやはりすばらしいいい

ものをつくろうということになれば、住民の意見を聞く、住民の声を聞けるような方策をと

っていく。聞くだけではないんですね。聞けるような方策をとっていく。情報公開というの

もその一環ですけれども、徹底した住民に依拠した視点を持つべきだと思います。この中に
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も、これはいわゆるシニア社会学、次世代育成支援研究会が政府に要望と提言を出している

わけなんですけれども、この中でも、子供の視点、親の視点、地域の視点、こういう点で子

供の視点ということについても非常に力点を置いた内容です。子供権利憲章が日本でも議決

され、議会の中でも一般質問の中で子供権利の憲章についての問題について議論をさせてい

ただいたことがありますけれども、そういう視点からいっても住民に徹底して依拠するとい

う姿勢に対してどのようにお考えなのか、簡単に答えておいていただきたいと思います。

健康福祉部長！議 長

住民への意見の反映方法というふうなことでございます。当然、策定委員会に健康福祉部長

つきましても、山田議員のときにご答弁させていただきましたように、子育て支援の今ボラ

ンティアで行っておられる団体の方のご意見も聞くということで参加していただきたいと、

このようには思っております。また、広報等、また町のホームページ等もございます。策定

委員会の設置、活動内容につきまして住民に広く紹介させていただいてご意見を賜りたいと、

このように思っております。

また、策定の素案ができた時点に住民の皆様に意見をいただくというふうな形で、これは

当然行動計画策定、国の指針の中にうたわれております。どういう方法で公聴会を開くとか、

懇談をするとか、説明会を通じて計画の情報を提供する、意見を求めるというふうな形につ

きましては、策定委員会の中で方法について検討はさせていただきたいと思います。

さらに、この行動計画の実施状況を把握する、また点検をするというふうなことで、山田

議員の中にもありました次世代育成支援対策協議会、こういうのも設置するべきであろうと

我々は思っておりまして、これにつきましても策定委員会の中で、この策定の中に盛り込む

のか、そういうことも相談をしてまいりたいと、このように思っておりますのでよろしくお

願いします。

６番議員！議 長

３番目に移りたいと思います。６番議員

住宅リフォーム助成制度の創設についてであります。これは午前中の乾議員の質問の中で、

あ、きのう、の中で簡単に答えられて、現時点において地域活性化事業として積極的に取り

組んでいくということでご答弁をいただいたわけですけれども、これはいわゆる広陵町内の

事業者、いわゆる全事業者の方々を対象にするということが当然視点にあろうと思うわけで

すけれども、その点の具体的な取り組みの内容について、現時点でその見通しの部分でもわ

かっておれば簡単にご報告いただければ結構かと思います。
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都市整備部長！議 長

お答えいたします。都市整備部長

この範囲といいますか、まだ 終的には確定はしておりませんが、今調査研究中でありま

すというふうに乾議員の方にもお答えさせていただいたというところでございますが、やる

という前提で今努力をいたしておるところでございます。ただ、やるからには公平にやらな

くてはいけませんので、どういう目的でやられるのかとか、どういう場所まで対象にするの

かとかという部分があります。それと、地域活性化事業の話が出ましたけども、いわゆる地

域活性化事業の一環としてこの事業をやりたいというふうに位置づけしております。

それと、業者のお方につきましても、先日町内の建築に携わっておられる方が訪問されま

したけども、いろいろ大工さんなり左官屋さん、建具屋さん、畳屋さん、いろいろそういう

お仕事をされておられる方がおられると思います。町内のお方であればというふうには今の

ところ考えております。

また、それをただ単に補助金をお渡しするというのでもなく、それの補助金にかわって、

いわゆる地域振興券というふうに姿を変えれば、それがまた町内を流通して、違った意味で

もほかの分野についても流通して経済の活性化を生み出すんではないかというふうなことも

考えております。ですので、そういうことを全部踏まえまして今研究中でありますので、よ

ろしくお願いします。

６番議員！議 長

４番目に移りたいと思います。６番議員

これは先ほど聞いた話ですけれども、広陵町の地形について、従来から住んでいる人は役

所の方でも、山奥やその他と違うんだから便利がいいんだという方、考えの方もおりました。

しかし一方では、アンケートなどの調査では、やはり検診に行くのも不便だというアンケー

トの中身も出ているということを聞いております。こういう点から言っても、広陵町の場合、

非常に近隣の中では も地形の悪い、いわゆる交通の不便な地域であります。こういう点を

踏まえて、広陵町の場合、過去において、いわゆるコミュニティーバスの試走を行っていた

だいたわけですが、これについては全く住民の意見を聞かずに町独自で路線を決め、利用者

が少なかったという失敗例があるわけであります。

こういう失敗例を強く意識して、今回多様な交通公共システムについて考えていくという

ことで例を挙げたのが福島県の浪江あるいは小高町で行っているｅ－まちタクシーという制

度であります。これは町内二、三百円で、病院やその他役所など予約システムで利用して活
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用するというものであります。

これは地域地域によっていろんな考え方があろうと思いますけれども、その中で私は、な

ぜこのような状況になってきたのかという問題で言いますと、広陵町でも百済のバス路線あ

るいは法隆寺のバス路線が廃止されました。政府は規制緩和の名のもとに、この２０００年

４月に、いわゆる道路運送法を改正して、バス事業は認可事業となり、事業の参入・撤退自

由、上限認可運賃以下は事前届け出制にするなどの規制緩和を行って、生活道路を維持する

責任を地方に押しつけてしまっている。このために、全国各地で民間のいわゆる公共交通が

廃止あるいは縮小されているという実態が生まれているわけです。その中で、政府がこの取

り組みを復活させなければならないということで、バス利用促進等の総合対策事業をいろん

な形でつくっているわけです。

今、奈良県でも、先ほどできた協議会というのは法定地域協議会の設置ということであり

ます。これは道路交通法の民間バスが生活交通路線を休止・廃止をすることを前提に、地方

自治体を中心に地域の関係者が協議し、生活交通確保対策としての国の補助対象路線の決定

や代替バス等の運行を検討するために各都道府県に設置されているというものであります。

それが先ほどの報告された協議会ということでありますが、この内容について非常に問題が

まだまだあります。広陵町の場合についても、どのような協議がされているのかという答弁

がなかったわけですけれども、まずこういう問題に関して、公営バス事業のあり方に関する

研究会の報告書が上がっています。そういう中では、地域協議会のあり方については、地方

公共団体において交通問題を単に移動手段の問題ととらえるのではなく、まちづくりの観点

から都市計画、福祉対策、環境対策、教育対策など関係行政部門が連携した地域経済経営戦

略として位置づけ、規制緩和後の地域交通体系のあり方を初め、公共交通機関の優先、交通

空間の有効活用、環境負荷の少ない持続的な交通体系の形成などという政策課題に対する施

策について地域交通計画を策定して具体的にする必要があるんだと、こういうように言って

いるんですね。広陵町は路線が廃止された地域であります。これはまた広陵町単独ではなく、

２町以上が連携しているわけですから、その点についての補助対象事業の内容にもなってい

るわけです。

こういうとこからいって、再三質問を繰り返しているのは、広陵町の交通不便者の便利性

を高めるためにどのような手だてが必要なのか、このことを考えてほしいということを再三

繰り返しているわけであります。しかし、こういう中で一例を挙げたｅ－まちタクシー、こ

れは担当部局も資料を持っておられるわけですから、結局ここでも費用の問題を意識されて
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おられる。当然のことであります。しかし、広陵町で、先ほど言った具体的にバス路線が廃

止され、非常に不便な地域が広がってしまった、こういうところから考えざるを得ない内容

になっているわけですから、この公共交通システムの問題というのはまず地域協議会という

ものも設置しているとこがあります。これは任意の地域協議会ですけれども、こういう住民

が参加した公共交通システムの再構築の問題というのは考える必要があると思うんですが、

その点についてどのようにまず考えておられるのか、考えられるのかについてお聞きしたい

と思います。

それから、いろいろなやり方は地域地域であります。しかし、現在の広陵町の地形等を考

え、あるいはまたアンケートでも出てきた内容ですけれども、不便な状況を改善していく、

いわゆる高齢者あるいはまた子供を抱えた若年者の方々のところでの利便性を高める必要が

あるという認識は持っておられるんかどうかと、２点あわせてお聞きしたいと思います。

企画財政部長！議 長

バスのことでございますが、以前に走らせましたコミュニティーバスというこ企画財政部長

とで、これの内容についてはもうたびたびご説明申し上げておりますが、結果的には、寺前

議員は住民の意見を聞かずにやったということでおっしゃってますが、こちらとしては十分

状況分析を行いましてやった結果が１日１便に１０人足らずの乗車しかなかったということ

で、そういうことでありましたので、今回のこともそれも頭に入れまして十分検討しておる

わけでございます。

寺前議員は今、福島県の浪江町のこともおっしゃってますが、向こうは広陵町の１０倍ぐ

らいの面積があるところでございます。山間地もあります。それに比べて広陵町は、地域的

に、地形的にそれまでのそういう不便なところではないというふうに解釈しております。も

ちろん費用が、金がありまして、どんどんそういう事業に金をつぎ込めるような状況であれ

ば、町民の方に満足していただけるような便数も、またバスの台数も確保できるわけでござ

いますが、やはり事業の優先順位を考えますと、なかなかそこまで踏み切れないという状況

であるというふうに解釈しております。以上でございます。

６番議員！議 長

広陵町はバス路線が廃止された地域なわけであります。こういう問題に対して何ら６番議員

手を打たないというのが今の考え方につながっているわけですけれども、バス路線が廃止さ

れたという点から言って、この中身についてどういう対案、あるいはまたどういうような内

容で対応していくのか。利用しないということであれば、私たちはバスを利用するための手
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だてとしてバスのパス制度を活用すればどうかとか、いろいろ提案してるきてるわけなんで

す。

まず第１に、広陵町は便利だからこういうものは要らないという考え方に立つのか、それ

ともきのうも出ていた、いわゆる福祉タクシーの問題、あるいはまた介護タクシーの問題な

どについては非常に活用率が高くなってるんです。これは非常に要望が強いということです

から、健全者の、健康な高齢者、ひとり暮らしの方や、これは六道山、百済、広瀬、沢など

の地域から役場に来るというのは非常に不便な地形なんですね。こういうようなところでの

対策というのは当然、バス路線が廃止された、あるいはまた今後もバス路線が廃止される可

能性がある。広陵町では全バス路線が赤字、奈良交通のですよ、唯一王寺路線、王寺まで行

ってる路線が黒字だという内容なわけですから、当然赤字路線については民間が廃止検討の

対象に上げていく、これが方針になっているわけですから、この問題を具体的に町の住民サ

ービスあるいは福祉を高めるということからいっても、強めることは当たり前だというよう

に思うんですが、その対策すら考えないという答弁なのかどうか、確認をしたいと思います。

企画財政部長！議 長

バス路線が廃止されましたのは、乗客があるのに廃止されたということでなし企画財政部長

に、乗客がほとんどないということで廃止されたわけでございますので。いや、赤字も、特

に１日に二、三人しか乗客がなかったということで廃止されたわけです。よろしくお願いい

たします。

６番議員！議 長

防災計画についてであります。６番議員

毎年１回、防災の地域の訓練を行っていただいているわけですけれども、以前に防災計画

の中身で言った問題は、やはり初期出動については、町職員がどれだけその対応をするのか

ということにまつわってくるわけなんです。一般質問で前回質問したときには、不可能な内

容がこの防災計画に書かれているじゃないかと、これについては改善しながら、町職員が日

々この内容について理解をし、身近に感じ取れるような訓練が必要ではないかというのが前

回の趣旨だったわけです。中身については省きますけれども、そういう点で、例えば夜間、

祭日、土日などの出勤してないときの職員の初期出動についての訓練方法あるいはまた連絡

方法、あるいはこの中では通勤自動車に絶えず機材を積んで走りなさいというようなことも

こないだも例を挙げましたけども、不可能に近い問題があるわけですから、それを修正しな

がら、具体的にいざというときに対応できる内容というものを考えているのかどうかという
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ことをお聞きしてるわけなんで、その点についてだけご答弁願います。

総務部長！議 長

消防担当職員につきましては、火災につきましては、堤防が燃えても家にファクス総務部長

が参ります。当然現場に出かけるのは義務でございます。祭日であろうと土曜日であろうと

日曜日であろうと夜中であろうと、そういう体制は十分とらせていただいております。そう

いうことで、ほかの職員につきましては、大きな火災等が生じてまいりましたら、町長にも

助役にも収入役にも教育長にも連絡を申し上げて、その火災の内容について、規模によって

現場へ駆けつけてくれるようになっております。

６番議員！議 長

もう答弁は結構ですけれども、私が質問してる内容は、この報告書の中に、震度５６番議員

弱からいわゆる体制をとろうということになってるんです。その中でも、連絡ができない、

電話、通信手段が途絶える、こういう内容についての出動形態がどうなのかという問題が非

常に重要なんです。可能な場合についてはすぐ集まるわけですから、職員が初期出動の場合

については、どうしても職員が中心となって災害に対処していくことが必要であり、その後

に地域の方々の力が発揮されていくということはもう理の当然でありますから、そういう点

については研究をしていただいて、また後日の質問にしたいと思います。

後になるわけですけれども、生ごみ処理の問題について質問させていただきたいと思い

ます。

まず、先ほどの松野議員の質問の中身の継続になるわけですけれども、この問題は、先ほ

どからも議場からでも新清掃センターにお金が要るんだということがやじで飛んでいます。

当然要ります。また必要な施設です。しかし、今 も知恵を絞っていかなければならないの

は、国の施策が自治体いじめで財源を削ってきてる、あるいはまた新清掃センターの問題に

おいても非常に莫大な費用がかかる。必要なところについてはやむを得ない、これは当然の

ことであります。しかし、節約するところがあるんだ、このことを私たちは再三要求をして

きたわけであります。１つは、不安定な技術的に完成されていないＲＤＦ炭化方式を取り入

れていることに対して金食い虫だと。あるいは、引き取り手、いわゆる炭化されたものの引

き取り手についても不安定だ。ＲＤＦを中止したのは、ＲＤＦの引き取り手が確定できなか

った、だから中止をしたわけでしょ。今度は炭化になったから処理がさらに可能なんだとい

うことについても成り立たないと思います。事務局については、１５年間保障できるところ

を探しているんだとおっしゃっているわけですが、それは逆に言えば、１５年間の保障があ
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るところと契約をせざるを得ない。これは一方では技術の問題、会社の性格の問題等々があ

るわけですから、それを優先されてくると、今度は逆に、今検討委員会で検討されている何

社かのところについての判断がまず出発点で間違ってしまう。こういう矛盾を抱えてるわけ

なんですね。これがＲＤＦ炭化の決めているところの根本的な矛盾なんです。

だからこそ、今、松野議員も先ほどから再三言っていたところですけれども、政府ですら

順番を決めているわけなんです。ごみ固形化燃料利用に関する基本的な考え方、まず 初に

発生抑制、第２に再利用、第３に再生利用、第４に熱回収なんです。こういうような内容を

政府も言っているにもかかわらず、広陵町はＲＤＦ炭化に突き進んでいる。なぜなのか私た

ちは理解できないんです。その理解できない理由を再三私たちは述べてきました。ここに去

年の９月に出された検討結果報告書もあります。こういう中でも、この大前提が崩れてしま

ってるわけでしょう。去年、９月議会で部長は、古寺からＲＤＦ炭化が言われたんではなく、

たまたま視察に行った先の中で出てきた内容なんだと、こうおっしゃってたわけなんです。

広陵町は当然当初はＲＤＦで出発しました。これは煙突が立たないし、公害のおそれが少な

いという出発の考え方だったんです。ところが、ＲＤＦ炭化については、検討委員会の先生

も議員との懇談会の中で具体的に焼却方式の原型だと、さらに法律的には焼却方式と言わざ

るを得ない、ここまで断言してるわけなんでしょう。だから、当初に煙突を立てなくてもい

いんだと言っていたＲＤＦは崩れて、そうであればその時点で直ちにどんな処理方式がいい

のか、このことを検討すべきだったんです。そして、当然１４年１２月にはこの議会質問で、

あらゆる研究をするということをおっしゃったんです。ところが、結局は検討委員会の方々

に示した検討は、ここにも書いていますけれども、町からの絞られた課題、これは議会でも

私も再三言ってますのでやめますけども、素人でもＲＤＦかＲＤＦ炭化施設しかだめだとい

うのはすごいわかる内容なんですね。それをわざわざ専門の先生５人も使って検討を何回も

重ねて町が思ってる内容を出させたわけでしょう。だから、私はＲＤＦ炭化というのをなぜ

今なお進めるのかというのが理解できないだと再三言っているんです。

なお、さらに生ごみ処理は現時点でのごみ社会の循環型社会を形成する大きな手助けにな

る手段だ。これは専門家の中においても一般的になりつつある方式です。そのための素人の

中での研究が非常に進んでいます。素人と言うと失礼ですけれども、いわゆる現場主義のと

ころから出発してるんですね。だから、大学で高度に研究したというものではなく、全国各

地にあるのは、地域の方が一生懸命つくった中で完成されている問題が多い。ハザマプラン

トだってその一つです。非常に優秀な生ごみ処理の方策だ。私たちが行った水口町の方式は、
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担当者にハザマプラントとはどこが違うんですかというと、集め方について変化をして特許

申請してるんですということを答えられたので、あ、これはハザマ方式の一形態だなという

ふうに理解して帰ったんです。

こういうような状況にあるわけですから、私は今、大胆に財政問題で非常に苦しんでおら

れる、広陵町は合併をするかどうかは別にしても、単独でやっていこうとするときに財政問

題の解決を抜きにして今後１０年、１００年の計が立てられない。これは当然なことなんで

す。だからこそ、今真剣に考えて、ＲＤＦ炭化、これは施設においても非常に金がかかる。

３８億円あるいは４０億円、もっとかかるかわかりません。資料は出していただいています

けれども、これは４０トンの試算です。それをさらに進めれば少なくなるわけでしょうけれ

ども、生ごみを処理した後の残りについては も安定した、政府すら推奨している焼却方式

に転換すれば２０億円はかからないと思います。だからこそ、古寺の内容について、古寺は

焼却方式はだめだということを 初言われました。ＲＤＦについて言われました。炭化につ

いては、役員さんの中では基本協定が結ばれましたけれども、現実問題としてＲＤＦ炭化が

変わったときにこの問題について古寺区民の方々あるいは百済、広瀬の方々にその当時に説

明しましたか。それほど説明しないままに突き進んでいるわけでしょう。だから、私は生ご

み処理についてそう簡単にいくとは思っていません。しかし、それ以上の努力をしなくても

この問題については理解を得るチャンスがあります。だからこそ、この問題について町が転

換する姿勢がなければ、これはだれが言っても無理です。議員の方々も財源についてどこま

で真剣に考えているのか疑わしい。本当に広陵町の財源問題を真剣に考える、安全な施設を

つくる、こういうことから言っても、実験炉を広陵町でさせない、これは具体的に恵那市に

行ったときにも具体的な問題としてわかってるはずなんです。だから、水口町では今３，０

００世帯行っていますけども、３，０００世帯が生ごみ処理を行っています。その３，００

０世帯の生ごみ処理の中では、今堆肥は具体的に消費するものは生まれていません。種堆肥

によってすべてが焼却されています。広陵町でも１万以上の人口があります。３倍の人口が

あります。しかし、現実にその解決策、減量化は困難だとおっしゃっていますけれども、現

実問題として３，０００世帯については肥料が要らない。堆肥の消費先を探さなくてもいい

状況が生まれている。（「そんなあほなことない。」）いや、現実に、あほなことないとい

っても、これは事務局も確認してるからわかってるわけなんです。先ほども答弁してもらっ

てます。

もう一つ、堆肥を売るんではない。この堆肥を無料で配布する、広陵町外のところでもで
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すよ。そんな堆肥を処分する心配は僕は要らないと思います。こういう内容でやれる可能性

のある研究を一切しないで、とめておいて、不可能なところの部分はやろうとする。恵那市

のごみの収集にとっても住民の方々に非常な苦労をさせなきゃならない。ホッチキスの針す

ら取って出してくださいという指導を徹底させているわけでしょう。これは現実問題として

どれだけ動くかわからないけれども、今ＲＤＦ炭化方式をやろうとするなら、ごみの収集に

とっても町民の非常な苦労、努力の協力が必要なんです。こういう問題について、いまだや

ろうとしてるのに町民説明会をしない。町が決めているわけですから、百済や広瀬について

まだ同意が得られてない段階ではそれはだめだとおっしゃっていますけれども、それであれ

ば、今行っているＲＤＦ炭化方式について一たん中断すべきです。そして、古寺や広瀬の同

意を得る。それが論理的な行政の手段です。こういうような内容でやらないで、一方では古

寺、広瀬に同意を求めてないから全町民的なものはできない、こうおっしゃっています。

山本議員も一般質問の中で、ごみの減量化については町民の協力を得なきゃならないんだ

と、こういうことも認識を持っておられるわけでしょう。そうであれば、なおさら、今町が

ＲＤＦ炭化、間違った方向に進んでいるわけですけれども、具体的に財源問題や町民の協力

を得るという前提からいっても、全町的な同意が必要です。これを町が私は独断でやろうと

いうような方向ですから、こういう問題についてできないわけなんです。こういう点につい

て私は再度生ごみについて検討するというところの考えも持たないのかということを１点だ

け聞いておきたいですけど、終わらせていただきます。

以上で寺前君の一般質問は終了いたしました。議 長

以上で本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

（Ｐ.Ｍ.３：５１散会）
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平成１６年６月１８日広陵町議会

第２回定例会会議録（最終日）

平成１６年６月１８日広陵町議会第２回定例会（最終日）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 松 浦 敏 信

３番 山 村 美咲子 ４番 吉 田 信 弘

５番 山 本 登 ６番 寺 前 憲 一

７番 長 好 郎 ８番 山 本 悦 雄濵

９番 坂 口 友 良 １０番 乾 浩 之

１１番 八 代 基 次 １２番 松 野 悦 子

１３番 吉 岡 章 男 １４番 青 木 義 勝

１５番 笹 井 正 隆 １６番 竹 村 博 司

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 安 田 義 典

企画財政部長 松 井 定 市 総 務 部 長 森 川 勇

健康福祉部長 池 田 誠 夫 住民生活部長 笹 井 由 明

環境整備部長 山 村 吉 由 都市整備部長 中 尾 寛

教育委員会事務局長 大 西 利 実 水 道 局 長 森 田 久 雄

健康福祉部参与 竹 嶋 昇 住民生活部参与 竹 田 健 次

住民生活部参与 山 本 新 三 都市整備部参与 和 田 信 次

４ 本会議の書記は、次のとおりである。
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局 長 西 辻 眞 治

書 記 竹 若 学 上 田 勝 代

ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：００開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 議案第２８号 広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正することについて

議案第２９号 平成１６年度広陵町一般会計補正予算（第１号）

議案第３１号 北 城郡公平委員会を共同設置する団体の変更について葛

議案第３２号 北 城郡公平委員会規約の変更について葛

議案第３４号 城広域行政事務組合を組織する市町の変更について葛

議案第３５号 城広域行政事務組合規約の変更について葛

２ 議案第３３号 新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会の廃止について

議案第３６号 奈良県 城地区清掃事務組合を組織する市町の変更について葛

議案第３７号 奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更について葛

３ 議案第３０号 平成１６年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

議案第３８号 奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村の変更について

議案第３９号 奈良広域水質検査センター組合規約の変更について

請願第 ２号 エヌシーバス迂回路線増設に関する請願書

４ 議員提出議案第６号 緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求める意見書につい

て

５ 議員提出議案第７号 町長、議員等の報酬等引き下げを求める決議について

まず日程１番、議案第２８号、２９号、３１号、３２号、３４号及び３５号を議題議 長

とします。

本案について、総務文教委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。

総務文教委員長、青木君！
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皆さんおはようございます。総務文教委員長

それでは、総務文教委員会の委員長報告をさしていただきます。

総務文教委員会は、過日の本会議で付託されました６議案につきまして、６月１４日に委

員会を開き、全委員出席のもと慎重に審査をいたしましたので、その結果をご報告いたしま

す。

初めに議案第２８号、広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部

を改正することについては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一

部が改正され、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償等共済基金

から支給される退職報償金支給額を引き上げるもので、引き上げ額は北 城郡の申し合わせ葛

による額によること、また今後の動向などについて詳細に伺い、全員一致で原案どおり可決

すべきものと決しました。

次に議案第２９号、平成１６年度広陵町一般会計補正予算（第１号）については、平成１

６年度の地方交付税の見込み額や厳しい財政事情に対応すべく、職員のコスト意識の高揚等

について詳細に伺うとともに、本会議で質問のあった古寺中線の道路の土地取得面積等につ

いて報告を受け、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第３１号、北 城郡公平委員会を共同設置する団体の変更については、本会議で葛

質問のあった事務経費の内訳の報告を受け、何ら異議なく、全員一致で原案どおり可決すべ

きものと決しました。

葛 葛次に議案第３２号、北 城郡公平委員会規約の変更については、葛城市誕生後、及び北

城郡で本町のみとなった場合の公平委員数などについても伺い、何ら異議なく、全員一致で

原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第３４号、 城広域行政事務組合を組織する市町の変更については、新庄町及び葛

當麻町の合併に伴うものであり、何ら異議なく、全員一致で原案どおり可決すべきものと決

しました。

最後に議案第３５号、 城広域行政事務組合規約の変更についても、何ら異議なく、全員葛

一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

その他、本会議で質問のあった防犯ブザーの貸与件数について報告も受けました。

以上で総務文教委員会の審査結果のご報告とさしていただきます。ありがとうございまし

た。

ありがとうございました。議 長
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ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。

まず議案第２８号、広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正することについてを議題とします。

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論はありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第２８号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第２８号は原案のとおり可決されました。議 長

次に議案第２９号、平成１６年度広陵町一般会計補正予算（第１号）を議題とします。

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。 ６番議員！議 長

まず、古寺に建設される新清掃センターの問題ですけれども、今機種等の選定のた６番議員

めの委員会が開かれています。また、用地買収については進められてきているわけですけれ

ども、広瀬、百済での同意がまだ得られていない。こういう段階で、実質上の合意を無視す

るかのようなやり方については断じて許されるものではないと思います。特に、いわゆる工

事や機種の選定発表などは、当然広瀬、百済での合意の重要な中身であります。そういう点

でのことも前提にしながら、予算執行に当たっては百済、広瀬の同意が前提になされなきゃ

ならない部分というのを明確にした行政措置をとっていただくように強く要望しておきます。

ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第２９号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

゛ご異議なしと認めます。よって議案第２９号は原案のとおり可決されました。議 長

次に議案３１号、北 城郡公平委員会を共同設置する団体の変更についてを議題とします。葛

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。
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（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３１号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３１号は原案のとおり可決されました。議 長

次に議案第３２号、北 城郡公平委員会規約の変更についてを議題とします。葛

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３２号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３２号は原案のとおり可決されました。議 長

次に議案第３４号、 城広域行政事務組合を組織する市町の変更についてを議題とします。葛

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３４号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３４号は原案のとおり可決されました。議 長

次に議案第３５号、 城広域行政事務組合規約の変更についてを議題とします。葛

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）
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討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３５号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３５号は原案のとおり可決されました。議 長

次に日程２番、議案第３３号、３６号及び３７号を議題とします。議 長

本案について厚生委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。 厚生

委員長、山本登君！

厚生委員会は、さきの本会議において付託されました３議案について、６月１５厚生委員長

日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果についてご報告いたします。

まず初めに議案第３３号、新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会の廃止については、葛

城市誕生後の介護審査会委員数などについて伺い、全員一致で原案どおり可決すべきものと

決しました。

次に議案第３６号、奈良県 城地区清掃事務組合を組織する市町の変更については、何ら葛

異議なく、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

最後に議案第３７号、奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更については、平成１６年度葛

及び今後の分担金の負担割合などについて伺い、全員一致で原案どおり可決すべきものと決

しました。

以上まことに簡単でございますが、厚生委員会の審査の結果報告といたします。

ありがとうございました。議 長

ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。

まず議案第３３号、新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会の廃止についてを議題としま

す。

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論はありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３３号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３３号は原案のとおり可決されました。議 長
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次に議案第３６号、奈良県 城地区清掃事務組合を組織する市町の変更についてを議題と葛

します。

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３６号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３６号は原案のとおり可決されました。議 長

次に議案第３７号、奈良県 城地区清掃事務組合規約の変更についてを議題とします。葛

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３７号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３７号は原案のとおり可決されました。議 長

次に日程３番、議案第３０号、３８号、３９号及び請願第２号を議題とします。議 長

本案について産業建設委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。

産業建設委員長、吉田君！

産業建設委員会は、さきの本会議において付託されました３議案及び請願に産業建設委員長

ついて、６月１６日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果についてご報

告いたします。

まず初めに議案第３０号、平成１６年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついては、今後の下水道事業の経営状況を改善するために、下水道設備の対応年数に合わし

た平準化をすることなど詳細に伺い、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第３８号、奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村の変更については、

水道水中の塩素濃度及び原水の硬度が高いためにポリ塩化ナトリウムを使用していることな
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どについて伺い、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第３９号、奈良広域水質検査センター組合規約の変更については、平成１６年度

の分担金の負担割合などについて伺い、何ら異議なく、全員一致で原案どおり可決すべきも

のと決しました。

最後に請願第２号、エヌシーバス迂回路線増設に関する請願書については、紹介議員の乾

議員から、公共機関のない百済地区の方々の実情などの請願の趣旨説明を伺いました。委員

から、もう少し数字的なものが必要ではないか、また地域からの要求が切実であるなどの意

見がありました。理事者側から、迂回路線の道路の幅員及び東体育館北側のＳ字路、国から

の補助金に対する影響などの懸念があるものの、町として行政役割を果たすために積極的に

取り組んでいくとの答弁もあり、採決の結果、全員一致で採択すべきものと決しました。

以上、産業建設委員会の審査の結果を報告いたしました。以上です。

ありがとうございました。議 長

ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。

まず議案第３０号、平成１６年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論はありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３０号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３０号は原案のとおり可決されました。議 長

次に議案第３８号、奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村の変更についてを議

題とします。

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長
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議案第３８号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３８号は原案のとおり可決されました。議 長

次に議案第３９号、奈良広域水質検査センター組合規約の変更についてを議題とします。

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第３９号は委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第３９号は原案のとおり可決されました。議 長

次に請願第２号、エヌシーバス迂回路線増設に関する請願書を議題とします。

先ほどの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

請願第２号に対する委員長の報告は採択です。請願第２号を採択することに賛成の方は起

立願います。

（賛成者起立）

採決の結果、全員一致です。よって請願第２号は採択とすることに決定しました。議 長

次に日程４番、議員提出議案第６号、緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を議 長

求める意見書についてを松野君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題

とします。

朗読をさせます。 局長！

朗読。局 長

本案につきまして、議案趣旨の説明をお願いします。 １２番議員！議 長

では、緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求める意見書について説明を１２番議員

させていただきたいと思います。
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これは、緊急地域雇用創出特別交付金は３年単位で事業が継続されているんですけれども、

第１期終わりまして第２期に入るときには、この広陵町議会の中でもこの意見書は採択をさ

れているんです。ところが、今回個人の提出ということで私の方で提出させていただきます

が、新しい議員さんもたくさんいらっしゃいますので、ぜひ今までの経過も含めて説明させ

ていただきますので、ぜひご検討いただいて賛成をいただきますように、まず最初にお願い

をしておきたいと思います。

まず、現状の失業の状況は本当に皆さんご存じだと思うんですけれども、最初にこれは１

９９９年から始まったんですね。その最初の１９９９年のときには、失業率は４％台だった

んです。その後またどんどん上がってきまして、最高時は５．５％でして、現在は若干回復、

緩和しまして、２００４年、ことしの３月時点では５％ということになっています。そうい

う形で、失業問題が解消しつつあるというふうに認識されているかのようなところもあるか

もしれませんけれども、当初から、１９９９年から比べましてもまだまだ一層深刻な失業状

態となっているんです。人数でいいますと、３００万人以上もの完全失業者の方が長期にわ

たって仕事がないと、こういう状況になっているんですね。

この失業対策なんですけれども、終戦後大変な不況、もう本当に比較にできないほどの不

況があったわけですけれども、そういう中で政府は大量の失業者発生の中で、治安対策の一

つとして実施した失業対策事業を、これを１９７０年代以降は縮小をどんどんしてきたんで

すね。緊急失業対策法を１９９５年に廃止したんです。そして、もう失業対策事業は実施し

ないということを宣言したんですけれども、やっぱり大変な深刻な不況になってきまして、

こういう中で１９９９年から緊急地域雇用創出特別交付金事業を実施したんです。

政府が実施しなければいけない根拠といいますのは、これは憲法に定められているんです。

憲法２７条は、「すべて国民は勤労の権利を有し義務を負う」ということをうたっておりま

すので、当然国や自治体は失業者の就労を保障していくことが責任として求められるわけで

す。こういうことをベースにしまして、十分とは言えない制度ではございますけれども、こ

の緊急地域雇用創出特別交付金、こういう事業が行われてきたと、こういう経過があるわけ

なんです。

今回の失業で大変深刻な実態といいますのは、数だけではないんですね。数だけではなく

って、全業種に、全産業にわたっている、このことも大きな特徴なんです。それからもう一

つは、失業期間が非常に長期化してきているんです。１年以上失業しているという方がどん

どんふえている。これは地域によってもばらつきがありますけれども、広島の調査では、去
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年の１３％に対してことしは１７％、それから青森では同じく男性が１３．１から１４．３

％とか、東京では８．４％から１５．５％ということで、全国的に長期化しております。そ

れと、そういう状況の中で希望する職種というのはまずほとんどつくことができない、こう

いう状況もあります。また、年齢による差別化が明確になってきているんです。だから、中

高年の方が失業、リストラで失業しますと、再就職が非常に困難な状態、こういうことが大

変深刻さを大きくしているように思います。

この交付金事業をもう少し具体的に言いますと、先ほど言いましたように、１９９９年か

ら２００１年の３年間、これは２，０００億円実施されたんですけれども、その後も、３年

で終わる予定だったんですけれども、もっと継続すべきだということで、そのときには５０

０の自治体からこのような意見書が上げられたんですね。もちろん、広陵町からも可決をし

て国の方に送っているんです。そして、全国市長会など、町村会、広陵町は町ですから町村

会なんですけれども、そういう自治体関連６団体の中でも継続の決議しまして、政府の方は

第２回目の交付金事業を２００２年１月から２００４年度末までということで、３年３カ月

間、３，５００億円実施したんです。こういうような中で、問題点はあるのはあるんです。

短期雇用、半年とかいう形とか、繰り返し雇用しないとか、そういう条件がありまして十分

に機能してるというわけではないんですが、一定のつなぎとしては大きな効果も発揮してき

た、こういう状況なんですね。

今回、全国の市長会は、２００３年ですから去年ですけども、去年の６月に緊急地域雇用

特別交付金事業の継続を要望するという決議を上げております。町村会の方確認してないん

ですが、恐らく上げているというふうに思います。それと、こういう状況の中で各自治体か

らも本当に強くそういう継続を要望する意見が厚生労働省に上げられているんですね。今回

議会の状況はといいますと、ことしの１月から取り組まれる、こういう運動の中で、今広陵

町では６月に出されてきているんです。大体６月が多いと思うんですけれども、３月の議会

でも全国で既にもう４６議会で採択をしております。６月が中心的に全国的に議論をされる

だろうというふうに思います。

こういう中で、政府の方なんですけれども、今年度で終了するかどうかということについ

ては、政府は現在は名言を避けているんです。ですから、こういう議会の中で理事者の方と

一緒になって、やっぱりこの緊急地域雇用創出特別交付金の継続をはっきりと求めていくと

いうことは、広陵町民の方にとってもプラスになりますし、また広陵町の厳しい財政にとっ

てもプラスになるわけです。ですから、反対をしていただく理由は何一つない、これが現状
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ではないかと思います。ですから、ぜひこれもうお読みいただいていると思いますけれども、

とりあえずこの文章読ませていただきますので、ぜひご賛同いただきますようにお願いいた

します。

緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求める意見書。

長引く不況のもとで、雇用・生活不安が拡大しています。その上、連続して年金、医療、

介護などの社会保障制度の給付削減と負担増によって、「生活が苦しい」と感じている人が

急増し、自殺者は１年間で３万人超えてます。１日１００人以上にも上っています。

こうした中で、失業者の就労対策事業として、政府は１９９９年から３年間、緊急地域雇

用特別交付金（２，０００億円）を実施しました。その後も、地方議会での意見書採択が大

きな力となって、２００２年から２００５年３月まで緊急地域雇用創出特別交付金（３，５

００億円、補正で４００億円追加、以下交付金）が実施されています。

この交付金は、雇用期間が６カ月で、予算額が少額であることなどの弱点を持ちながらも、

政府が実施してきた数ある雇用対策の中で唯一実績を上げ、失業のつなぎ就労としての役割

を不十分ながらも果たしています。ところが、この交付金は２００５年３月に終了し、政府

はその後の対策について明確な方向を示していません。

交付金事業を最初に実施した１９９９年の失業率は４％台でしたが、現在は５％台、完全

失業者は３５０万人以上に上り、雇用、失業情勢が好転する状況にはなく、今後一層悪化す

ることが予想されます。

この交付金を、失業者に対する就労対策事業として継続して実施されるよう要望します。

1、現在実施している緊急地域雇用創出特別交付金を、２００５年度（平成１７年度）以

降も継続して実施すること。

2、継続に当たっては、失業者の就労に役立つよう、実施要綱や運用方法など、実施主体

である地方自治体が運用しやすいように改善すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。以上です。

これより本案について質疑に入ります。 ９番議員！議 長

では、ひとつ私は聞いてみましょう。９番議員

私の考え、広陵町議会が国に出すということをしようと思えば、広陵町にふさわしい内容

にして出さなくてはいけません。こんなんどっかから持って、ぽんとぱっと出すんじゃなく

て、十分に内容を吟味してふさわしい内容にして出さないけない。この、まず緊急雇用、い

わゆるこれは失対事業なんですわ、失業対策事業ですね。ほんで、緊急的にしようというこ
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と。先ほどの説明もありました。また、さらにまた緊急にしようと、これ２回目やとね。ほ

んで、さらにまた今回３回目もまた緊急にしようと、こういうことですね。

ところが、ちょっとお聞きしたいんですわ。緊急、緊急、緊急、緊急、緊急、緊急を繰り

返しても、なおかつ現実は厳しいというのが、まず今の現状。ほな、じゃあまた緊急でいい

のかという、広陵町としてはこんなんいつまでも緊急でええと、それ緊急でええですよ言う

ていいのかと、このような現状ございます。

私は、これはたまたま共産党任せますわちゅうたら、こういうなことで出してきたんです

けどね。もうそろそろ緊急雇用創出なんて言うんじゃなくて、恒常的雇用創出特別交付金に

改善を求める意見書、これが一番正しいので、いつまでもいつまでもこんな緊急、緊急ちゅ

うて、現実はだんだん悪くなる。ここにも言うてんですよ。現実悪くなってます言うてんで

すよ。果たして、こんなもん緊急なことで抜本的な改善になるのかということを言ってんで

すね。だから、こういうまず表題からもして、こんないつまでもいつまでも緊急、緊急じゃ

なくて、恒常的な雇用創出特別交付金に改善を求める意見書、こういうふうな、だから緊急、

緊急ちゅうたら、また終わったらまた緊急と、こうなるんだから、４回も５回もこんなんも

んするんかという話になるんですよ。これを政府に出そうとしたらですな。じゃないんやと。

広陵町は広陵町の独自で出すんですよ、ね。広陵町としたら、こんなもん緊急でやってもう

たら困る。こんなん、１回や２回限りの、そんなんやなくて困るということで。だからね、

何もこの内容を変えちゅうてんの違うんですよ。表題も、私言うたように、恒常的雇用創出

特別交付金に改善を求める意見書、こういうような表題が正しいのじゃないのかと。内容的

には、今緊急でやってると。こんなもん、これ見たらこう書いたるやん。緊急を、以後も継

続して実施してください、こういうことを言いたいんでしょう、緊急と言いながら。それや

けど、恒常的な、これ直して言わな、内容の趣旨が、表題と内容を合わそうと思うたらね、

この辺からもね、何か物事を言おうと思うたら、その辺もきっちりと言う趣旨と表題した方

がいいんじゃないんですかということで、私聞きたいんですよ。そういう方が、一応内容的

にもね。こんなん、じゃあ１年で終わり、それでいいんですか。２年で終わり、それでいい。

そんなことは決してないと思いますよ。今の若者のフリーター化とか、中高年のこと考えた

ら、こんなん緊急、お茶を濁す、そんなもんでええわけじゃないんですよ。

だから、こういうことはやはり恒常的にこれから日本の国としても取り組まないけない。

フリーター対策にしても取り組まないけない。中高年のそういうことに取り組まないけない

と思います。私はそのように変えて提出したら、なおかつ中身がよくなるのではないか、こ
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のようなことでちょっとご意見をお聞かせ願いたいということで聞いております。どうです

か。そういうふうにするのが一番の、本町として取り組む状態、こんなもう単発的に緊急に

取り組むんじゃなくて、恒常的にこういう若者の対策、中高年対策からして、そういうふう

なことに改善を求めてください、改善してくださいという意見を国に言うのが一番正しいの

ではないかということを私思っておりますので、その辺の考え、どうでしょう。はい、お聞

かせ願います。

ただいまの質疑に対し、提案者より説明をお願いします。 １２番議員！議 長

本当に坂口議員は、どうやってすりかえようかといろいろ知恵絞ったはるんかな１２番議員

あというふうに思わざるを得ないんですけれどもね。これは、国のいろいろな雇用対策ある

いは景気対策の一環の中の一つです。一部なんですね。１つなんです。そのことの認識がま

ずないということが１つ。それから、緊急いうことで３年間ずつ何回も繰り返すのはおかし

いんじゃないかということで、中身はいいんだけどということですけれども、中身いいんで

あれば、そして特に坂口議員は議運の委員長ですか、そしたら何で委員会のときにタイトル

変えてみんなでやろうとか、そういう提案なさらないんでしょうか。大変不思議に思います。

議員としてのやるべき仕事をされないで、けち、難癖をつける。このようなやり方は議員と

して正しくない、このように言わざるを得ません。

それと、この緊急、緊急ということで、恒常的にやるというのであれば、そういう提案も

積極的にしていただいたらいいんですけれども、今回政府の方もこの制度を続けるかどうか、

今考えているという、こういう状況の中で、そういう政府の考え方についてこういう意見を

出すということですので、違うタイトルにしたら全く新しい制度を広陵町だけが提案すると

いうことになって、全国と歩調合わせることできません。ですから、当然これはこういうタ

イトルで、全国と歩調を合わせて協調してやっていく。このことこそが運動を大きくして、

政府を動かす力になるんですから、そのことをおっしゃるんであれば、坂口議員も民主党の

方ですから、民主党を通じて政府の方に積極的に別に提案してください。そういうことです。

９番議員！議 長

まことに乱暴な議論でございますね。やはりこういうことは、本議会で皆様方に私９番議員

も提案してるんですわ、ね。私は、できたら皆様方全議員が賛同して出して、そして広陵町

の未来像も示して出すべきではないか、こういうなことで大きな目で言うてんですよ。私は、

そんなん私利私欲で言うてるわけでもないし。自分とこだけの成績上げよと言うてるわけで

もなし。広陵町すべての住民が幸せになるのはどうしたらええんや。ああ、継続的にわたっ
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て将来にわたりどうしたらええんや。こういうなことから、私は丁寧に提案してんですよ、

ね。やはり賛同を得るならね。ここで全員が、全議員さんがそろってんですよ、ね。こうい

う直しとくべきはすぐ直した方が、皆さん方の賛同も得て、やはり継続的に求めていくのが

ええじゃないかという、これは私の意見言うてんですよ。私の意見言うて、ちょっと一遍共

産党の意見聞かせてくださいと、このようなことで聞かしてもらってます。

私以外にあれば、またいろいろ聞いていただきたいと思います。はい、よろしくお願いし

ます。

８番議員！議 長

これは別に共産党が直接、今は提案者になられておりますけれども、初めから共産８番議員

党の方の提案ではなしに、よそから来たもんでございます。

まず、やはり政府に出す以上は、数字も何もかもきちんとしていなくてはなりません。ま

ず１点は、自殺者は１年間で３万人、１日１００人以上となったら、どちらの数字が本当な

のかいうことです。やはり提案する場合は、この辺もやはりきちっとしなくてはならないと

思います。

その次に、下の方ですね、継続に当たって失業者の就労に役立つよう、実施要綱や運用方

法など、実施主体である地方自治体が運用しやすいように改善すると。具体的に、現在のや

り方でまずいとこ、どういうぐあいに改善するのか、その辺のこともあると思います。

その次に、広陵町でそしたらこの事業で幾らの金がおりてきているのか。そして、広陵町

ではこれに基づくどういう事業をなされているのか。この辺も提案者は十分お調べのことだ

と思いますので、ひとつこの点についてもご回答をお願いいたしたいと思います。

１２番議員！議 長

数字の３万人の１日１００人という部分については、「以上」いう部分が適切で１２番議員

はないと思いますので、この１００人程度ということで訂正しておきたいというふうに思い

ます。

それから、ここの内容なんですが、運用しやすいように改善するという内容なんですけれ

ども、具体的には言及、ちょっとだけしましたけども、改善点といいますのは、就労者の雇

用期間を半年から最低１年間に延長し、複数回の就労を認めていくということ。また、予算

額を増額するということ。また、今回ちょっと特殊な状況という部分踏まえまして、競争入

札ではなく、プロポーザル方式か随意契約にすること。あるいは、これは競争入札で落札が

極端に低くなって、失業者に支払う賃金が極端に安くなるという状況を防ぐために、生活を
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守るためにやる部分で、適切な入札であればいいのではないかと思いますが、その点と。そ

れと４つ目が、人件比率８割条項を撤廃して、事業者が事業をやりやすいように工夫すると

いうこととか。国の予算では失業者の就労枠が少ないので、自治体でも予算を上乗せして実

施してほしい。また６点目は、失業問題に取り組んでいる失業者団体やＮＰＯ、労働組合な

どに対し仕事を優先的に発生するということなど、国だけではなく、自治体等にも求めてお

られる、そういう状況がございます。

それから、広陵町なんですけれども、これはちょっと待ってくださいね。１５年度なんで

すけれども、１５年度の分で紹介をさせていただきます。金額については、ちょっとそこま

で調べておりませんけれども、これは大分拾い出しをしなきゃいけませんので、ちょっと待

ってくださいね。広陵町は、広陵町下水道施設管理システム整備事業、それから公立幼稚園

社会人活用事業、マイクロバス運行管理事業、心身障害者福祉作業所指導員派遣事業、文化

財ポジフィルムのデジタル化事業が、これが昨年度に実施をされた緊急雇用の事業なんです。

金額については、私把握しておりませんが、もし理事者の方でわかればお答えいただけたら

幸いかと思います。

よろしいですか。他に質疑ありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

８番議員！

今答弁していただいたとおりでございます。真剣に出しているかどうか、非常に疑８番議員

問に感じる提案でございます。数字的にもそうですし、先ほど申されました継続に当たって

はについては、あのぐらいの内容があるわけなんです。それをこの文章で我々に理解せよと

いうのは、非常に難しいことです。それであれば、その中身を全部書いて、具体的にでもそ

の中身を書いてやはりやるべきであるということだと思います。

なお、広陵町の緊急雇用創出対策特別交付金の使い方でございますが、先ほどおっしゃっ

たとおりでございます。金額は、来ておるのは１，６９５万７，０００円でございます。ど

んな金でもいい、来たらいいんだと、町としては金が来ればいいんだということになれば、

こういうことには当然賛成ということになろうかと思います。しかし、中身を見てみますと、

これ広陵町で別にこの予算が来なくてもやらんなん事業ばっかりですね、これ中身見たら。

下水道の管理システム整備事業、これは恐らく入力作業だと思うんです。その次に、まあほ

かのものでもマイクロバスの運行に関する運転手、あるいは個人情報のノウハウの調査デー
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タ化、これも入力作業だと思うんです。こういうのを、果たして失業対策になってるんかど

うか。これは、ある程度入力なんて、そういう専門の入力するやはりオペレーターとしての

技術がなければできない作業でございます。そういうことから考えますと、果たしてこれで

広陵町で何人の雇用が創出できたのかということは非常に疑問でございます。

予算全体としては３，１００万円、これについては使っているわけなんです。そのうち１，

６００万円余り国から、約半分国から来てるということでございますが、非常にそういうこ

とから考えまして、日本では時限立法をやりますと大抵こういうぐあいにして継続、継続と

いうことが多いんです。どういう法律でも、時限立法の法律、ほとんどこういう状態でやら

れていくと。本来、坂口君が言いましたように、新しいもんつくっていく、これならもう６

年過ぎたらやっぱり時代も変わっていってる。そして、現在小泉内閣におきましては、やは

り構造改革と、やはり荒治療であります債権処理、これをもって景気の回復をさすというこ

とで、現在景気の回復もほとんどの企業においては上向きだというような状況は回答をされ

ております。

そういうことで、やはり余り国が何もかもに口出し過ぎて、今までもいろんなことござい

ました。財政出動も何度もありました。そのたびにちょっとは上がりますけども、それがと

まるとずぼんとまた景気が落ち込んだというようなことで、今回は本格的なやはり景気の回

復も見込まれる時期でございますんで、我々としては、単に金が欲しいと、町がちょっとで

も金が欲しいということであれば、その分については賛同できることでございますが、こう

いう緊急雇用対策で、まあ実際どれだけの効果があるとかという疑問もございますので、私

はこれについては今回は反対させていただきます。

６番議員！議 長

根本的に、現在の景気の状況について、景気は上向きになっているという認識を持６番議員

っておられる方からの声であれば、こういう緊急雇用対策は必要ないという結論に達するの

かなというような思いをしました。きょう、朝日新聞の奈良版ですけれども、参議院選挙に

当たってのコメントが、広陵町民から実名の名前で書かれていました。そして、今まさに山

本議員がおっしゃったように、景気が回復してきたというように言っているけれども、とん

でもない。こういうような地域のところでの経済の上向きというのは全くないんだと、政府

の経済対策については信用できない、こういう形で６３歳の靴下業の方がコメントをされて

いました。

まさに広陵町の実態を見ると、景気の雇用というのは最近上向きだ、上向きだと言ってい
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るけれども、結局は中国、アメリカへの輸出産業、あるいはまたデジタル家電と言われてい

る部分、これは結局大企業のところでの雇用や、また景気が回復してきたと。そして、その

実態はリストラによる大幅な利益の創出、いわゆる労働者を首切って、そして利益を上げて

いく。こういうものが、景気回復してきたという実態であります。

こういう実態を考えるときに、私は政府のこの緊急地域雇用創出特別交付金というのがど

れだけ役立っているのかという点について見る場合、広陵町では、先ほどいわゆる下水道管

理システムの問題についてはパソコンの入力だとおっしゃいましたけども、これはシルバー

人材センターに下水道の接続状況の実態を調べるために発注を出した。そして、広陵町の該

当するところを個別に回られた。こういうところにもこの資金が回っているわけなんです。

広陵町の雇用にいかに役立っているかわからないとおっしゃいますけれども、実態としてこ

ういう形で役立っているということであれば、こういう政府から出てくる費用について、当

然町は積極的に活用していく、こういうことが今までも町自体の説明でも雇用特別対策の費

用をこの点に充てるんだということで、議会でも説明が再三されてきているわけです。補正

予算でも使われています。

こういうような実態を認識をしていたのかどうかというのが、今山本議員の反対理由の中

では非常に不明確、あるいはまた認識が全く欠落している部分ではないかというように思う

んです。まして、これは地方６団体が引き続いて国にその継続を求めている内容です。議会

がその自治体、各自治体が積極的に推進してもらいたいと言っている内容を、議会自体が否

決するということは、今町が取り組んでいる政府への要望を議会が否決するということにな

るわけなんです。そういうことまでをして、この緊急地域雇用創出特別交付金の対策が、共

産党が提案したから反対だ、こういうような結論になっていくのかというと、これは議員が

本当に町民のことを考えて、広陵町民の考えて議会で議論をするという最も大切な部分を欠

落している部分だと言わざるを得ません。

こういう点で、この緊急雇用対策、不十分な点はたくさんあります。しかし、現実に広陵

町も継続の要望を出している自治体の一環、一人、そしてまた以前は広陵町でも積極的にこ

の交付金の継続審議を賛成してきた経緯があります。こういうような経緯からいっても、な

お現在景気が上向きになっているとは、新聞紙上でも山本さんも言っておられますが、広陵

町の実態はなっていない。こういうことからいっても、この継続は強く求めていかなければ

ならない問題だというように思います。

それから、緊急地域雇用創出という緊急という言葉が気に食わないということであれば、
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これは公明党の大臣も、この緊急地域雇用というものとは別に、３５０万円創出の内容につ

いての対策を立てたり、あるいはまた全体の雇用構造が変わっているというところからの対

策も、私たちはその対策については反対してる部分がたくさんありますけれども、立てたり、

恒久的な雇用対策については政府自体も取り組んでいることは明らかであります。自民党や、

また公明党の方々はそのことを知らないとは言わせません。こういう実態は、現在今緊急と

して出したところというものの意味を不明にする。また、反対のための理由を持ち出した結

果にすぎないというように断じざるを得ません。

私たちは、今松野議員もおっしゃったように、全国で自治体、議会が採択に動いています。

こういう継続的な力を、広陵町議会においても良識を持って採択していただく。多数の結論

になろうかと思いますけれども、私は個々個人の方々が、地方６団体も要望している内容に

ついて理解をしていただいて、賛成し、全国の運動、これは自民党も公明党も民主党の方々

もこの内容については、他のところでは賛成しているわけですから、こぞって広陵町議会も

賛同し、全国の運動をされているところと力を合わせて、来年度の予算実現のために動いて

いくのが当たり前だというように思いますので、ぜひ賛同をしていただきますようお願いい

たします。

ほかに討論はありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切ります。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立少数であります。よって本案は否決されました。議 長

次に日程５番、議員提出議案第７号、町長、議員等の報酬等引き下げを求める決議議 長

については寺前君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題とします。

朗読をさせます。 局長！

朗読。局 長

本案につきまして、提案趣旨の説明をお願いします。 ６番議員！議 長

それでは、提案さしていただきます。６番議員

これは、この３月議会で提案させていただいた内容です。私たちは、昨年は議員の報酬の

引き下げについて条例案の改正案を提案しました。そのときには、１人４万円の議員の報酬
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の引き下げを提案したわけであります。３月議会においては、町民の間からの声も、やっぱ

り町長の報酬や退職金にも手を加えるべきだ、こういう声が出されてきた中で提案いたしま

した。

今回さらに提案さしていただくということは、やはり新しく選出された議員の皆さん方は、

最近までは町民の立場で議会を見てこられた方々であります。そういう中では、町民の方々

の意見をよく聞いていただいてきたというように思います。そういうところでいえば、非常

に議員の報酬について、現在の経済状況からいっても引き下げるべきだ、こういう意見は私

たちは多数を占めているという認識のもとに提案をさせていただいているわけであります。

提案の決議案では、長引く不況は広陵町民の生活をむしばんでいます。靴下など地場産業

や商工業など深刻な状況が続く中、失業、給与カット、若者の就職難など暗い話ばかりです。

こんなときこそ、自治体は住民の暮らしを守る「とりで」でなければなりません。しかし、

広陵町は昨年水道料金の値上げの条例が可決され、１０月から１２％引き上げされています。

また、体育館の利用に使用料を取る条例も施行されました。新たな住民負担は、町行政のと

るべき道ではありません。町民に負担を強いる前に、むだを削り、町長や議員みずから模範

を示すべきです。職員の給与カットも５年連続実施されており、特別職の報酬の減額も当然

検討されなければなりません。

こういう中で、現在奈良県で１月、ことし１月２０日現在、市町村課が把握している三役

の報酬カット、給料カットの内容は、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、ああごめ

んなさい、郡山と天理はまだやってません。この３月、最近新聞に載ってたところもあるん

ですけれども、この時点では、奈良市、大和高田市、桜井市、御所市、香芝市、山添村、平

群町、三宅町、榛原町、高取町であります。これは、１月２０日、市町村課が提出した資料

に基づくものであります。さらに、田原本町でも三役の報酬、給与がカットされています。

最近の新聞紙上でも、さらにふえていってる状況があらわれています。こういうような状況

になっています。

また、広陵町では新清掃センターの問題、建設で多額の費用が要るということから、非常

に財政的には四苦八苦した状況が続いているわけですが、今国が自治体いじめの最先端を走

っている中では、この議会においても説明さしていただいたように、交付金が非常に減額さ

れている、補助金がカットされてきている、これからも続いていく。こういうような状況を

踏まえると、私は特別職、非常勤であろうと、特別職がみずからこの報酬カット、給与カッ

トについて積極的に取り組む必要があるというように思います。これは、現在の自治体のと
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ころで、全国的にもその状況があらわれています。こういうような状況を、やっぱり広陵町

議会が率先してその模範を示していくという立場に立つ必要があるんではないかというよう

に思うわけであります。

現在、町長は８５万円、助役７０万円、収入役６６万円、教育長６２万円、議長３９万円、

副議長３３万円、議員３０万円となっています。町長など常勤の特別職の退職金も、現在町

長で１，８７０万円（４年間）になります。町職員が４０年間勤めても、３，０００万円の

退職金が今はもうない、得られないというような状況の中でも、この退職金は高額過ぎると

いうように考えます。

特別職の報酬や退職金も下げていただくことが必要ではないでしょうか。前回引き上げ分、

議員で４万円、町長で５万円、助役、収入役、教育長が各４万円をもとに戻せば、議員、年

間、議員でボーナスも入れて約１，１００万円、町長などで２８０万円の財源が生まれるこ

とになります。さらに、町長など常勤の特別職の退職金を減らせば、暮らしに役立つ施策に

積極的に活用することができます。

引き下げは、報酬審議会の結論を待つという消極的なものであってはなりません。報酬審

議会は、相当議論をされました。そして、結局は町がその議員の意向を受けて、引き下げに

対する圧力をかけている。これは暗黙の圧力になっているわけですけれども、状況だという

ように私は認識しています。こういうような報酬審議会ではなく、もっと広陵町民から公募

をし、自由闊達に意見が交わされる中での結論を求めてやまないわけであります。特にこの

報酬審議会での委員さんの中には、積極的に報酬を下げるべきだという提案をされた方もお

られるわけですから、そういう点もあわせて報告しておきたいと思います。

決議事項は、やっぱり町長、助役、収入役、教育長、議員の報酬を引き下げてください。

町長など常勤の特別職の退職金を引き下げてくださいということであります。

どうかよろしくご協力のほどをお願い申し上げます。

これより本案について質疑に入ります。 ９番議員！議 長

これを見ますと、何か前かて同じようなことを出しておられますね。ちょっと私、９番議員

２点から聞きたいことがございますね。

共産党の提案によると、我々議員、議員のこれから取り上げて言うんですよ。これは、広

陵町の議員のこれは高いと、こういうときには引き下げるべきだと、こういうことになって

ますね。４万円引き下げですか。私、ちょっと回りの市町村の議員さんを調べてみました。

先ほど、何か桜井とか何か、香芝とか、市長安なったんやちゅうな、こんなんこういうこと
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で、それ調べると、桜井では議員は５２万５，０００円、香芝では議員は５０万円、隣の高

田では５４万円、田原本は議員は３２万円、河合はちょっと人口小そうて２９万円、上牧も

ちょっと人口小さいですね、２８万円、広陵が３０万円と。

ちなみに、ちょっと町長のちょっと調べてみたんですよ。私、一般質問でもやりましたが、

資料はちゃんと持ってんですよ。だって、私知ってる知ってるて言うんじゃなくてね、こう

いう資料はちょっと隠しといて、ええどうなってんですかと、こういうふうなことを聞いて、

ちょっと市長、首長の、先ほど桜井の市長安くなってると、こういうことなんですが、聞く

と、桜井は１０１万３，０００円、これ下げた後の数字ですよ。香芝の市長も下がったと、

こういうなこと書いてありますね。調べると９７万円、下がった後の数字ですね。大和高田

は、これご存じのように、これはばあんと半減ですわ。もう財政再建団体みたいになってま

すからね。こんなもんは半減で、これはもうそういうところになるでしょうねと。これ、私

ちょっと今調べた数字ですね。

これからいうと、以前、今まででも共産党は一貫してもう議員の、これ８年前に改正した

んですよ、８年前に２６万円が３０万円になったんですが、そのときかて引き上げ反対と、

町民の意見からいうとこんなん議員は高過ぎると、こういうなことでありました。こないだ

も、各種手当も、こんなもん税金のむだ使いやということで、こんなもん供託したらええん

やということで供託されてると聞いております。

今回も、このようにじゃあ提案する議員さんとしては、今回またこれ提案、供託するとか、

どういうふうな策なされるんでしょうかね。これ議員さんもこれはまた今回４万円ですか、

こう出されてますわね。４万円下げたらええというこれ案でしょう。前回引き上げ分を下げ

ましょうと、こういうこと違いますの、これ。だから、議員で４万円下げたらええんじゃな

いのと、こういう、これ寺前さんが書いてる文章なんですよ。私読んだん、あなたが言って

ると私思ってるんですよ。これをまた供託されるとか、何か、この決意のほどはどうなんで

しょうかね。どうされるんでしょうかね。これが１つ。

２つ目、議員の歳費、これはいろいろな生活費やちゅう人もおられますが、おられるとい

うこと聞いてるんです。これ、どういう考えで議員の歳費ちゅうのはもらって、どういうふ

うな生かし方をしたら一番いいのかというんで、その辺聞かせていただきたいと思います。

はい。

ただいまの質疑に対し、提案者より説明をお願いします。 ６番議員！議 長

まず１つは、坂口議員は私たちが高いと言っているというふうにおっしゃっていま６番議員
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すけれども、高いということは一言も言っていないんです。今議員の給与を下げるというの

は、経済状況から考え、財政問題から考えて、議員みずからがどのような立場をとるのかと

いうことを問うているわけなんです。だから、坂口議員は議員の給料、報酬は安いという認

識で、もっと上げろというのが坂口議員の従来からの立場であったというように認識をして

おります。高い安いの問題については、各自治体の性格あるいは人口規模等によって制約さ

れる部分が多いわけですから、私たち自身はこの給料が高いから下げろということを言って

いるものでないということを改めて強調しておきたいと思います。坂口議員は、あたかも私

たちが高いと言っている、高いから下げろというように言っているという認識で、全く広陵

町民や広陵町の財政問題を念頭に入れて議論をされていない、そのような所作だというよう

に思います。

私たちがこの引き下げを強調するのは、先ほどから述べているように、財政事情が非常に

厳しくなってきている、広陵町民の暮らしが非常に厳しくなってきている、また広陵町職員

の給料がカットされている、そしてそれをみずから議会が賛成をしている、こんな状況を踏

まえてみれば、当然今回の報酬引き下げについても、積極的に議会みずからが提案していく、

こういうことがあっていいのではないかというように言っているわけであります。そういう

ことで、私たちはこの議員の報酬について述べています。

また、４万円を引き下げるということをこの場で言っている文章は、どこにも書いており

ません。以前、条例引き下げについては４万円を引き下げの提案をいたしました。しかし、

議会の諸公の方々が本当に積極的にこの内容に賛成いただくのであれば、改めて引き下げの

幅あるいは時期などについては、別に議会の別の委員会等を開いて検討していく、そういう

ことになるわけです。決議事項は、あくまでも町長、助役、収入役、教育長、議員の報酬を

引き下げてください、こういうことであります。この点についても、坂口議員がこの決議案

をどのような形で読んでいるのかという姿があらわれていると思います。だから、この４万

円引き下げというのは言っていないということを述べます。

それから、供託をするかどうかという問題ですけれども、これは３月議会でも述べました。

議員の報酬というのは、いわゆる生活費になってきているわけであります。これは生活費に

なってきているというのは、報酬というのは生活費ではないわけですけれども、議員の行動

形態からいって、生活費になってきたという部分が非常に強いということを強調しているわ

けですので、この部分について、私自身は第一の生活の基準を議員の給与でいただいている

ということであります。そういう点からいうと、供託になじまないことだということで、私
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たちが供託はしないというように再三述べている内容であります。

供託の件については、私たちは議員の費用弁償については、１日議会へ出席すれば５，０

００円いただいていたわけですが、これは再三廃止すべきだという提案をしました。あるい

は、議員諸公とともに話し合いをするのであれば、実態に合わせた費用弁償にすべきだとい

うことも提案してきました。しかし、同意得られなかったことであり、法務局にこの５，０

００円については供託をしてきた経過があります。もちろん供託し、目的が終わった後、こ

れは供託を解消しております。まだ私の分も一部残っておりますけれども、こういうことで

あります。供託の性格については、こういう内容であります。

それから、生活費はどう考えているのかということですが、議員の報酬についての考え方

という意味ですね。報酬については、決めていくべき基準は、１つはやはり広陵町民の平均

給与を参考にするというのは当然であります。そして、その中で給与を決めて求めていくと

いうことになろうと思います。厳格にそれが把握できる状況かどうかという問題はあるわけ

なんですけれども、大きな参考の一つだと思います。そしてまた、生活給に近くなった性格

を持っているということからいっても、当然それに見合ったものである必要があるというよ

うに思います。そういう点では、市、町、村で大きな違いがあるわけですけれども、こうい

う点についても本当は検討しなきゃならないだろうというように思います。

ただ、今言っている点は、議員の給料が、今もらっている給料が高い安いの問題ではなく、

財政問題として、あるいは広陵町民の暮らしが非常に大変になっている、町職員の給料が５

年連続してカットされている、こういう状況からいって、現在の財政事情を踏まえるならば、

議員みずからが、あるいは理事者みずからが広陵町の町民の行政施策に役立たせるところに

お金をつぎ込んでいくのが優先すべき課題だということから提案していますので、議員が議

員のもらっているものが高い安いというのは別の機会に議論をすればいいものだというよう

に思います。

そういう形での考えを持っておりますので、ぜひ新しい選出していただいた議員さんも含

めて、再度考えを改めていただきますようによろしくお願い申し上げます。

ほかに質疑ございませんか。 １番議員！議 長

じゃあ、ちょっと寺前君に質問さしてもらいたいと思います。１番議員

このビラは、町会議員選挙に出された民報であります。これ、男前の顔が写ってるわけで

すわ。今も変わらんけども。このときのこのビラを見て、ちょっと質問さしていただきたい

と思います。
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このときは、この３月の議会は同じように町長、議員の報酬引き下げを求める、このとき

は請願書になっていました。町長、議員等の報酬引き下げを求める請願書が３月議会に、馬

見北５丁目の八尾春雄氏から、７００名から提出されていましたが、日本共産党は請願に賛

成、他の議員は請願に反対して、町民の願いは届きませんでしたと。この中に、こういうこ

とも書いてあるんです。職員や住民に犠牲を押しつけて、みずからのお手盛りはそのままで

は、住民の理解を得られぬのは当然でしょうと。この「お手盛り」という言葉がここに使っ

てあるわけであります。先ほど寺前君自身も、費用弁償のやったときに、その議会事務局を

通して法務局へ供託したと。これはお手盛りであったと、税金のむだ使いであったから、私

たちは議会事務局を通して、議会事務局の職員を使うて、そして法務局へ供託していただい

たということであります。

では、この今寺前君が、高いから低いから、この論議をしているわけではないと、言って

いるのではないと。これを見ると、やはりこの文章を見ると、みずからのお手盛りというの

は、やはり高い低いから４万円上がったことがお手盛り、我々はそういう感覚はしてないわ

けでありますけれども、報酬については。あなた方は、費用弁償とか、そういうものはお手

盛りだと。だけども、このビラを見る限り、この上がった分もお手盛りだと、同一にとらえ

ていることはどうなのか、説明していただきたいと思います。

それから次、町は私らの苦しみはわかっているのかと。請願否決に怒り憤騰。これは、町

民の声を３人の方に載せているわけであります。「議員さんは毎日役場へ行かないで、年４

回の議会だけ、それで毎月３０万円とは」、これ南郷の３０歳の方がおっしゃっている言葉

なんです。それから、議員の中には何も発言しない人や、議会を欠席している人もいるとか、

町民のためにしっかり働いてくれてこそ、議員の値打ちもあるのではないか。これ、議員の

中に何も発言しない人がおったのかどうか。そして、議会を欠席している人もいるとかとい

って、じゃあ君たちは議会を一回でも、委員会等も欠席したことはないのか。それをまず説

明していただきたいと思います。

６番議員！議 長

まず、お手盛りですけれども、これは先ほど坂口君が述べたように、８年前に４万６番議員

円を引き上げました。当然、私たちは反対したわけですけれども、その内容については当然

お手盛りだというように認識を持っています。

それから、委員会に出席している、いない、あるいはまた、いわゆる３０万円もうてる云

々の声ちゅうのは、住民の中ではそういうように見ている人がいるということなんです。こ
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れは当然、私たちが言ってるわけじゃないんです。住民の方が、こういう、そういう３つの

声ちゅうのは、もっといろいろあります。もっと露骨なこと言っておられる方います。多数

の人がそういうふうに言っておられるんです。そういう点では、現実にそういうような声が

あるんだ。そして、それを厳しい町民の声なんだということを述べているわけなんで、その

点については町民の声、実態はもっと厳しいものがある。さらに、そこにはまだ優しく書か

れているだけであって、もっと厳しい声が現実に私たちにも寄せられていますということで

す。

１番議員！議 長

まあ寺前君はいつものうまいこと言うて、そうかなと思わすわけですが。やはりそ１番議員

れをやはり、君たちが声を出すから、こうした民報に書かれるわけでしょう。傍聴に来られ

る方なんて限られた人なんですよ、ね。だけど、これの中にとっても、議員の中に発言しな

い人なんて、おれはかれこれ二十何年おるわけですけれども、もう今は新しい人はまだそう

いう機会もないわけですから当たり前ですけれども。過去に例えば委員長やったとか、反対

討論、賛成討論て、いろんな発言を、それは長いからいいもんじゃないわと思ってますよ。

あなた方の議事録見ても、あなた方と共産党の議員が議事録の７割ぐらいをしてんのかなと。

その点、金もかかってるわけですけどね。長いからいいもんじゃないと。少しでも的を射た

質問して、きちっとぱっとハチの一刺し、それがいいのではないかなあと思ってる。だから、

議会を欠席する人もいるとか、私たち共産党は議会なんか全然欠席したことないですよと、

いかにもそのような書き方すること自体が、こういう民報というのもどうかなと思いますよ。

それからもう一つ、やはり供託にはなじまない。だが、費用弁償は供託になじんだから、

私たちはしたと。じゃあ、この中ではみずからお手盛りだと。君たちが、この赤旗の編集員

の最高責任者の名前が書いてないわけですけれども、その人に言うてこの文章が出て、町会

議員の選挙に配られたわけでしょう。全戸配布されたわけでしょう。じゃあ、みずからお手

盛り、そのままて。こんな報酬がお手盛りなのか。４万円上がったのがお手盛りだという認

識はあるのか。そういうことです。どうぞ聞きたいと思います。

それから、私もちょっと書いてきてん、ね。だから、みずからのお手盛りはそのままでは

住民の理解を得られないのは当然と思うならば、共産党の２人は今回こそこの請願書に署名

した７００名の人に対して、４万円を議会を通して供託するなり議会に預けるなりしたらど

うかなと思っています。

また、いつも共産党の議員は、他の議員が賛成しないからといって人のせいにする、他人
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のせいにする。だから、この条例案、請願は通らなかったと。自分たちみずからこの決議を

し、みずから発したこの決議案ですから、先頭なって４万円なら４万円でもいいですよ、５

万円でもいいですよ、それをみずからこうした姿勢を示すことが、この７００人に与える、

署名した人に対する、先頭とって私はやってますけど、そうしたら何人かの人も、新しい人

もおるから賛同を得られるかもわかりません。そういうことはどうかなと。もう一度、供託

とはなじまないと言われるけれども、この新聞から通すならば供託になじむんではないのか、

そういうことを説明していただきたいと思います。

６番議員！議 長

１つは、お手盛りについては、先ほども言っているわけなんですけれども。町民の６番議員

声というのはもっと厳しいものがあるという、先ほど言いましたけれども、具体的に議員は

一体何をやっているんだということが非常に強いところもあります。もちろん、町議会をよ

く知っている人については理解を深めていただいていることもあります。私たち自身も、３

０万円もらってる中の中身について説明をします。こういうことについては再三、私たち自

身の説明責任としてやっているわけなんです。だから、そういうことについての議員の考え

方についてと、町民から見た場合の町や議会に対する考え方、これは非常に隔たりがありま

す。だからこそ、議会は積極的にやってるんだということで、私たち自身も再三議会広報に

ついては重視して、議会がやっていることについては町民に理解を求めるような内容を発信

しよう、こういう点についても率先してやっているところであります。これについては、当

然理解をいただいていると思います。こういうことから、私たちは議会あるいは町と職員の

方々も含めて、町民から見た場合の目はもっと厳しいものになっているんだという認識を持

つべきであります。そういうことが、一つ町民の声としてあるということも改めて指摘して

おきたいと思います。

それから、お手盛りについては、言葉のあやという問題もあったかと思いますけれども、

４万円引き上げについては明らかにお手盛りです。しかし、それが８年間続いて現状に続い

ているということについては、具体的にどういうような立場をとるのとかいう点は、継続し

て８年以上進んでいるわけですから、これは一つのもう既成事実になってるちゅうのは当然

のことだと思います。しかし、供託の部分については、私はお手盛り、あるいはそれでない

という形の問題ではなく、生活費として議員の給料が位置づけられてる限り、供託になじま

ないものだというように思います。あるいは、その他の方法で改善する方法があれば、町と

相談して積極的にやっていけばいいことだというふうに思います。しかし、供託については、
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これは議員の報酬自体を供託することについては、これは私であろうと他人であろうとなじ

まないという形で指摘をしておきたいと思います。

それから、再三先ほどから言われてる問題は、現在の広陵町の財政事情をどのように認識

されているのか、あるいは町民に対して具体的な要望をどういう形で実現させていくのか、

あるいは逆に要望が実現されていくために町は財政難の折、四苦八苦されています。町職員

は、そういう中でどのような形で持っていけばいいのかということについての努力もされて

います。こういう中で、町長が決断をとって進行していくわけですけれども、私は今町財政

が非常に危機だというように言っている中にあっては、こういうような状況を踏まえて、議

員が率先して報酬の引き下げを行っていこう、こういうような意志表示を行うことだという

ように思います。

そういう意味から、私たちは４万円というのは、条例改正案のときには出しました。しか

し、請願書ではそういうようになっていないのは当然でありまして、議員がみずから相談し

て決めたらいいじゃないかと、こういう思いが請願書の中には込められている。私自身も、

それは議員が非常にいろいろ生活費だという形から、カットされる点については非常に厳し

いものがあるというように思っています。私自身も、４万円を引き下げるについては非常に

厳しい状況が生まれるんだということも認識しています。しかし、これは広陵町の現状から

いって、解決しなけりゃならない問題だというように思います。だから、前回、９月議会、

１２月議会には条例案で４万円引き下げの条例案出してるちゅうことも言ってるやんか。今

回言ってるのは、そういう例に基づきながら、なお議会がみずから相談すればいいんだとい

うことです。

みずからの考えで、９月議会、１２月議会は４万円引き下げの条例案出したやんか。今回

言ってるのは、そうやないちゅうてんのや。

寺前さん、寺前さん、質問に対しての答えですので。議 長

今回言ってるのは、もう一回整理します。４万円については、昨年度について条例６番議員

案の改正については４万円出しました。

いや、もう山田議員、山田議員、よろしいですか。ああもう、寺前議員、これで。議 長

今言ってるのは、４万円はどこにも出ていません。そういうことを言いたい。６番議員

また後で、またこれはもう後で、はい。ほかに質疑ございませんか。 ８番議員！議 長

共産党の議員が、これだけ町当局に協力的な発言をされるというのは、本当に僕も８番議員

びっくりしておるんです。そこで１点お聞きしたいと。
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これね、選挙になりますと、公共物にいろんなビラが張られるわけなんですよね。これは

共産党さんも特に張られます。民主党さんも、ことし今回張られてましたですね。こないだ

町当局が、シルバー人材センターを使ってだと思いますけど、撤去された。町会議員の選挙

のときにも、確かに同じようなことがあったと思うんです。ほんでこれ、町の費用を使って

撤去をされた。このぐらい町に対してむだ使いをやかましく言っているとこが、自分らはそ

ういうことをして、その金を補うべきじゃないか。本来そこまでやってするべきもんじゃな

いかと、私はこのように思いますにゃけどね。ひとつこの点についてお聞かせ願いたいのと。

ひとつその点よろしくお願いしておきます。

これは報酬引き下げ、今のこれ。関係ない。まあ。議 長

まず、報酬の引き下げとこの問題については関係ないということも、まず指摘して６番議員

おきたいと思います。しかし、せっかく質問していただいているから、こういう機会をあり

がたく思います。

１つは、私たちは政党の政治活動の部分について、憲法で保障されてる部分については、

あらゆる機会を通じて自由な制度を持つべきだというように認識しています。それとともに、

町は広告物として、その一つとして政党ポスターを撤去している。だから、政党ポスターを

わざわざ撤去しているという認識はない、これが町の説明です。だから、広告物についての

問題。それからもう一度、私たちは具体的に全国津々浦々、そういう公共、特に道路ですね、

道路とかフェンス等には政党の宣伝ポスターが貼られています。これはもう高田でもどこで

も、公明党も一生懸命積極的に張っておられます。民主党も張っておられます。自民党も張

っておられます。こういうような状況の中で、広陵町でこういうことになっていると言って

いますけれども、私たちは公共施設について、もちろん行政施設については別ですけれども、

公共施設について政治的な活動を行う場合の一つの場としては当然提供すべきだ、このよう

に認識しています。

はい、寺前さん、もうこれぐらいで結構です。議 長

広告物とは全く別の種類であります。６番議員

寺前さん、もうそれぐらいで結構です。議 長

そういう点について。それから、もう一つの、県では。６番議員

内容と異なりますので結構ですので。議 長

県では、政治宣伝物については撤去しない、このように答えているということで、６番議員

それをあわせて追加しておきます。
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寺前さん、着席願えますか。ほかに質疑ございませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。 １番議員！議 長

この議案については反対という形でさしていただきますが。やはり寺前君に対する１番議員

質問の中にも、なかなか理解できていないとこもあるのかなあと。共産党の新聞やとか、じ

ゃあ自分は共産党じゃないのかと。じゃあ、この広陵民報に対してはだれが記事を提供する

のかと。君たち２人が、この民報に対する資料の提供等を含めて、議会であったことを逐次

連絡して、こうした紙に書いて広陵民報として形で、我々のポストに投げ込まれるんではな

いか、そういうことをきちっとしてもらえばなあと。

それから、議員の歳費が高いから低いからせよと言ってるのではないと。やはりその点に

は、高いから４万円下げよと。過去、これで４回ぐらい請願なりこの議決なり、いろいろな

また前回の３月の議会においては署名まで集めてこの議場に寄せられてきたわけであります。

ですから、やはりそうしたことにこたえるためにも、まずみずからこうした形で先頭切って、

その４万円高いと思うなら４万円、４万円が高い、もう少し低くて３万円でもいいですよ。

もう少し形の上できちっとした方がいいのではないかなあと思っています。

それから、壇上の方でいろいろな奈良県下における市に対する、市長とか議員に対する、

その報酬に対する引き下げの例を出されましたけども、それは市であります。我々は、３万

４，０００人から３万５，０００人、御所市、そして五條と肩を並べる住民を抱えるわけで

あります。ですから、一生懸命それに見合うだけの仕事をし、そして町民の期待にこたえる

のが議員ではないのかと思いますので、そうしたことに３０万円なら３０万円に見合うだけ

の、報酬に見合うだけの仕事をすれば、町民も納得されるのではないかなあと思っています

ので、この案については反対です。

賛成討論。 １５番議員！議 長

今の議員の報酬、また特別職の報酬については、高い安いは別といたしまして、１５番議員

今の世の中の流れをくんで、少しはやはり私は下げてもええんではないかと思っております。

それで、私は賛成といたします。

１２番議員！議 長

ほかに反対、また後でしやる。１２番議員

いやかまへんがな。いや、何もかも１人でもええやん。 ８番議員！議 長

先ほど議員に対していろいろ質問、山田議員、また私も質問さしていただきまして。８番議員
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非常に、これは共産党的だなあということを感じております。名も実もとろうということな

んですよね。自分たちは引き下げを要求しました。しかし、議会で否決されましたと。だか

ら、今までどおり全部いただきますと。こちらの方で下げたいうええ格好もできるし、全部

いただけると。こういう形の論争なんです。これ、４回も５回もやってるはずなんです。そ

れで今回、私これまた決議して、４回も５回もこれやられるんだからね。これ、今回もやっ

とったら、これ供託に、もう自分らの分は供託してでもやるというかたい決意のもとでこれ

出されたと思うんですけども、どうも答弁聞いてますとそうでもないと。

先ほど申しましたもう一点のね、非常に町の財政を気にしていただいておる。私も気にし

ていますよ、町の財政については非常に気にしてます。こんなぐらいの金額で済む問題やな

い。

そしてもう一点、おっしゃいましたね、ポスター、いろいろ張ったんの、これは我らの主

張。主張ならどこへ張ってもいいのかということですよね。私はこのことを議論しようとし

てるんじゃなくて、それを現実に撤去するには費用がかかってると、こちらの議論です。財

政問題を持ち出すから、こちらの議論をやっておるわけでございます。それをそういう先ほ

どの議論がありましたらね、それはそれとしての裁判するなり何なりしたらよろしいんです。

しかし、現実の問題としては、それに撤去するのには金がかかってると。財政支出をされて

るということ、この現実があるということは事実であります。

それとまた、町職員の給料がカットされてるという間違った言葉も使われております。カ

ットみたいされておりません。人事院の勧告に従って給料を決めているだけのことです。１

割カット、２割カット、そういう状況に入りますと、当然我々議員もそれに従ってその措置

を考えなくてはならない、当然のことです。現在はそうでないということでございます。

以上の理由によって反対いたします。

先、賛成。 １２番議員！反対やから、先賛成行きましょう。反対やから賛成とい議 長

うこと。

全部反対の意見聞いてから討論しようと思いましたけども、賛成の討論をしたい１２番議員

と思います。

まず１つは、今回中身、先ほどから寺前議員が繰り返し説明していますように、従前は共

産党、町会選挙のときも４万円の引き下げということで、住民の皆さんにも訴えてまいりま

したし、多くの共感をいただいたところなんです。目標としては、できるだけその４万円の

報酬を引き下げていく、このことに努力をしていくということには一貫して変わりはありま
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せんが、ただ広陵町の今の議会の議員さんの様子を見ていますと、４万円というのがすんな

り通っていかないなというところを踏まえまして、少しでもやっぱり努力をしていくという

姿勢に賛同をしていただくために、このような形で数字を入れない形で、これは例として今

回書いているだけなんですね、数字を入れない形で提案させていただいたということで、共

産党のそういう柔軟な姿勢、努力に対してご理解をいただきたいなというふうに思います。

ですから、例えば先ほど山本議員がおっしゃいましたけれども、人勧に基づいて職員さん

は給料引き下げしたんだということがおっしゃられましたけれども、そしたらとりあえず緊

急にでも補正組んででも、職員さん引き下げられた分、議員が引き下げていく姿勢を山本議

員、出していただける、提案していただける、こういう余地を残した提案であるということ

をまず理解してもらいたいなというふうに思います。

それから、提案を何回もさせていただいてるんですけれども、そのたんびに否決されるん

ですね。それは、先ほど否決されるのは共産党の責任みたいな責任すりかえ論を発言されま

したけれども。これは議員の皆さんが賛成していただければ、幾らでも可決するんですから、

共産党は提案してるんですから、この否決されるということの全責任は反対される議員さん

にあるということは、だれが考えても明白であるということを指摘をしておきたいというふ

うに思います。

それから、財政の問題なんですけれども、清掃センターの建設費と大変な負担が今のしか

かってきている、こういう、また今後のしかかってくるという状況の中で、町長も所信表明

の中で「住民の皆さんも我慢してください」、こういう言葉をあえて入れておられるんです。

ですから、「住民の皆さん我慢してください」ていうんだったら、ご自分もちょっと我慢し

ていただいて、また議会もちょっと我慢していく、当たり前ではないんでしょうか。ですか

ら、私たちはこういう提案を、町長の言葉とあわせてさしていただいてるわけですから、何

も筋の通らない話ではないというふうに思います。

そして、見合うだけの仕事をするのが議員だと。当然議会に出席するだけではなく、日常

的な活動も議員にふさわしい、議員としての活動、多々あると思いますし、頑張っていただ

くのは当然なんです。２４時間頑張っていただいても、それはいろいろ寝る時間もあるから

できませんけども。例えば、その見合うだけの仕事をする、頑張っていただいてるけども、

広陵町の正規職員さん、約２４５名ぐらいですか、に対して臨時の職員さんが１００名なん

ですよ、約。その臨時の職員さんは、週５日、毎日毎日出勤してきても１２万円そこそこし

かならないんです。そういうことで、十分議員の見合うだけの仕事をしたとしても、そうい
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う職員さん、広陵町で住民の皆さんのサービスのために一生懸命働いている職員さんのこと

を考えてみましても、やっぱり今議員が努力をしないで何をするんでしょうか。

そういうことで、こういう今回の提案は大変柔軟に、皆さんに十分賛成していただける形

として改めて提案いたしましたので、よく考えていただきまして賛成いただきますようによ

ろしく。

ああ、それともう一つ加えます。さっきのチラシの問題なんですけどね。これについては、

広告物と政治活動との区別が、皆さんね、職員さんも含めて十分認識できていない、ここが

一つ大きな問題なんですわ。今回、県議会の方でも広告条例の何か議論審議されたみたいな

んですけれどもね、環境美化の何かいろいろありましてね、撤去とかいろいろありまして。

そういう議論の中で、県議会の中での確認事項なんですけれども、政治活動については、そ

れについては構わないということで確認しているということも聞いておりますのでね。その

辺は、職員さんも議員の皆さんも皆さん理解をしっかりと区別していただいて判断していた

だきますように、間違えないようにお願いしておきます。ですから、そうしていただければ、

そういうポスターもとっていただく必要もないですし、そういうことなんですね。ですから、

これは県議会での確認事項として、私の方は確認とっておりますので、その点もご理解をよ

ろしくお願いしたいと思います。

１０番議員！議 長

私は、この議員提出議案第７号に対して、反対の立場で討論さしていただきます。１０番議員

最近賃下げムードの中、特別職や議員報酬だけを例外とすることは世論が許さないだろう

というものです。これは、生活不安のはけ口を政治家にぶつけようとする世論に刃向かって

勝ち目はないという見方で、ムードづくり、見せかけで、抜本的な大政策とは言えない。つ

まり、無難で安易な方法と思います。現行維持で、できれば報酬を充実を、今どき値上げを

提案することと、世論に逆行するも、あえて賃上げの理由を述べます。

その一つとして、町民は議員報酬、特別職が高過ぎるということで、引き下げられて当た

り前というもので、ひどい意見としてはゼロでもよいという意見もあります。このことは、

議員が毎月何万円近くのお金を政治活動費として持ち出していること、また特別職の方も一

生懸命汗を流していることを町民の方は知らないと。

その２つ目として、議員の中でもみずから活動報告を町民に定期的に送り届けているのは、

一部の進歩派議員を省いて極めて少ない。議員は、選挙のときにしか町民に情報提供しない

と思っています。事実、町民には議員や特別職の働きが見えてこない。そういうことで、議
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員提出議案第７号の目的ではありませんが、１，１００万円の捻出のことも大事ですが、も

っとほかに合併促進とかに着眼されたら財政面で効果的ではないでしょうか。

そういうことで、以上の観点から私は議員提出議案第７号に対して反対です。

ほかに討論ありませんか。 ９番議員！議 長

それでは、私は最後の反対の討論を行いたいと思います。９番議員

広陵町の職員、一般職及び特別職ちゅうはどのような職員の給料あるいは議員の報酬がふ

さわしいのか、このことについては広陵町ではこのようなことで今までどおり進んでるわけ

です。一般職については、ご存じのように、人事院勧告というのが出ます。この人事院勧告

というのは、日本国内の民間企業の給料、平均給料を出し、それを当てはめて、今年度は民

間が上がれば上がる、民間が下がれば下がる。至極平均的な民間のベースにより、広陵町の

職員の給料も決めてる。当然、そのことで本年の人事院勧告、こうございました、じゃあ一

般職もこうしたいですということがここの議場に出されます。それに対して、議会も賛成と

いうことで、私もだれの目が見ても公平な金額ということで、人事院勧告に基づき本町の一

般職の給料を決めてるということでございます。

さて、特別職については、特別職については特別職の、我々が勝手に決めるんじゃなくて、

高い安いというて決めるんじゃありません。報酬審議会なる公正なる第三者により報酬審議

会、議員の報酬はどうや、特別職の報酬はどうして決めたいんだ、このようなことにより報

酬審議会から意見が出てくることがございます。当然、それは一般職の給料も見ながら、特

別職をどのようにしたらいいんだと、このようなことで出てくるのでございます。

ことしの、本年の２月５日、２月５日と２月１８日、当然特別職の報酬についても報酬審

議会が開かれております。議員については、このまま８年間据え置き、これが一番いいので

はないか、このような報酬審議会の答申、意見があったところでございます。８年間、一般

職は８年間上がってるんですよ。８年前は議員というと、係長よりは高かったんですわ、係

長職よりですね。今は係長職は３２万幾らです。今議員は３０万円ですから、今は議員とい

うても係長より安い、係長以下と、このようなことになっておりますが、報酬審議会の意見

は８年間据え置きがいいのではないか、このようなことで今回の、新しい議員さんも多いん

ですが、３０万円ということが決まっております。なぜ３０万円の給料決まってんにゃろか

なあと、なぜ３０万円になってるんかなあと、こういうことも当然新しい議員さんは疑問に

思われるかと思いますが、そういうふうにちゃんと報酬審議会が答申して、８年間据え置き

がよろしい、正しい、こういうなことで決まっております。
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したがって、今回の議員提案第７号については、私もこのような理論から反対するところ

でございます。よろしくお願いいたします。

ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切ります。議 長

本案について反対者がありますので、起立により採決いたします。

本案を原案どおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立少数であります。よって本案は否決されました。議 長

お諮りします。お手元に配付いたしておりますとおり、各常任委員長から議長あてに所管

の事務について調査研究の申し出があります。このことについて、委員長からの申し出のと

おり閉会中の継続審査に付することに異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって申し出のとおり、閉会中の継続審査をすることに決議 長

しました。

お諮りします。議会運営委員長から、議会運営に関する事項については、お手元に配付い

たしました申出書のとおり閉会中の審査に付することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり、閉会中の審査に付す議 長

ることを決しました。

次に、議会広報の研修については、奈良県町村議会議長会主催の研修会に毎年議員を派遣

しています。よって平成１６年度においても、議員２名以内の派遣をすることとし、時期及

び人選については議長に一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議会広報研修は行うものとし、時期及び人選につい議 長

ては議長に一任されました。

以上で本日の議事日程並びに本定例会に付議されました事件はすべて終了しましたので、

会議を閉じます。

平成１６年第２回定例会をこれにて閉会いたします。

（Ａ.Ｍ.１１：５１閉会）
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以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。

平成１６年６月１８日

広陵町議会議長 吉 岡 章 男

署 名 議 員 山 村 美 咲 子

署 名 議 員 吉 田 信 弘
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